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序     文 
 

 インドネシア共和国の治安維持は、30年あまりにわたって、国軍の一部である警察が担ってきまし

た。しかしながら、国全体の民主化の進展に伴い、2000年８月の国民協議会決定を受けて、インドネ

シア国家警察（INP）は国軍から分離され、大統領直轄の機関として再編されました。インドネシア

国家警察は今後、市民警察として国民の信頼を得るとともに、治安維持に努めることが、きわめて重

要な課題です。こうした背景から同国政府は我が国に、市民警察活動促進を目的としたプロジェクト

方式技術協力を要請してきました。 

 これを受けて国際協力機構（JICA）は、二度の調査団派遣を通じインドネシア国家警察と協議を進

め、首都ジャカルタに隣接するブカシ県のブカシ警察署をモデルとし、市民警察活動の試みを進めて

いく「インドネシア市民警察活動促進プロジェクト」を、2002年８月１日から５年間の予定で開始し

ました。 

 今般、JICAは本プロジェクトの協力期間終了を控え、プロジェクト活動実績の整理・確認を行うと

ともに今後の協力を行ううえでの教訓・提言を取りまとめることを目的とし、終了時評価調査を実施

しました。 

 本報告書は終了時評価結果を取りまとめたもので、今後の本プロジェクトの展開に広く活用される

ことを願うものです。 

 最後に、これまで本プロジェクトの実施にあたり、ご協力いただいた内外の関係者各位に対し、心

から感謝の意を表します。 

 

平成19年４月 

 

独立行政法人国際協力機構 

社会開発部長 岡﨑 有二 
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M/M Minutes of Meetings 協議議事録 

OECD 
Organization of Economic Cooperation and 
Development 

経済協力・開発機構 

OJT On-the-Job Training 実践的実地教養 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリ

ックス 

POLDA Regional Police Department 州警察本部 

POLMAS 
Perpolisian Masyarakat 
（Community Policing by the Indonesian Police）

インドネシア版市民警察活動 

POLRES Police Resort 警察署 

POLSEK Police Sector 分署 

POSPOL Pos Polisi（Police Field Office） 警察官派出所 

PROPENAS National Development Program （インドネシア）国家開発計画 

PTIK Police Science College 警察大学院大学 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

SECAPA Police Officers Candidate School 士官候補生学校 

SPN National Police School 初任科学校 

WG Working Group ワーキング・グループ 

 



 

評価調査結果要約表（終了時評価） 

１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：市民警察活動促進プロジェクト 

分野：ガバナンス 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：社会開発部社会制度・平和構築チ

ーム 

協力金額（2006年度末時点）：556,011千円 

（R/D）：2002年７月15日 

先方関係機関： 

１）主務官庁：インドネシア国家警察 

（Indonesian National Police：INP） 

２）実施機関：インドネシア国家警察本部、ジャ

カルタ警視庁、メトロブカシ警察署、ブカシ県

警察署 

日本側協力機関：警察庁  

協力期間：５年間 

（2002年８月～2007年７月） 

 

 

協力期間 

 

他の関連協力：インドネシア国家警察改革支援プ

ログラム 

個別専門家派遣：インドネシア国家警察長官アド

バイザー 

技術協力プロジェクト：薬物対策、バリ市民警察

活動推進（観光分野） 

無償資金協力：市民警察化支援計画 1、インドネ

シア国家警察組織能力強化支援計画 2 等 

国別特設研修：警察行政比較セミナー 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア国（以下、「イ」国と記す）の治安維持は、30年あまりにわたって国軍の一部で

ある警察が担ってきた。しかしながら、民主化の進展に伴い、2000年８月の国民協議会決定を

受けて、インドネシア国家警察は国軍から分離され、大統領直轄の市民警察として再スタート

した。今後、インドネシア国家警察が市民警察として国民の信頼を得るとともに、「イ」国の治

安を維持していくことは、経済の安定や投資の促進にとっても重要な課題である。「イ」国政府

は国家開発計画（National Development Program：PROPENAS）においてもインドネシア国家警察

の改革を重点項目に掲げている。かかる状況下、「イ」国政府は警察機能の近代化と行政能力の

向上に対する支援につき我が国に要請してきた。これを受けて、我が国は2001年２月のインド

ネシア国家警察長官アドバイザー（個別専門家）派遣をはじめとして複数のスキームを活用し

た協力「インドネシア国家警察改革支援プログラム」を開始したが、本プロジェクトは当該プ

ログラムの中核をなす技術協力プロジェクトであり、ジャカルタ郊外のブカシ警察署の組織と

機能を市民警察としてふさわしいレベルまで強化し、全国のモデル警察署として構築すべく活

動を行っている。なお、ブカシ警察署は、2004年10月メトロブカシ警察署、ブカシ警察署に再

編された。 

 

 
 
 

                                                 
1 E/N 2004 年９月、無線通信システム、現場鑑識資機材、薬物簡易鑑定資機材。 
2 E/N 2005 年５月、捜査活動支援通信システム、鑑識活動用資機材、現場検分活動用資機材、交番セット。 



 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

 インドネシア国各地の警察署と警察職員により市民警察 3 としての活動が展開される。 

 

（２）プロジェクト目標 

 「モデル警察署」であるブカシ警察署 4 において、市民警察としての活動が実施される。

 

（３）成果 

１．「モデル警察署」たるブカシ警察署の市民警察としての組織運営能力が向上する。 

２．同警察署の現場鑑識業務が改善される。 

３．同警察署の通信指令体制が改善される。 

４．「組織運営」「現場鑑識」「通信指令」に関連した訓練プログラムが整備改善される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

   長期専門家派遣 11名 カウンターパート第三国研修 14名 

   短期専門家派遣 23名 機材供与 59,828千円 

   カウンターパート本邦研修 185名 現地運営経費 81,273千円 

相手国側： 

   カウンターパート配置 27名 事務所施設提供 

   モデル交番用土地提供 ３か所 事務所共益費負担 

２．評価調査団の概要 

 調査者 調査団員数 ６名 

（１）総括 岡﨑 有二 国際協力機構社会開発部 部長 

（２）インドネシア治安政策 
 河野 毅 政策研究大学院大学 助教授 

（３）技術協力政策 佐藤 保之 外務省国際協力局無償資金・技術協力課

 課長補佐 

（４）警察政策 池田 宏 警察庁長官官房国際課 課長補佐 

（５）評価企画 岩間 創 国際協力機構社会開発部第一グループ 

 社会制度・平和構築チーム 

（６）評価分析 監物 順之 中央開発株式会社海外事業部 

 調査期間 2007年１月12日（木）～１月31日（水） 評価種類：終了時評価 

 
 
 
 
 

                                                 
3 市民警察としての活動：警察は「国民の生命、身体、財産を保護し、公共の安全と秩序の維持にあたる。」責務を負っているが、任

務遂行にあたり個々の警察活動が法の下の公正さをもって誠実・迅速に実施されなければならない。現場鑑識活動による物的証拠

により特定された被疑者の人権保護を含む刑事司法手続きが公正に進められる等が一例としてあげられる。具体的には「犯罪の防

止・検挙に取り組み、市民に優しく、地域社会に密着した警察」の活動とし、市民の要望に対する迅速な対応かつ誠実な対応をす

ること。 
4 2004 年 10 月にブカシ警察署がメトロブカシ警察署、ブカシ県警察署に分割されたが、両警察署を対象に本プロジェクトを実施して

いく。本プロジェクトにおいて「ブカシ警察署」はメトロブカシ警察署、ブカシ県警察署の両警察署を指す。 



 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）成果の発現度 

成果１．「モデル警察署」たるブカシ警察署の市民警察としての組織運営能力が向上する。」

の発現度 

｢ブカシ警察署の市民警察としての組織運営能力が向上｣したかについて、各指標からは向

上したことが示されており、成果１はおおむね達成したと判断する。また、インドネシア

国家警察上層部をはじめ各方面からの訪問や視察で、活動を「見せる」という側面におい

ても向上している。 

 

成果２．「同警察署の現場鑑識業務が改善される。」の発現度 

現場鑑識分野では、指標値に大きな成果が見られた。特に、指紋と写真分野でそれぞれ輩

出された３名のインストラクター級検定合格者は、無償資金協力により投入した資機材の

取扱説明用VCD作成の中心的役割を果たし、また、新入係員に対する指導教養を率先して

行うなど、具体的な成果があらわれている。 

 

成果３．「同警察署管内の通信指令体制が改善される。」の発現度 

メトロブカシ警察署では今まで組織上存在しなかった通信司令室も試行的にではあるが

立ち上げられ、実施規則についても専門家とカウンターパートの協働作業により原案も作

成されて、現在幹部により検討されている段階である。メトロブカシ警察署においては、｢成

果３．同警察署管内の通信指令体制が改善される。｣方向で前進したことは間違いないが、

実際的訓練を更に継続することで成果３の達成度はより確かなものとなるであろう。 

 

成果４．「『組織運営』『現場鑑識』『通信指令』に関連した訓練プログラムが整備改善され

る。」の発現度 

本プロジェクトにより、多くのマニュアルが作成され、またインストラクターも養成され

た。ブカシ警察署における「『組織運営』『現場鑑識』『通信指令』に関連した訓練プログラ

ムの整備改善」はおおむね達成されたといえる。しかし、インドネシア国家警察全体の教

育訓練システムに正式に取り入れられる段階には至っていない。 

 

  ＜全体的な成果の発現度＞ 

メトロブカシ警察署において各成果とも大きな進展が見られ目標値に近づいている。特

に、進展がはっきりと目に見えるのは本署及び最前線の警察・市民パートナーシップセン

ター（Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat：Police-Citizen Partnership Center）（インドネ

シア版交番）であり、中間の分署レベルの強化は十分ではない。なお、ブカシ警察署の再

編成により新設されたブカシ県警察署では全体として先発のメトロブカシ警察署に比して

遅れが見られる。 

 

（２）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標（「モデル警察署」であるブカシ警察署において、市民警察としての活

動が実施される。）にいう｢市民警察としての活動｣とは｢市民の要望に対する迅速な対応か

つ誠実な対応をすること｣（脚注３）であり、最終的な評価は、市民警察としてのブカシ警

察署の活動を市民がどう受けとめているかにより判断される。外部コンサルタント

（ACNielsen）による世論調査でも、また本調査団によるBKPM試行地域での市民インタビ

ューにおいても、市民は｢警察は以前よりよくなった｣とする意見が増えていることから、ブ 



 

カシ警察署において｢市民警察としての活動｣は確実に動き出しているといえる。しかしなが

ら、世論調査による評価が上昇したといってもその数値はわずかなものであり、なかには評

価が下降している項目もあること、また調査団が直接インタビューした市民がBKPM活動地

域に限られていることからも、370 万のブカシ住民の大半が警察改革を実感しているとはい

いがたい。 

また、ブカシ警察署における事件に関連した市民からの各種届出の情報はある程度整備さ

れているが、事件化を念頭に置かない事象の情報整備は不十分である。どのような情報をど

こまで報告するかということについて、具体的な事例を踏まえてその重要性を理解し、継続

的に一つ一つを検討していくことによりルール化する必要がある。 

さらに、個別の成果においても、新設のブカシ県警察署においては多くの成果の発現度が

先発したメトロブカシ警察署に比べて遅れていることが観察され、重要な成果に未発現の部

分が見られた。これらの成果はプロジェクト目標の達成を強固にするためにも重要な項目で

ある。プロジェクトは目標達成に向けて明確な前進をみせているが、分署レベルの意識改革

の強化、後発のブカシ県警察署における成果の発現等に引き続き努力し、プロジェクト目標

の達成を強固にすることが望まれる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

ジャカルタ郊外のブカシ警察署の組織と機能を市民警察としてふさわしいレベルまで強

化し、全国のモデル警察署として構築することを目標とする本プロジェクトは、国軍から分

離し市民警察となったインドネシア国家警察の警察改革を支援する、複数のスキームを活用

した協力「インドネシア国家警察改革支援プログラム」の中核的プロジェクトである。本プ

ロジェクトが、「イ」国の開発政策に合致し、我が国の対「イ」国援助政策にも合致してい

ることは、2005年６月２日付小泉総理とユドヨノ大統領の共同声明「新たな挑戦へのパート

ナー」にも明確に示され、2006年11月28日安倍総理とユドヨノ大統領の会談でも確認されて

いる。そのことは、より詳細には、我が国の｢対インドネシア国別援助計画｣（2004.11）に

も明示され、またインドネシア国家警察長官通達「インドネシア国家警察の責務遂行におけ

るポルマス（Perpolisian Masyarakat（Community Policing by the Indonesian Police）POLMAS：
インドネシア版市民警察活動）の運用に関する政策及び戦略」（Sekep 第737号、2005.10.13）

の目指す方向が、まさに本プロジェクトの目指す方向と一致していることからも明らかであ

る。 

「イ」国では2002年の新警察法により市民警察を指向することが明示されたが、それが具

体的にはどのような活動であるかは多くの警察官には理解されていなかった。上述のインド

ネシア国家警察長官通達のなかで推進しようとする活動の具体例が示されているが、その中

には本プロジェクトで導入している活動も多く含まれている。ジャカルタ郊外のブカシ警察

署をプロジェクト対象地区として選定し、ブカシ警察署において「イ」国全国の警察改革の

モデル署を構築しようとする戦略、組織運営・通信指令・現場鑑識の三分野を選定し、現場

におけるOJTを中心とした技術移転と並行して意識改革を目指すという手法は、単に機材を

使用しての技術の習得のみならず、「イ」国側が改革すべき要素の中で最も困難と位置づけ

ている｢文化（意識）｣の改革と、上位目標（プロジェクトのアウトカムの全国展開）を念頭

に置いたきわめて妥当なものである。 

本プロジェクトの妥当性はきわめて高い。 

 

（２）有効性 

外部コンサルタント（ACNielsen）による世論調査でも、また本調査団による交番試行地

域での市民インタビューにおいても、市民は｢警察は以前よりよくなった｣とする意見が増



 

えていることから、ブカシ警察署において｢市民警察としての活動｣は確実に動き出している

といえる。またBKPM活動は、当初計画にはなかったが、「イ」国側の強い要請により実施

したものであり、結果として警察官自身の意識改革や市民の警察観の変革に大きく寄与し、

プロジェクト目標達成に貢献している。これは、本プロジェクト実施の過程における柔軟な

対応の成功例である。しかしながら、成果の重要な一部がまだ十分に達成されたとはいえな

いこともあり、市民警察としての活動は始まっているものの十分に定着したとはいえない状

況である。その点でプロジェクトの有効性は確保されているが、まだ十分であるとはいえな

い状況にある。 

 

（３）効率性 

プロジェクト開始当初は、適切な機材・人材も十分整備されてなく、効率性は必ずしも高

いとはいえないものであった。その後、順次適切な機材・人材が投入され効率は回復してい

る。また、通信指令と現場保存、現場鑑識を組み合わせた複合訓練を導入する等、プロジェ

クトが実施の過程で行った工夫も効率性の改善に貢献している。若干の問題点は指摘される

が、全体としては投入はプロジェクト活動に適切かつ有効に活用され、投入に見合った成果

の発現に貢献しており、効率性は確保されている。 

 

（４）インパクト 

  ＜上位目標達成の見込み＞ 

上位目標の達成には、全国各地の警察官、警察職員の意識改革が必要不可欠であるが、

その実現は時間がかかるものである。予算上の制約もあり、上位目標の達成は容易ではない

が、政策レベルでの市民警察活動推進に対する強いコミットメントを鑑みても、インドネシ

ア国家警察上層部には上位目標をできるだけ早く達成したいとの強い意志が見られる。この

意志がある限り上位目標は早晩達成するものと思われる。しかしながら、調査時点において

は、上位目標達成に至る詳細な計画は示されておらず、いつ、どのように達成されるかを判

断するのは時期尚早である。 

 

  ＜その他のインパクト＞ 

プロジェクトは各方面の注目を集め、インドネシア国家警察副長官ほか、インドネシア国

家警察上層部、「イ」国の他の地域の地区警察本部の警察官、国会議員、ブカシ市役所、ブ

カシ市民と、多方面からのプロジェクト視察が相次いだ。これにより、市民の理解と協力が

高まり、プロジェクト開始当初はBKPM建設用地の手配も困難であったが、後半においては、

地方行政当局や市民の側から「土地は提供するので更にBKPMを増やしてほしい」との要望

が寄せられている。 

その他、他のプラスのインパクトも出始めているが、その度合いを判断するのは時期尚早

である。マイナスのインパクトは見当たらない。 

以上、全体として本プロジェクトではポジティブなインパクトが予測される。 

 

（５）自立発展性 

警察改革はインドネシアの優先課題の一つである。この政策に関する具体的戦略として策

定されたインドネシア国家警察長官通達SKEP/737/X/2005｢インドネシア国家警察の任務遂

行におけるPOLMASモデルの運用に関する政策及び戦略｣は、その中に本プロジェクトが導

入した活動を例示している。インドネシア国家警察ではPOLMAS推進を最重要事項の一つと

捉え、予算面、人員面でも優先するとしている。機材の維持管理面での不安はあるが、全体

として本プロジェクトの自立発展性はかなり高いと見られる。 



 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）「イ」国国家開発政策との整合性 

本プロジェクトが｢第一線警察署における警察官の意識改革に関する国際協力｣という日

本、「イ」国双方にとって前例がほとんどない困難な課題において効果を発現しつつある最

大の要因は、本プロジェクトが「イ」国のニーズに合致していた点にある。警察改革は「イ」

国の民主化政策のなかでも重要な位置を占める課題であり、2002年の新警察法により、警察

軍から市民警察へと組織・制度上の転換が行われたが、任務遂行の具体的実施面での方針・

戦略は、本プロジェクトの成果がある程度出てきた2005年10月に発出された「イ」国におけ

る市民警察の実践方向を示すインドネシア国家警察長官の通達（いわゆる、POLMAS通達）

で初めて示された。その中でブカシ警察署における活動を例示しており、本プロジェクトは

その実践例としてインドネシア国家警察幹部の注目を浴び、支援を得ていることがわかる。

国家政策との整合性がプロジェクト成功の重要な要因である。なお、プロジェクトが目指す

方向と整合性のあるインドネシア国家警察長官通達が発出されたことは、すべての警察官に

プロジェクトの目指す方向が理解されることにつながり、プロジェクトの効果発現を促進す

るものであった。 

 

（２）｢見られている｣との意識 

本プロジェクトに対してはインドネシア国家警察幹部のみならず、地域住民や国会議員を

含む多方面からの視察・見学者が多いが、警察内外から注目を浴びているという意識がブカ

シ警察署関係者にあり、これがプロジェクトを成功させなければならないとのモチべーショ

ンにつながっている。 

 

（３）プログラムとしての運営 

本プロジェクトは、市民警察としての組織能力強化を目指した複数のスキームを活用した

協力｢インドネシア国家警察改革支援プログラム｣の中核プロジェクトである。 

単に偶然同時期に同一セクターで複数の異なった協力がみられ、その間に連携・相乗効果

がみられただけではプログラムとはいえないが、本件においては、プログラムマネージャー

がインドネシア国家警察本部内に常駐し、本プロジェクトの業務調整員がプログラム事務局

を兼ね、プログラム定例会議が毎週定期的に開催されたことは、プログラムの個々のコンポ

ーネントをプログラム目標という同一の方向に向けるうえで効果があった。 

なお、プロジェクトのカウンターパートはブカシ警察署であるが、プログラムマネージャ

ーのカウンターパートはその上位機関であるインドネシア国家警察本部であり、プロジェク

トの状況がプログラムマネージャーを通じてインドネシア国家警察本部の幹部に伝えられ

ていたことも有効であった。 

 

（４）「イ」国に合った技術移転の重視 

本プロジェクトは、日本の方式を「イ」国に定着することを目的としておらず、日本の経

験を紹介し、「イ」国側と共にインドネシア流の方式を考え実践していくことをモットーと

している。また、個々の具体的な施策を実施するにあたっては、インドネシア国家警察本部

やジャカルタ警視庁と協議をすることを怠っていない。 

また、技術移転の方式についても、実際の個別現場におけるOJTを重視している。基本的

な技術の移転や日本の経験の紹介等は本署内等における講義や実習によるが、個々の現場で

どの技術をどう使うかをともに考えるという方式は、手間暇のかかるものであるが、これに

よりカウンターパートの力は着実にのび、また、将来「イ」国全土に普及すべきモデルの確

立にも有効であった。 



 

（５）適切な投入・活動 

プロジェクト開始当初は試行錯誤的な面もあり、あまり効果的ではない投入・活動も散

見されたが、後半における投入・活動は適切かつ有効であった。特に有効であった例を以下

に列記する。 

１）日本・「イ」国双方による優秀な人材の投入 

２）適切な機材の投入とそれを使用しての活動 

３）鑑識技能検定制度の導入 

４）通信指令と現場保存、現場鑑識を組み合わせた複合訓練 

５）カウンターパートによる「イ」国に適合した各種マニュアルの作成 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）通信機材整備の遅延 

通信指令分野では、他のスキームで整備された機材を使用して訓練を行う予定であった

が、当初の予定どおりには機材の整備がすすまず、通信司令分野での活動計画の見直しが必

要となった。 

 

（２）人事異動 

「イ」国側の人事異動が早く、せっかく育った人材が、いまだ十分に活躍する前にブカ

シを去っていくということが何度もあった。警察組織における人事異動は避けがたいもので

はあるが、プロジェクトにとってはマイナス要因であった。なお、なかには、異動先でブカ

シ・プロジェクトでの経験を活かしている者もいることは、プロジェクト成果の全国展開の

見地からはプラス要因である。 

 

（３）ブカシ警察署の再編成 

プロジェクト実施の途上で、パイロット・サイトとして選定されたブカシ警察署が市街

地を管轄するメトロブカシ警察署とそれ以外の地域を管轄するブカシ県警察署に分割され

たことは、プロジェクト活動に困難な課題をもたらした。プロジェクトとしては、両警察署

を対象とした改革支援を行っていくこととなったが、現実問題として、両署間の移動等に要

する物理的・時間的な「距離」も相当程度あること、指導すべきカウンターパートの数が倍

増したことなどからも、双方へ効果的な支援を継続していくために専門家の態勢・運用等に

更に工夫を凝らしていく必要が生じた。後発のブカシ県警察署における活動、成果の達成度

は先発したメトロブカシ警察署に比し、不十分な結果となっている。 

 

３－５ 結 論 

全体として本プロジェクトは妥当性の高いプロジェクトである。本プロジェクトによりブカ

シ警察署における警察官の意識改革は進展し、市民警察としての活動は確実に始まっている。

すなわちプロジェクトはプロジェクト目標の達成に向けて大きく前進しているが、調査時点に

おいては主に以下の２点において不十分な点も見られた。これらの点についてはプロジェクト

残りの期間内にできるだけ充実するとともに、プロジェクト終了後の協力のあり方に対する検

討を開始し、協力期間終了までにはその具体策を固めることが望まれる。 

 

（１）ブカシ警察署の本署幹部や、本プロジェクトで重点的活動の対象としたBKPMにおける市

民と常時接触する前線警察官に比べ、分署長をはじめとする中間職における意識改革がいま

だ十分ではない。 



 

（２）プロジェクト実施途中において旧ブカシ警察署が都市部を所管するメトロブカシ警察署

と、それ以外のブカシ県警察署に分割された。成果のすべての項目において後発のブカシ

県警察署は先発のメトロブカシ警察署に比べ遅れがみえる。 

 

３－６ 提 言 

（１）プロジェクト目標の達成を強固にするための活動 

プロジェクトにより、両ブカシ警察署における市民警察としての活動は大きく前進した。

しかしながら、成果の一部には達成度が十分でない項目もある。これらはプロジェクト目標

の達成を確かなものにするために重要な項目である。プロジェクト関係者は、残されたプロ

ジェクト期間において以下に例示した点を含め、これら達成度の不十分な成果の活動を中心

に、プロジェクト目標のより確かな達成を推進する必要がある。 

１）BKPM活動については、無償資金協力による11か所のBKPMが新たに立ち上がる。既存

３か所のBKPMでの活動を通じて得られた経験や技術を基として、新規に立ち上がる

BKPMでの訓練、特に初めてのBKPMとなるブカシ県警察署における教育訓練を進める必

要がある。 

２）全体として、両ブカシ警察署本署及びBKPMに比べ、中間に位置する分署での意識改革

に遅れがみえる。分署長を中心として分署の組織能力強化を図る必要がある。 

３）各分野において、プロジェクト当初から活動が開始されたメトロブカシ警察署に比し、

新たに発足したブカシ県警察署では遅れがみられる。ブカシ県警察署の強化を進めていく

必要がある。 

４）現場鑑識分野における技術の進歩は大きなものがあるが、分署（特にブカシ県警察署に

おいて）の刑事課における鑑識意識の向上が必要である。 

５）日本、「イ」国双方は、JICA事後状況調査団とインドネシア国家警察計画開発担当次長

との間に交わされた2006年９月29日付｢無償資金協力基本設計事後状況調査に係わるメモ

ランダム｣に従い、通信網の技術的問題の解決に向け努力する必要がある。 

６）通信指令分野では、訓練は開始されてはいるが、訓練量の不足が懸念される。プロジェ

クト終了までには、ブカシ県警察署における通信司令室を立ち上げるとともに、両ブカシ

警察署において、更に訓練を重ね、その訓練から得られた経験を基に通信指令のルールを

構築していく必要がある。 

 

（２）将来の協力のあり方の検討 

ブカシにおける市民警察活動は本プロジェクトによって大きく前進したが、上位目標達

成に向けて今後、「イ」国側は何をなすべきか、日本側はどのような協力が可能かの検討を

開始し、プロジェクト終了までに具体策を固めることが望まれる。本調査時点では以下の点

が指摘された。 

１）「イ」国側の多様な地域特性に適した市民警察活動を推進するうえで参考になりうる活

動のモデル造りをブカシにおいて推進すべきである。 

２）全体として、より一層インドネシア警察に合致したものとするための研究を重ねていく

（国の財政状態等を考えると、簡潔・廉価で効果的なシステムの開発が重要）。 

３）ブカシ警察署における成果の全国波及のために、インドネシア国家警察の教育・訓練組

織での活用を検討すべきである。 

 

（３）機材の維持管理及び消耗品等の適切な調達方式の確立 

本プロジェクトのもたらした効果を維持継続し、上位目標に向けて発展させていくうえ

で、消耗品等の適切な調達を含め、機材の維持管理体制の強化は重要である。 



 

３－７ 教 訓 

（１）プログラム支援 

本プロジェクトは、市民警察としての組織能力強化を目指した複数のスキームを活用した

協力｢インドネシア国家警察改革支援プログラム｣の中核プロジェクトである。プログラムマ

ネージャーがプロジェクトのカウンターパート機関であるブカシ警察署の上位機関（インド

ネシア国家警察本部）内に常駐し、プロジェクトの調整員がプログラム事務局を兼ね、毎週

定期的にプログラム定例会議が開催されていたことが、プログラムの各コンポーネント間の

連携と、各コンポーネントがプログラム目標という同じ一つの方向を念頭に置いた活動をす

すめるうえで有効であった。 

 

（２）機材を使用した技術移転 

機材を使用しての技術移転において、機材整備がプロジェクトの枠内で行われるか、枠

外で実施されるかにはかかわりなく必要な時期に整備されていることは必須である。プロ

ジェクトの枠外で実施される機材整備の工程表をプロジェクト関係者が適確に把握するこ

とに困難があるとはいえ、活動計画の策定にあたっては、機材整備の日程を十分念頭に置

く必要がある。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

本終了時評価調査は、インドネシア国家警察（Indonesian National Police：INP）を実施機関と

して、2002 年８月１日より期間５年間の予定で開始された｢市民警察活動促進プロジェクト｣（以

下、「本プロジェクト」と記す）の協力期間終了をおよそ半年後に控え、プロジェクトの実績を検

証し、評価５項目の観点から評価を実施するとともに、今後に向けての提言・教訓を抽出するこ

とを目的として実施した。 

本終了時評価調査の調査方針は以下のとおりである。 

 

 （１）討議議事録（Record of Discussions：R/D）及び現行プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス（Project Design Matrix：PDM）に基づき、これまでのプロジェクト活動の進捗状況、

実績を整理及び確認する。プロジェクトについて評価５項目（妥当性、有効性、効率性、

インパクト、自立発展性）の観点から評価を行う。2005年６月に中間評価が実施されてお

り、同中間評価結果を十分踏まえて本終了時評価を実施する。 

 

 （２）上記終了時評価結果を協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）（英文）としてまとめ、上

記カウンターパート機関と共通認識を得ることを目的とする。 

 

 （３）今後の対インドネシア警察分野支援の協力方針策定に資する教訓・提言等を導き出し、

評価結果を含め、終了時評価報告書（和文）に取りまとめる。 

 

 （４）評価結果を踏まえ、本プロジェクトの残りの期間（2007年７月末まで）において、対応

すべき事項があれば、その内容を確認のうえ、具体的対応策について検討する。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

 １－２－１ 調査団の構成 

本終了時評価調査団は、以下の６名により構成された。 

氏 名 担 当 所 属 

岡﨑 有二 総 括 独立行政法人国際協力機構社会開発部 部長 

河野 毅 インドネシア治安政策 政策研究大学院大学 助教授 

佐藤 保之 技術協力政策 外務省国際協力局無償資金・技術協力課 課長補佐 

池田 宏 警察政策 警察庁長官官房国際課 課長補佐 

岩間 創 評価企画 
独立行政法人国際協力機構社会開発部 

第一グループ社会制度・平和構築チーム 

監物 順之 評価分析 中央開発株式会社海外事業部 
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 １－２－２ 調査日程 

調査期間：2007年１月23日（木）～１月31日（水） 

※評価分析担当団員は本調査団に先行し、2007年１月11日（木）より派遣され、情報・資料

の収集・整理にあたった。 

（詳細日程は付属資料１を参照のこと） 

 

 １－２－３ 主要面談者 

主要面談者を付属資料２に示す。 

 

１－３ 対象プロジェクトの概要 

 １－３－１ プロジェクトの背景とプロジェクトの概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の治安維持は、30年あまりにわたって、

国軍の一部である警察が担ってきた。しかしながら、1998年のハビビ政権以来の民主化の進展

に伴い、2000年８月の国民協議会決定を受けて、インドネシア国家警察は国軍から分離され、

大統領直轄の市民警察として再編された。現在、インドネシア国家警察では市民警察活動を促

進するため、治安の維持に努め、国民からの信頼を得るために様々な改革を試みている。 

このような状況のもと、今後、インドネシア国家警察が「市民警察」として国民の信頼を得

るとともに、インドネシアの治安を確保していくことは、同国民の安全な生活の確保だけでな

く、政治的安定や投資の促進による経済発展にとってもきわめて重要な課題であることから、

インドネシア政府は、インドネシア国家警察の市民警察化に向けた改革への支援を我が国に要

請してきた。同要請に答え、我が国は「国家警察長官アドバイザー」をプログラム・マネージ

ャーとする「インドネシア国家警察改革支援プログラム」（以下、「本プログラム」と記す）を

実施してきている。 

本プロジェクトは、本プログラムの中核をなすコンポーネントとして、2002年８月１日より

期間５年間の予定で開始された市民警察への試みを支援するための技術協力プロジェクトであ

る。「インドネシア国家警察が市民からの基本的信頼を得ること」を本プロジェクトの基本目標

に定め、この基本目標を達成するための活動の柱を、「市民からの通報に誠実に応える」こと、

すなわち捜査能力の向上（とりわけ現場鑑識能力の向上）と、「市民からの通報に迅速に応える」

こと、すなわち通信指令体制の整備の二本柱にしぼるとともに、本プログラムの目標を現場の

一線警察署で実践するために、首都ジャカルタに隣接するブカシ県のブカシ警察署1 をモデルと

した協力を実施している。 

なお、特にインドネシア側の強い要望もあり、本プロジェクトでは、警察活動の 前線にあ

って、地域住民と密着した｢地域安全センター｣の機能を果している日本の交番制度をモデルと

した｢警察・市民パートナーシップセンター〔Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat（Police-Citizen 
Partnership Center）：BKPM〕｣を試行的に導入し、BKPMを｢道場｣｢実験室｣として、現場で活動

                                                  
1 2004 年 10 月に、ブカシ警察署が市街地を所轄するメトロブカシ警察署と、その他の地域を所轄するブカシ県警察署に分割

された。本プロジェクトでは、分割以後は両警察署を対象に実施することになった。本プロジェクトの PDM において「ブ

カシ警察署」はプロジェクト対象である、分割以前の旧ブカシ警察署、分割後のメトロブカシ警察署、新ブカシ県警察署の

両警察署を指すことになっている。また、和文による本プロジェクト関連の文書では新ブカシ県警察署を｢ブカシ県警察署｣

と呼び、旧ブカシ警察署と区別している。本報告書においてもこれに従い、分割以後の両警察署は｢メトロブカシ警察署｣｢ブ

カシ県警察署｣と呼び、両警察署を総称して｢ブカシ警察署｣と呼ぶこととする。 
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する警察官に市民警察活動を体感してもらう訓練活動を実施している。 

 

 １－３－２ ログフレーム（PDM） 

本プロジェクトのログフレームは、PDM形式が採用されており、実施協議の際に2002年７月

３日付PDM（以下、「当初PDM」と記す）が作成された。 

本プロジェクトは、上位目標（すなわちプログラムの目標）｢インドネシア国各地の警察署と

警察職員により市民警察としての活動が展開される。｣を意識し、そのための方法あるいは過程

として｢モデル警察署であるブカシ警察署において、市民警察としての活動が実施される｣こと

をプロジェクト目標としている。そのため、本プロジェクトのR/D上の実施機関はインドネシ

ア国家警察本部であるが、実際のプロジェクト活動は専門家が警察署に常駐しての署長以下警

察署署員を対象とする実践的実地教養（On-the-Job Training：OJT）及び教養の実施が中心とな

っている。第一線の現場警察署を対象とする技術協力は我が国にとって初めての経験でもあり、

当初作成されたPDMにおいてはプロジェクト目標がわかりにくく、関係者により異なった解釈

がなされたり、実情にそぐわない活動が含まれていたりするなどの欠点があった。派遣専門家

の中心的な人たちには、本プロジェクトは本プログラムの中核コンポーネントであるとの明確

な意識があり、その趣旨にそってPDMに対しては柔軟かつ適切な対応がなされていたものの、

中間評価調査においてこれらの点を実情に即して明確にするよう提言がなされ、それを受けて

2005年６月15日付Revised Project Design Matrix（PDM2）（以下、「改訂PDM」と記す）が作成

され、その後この改訂PDMが使用されている。両PDMの全体を付属資料４に示し、その変遷の

概要を下表に示す。 

 

 当初PDM（2002.07.03） 改訂PDM（PDM2）（2005.06.15） 

上位目標 
インドネシア国各地の警察署と警察職員によ

り市民警察としての活動 2 が展開される。 

同左 

プロジェクト目標 

「モデル警察署」であるブカシ警察署の組

織と機能が、市民警察としてふさわしいレ

ベルにまで強化される過程で得られた知

識・経験・技術を研修コースにより習得し

た警察官が育成される。 

「モデル警察署」であるブカシ警察署に

おいて、市民警察としての活動が実施さ

れる。 

成果１ 
「モデル警察署」たるブカシ警察署の組織

運営能力が向上する。 

「モデル警察署」たるブカシ警察署の市民

警察としての組織運営能力が向上する。 

成果２ 同警察署の現場鑑識業務が改善される。 同左 

成果３ 
同警察署管内の通信指令体制が改善され

る。 
同警察署の通信指令体制が改善される。 

成果４ 

警察学校及び訓練センターにおいて「組織

運営」「現場鑑識」「通信指令」に関連した

訓練プログラムが整備改善される。 

「組織運営」「現場鑑識」「通信指令」に

関した訓練プログラムが整備改善され

る。 

成果５ 

「組織運営」「現場鑑識」「通信指令」に関

連した訓練プログラムにおける教育訓練

指導者が養成される。 

 

                                                  
2 市民警察としての活動：警察は「国民の生命、身体、財産を保護し、公共の安全と秩序の維持にあたる。」責務を負ってい

るが、任務遂行にあたり個々の警察活動が法の下の公正さをもって誠実・迅速に実施されなければならない。現場鑑識活動

による物的証拠により特定された被疑者の人権保護を含む刑事司法手続きが公正に進められる等が一例としてあげられる。

具体的には「犯罪の防止・検挙に取り組み、市民に優しく、地域社会に密着した警察」の活動とし、市民の要望に対する迅

速な対応かつ誠実な対応をすること。 
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当初PDMでは、プロジェクト目標に｢ブカシ警察署におけるモデル警察署の構築｣と｢その過

程で得られた知識・経験・技術を研修コースにより全国の警察官が習得する｣という２つの要素

が含まれているが、その後段は前段ができあがったあとにそれをベースとする研修コースの確

立・実施によって初めて達成されるものである。５年という短期間でそこまでの実施には無理

があると思われるうえに、それに必要な活動・成果は十分に設定されていない。このため改訂

PDMでは、前段すなわち、モデル警察署としてのブカシ警察署の強化に重点を置き、成果に明

示された教育・訓練指導者の育成を残すことにより、後段すなわち、ブカシ警察署の成果の全

国展開への基礎固めを行うにとどめている。なお、活動の明細や指標についてもブカシ警察署

の強化に重点を置き、わかりやすく実情にそったものに改訂されている。 

本終了時評価においては、改訂PDMを評価用PDMとして使用している。 

 

 １－３－３ プロジェクトの活動状況 

前述のように、当初本プロジェクトはPDMに記載された活動の内容が実情にそぐわず、関係

者によって理解が異なっていたことに加えて、人材確保の問題、技術支援を補完する資機材の

導入の遅れなどの種々の事情から、本プロジェクトの円滑な滑り出しがなかなか容易ではなか

ったというのが否めない事実である。 

しかしながら、その後、PDMの改訂により関係者間の理解の統一を図り、専門家の体制の充

実強化と併せて、インドネシア側の理解と協力により、国別特設研修等で日本の現場の警察活

動を実際に肌で感じた経験のある人材のブカシ警察署へ配置が実現した。また、資機材の投入

についても、本プロジェクトの機材供与枠による鑑識・通信資機材の供与や日本の交番をモデ

ルにした“BKPM”が、2004年中に２か所、また、2005年12月にもう１か所が本プロジェクト

の中で完成したことにより、プロジェクト後半における活動は前半の遅れを大いに挽回した。

なお、無償資金協力 3 による交番セット 4 及び通信資機材は調査時点ではいずれもまだ十分に使

える状態には至っておらず、それらを使っての技術移転については遅れが見られる。 

なお、本プロジェクトを進めていくうえで、ブカシ警察署の分割問題について留意しておく

必要がある。そもそも、ブカシ警察署がパイロット・サイトとして選定されたころから分割の

動きはあり、当時のダイ・バクティアル長官の決定により、約２年間、分割が凍結されていた

が、2004年10月、自治体の意向を踏まえ、市街地を管轄するメトロブカシ警察署とそれ以外の

地域を管轄するブカシ県警察署に分割されることとなった。プロジェクトとしては、両警察署

を対象とした改革支援を行っていくこととなったが、現実問題として、両署間の移動等に要す

る物理的・時間的な「距離」も相当程度あることなどからも、双方へ効果的な支援を継続して

いくために専門家の体制・運用等に更に工夫を凝らしていく必要が生じた。本プロジェクトで

は、この問題を克服し、成果をあげつつある。 

分野ごとの具体的活動の概況は以下のとおりである。 

                                                  
3 ①E/N 2004 年９月、無線通信システム、現場鑑識資機材、薬物簡易鑑定資機材／以下、「無償資金協力①」と記す。 

②E/N 2005 年５月、捜査活動支援通信システム、鑑識活動用資機材、現場検分活動用資機材、交番セット／以下、「無償資

金協力②」と記す。 
4 交番の建物、パトロール用四輪車１台・二輪車２台、携帯無線機５台、パソコン１台。交番の市民警察活動を補完するため

の無償資金協力であり、建屋の供与を目的とするものではない。 



－5－ 

 （１）BKPMの活動 

日本の交番制度は世界的に有名であり、警察活動の 前線にあって地域住民と密着した

「地域安全センター」としての機能を果たし、日本の良好な治安のシンボルとされている。 

インドネシアにおいても、交番に似た組織として“POSPOL”（Pos Polisi：警察官派出所）

があるが、POSPOLには留置所があり、勤務警察官に受け持ち区域がない、地域内巡回指導

活動がないなど日本の交番とは、多くの違いが見られた。 

本プロジェクトでは、インドネシア側の強い要望も踏まえ、現場で活動する警察官に市

民警察活動を体感してもらうためのいわば「道場」「実験室」として、「交番セット」を供

与することとした（交番の市民警察活動を補完するための無償資金協力であり、建屋の供

与を目的とする交番プロジェクトではない）。 

インドネシア国家警察が市民警察として生まれ変わるためには、 前線のPOSPOLの改革

が必要であり、そのために日本の交番に似た施設において市民警察活動の実戦訓練をする

ことが合意され、2004年９月、従来のPOSPOLとの違いを警察官にも市民にも認識できるよ

うに、あえてPOSPOL改革とせず、“BKPM（ベー・カー・ぺー・エム）”という新しい名称

をつけてこの活動は開始された。 

現在までに、技術協力のスキームにより３か所のBKPMが整備されており、そのうちの２

か所は既に２年以上の活動実績を有している。他の１か所は、３か月間にわたる研修訓練

を受けた15名の女性警察官によるインドネシア初の「女性警察官交番」として、2005年12

月22日（「母の日」）に正式に運用が開始された。 

今後さらに、無償資金協力②「インドネシア国家警察組織能力強化支援計画」により、

2006年度内を目途に、メトロブカシ警察署管内に４か所、ブカシ県警察署の管内に７か所

の計11か所のBKPM整備が完了する予定となっている。 

ちなみに、合計14か所のBKPMの設置場所については、パイロット・サイトの選定にあた

っての考慮事項となったブカシの地域的な特性等を勘案して、日本・インドネシアのワー

キング・グループ（Working Group：WG）で協議して決定されたものである。 

BKPMでは、個々の勤務員が責任をもつ明確な「受け持ち区域」が指定され、３シフト制

で、１シフト５名の警察官が、24時間勤務をして、受け持ち区域の各家庭を訪問して住民

の要望を聴くとともに、防犯上のアドバイス等をする「巡回連絡」活動を行ったり、パト

ロールを行ったりして、「地域の安全の確保と安心感を向上させるための活動」に努めてい

る。それまでは、警察官と接する機会があるとすれば、事件や事故の届出のときくらいし

かなかった市民が、今では地域や家庭の問題を相談するために、BKPMを気軽に訪れており、

また地域の会合等に警察官の出席を求めるようになっている。BKPMのコミュニティー・ル

ームでは、地域住民と警察の担当者との「連絡協議会」が定期的に開催され、地域におけ

る治安上の問題や、それへの協働した取り組みなどについて活発な意見交換がなされてい

る。 

今後とも、地域社会と密着した警察組織の 前線における「POLMAS：ポルマス」

〔Perpolisian Masyarakat／インドネシア版市民警察活動；地域に密着した警察活動の有り様

を示した理念及び活動の指針（注：2005年10月13日付のインドネシア国家警察長官決定通

達が発出されており、2006年から2010年までの５年間で定着化・全面的展開を図ることと

している）〕の具体的実践の先行事例として、地域住民との信頼を構築し、その信頼を基礎
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に住民と警察とのパートナーシップをより強固なものとして、地域の治安にかかわる問題

を的確に把握し、先制的・予防的（プロアクティブ）かつ積極的に解決していく活動を展

開し、ひいては他の地域での実践に参考となる裨益していける具体的な成果・活動事例を

生み出していくための土台づくりが期待されている。 

BKPMへは、ブカシ管内の勤務員に対する訓練に加え、ジャカルタ警視庁や他の州警察本

部、警察学校等の幹部、警察大学院大学（Police Science College：PTIK）の学生等をはじめ

とする関係者が、ブカシで試みられている活動状況の視察及びブカシ警察署の関係者との

情報・意見交換等のためにBKPMを訪れている。また、2006年７月中に10日間にわたってバ

リ州警察の観光警察部門の警察官（17名）及びジャカルタ警視庁管内の各警察署の分署長

（12名）を対象としたBKPMでの研修等を実施している。ジャカルタ警視庁では、BKPMで

の活動を既存の「ポス・ポリシ」の範としていく試みが始められており、ブカシ管内にお

いても、地方行政府及び地域住民の協力により、BKPMの活動に見習った「ポス・ポリシ」

新設の動き（例えば、プカヨンの女性警察官POSPOLの設立運営）も見えはじめている。こ

のように、 近に至りPOSPOLにおいてもBKPMを模した活動が開始され、名称の統一が論

議されている。 

2006年２月中旬から３月初めにかけて、BKPMでのおおむね１年間にわたる活動経験を有

する勤務員の中から６名（下士官：ビンタラ）が選考され、日本の交番の具体的活動につ

いての研修を受けるため日本に派遣された。今後は、こうしたBKPM勤務員を活用して、現

場における市民警察活動の個々の具体的なやり方についての実践的なマニュアル・教材資

料の作成・バージョンアップと併せ、警察署の分署長等の中間幹部の機能強化方策につい

ての種々の試みも計画的に行っていくこととしている。 

 

 （２）現場鑑識分野 

現場鑑識分野では日本の専門家が常駐し、鑑識係員とともに実際に事件現場へ赴きOJTを
行うとともに、平素は日本の支援で整備された鑑識ラボにおいて様々な訓練を行っている。 

その結果、今では、メトロブカシ警察署の鑑識係員の鑑識技能は、インドネシアでNo.１
であるといわれるまでに至っており、事実、各種セミナーでは、専門家ではなく、鑑識係

員自らが技術指導を行うまでに至っている。ちなみに、2005年には、本部鑑識課の要請に

より、メトロブカシ警察署の鑑識係員（下士官）が、インドネシア国家警察の士官候補生

学校（Police Officers Candidate School：SECAPA）や警察士官学校（Police Academy：AKPOL）
の学生に対して、説明・実演を行った。 

日本側からは、各専門的技術を集中的に指導するため、指紋、写真、足こん跡及び現場

鑑識の４分野から、その道のエキスパートを短期専門家として１か月単位で継続的に派遣

している2005年２月から2006年12月末までに15回派遣。今後も継続予定）。 

また、指導者の育成という観点からは、メトロブカシ警察署及びブカシ県警察署の鑑識

係員に対して指紋と写真の「鑑識技能検定」（インストラクター級、Ａ級・Ｂ級に分類）を

実施し、既に日本の警察でいうところの中級に値するＡ級を取得している者も多く出てい

る。技能検定合格者のうち上位２名の鑑識係員については、2005年秋、更に日本での３週

間の研修を受講している。また、2006年実施の技能検定試験では、指紋及び写真部門の「イ

ンストラクター」級にそれぞれ３名が合格しており、今後とも人材育成を継続し、将来的
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にブカシで鑑識技術を身に付けた鑑識係員が全国にその技術を伝えていくことができるよ

うになる足掛りを構築することを目指している。 

また、ブカシ県警察署の鑑識係員に対する教養訓練においても、メトロブカシ警察署の

鑑識ラボでの合同定期訓練に加え、専門家が計画的に出向いて現場実践教養をしているほ

か、2006年１月に完成したブカシ県警察署の新庁舎における鑑識ラボの資機材についても

必要な支援を行うとともに、今後は、短期専門家を後発のブカシ県警察署 5 の技能向上のた

めに集中的に投入し、１日も早く、メトロブカシ警察署のレベルにまで底上げする取り組

みを予定している。 

さらに、制服警察官等による現場保存等の活動要領についても、ブカシでのOJTを通じた

教訓を踏まえて、ジャカルタ警視庁警察学校の鑑識（現場保存）担当の教官に対するOJT、
通信指令分野専門家と合同で訓練を行うなどの試みを行ってきているほか、教育訓練分野

専門家と合同で、犯罪鑑識や現場保存の重要性について、具体的で実践的な指導教官用資

料を作成しているところである。 

 

 （３）通信指令分野 

2005年10月までに、警察活動用無線通信網の整備の一環として、携帯無線機503台と車載

無線機86台が納入された（無償資金協力①「市民警察化支援計画」）。2006年２月ころまで

に種々のテストや調整もようやく終了し、メトロブカシ警察署とブカシ県警察署に配分さ

れ、現場での使用（試用）が開始されるに至った。 

現場で活動するほとんどすべての警察官が無線機を持つようになり、現場と分署や本署

との報告連絡も容易になるほか、同じチャンネルを持つ者の間で、一度に情報を共有する

ことができることとなる。例えば、市民からの通報があった事件を本署や分署が無線を使

って手配すれば、無線機を持つ者すべてが同時に瞬時にして手配事項を知り得ることにな

り、その現場に一番近い者が、迅速に現場に向かい、速やかに初動捜査活動をはじめとし

た警察活動を行うことが可能となる。こうした活動は、これまでのように携帯電話を使っ

ていたのでは効果的・機能的に行うことはできないことである。 

したがって、現在、シミュレーション訓練、実践的実地訓練の反復実施などを通じて、

無線を有効かつ効果的に活用し、初動措置に関する必要かつ効率的な指示や報告連絡のた

めの体制や仕組み、警察署各部門間の連絡連携のための仕組み・体制を構築していくこと

に取り組んでいるところである。 

また、メトロブカシ警察署においては、署の自助努力で「通信司令室」の場所・機材の

確保がなされており、ブカシ県警察署でも、同様に「通信司令室」を設置する計画が進め

られているが、その効果的運用のための実践的訓練及びノウハウ構築が今後の課題である。

もとより重要な点は、無線機やGPSといった器材は現場の警察活動を支援するための「あく

までも補助的手段」であって、要はそれを有効かつ的確に使いこなすことのできる「人」

と「ソフト」の育成・構築にあることから、実践的なシミュレーション訓練などを通じて、

無線機の有効活用や報告連絡要領、警察署全体の一体的な初動態勢のあり方（報告・連絡・

指示の仕組み等）について、協働して検討していくこととしている。 

                                                  
5 「１－３－３ プロジェクトの活動状況」参照。 
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なお、無線機については、現場警察活動での使用を通じて、一部に通信不良地域がある

ことが判明していることから、プロジェクト目標達成のためにも、その根本的な原因解明

及び善後策の検討について、警察庁情報通信局技官等を含めたJICA調査団による原因調査

と、それに基づく日本・インドネシア双方による執るべき措置を検討協議するなど、誠実

かつ十全な対応をすべく鋭意取り組んでいるところである。 

 

 （４）教育訓練分野 

教育訓練分野の専門家の役割は、教育訓練総局やジャカルタ警視庁の初任科学校（National 
Police School：SPN）のカウンターパートとともに、ブカシ・プロジェクトの成果を教育訓

練分野にインプットしていくための素材や具体的方途を編み出していくことである。その

ため、インドネシア国家警察の教育訓練制度等を把握しつつ、警察学校の実践的な教育訓

練カリキュラム（例えば「現場保存要領」に関する教材づくり）や警察署における職場実

習生の教育訓練のあり方に対して本プロジェクトの成果を反映させる方法を他の専門家と

も協働しつつ、検討・作成に取り組んでいる。 

また、現在の当該分野の専門家は柔道８段の師範でもあり、インドネシア国家警察側か

らの要請も踏まえ、前述の活動に加えて、メトロブカシ警察署において、BKPM勤務員等に

柔道の基本や被疑者を適正かつ確実に制圧逮捕するための技術指導を行っている（現在、

訓練は講堂等を利用して実施）。こうしたことも、人権に配意した市民警察活動推進の一つ

の大事な側面であるとの考え方に基づくものである（これまでは往々にしてすぐに威嚇発

砲等銃器を使用する傾向があった）。 

なお、例えば、メトロブカシ警察署では、地域社会における青少年健全育成の観点から、

署員が地区の子ども達に柔道を教え、心身を鍛えるという活動を週１回行っている。日本

の警視庁から提供された中古畳も活用されている。 

 

 （５）プロジェクトの実施体制 

通常、JICAによる技術協力プロジェクトにおいては、実施責任者（プロジェクトダイレ

クター、プロジェクトマネージャー、チーフアドバイザー）、相手国実施機関及び主務官庁

責任者、在インドネシア日本大使館及びJICAインドネシア事務所責任者等により構成され

る合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）が設置され、プロジェクトの実施

面における 高意志決定機関となっている。JCCの開催は通常年に１～２回である。 

本プロジェクトは、プログラムの中核コンポーネントとして、常に他のコンポーネント

と密接な連携を保つ必要があり、また市民警察としての機能強化のためには、本プロジェ

クトにおいて重点分野とした現場鑑識、通信指令の両分野の直接担当者のみならず、全警

察組織の意識改革が必要なことから、JCCに替えてWGを組織し、随時報告協議を行ってい

る（これまでに47回開催。）WGのメンバーは、インドネシア国家警察本部のほぼすべての

分野の代表者を網羅するほか、ジャカルタ警視庁や必要に応じて本プログラムの他のコン

ポーネントの代表者も参加している（本プロジェクト実施体制図は付属資料９に示す）。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 評価設問と必要なデータ・評価指標（評価調査グリッドの作成） 

JICAにおける本プロジェクト終了時評価調査の目的は 

 ①本プロジェクトの実績、実施プロセスの検証（計画との比較） 

 ②評価５項目による価値判断 

 ③提言の策定と教訓の抽出 

の３点である。調査に際しては、改訂PDM及び関係資料や情報をもとに、評価設問（調査すべ

き項目）を検討し、実績検証グリッド、実施プロセスグリッド及び５項目評価グリッドの３種類

の評価グリッド（付属資料５参照）を作成した。 

 

２－２ 情報・データ収集方法 

 情報・データの収集は以下の方法で実施した。 

 

 （１）プロジェクト関係書類のレビュー 

・第一次短期調査報告書（2002.1） 

・実施協議調査報告書及びプロジェクトドキュメント（事前評価を含む）（2002.8） 

・プロジェクト実施運営総括表（半期報告書） 

・各専門家報告書 

・プログラム月次報告書 

・ACNielsen世論調査報告書 6（プロジェクト開始時、中間時、第４年時終了時） 

・プロジェクト作成各種資料 

 

 （２）現場視察 

メトロブカシ警察署（分署１か所、BKPM３か所、POSPOL１か所を含む）、ブカシ県警察

署（BKPM１か所を含む）。 

 

 （３）プロジェクト関係者との面談・協議 

日本人専門家、インドネシア側関係者（インドネシア国家警察本部、両ブカシ警察署等）、

住民代表（BKPMフォーラムの委員）に対して、質問票調査・インタビュー調査及び意見交

換、協議を行った。 

 

以上で得られた情報をもとに評価分析を行った。評価分析においては、以下に示す評価５項目

の視点に沿った。 

 

                                                  
6 「３－３ プロジェクト目標の達成度」参照。 
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２－３ 評価項目（評価５項目） 

 評価は、以下の５項目の視点から実施した。 

 

 （１）妥当性 

プロジェクト目標や上位目標が相手国政府の開発政策、受益者のニーズ、我が国の援助方

針に合致しているかどうかを判断する。また、上位目標、プロジェクト目標、成果（アウ

トプット）及び投入の相互関連性に整合性があるかを判断する。 

 

 （２）有効性 

成果及びプロジェクト目標の現時点での達成状況、プロジェクト終了時での達成見込み、

そして成果の達成がプロジェクト目標の達成に貢献しているかどうかを判断する。 

 

 （３）効率性 

投入の時期、質、量等により、成果にどのような影響を与えたか、投入は成果の達成のた

めに貢献しているか、投入に過不足はなかったかを判断する。 

 

 （４）インパクト 

プロジェクト実施によってもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果をみるもの

であり、プロジェクト計画時に予期された、あるいは予期されなかったプラスあるいはマ

イナスの波及効果を評価する。 

 

 （５）自立発展性 

組織制度面、財政面及び技術面から、協力終了後も当該国によってプロジェクトの成果が

継続して維持、発展する見込みがあるかどうかを判断する。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

プロジェクトの実績調査の結果を付属資料５の「５－１ 実績検証グリッド」に示す。概要は

以下のとおり。 

 

３－１ 投入の実績 

日本側、インドネシア側はそれぞれ以下の投入を実施した（2007年１月現在実績。一部、2007

年７月末までに実施されることが決定している予定を含む）。 

 

 ３－１－１ 日本側の投入 

  （１）長期専門家の派遣 

     下記のとおり、原則として各指導分野に各１名、途中交代により累計11名、244人月（Man 
Month：MM）の長期専門家を派遣した（年間12.0MMを超えているのは交代による重複）。 

指導分野 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

（予定） 

計 

リーダー･ 

組織運営 

0.5 

（12/15-） 

12.0 12.0 12.7 12 7.0 ２名

56.2MM 

現場鑑識 5.0 

（8/1-） 

8.5 

（-8/15）

9.5 

（3/14-）

12.0 12.5 7.0 ３名

54.5MM 

通信指令 5.0 

（8/1-） 

2.3 

（-3/10）

10.3 

（2/21-）

12.0 12.7 7.0 ３名

49.3MM 

教育訓練    8.7 

（4/10-）

12.0 3.3 

（-4/9） 

２名

24.0MM 

業務調整 5.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.0 １名

60.0MM 

合 計 15.5 34.8 43.8 57.4 61.2 24.3 11名

244.0MM

 

  （２）短期専門家の派遣 

     調査時点までに、下記のとおり、各指導分野において累計23名、1,395人日（Man Day：
MD）（46.5MM）の短期専門家を派遣した。 

人数／MD 

分 野 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 計 

組織運営 3/15MD   1/16MD  4/31MD 

現場鑑識 1/213MD 2/56MD 6/168MD 5/140MD  14/577MD 

通信指令 2/338MD  1/85MD 1/89MD  4/512MD 

教育訓練  1/275MD    1/275MD 

合 計 6/566MD 3/331MD 7/253MD 7/245MD  23/1,395MD

上記のほかに以下が計画されている。 
2006年度現場鑑識１名、約１か月。 
2007年度現場鑑識２名、通信、組織運営各１名、以上４名。各１か月、組織運営２名、各２週間。 
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  （３）カウンターパート本邦研修 

     調査時点までに下記のとおり合計53コース、185名の本邦研修が実施された。 

コース数／参加者総数  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 計 

国別特設 2/22  1/24  1/24  1/24  1/24  6/118 

国別研修 3/3 3/5 3/6  7/15  5/12  21/41 

集団研修 1/1 10/10 6/6 4/4 5/5  26/26 

合 計 6/26 14/39 10/36 12/43 11/41  53/185 

上記のほか2006年度通信指令、現場鑑識、交番活動各２名、それぞれ２週間程度が計画されている。 

 

  （４）カウンターパート第三国研修 

     下記のとおり合計７コース、14名のカウンターパート第三国研修が実施された。 

コース数／参加者総数 

 2002 2003 2004 2005 2006 計 

交番・Neighborhood 
Police 

（日本・シンガポール）

1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 5/6 

薬物対策強化 

（タイ） 

  2/8   2/8 

合 計 1/1 1/1 3/10 1/1 1/1 7/14 

 

  （５）インドネシア国内研修 

     下記のとおり合計４コース、79名の国内研修と、３回の国内セミナーが実施された。 

コース数／参加者総数 

 2002 2003 2004 2005 2006 計 

無線通信   1/16   1/16 

薬物対策強化     3/63 3/63 

組織運営セミナー 1/   1/ 1/ 3/ 

合 計 1/  1/16 1/ 4/ 7/ 
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  （６）機材供与 

     以下のとおり合計59,828千円の機材・施設が供与された。 

年 度

(Apr-Mar) 
金額（円） 使用換算レート 主要品目 

2002年度 20,192,323 US$1＝Y119.20 

Rp1000＝Y14.00317 

プロジェクト車両, 視聴覚教育機材、通信指令

機材（FAX）、現場鑑識資機材 

2003年度 30,526,401 US$1＝Y104.69 

Rp1000＝Y13.52223 

技協交番①（メガモール）②（住宅地）の建設、 

技協交番に係る無線、パソコン 、車両、オー

トバイ、家具等 

2004年度 7,107,465 US$1＝Y106.39 

Rp.1000＝Y12.35835 

技協交番③の建設、藤塚専門家の携行機材（現

地調達）、技協交番用の無線機アップグレード

2005年度 2,002,168 Rp.1000＝Y12.10584 ブカシ県警現場鑑識機材整備 

2006年度    

2007年度    

合 計 59,828,358   

2006/2007年度については評価時点では未定。 

 

  （７）現地運営経費 

     以下のとおり、約81,273千円の現地運営経費が投入された。（2006/2007年度の見込額を

含む） 

年度 2002実績 2003実績 2004実績 2005実績 2006見込 2007見込 合計見込

金額（千円） 10,265 17,713 13,574 16,211 13,512 約10,000 約81,273

 

 ３－１－２ 相手国側の投入（詳細は付属資料５を参照） 

インドネシア側は以下の投入を実施した。 

 

  （１）カウンターパートの配置 

     組織改革（旧ブカシ警察署の２分割）と警察組織の人事異動により、各分野とも途中交

代があり、下表のとおり累計27名のカウンターパートが投入された。 

分 野 旧ブカシ警察署・ 

メトロブカシ警察署 

ブカシ県警察署 合 計 

組織運営 4 2 6 

現場鑑識 4 3 7 

通信指令 9 5 14 

合 計 17 10 27 

 

  （２）事務管理部門職員の配置 

     両ブカシ警察署職員が事務管理部門を担当した。 
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  （３）土地・建物・施設の提供 

・両ブカシ警察署（傘下の分署及びBKPMを含む）が本プロジェクト実施の場として提供

されている。 

・本プロジェクト事務所・専門家執務室は、当初インドネシア国家警察本部内に、後に

ブカシ警察署内にも事務所が提供されている。 

・教養等の場所はその都度提供されている。 

・BKPM３か所建設のための土地が地元により提供された。 

 

  （４）プロジェクト運営経費の負担 

     Project Counterpart Fundとしての予算配分は特になかった。光熱水道費等の共益費は両

ブカシ警察署の一般経費の中で負担されている。 

 

３－２ 成果の発現度 

各成果の発現度は以下のとおりである。なお、各指標の達成状況の詳細は付属資料５を参照の

こと。 

 

 （１）成果１．「『モデル警察署』たるブカシ警察署の市民警察としての組織運営能力が向上する。」

の発現度 

   １）指標1-1 「2007年におけるブカシ警察署警官の75％以上が、2002年時に比べ、警官と

しての意識が高まる等、インセンティブが高まったことを認める。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：両ブカシ警察署警察官に対するアンケート調査 

調査結果：プロジェクトでは2007年１月両ブカシ警察署全署員2,740人に対するアンケ

ートを実施、回答の得られた2,101人（76.7％）の警察官の意見によると、本指標の

目標値は達成されたと判断される（詳細は付属資料５を参照）。なお、メトロブカシ

警察署、ブカシ県警察署の間では大きな差は認められない。 

 

  ＜回答者数（2007.1.19現在）＞ 

 幹 部* ビンタラ* 計 回答率 

メトロブカシ警察署 78人 961人 1,039人 69.6％ 

ブカシ県警察署 69人 993人 1,062人 85.3％ 

*幹部：警察少尉（警部補相当）以上。ビンタラ：警察准尉（巡査部長相当）以下。 

 

  ＜質問１＞ 

あなた自身は、警察官に対する市民の意識の変化を感じていますか。（１つ選択） 

 幹部 ビンタラ 全体 

①市民から身近な存在と認識されるようになった。 99.3％ 93.1％ 93.5％ 

②市民の意識にあまり変化はない。  0.7％  6.4％  6.0％ 

③市民との距離が遠くなっていると感じる。   0％  0.5％  0.5％ 
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  ＜質問２＞ 

警察と市民の関係についてどう思いますか。（複数選択。回答者中当該項目を選択した人

の回答者総数に対するパーセント） 

2002年当時どうだったか 現状はどう思うか 将来はどうあるべきか
選択肢 

幹部 ビンタラ 全体 幹部 ビンタラ 全体 幹部 ビンタラ 全体 

① 73.5 54.9 56.2 25.2 29.4 29.1 39.5 38.5 38.6 

② 32.7 25.6 26.1 13.6 19.4 19.0 10.9 17.0 16.6 

③ 35.4 43.1 42.6 59.9 59.5 59.5 58.5 58.4 58.4 

④ 12.2 18.3 17.8 39.5 34.9 35.2 56.5 45.9 46.6 

選択肢： 
①警察は国や地域の安全を守っている。だから、そこに暮らす市民は、積極的に警察に協力する義務がある。 
②警察は弱い立場の市民を守っている。市民は、警察からのリクエストに応じて警察の活動を支える立場にある。 
③警察と市民は協働関係にある。すなわち、警察は市民の中にあり、市民に協力を求めながら、市民の要望を把握して、

適切に対応していく立場にある。 
④社会は市民が主役である。警察は市民への奉仕者・サポーターとして、市民の安全な生活を支えていかなければなら

ない。 

 

  ２）指標1-2 「ブカシ警察署の組織体制について、交番活動を含む分署の機能が向上する。」

の達成度 

情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署組織図、人員配置 

調査結果： 

・次表に見るとおりブカシにおける分署員の人数及び全署員に占める分署員数の割合

が年々増加していることから、量的な面では、その機能の強化が図られていると認

められる。 

・しかし、質的な面から考察すると、2006年５月から始めた分署単位での通信指令・

現場保存・現場鑑識複合訓練の結果等からみると本プロジェクトが実施した分署員

対象の教養に参加した個人のレベルは向上しているが、それが必ずしも組織として

の分署の機能向上にまで至っているとは認められないところもある。本プロジェク

トでは2006年後半から分署長を警察署機能強化のキー･パーソンと捉え、まずは、分

署長に対する教養を実施し、その能力向上を目指すこととして取組みを開始したと

ころである。 

 



 

－16－ 

  ＜ブカシ警察署人員配置状況一覧＞ 

年月 全署員数 本署員数 分署員数 分署員比率 

2004.10 `2,388 1,080 1,308 54.8％ 

メトロブカシ 1,285  662  623 48.5％ 

ブカシ県 1,129  385  744 65.9％ 

2005.12 

計 2,414 1,074 1,367 56.6％ 

メトロブカシ 1,492  688  804 53.9％ 

ブカシ県 1,248  454  794 63.6％ 

2006.10 

計 2,740 1,142 1,598 58.3％ 

 

  ３）指標1-3 「防犯指導、交通安全指導等の市民生活に関連した活動がブカシ警察署で実施

される。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署活動記録 

調査結果： 

・BKPMにおいて警察・市民パートナーシップフォーラム（Forum Kemitraan Polisi dan 
Masyarakat：FKPM）が組織され、警察と住民との協議が実施されるようになった。 

・チラシ等を活用した防犯指導については、主として、BKPMを舞台として始まって

いる。その時々の問題についてBKPM勤務員が作成し、巡回連絡の際に市民に配布

し注意喚起を行っているほか、BKPMのカウンターに置いて、BKPMを訪れる市民に

呼びかけを行っている。 

 

  ＜チラシ等作成状況一覧＞ 

作成部署 内容等 作成枚数（枚）

本署 BKPMの電話番号入り巡回連絡ステッカー 約20,000
モールBKPM 空き巣、失神強盗、薬物等の注意喚起チラシ５種類 約2,500
ポンドック・ウン

グBKPM 

交通違反、自動車盗、子どもの無免許運転防止等の注意喚

起チラシ６種類 

約1,000

メカル・サリBKPM ATM詐欺、火事、空き巣、失神強盗等の注意喚起チラシ６

種類 

約5,000

プカヨンPOSPOL 7 過剰な装飾品、SMS詐欺、催眠術強盗、違法駐車等の注意

喚起チラシ８種類 

約200

 

・交通安全指導については、本署交通課において実施している。地域の幼稚園児等を

本署に招き、白バイやパトカーに搭乗させるなどして園児の興味を引きながら、女

性警察官が道路の渡り方教育を行っている。2006年５月～12月の間、19回実施（2005

年以前は記録が残っていないが、実施はしていた）。 

なお、分署レベルでの活動については情報が得られなかったが、ほとんど行われ

ていないのではないかと推察される。 

 

                                                  
7 プカヨン POSPOL：メカル・サリ BKPM を模してメトロブカシ警察署が独自に設立運営している女性警察官 POSPOL。 
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   ＜成果１の総合的達成度＞ 

「ブカシ警察署の市民警察としての組織運営能力が向上」したかについて、上記指標か

らは向上したことが示され、成果１はおおむね達成したということになる。また、インド

ネシア国家警察上層部をはじめ各方面からの訪問や視察で、活動を「見せる」という側面

においては、まずまずのレベルにまで至っているものといえる。 

なお、両ブカシ警察署を比較すると、ブカシ県警察署については新設署であり本プロジ

ェクト活動期間も短く（メトロブカシ警察署のおよそ半分）、さらに管轄エリアもメトロ

ブカシ警察署の６倍と広いため、達成の度合いはメトロブカシ警察署より低いものとなっ

ている。 

また、両ブカシ警察署いずれにおいても、向上が目に見えているのは本署幹部と末端の

BKPMにおける活動であり、中間の分署（メトロブカシ警察署には８分署、ブカシ県警察

署には15分署あり、分署長は100人程度の部下をもつ）。レベルにおいては、向上が目に見

える状況とは言い難い。これは、本プロジェクトの活動が、本署幹部及び直接市民と接触

するBKPM勤務員に重点がおかれた結果と思われる。警察署の規模が日本程度であればこ

れで十分であったと思われるし、５年間という本プロジェクト期間を考慮すると妥当な選

択であったと思われる。しかし、インドネシアにおける一つの警察署の組織はきわめて大

きく、日本の小さな県警本部ほどの規模があり傘下に多くの分署を抱えている。本プロジ

ェクトでは、組織の要となる中間幹部の意識改革の重要性に注目し、５年目に入るころか

ら中間幹部を対象とする活動を開始したが、始まったばかりであり、組織の「芯」を鍛え

ていくのは、まさにこれからである。他方、まずは本プロジェクトの成果を部内で波及さ

せるため、管内のPOSPOL勤務員やバビンカムティブマス（駐在所のような機能）に対し、

BKPMの活動方法を教養する取組みも行っており、下部機構組織の機能は徐々に高まって

いるという面もある。また、インドネシア初の女性警察官交番（メカル・サリBKPM）の

機能をそっくりコピーした女性だけのPOSPOLをインドネシア側独自の努力でつくり、既

に運用が始まっている。 

 

 （２）成果２．「同警察署の現場鑑識業務が改善される。」の発現度 

   １）指標2-1 「2007年にブカシ警察署において現場鑑識臨場数が増加する。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署案件処理記録 

調査結果： 

・現場臨場件数は2005年７月から半期ごとのメトロブカシ警察署統計をみると、臨場

件数は少しずつであるが上がってきている。ブカシ県警察署における記録は取られ

ていない。 

・刑事や分署、通信司令室からの臨場要請事件については全件臨場している。 

・ブカシ県警察署の受理件数（重要事件）は管内も広いことから件数はかなり多いこ

とが予想されるが、鑑識が臨場する例は少ない。分署では、刑事課が必要に応じ本

署鑑識係への出動を要請することになっているが、管内が広く臨場までに２～３時

間（遠いところは４～５時間）はかかることから、特別な事件以外は本署鑑識係を

要請せず、分署で処理しているという背景がある。 

・今後、分署刑事課の鑑識意識強化も課題の一つであると考えられる。 
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   ＜メトロブカシ警察署現場臨場件数＞ 

 総受理件数 重要事件 8 

受理件数 

鑑識係事件臨場

件数 

重要事件の臨場率

（％） 

2005年７月 300 168 26 15.4

2006年１月 292 175 30 17.1

2006年７月 300 168 34 20.2

2006年11月 271 145 31 21.3

 

   ２）指標2-2 「2007年に鑑識課員が現場臨場して指紋を採取した事件について、指紋採取

個数が増加する。」の達成度 

     情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署臨場記録 

     調査結果：メトロブカシ警察署において臨場件数は次第に増加しているが、指紋採取は

下表のとおり個数においては必ずしも増加しているとはいえない。ただし、重要な

のはその内容で、死体指紋についてはほぼ100％採取しており、以前は死体指紋どこ

ろか写真撮影すら行わなかったことから考えると特段の進歩である。また、以前は

単に個数を増やせばよいとしてやみくもに採取していたが、 近ではポイントを絞

った鑑識活動を行っているため、質的には高いものとなっている。やみくもな指紋

採取は減少しており、１件当たりの採取個数は今後も増加しないものと見られる。 

指 紋 採 取 可

能現場件数 9 

採取件数 

内 死 体 指 紋

採取件数 

（人数） 

採取人数 

 鑑識係臨場

総数 

その他 

（火災現場等）

 

指紋採取率

（％） 

指紋採取個数 

（個） 

1件当たり指

紋採取個数 

（個） 

13 10 76.9 109 10.9

11 10 90.9  

2005年７月 27 

３  

12 ５ 41.6 49 9.8

12 12 100.0  

2006年１月 30 

６  

15 ３ 20.0 28 9.3

10 10 100.0  

2006年７月 34 

９  

12 ５ 41.6 54 10.8

13 13 100.0  

2006年11月 31 

６  

 

                                                  
8 「重要事件」とは、殺人・強盗・強姦・傷害・侵入窃盗・二輪車盗・四輪車盗・恐喝・ひったくり・脅迫・賭博・火事・薬物事案である。  
9 火事・賭博・脅迫等指紋採取の意義の薄いものや、事件発生から何日も経過しているなど採取困難なものを除いた件数。 
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   ３）指標2-3 「制服警察官が一定レベルの現場保存を実施する。」の達成度 

     情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署臨場記録 

     調査結果：現場保存の実施率は専門家の指導により、下表に示すように増大が見られる。

制服警察官が現場保存の重要性と実施要領を理解しつつあり、現場において幹部等

から注意喚起されるだけで、きちんとした現場保存ができるようになるなど、本プ

ロジェクトで取り組んでいる教養・訓練の成果が発現しつつある。ただし、制服警

察官が各自の判断で現場保存できるレベルまでは到達していない。 

専門家臨場時現場保存要否の件数  

現場保存必要 現場保存不要 

「現場保存が必要」な現

場の現場保存実施件数 
実施率（％）

2005年１～６月 ６ ０ ２ 33.3

2005年７～12月 ８ ９ １ 12.5

2006年１～６月 14 11 12 85.7

2006年７～12月 ８ ７ ７ 87.5

 

   ４）指標2-4 「鑑識係員が高度な現場鑑識の技術を習得、警察活動現場で実施する。」の達

成度 

     情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署技術認定記録 

     調査結果：プロジェクトにより日本の制度を参考にして導入された鑑識技能検定試験に

おいて、両ブカシ警察署鑑識係員は多くの合格者を輩出している。なお、この検定

制度はインドネシア国家警察本部の承認を得て実施しているものであるが、現時点

ではまた試行実施の段階であり、全国の警察に統一して実施されているものではな

い。 

指紋鑑識 写真鑑識  

メトロブカシ

警察署 

ブカシ県 

警察署 
計 

メトロブカシ 

警察署 

ブカシ県 

警察署 
計 

インストラクター級 

（日本の上級相当） 

３ ０ ３ ３ ０ ３

A級（日本の初級相当） ４ ６ 10 ３ ５ ８

B級（上位者の指示によ

り基礎的業務を実施で

きるレベル） 

５ ４ ９ ４ ４ ８

計 12 10 22 10 ９ 19

 

鑑識技術の向上に伴い、鑑識係員の現場での活動も活発になってきている。また、特に

インストラクター級取得者は署内外における研修のインストラクターとしても活躍して

いる。 

なお、鑑識係全員で実施した無償供与機材用の活用マニュアル作成は彼らの知識の整

理・向上にも有効であった。 

 

   ＜成果２の総合的達成度＞ 

現場鑑識分野では、上記指標値に大きな成果が見られた。特に、指紋と写真分野でそれ

ぞれ輩出された３名のインストラクター級検定合格者は、無償資金協力②により投入した

資機材の取扱説明用VCD作成の中心的役割を果たし、また、新入係員に対する指導教養を
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率先して行うなど、ますます指導者としての自信をつけたものと思われる。 

なお、インストラクターをはじめ鑑識係員の技能は向上したが、これは、個々の技術に

ついての「腕前」である。さらに高度な課題ではあるが、現場に臨場した際、犯人の行動

を想像しながら、何処から何を始めていくかという、いわゆる「目付け」の技能について

は、上達してきているものの（自分達で考えて現場作業を行うようになってきた）、まだ

まだ不十分である。彼らの技能を全国に広めていくためには、理論だけでなく、OJTにつ

いても彼ら自身で行うことができるまでに経験を積む必要があり、今後現場における指揮

官を育てていく必要がある。 

さらに、専門家からは採取した指紋の分類・照合、下士官であるインストラクターのイ

ンドネシア国家警察本部警察官教育・訓練施設での活用方法、今後使用していく指紋採取

用パウダーの種類等について高度な課題の指摘があり、これらは今後検討されるべき課題

ではある。 

 

 （３）成果３．「同警察署管内の通信指令体制が改善される。」の発現度 

   １）指標3-1 2007年にブカシ警察署において通報に対応し処理された件数の割合が100％ 

    となる。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署案件処理記録 

調査結果： 

・本署に電話で通報された事件受理に関してはすべて指令し、現場対応を行っている。

すなわち、本指標はメトロブカシ警察署においては、目標を達成している。電話以

外の通報を受け付けるのは原則として分署である。分署に通報された件に関しては

重大事件については本署に報告されているが、小さい事件･事案に関しては分署で

処理され、本署では把握しておらず、本調査団も検証はできなかった。 

・メトロブカシ警察署に市民からあった電話の内容をみると、次表のとおり、事件に

関する通報は、いまだきわめて少ない。しかし、全体数は急増しており、これは市

民からみた警察の垣根が低くなりつつあることを意味するといえる。インドネシア

では緊急電話通報制度（日本のいわゆる110番制度）は2006年に初めて導入され、

電話通報を呼びかけるポスター等を作製し、広報を行っているが、外部コンサルタ

ント会社ACNielsenの調査報告書にもあるように、事件があった場合に市民のほと

んどはまず町内会、隣組といった地区の長に相談するという文化的背景が市民側に

ある現状に鑑みると、電話による通報は急激には増加しない可能性がある。 
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   ＜メトロブカシ警察署における住民からの電話等受付件数（2006年８～11月）＞ 

 ８月 ９月 10月 11月 

事件通報 13 19 12 20

情報の要求 118 118 324 196

署内への内線 2,609 3,176 3,396 4,247

いたずら 510 542 602 827

 合計 3,250 3,855 4,334 5,270

FAX 119 151 217 252

SMS（携帯メール） 3 1 4 16

 

   ２）指標3-2 「緊急通報等に対する通信指令体制が整備される。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：通信指揮系統図、無線管理簿、緊急通報受理簿、通話記録 

調査結果：メトロブカシ警察署では、これまで組織表上存在しなかった「通信指令室」

をオペレーション課長の管轄下に配置し、2006年４月から正式運用を開始している

（室長１名、24時間３交替の勤務員７名）。一方ブカシ県警察署では、いまだ指令室

の立ち上げがなされていない現状から、旧来の体制で無線運用を行っている。ブカシ

県警察署においても通信司令室を立ち上げるべく、施設の整備等が開始されており、

本プロジェクト終了までには立ち上がる見込みである。 

 

   ３）指標3-3 「レスポンスタイムが適正に記録される。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署案件処理記録 

調査結果：日本では住民からの事件通報は電話によるものが圧倒的に多く、電話による

通報に対してレスポンスタイムを分秒単位で算出している。ただし、前述のように緊

急電話通報制度が2006年に開始されたばかりでほとんど利用されていないことに加

え、事故・事件等はまず町内会、隣組といった地区の長に報告・相談され、多くの場

合その長はその場で結論を出さず、警察に通報するにしても翌日あるいは数日後にな

るケースもまれではない。事件報告書も分単位で記録することにはまだ慣れておらず、

重要事件総数のうち、報告書からレスポンスタイムを算出できる383件（約20％）か

ら計算すると次表のように25分程度と算出される。本数値から目標を達成したとは言

い難いが、電話通報により加害者がまだ現場にいる間に警察官が駆けつけ、迅速に加

害者を拘束できた例が2006年に交通事故・誘拐事件で各１件あった。緊急電話通報制

度ができ、通信司令室が立ち上がったメトロブカシ警察署では、その成果をうまく広

報することにより、市民の電話通報も増加し、警察官のレスポンスタイム意識も向上

することが期待される。 
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   ＜レスポンスタイム2006年（メトロブカシ警察署）＞ 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計 

重要事件総

数 

175 178 178 170 179 154 168 204 162 118 145  ― 1,831件

記録事件数 

（報告書） 

 40  24  36  32  42  30  29  27  38  27  34  24   383件

レスポンス

タイム 

 28  42  29  21  23  16  27  19  28  21  29  17    25分

＊重要事件分類（事件種別）はインドネシア国家警察による。 
＊罪種が重要事件に該当しても、被害程度が小さい場合は報告書を作成しないため、詳細記録の統計はない。 

 

   ＜成果３の総合的達成度＞ 

本プロジェクトでは、プロジェクト外のスキーム（無償資金協力）により整備される予

定のハード（無線通信網）を活用してソフト面（通信指令システムの仕組みづくりと訓練）

での協力を行うことが計画されていた。したがって、活動計画はハード整備のスケジュー

ルに応じた見直しをせざるをえず、当初計画に比し遅れが見られた。その中で専門家は、

ハードは既存のものなど使える状態にあるものを使用した訓練を提案したが、インドネシ

ア側の同意が得られず、のちに現場鑑識分野との連携をとった訓練メニューを開発したこ

とにより、ようやく本格的訓練が開始され、スケジュールの遅れを取り戻しつつあること

は特筆される。同訓練を通じて問題点を洗い出し、通信指令のルールづくりにも取りかか

ることができるようになった。他方、通信指令室員の意識は、各種記録を取りはじめるな

ど向上の兆しを見せている。前述のように、メトロブカシ警察署では今まで組織上存在し

なかった通信司令室も試行的にではあるが立ち上げられ、実施規則についても専門家とカ

ウンターパートの協働作業により原案も作成されて現在幹部により検討されている段階

である。以上からメトロブカシ警察署においては、「成果３．同警察署管内の通信指令体

制が改善される。」方向で前進したことは間違いないが、実際的訓練を更に継続すること

で成果３の達成度はより確かなものとなるであろう。 

なお、ブカシ県警察署においても既に訓練は開始されているが、本プロジェクト終了時

までの半年間で通信司令室の立ち上げを急ぐとともに、分署を対象とした訓練を更に充実

させ、以下の問題を克服しながら通信指令のルールを完成させることを予定している。 

①当地警察では、軽微な事件については分署で処理されており、処理結果の詳細が本署へ

報告されない。したがって、「迅速」に対応できているかどうかを把握することが困難で

ある。（分単位で事柄を記載する習慣がないだけでなく、必要性を感じていない）。 

②現場からの報告が上がってこない。分署機能の強化策と歩調を合わせて教養を実施して

いく必要がある。 

 

 （４）成果４．「『組織運営』『現場鑑識』『通信指令』に関連した訓練プログラムが整備改善され

る。」の発現度 

   １）指標4-1 「開発されたマニュアル等の完成。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：各分野のマニュアル 

調査結果： 
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  ＜開発されたマニュアル等一覧＞ 

関連分野 マニュアルのタイトル 内容 進捗状況 

現場鑑識 

BKPM 

通信指令 

現場保存の重要性 

―先着警察官の任務― 

１.現場の重要性 

２.先着の任務 

教材は完成 

教官用副読本作成中 

BKPM 

 

POSPOLマニュアル 

 

一般的留意事項 

個々の活動の実施要領 

ドラフトが完成し署内で検

討中 

現場鑑識 

 

・現場観察と死体見分 

・指紋、写真、足こん跡、

現場鑑識 

・無償資金協力②鑑識機

材取り扱い要領 

死体見分の手順 

それぞれの部門の取扱要

領 

無償資金協力②配布機材

取扱要領 

完成 

完成 

 

VCD完成 

通信指令 ・通信司令室のルール 

・コマンドシステムの概

要 

１.有事の際の指揮命令

系統 

２.報告要領 

ドラフトが完成し署内で検

討中 

 

   ２）指標4-2 「ブカシ警察署において『組織運営』『現場鑑識』『通信指令』の分野で、２

名以上の指導員が養成される。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：各分野の訓練におけるインストラクター記録 

調査結果： 

・指標2-4「鑑識係員が高度な現場鑑識の技術を習得、警察活動現場で実施する。」に

関連して、現場鑑識分野においては、日本・インドネシアの間で協議して項目を定

めた検定に合格したインストラクターを指紋、写真それぞれ３名輩出することがで

きた。彼らはそれぞれの分野でのインストラクターとして活躍している。 

・他の分野では、検定制度こそないものの、組織運営（交番指導）３名、通信指令２

名、術科２名のカウンターパートが日常的に担当分野の業務を行っており、教材や

資料を作成したり、他所属からの研修受入れに際しては、講師を務めるなどの活躍

をしている。 

分野 役職・氏名 備考 

組織運営（交番指導） ・総務課長（ジョコ・マルトノ） 

・東ブカシ分署長（ヘリー・デアン） 

・ポンドグデー分署長（スハンダナ） 

 

国別特設研修４期生 

国別特設研修５期生 

現場鑑識 ・鑑識係員 

・指紋インストラクター級検定合格３名 

 ブディアント、ウセップ、アミン 

・写真インストラクター級検定合格３名 

ブディアント、スヤント、アグス 

 

通信指令 ・通信指令室長（プルバヤ） メトロ 

・オペレーション課長（ヨシー）県 

カウンターパート研修

2004年 

・国別特設研修３期生 

術科（柔道・逮捕術） 総務課スタッフ２名 オ・オ、ウィルマール  
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   ＜成果４の総合的達成度＞ 

本プロジェクトにより、多くのマニュアルが作成され、またインストラクターも養成さ

れた。ブカシ警察署における「組織運営」「現場鑑識」「通信指令」に関連した訓練プログ

ラムの整備改善」はおおむね達成されたといえる。しかし、それがインドネシア国家警察

全体の教育訓練システムに正式に取り入れられたわけではまだない。 

特筆すべきは、 

①インドネシア国家警察の現状に合致したものとするため、常にブカシ警察署や警察学校

を舞台とした、あるいは、本プロジェクトで鍛えた人材を活用した教材やマニュアルの

開発に努めたこと、 

②インドネシア国家警察に受け入れられるよう、また、インドネシア国家警察の独自の取

り組みと方向性を同じくするため、ブカシ警察署のみならず、インドネシア国家警察本

部やジャカルタ警視庁との連携を保ったこと 

③本プロジェクトで一丸となり、分野をまたぐ教材やマニュアルの開発に努めたことであ

り、現場で通用する教材・マニュアル開発は、かくあるべきと思われる。 

また、インストラクターの育成についても各分野でおおむね目標は達成しており、ブカ

シから異動で他所属に転出したインストラクターが、異動先の地において「ブカシ流」の

施策展開を試みているという情報もあり、地道ではあるが、本プロジェクト成果が確実に

波及しつつあると感じられる。 

なお、本プロジェクトにおいて開発された各種教材、養成されたインストラクターは両

ブカシ警察署における教養・訓練において活用されているが、インドネシア国家警察の教

育・研修施設における正式な教材・インストラクターとしての活用は今後の検討課題であ

る。 

 

３－３ プロジェクト目標の達成度 

 （１）プロジェクト目標 

『モデル警察署』であるブカシ警察署において、市民警察としての活動が実施される。 

   １）指標１「ブカシ住民がブカシ警察署の警察活動の向上を認める。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：第三者機関による世論調査結果 

調査結果：本プロジェクトにおいては、「市民警察活動に向けた警察改革を 終的に評

価するのは住民である」との基本的な考え方に基づき、中立の専門調査機関である外

部コンサルタント会社ACNielsenに委託して、ブカシ警察署管内の住民約1,600名及び

東部ジャワのシドアルジョ署（プロジェクトの対象外であるがインドネシア側が独自

にブカシの成果を取り入れて実施すべく設定されたコピー警察署の一つ）管内の住民

約400名を対象とした世論調査を無作為抽出インタビュー方式により、第１回ベース

ライン（2003年２～３月）、第２回中間時（2004年11～12月）、第３回第４年度後半（2006

年３～４月）の３回実施した。 

 

この調査結果によれば、終了時におけるブカシ住民の評価は以下のとおりとなっている。 
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＜住民は警察をどう思っているか？＞ 

・警察の業務遂行状況は過去数年間で向上が見られるし、今後も引き続き向上すると

思われる。 

・業務遂行状況の向上は以下の３点で見られる。 

①総合的指標 

- ブカシ警察署は進歩し、より洗練されると信じられている。 

②個別業務指標 

- 犯罪防止能力は大きく向上している。 

- しかしながら、対応の迅速さ、事件解決能力、コミュニティーとの積極的関係

はベースラインに比して進歩が見られない。 

③警察官の人的指標 

- 警察官の人柄については謙虚さ、ものを知っている、守ってくれる、助けにな

るといった面でプラスの評価が増えている。 

- 他方、友好的、頼りになる、勤勉、プロであるといった面では不十分であり、

公正さ、正直さでは評価は低い。 

 

ACNielsenの調査では、ベースライン調査に比べて第３回調査のほうが多くの点で警察

に対する評価が向上しているとしているとする回答者が増えてはいるが、増加あるいは

減少したといってもその人数はインタビュー対象者1,604名中せいぜい数十名にすぎな

いこと、調査対象者中警察官と直接コンタクトをもった経験のあるものが19％にすぎず、

かつその大半が運転免許証に関連した接触であること、警察署の能力向上や警察官の人

柄の変化をわずか数年で市民が感じるようになることが容易ではないことを考えると、

わずか数ポイントの増減にはあまり有意な差異がないように思える。３回の調査に大き

な数字の変動は見られないが、３回全体をベースラインとみて数年先に変化が見られる

ように努力するための参考として利用するほうが適切な利用法と思われる。 

なお、今次調査において、本プロジェクトによるBKPM試行が実施されている地域の

住民を対象とした集団インタビューを試みたが、当該地域においては、ブカシ警察署管

内全域から無差別抽出によって対象者を選定したACNielsenの調査に比べ、「警察は変わ

った。よくなった。市民との距離が短くなり信頼できるようになった」というポジティ

ブなコメントが圧倒的に多かった。 

以上から本指標に関しては全体的にはわずかながら前進していることが認められるが、

特にBKPM活動地域での改善が目覚しいといえよう。 

   ２）指標２「ブカシ警察署において市民からの各種届出の情報が整備される。」の達成度 

情報源（指標の入手手段）：ブカシ警察署の記録 

調査結果： 

・ブカシ警察署には、市民から寄せられる情報として、遺失届、犯罪被害届、事件

関係の注意報告が保存されている。また、相談受理記録についても保存されている

が、事件化したもの以外は詳細な記録は残っていない（件数のみ）。一部のBKPM
にも相談受理記録が残されているが、詳細は残っておらず、事件となるもの以外は

分署に報告されていない（事件となるものは分署で受理）。 
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・落し物については、毎年さほどの増減があるとは思えないが、年々届出件数が増

加していることから考えると、市民が警察に届出やすい環境が整いつつあるといえ

る。 

・事件化を念頭におかない事象については、文書で分署や本署へ報告するなど、組

織で情報を共有するスタイルが出来上がっていない。これは、どこまで、どの程度

の情報を報告すべきかという組織のニーズや警察官個々の意識と関係があり、また、

市民が具体的にどの程度のサービスを警察に求めるかということとも密接に関連

するであろう。 

 

以上から、ブカシ警察署における事件に関連した市民からの各種届出の情報はある程

度整備されている。しかし、事件化を念頭に置かない事象の情報整備は不十分である。

どのような情報をどこまで報告するかということについて、具体的な事例を踏まえてそ

の重要性を理解し、継続的に一つ一つを検討していくことによりルール化する必要があ

る。 

 

   ＜プロジェクト目標の総合的達成度＞ 

プロジェクト目標（「モデル警察署」であるブカシ警察署において、市民警察としての活

動が実施される。）にいう「市民警察としての活動」とは「市民の要望に対する迅速かつ

誠実な対応をすること」であり、 終的な評価は市民がどう思っているかにより判断され

る。ACNielsenによる世論調査でも、また本調査団によるBKPM試行地域での市民インタビ

ューにおいても、市民は「警察は以前よりよくなった」とする意見が増えていることから、

ブカシ警察署において「市民警察としての活動」は確実に動き出しているといえる。例え

ば、BKPMの勤務員が巡回連絡を実施し、直接市民から要望を聴くという活動は、これま

で警察官から直接話しかけられるのは尋問・叱責あるいは何かを請うものと考えていた市

民にとって新鮮な驚きであり、警察は変わった、よくなったと感じられたであろう。しか

しながら、世論調査による評価が上昇したといってもその数値はわずかなものであり、な

かには評価が下降している項目もあること、また調査団が直接インタビューした市民も

BKPM活動地域に限られていることからも370万のブカシ住民の大半が警察改革を実感し

ているとは言い難い。 

さらに、住民が「警察は以前よりよくなった」といってもそれは「以前」との比較であ

り、今後住民の意識の向上に伴い要求水準も上昇することが予想される。住民のニーズの

変化は、マスメディアの進歩等とも相まって急速に訪れると予測されるが、警察がその変

化についていけるかどうかについては、警察官それぞれが柔軟な頭をもつことが必要であ

る。今次調査においても本署における幹部及びBKPM勤務員については意識改革の進展が

うかがわれたが、分署レベルでの意識改革はまだ十分とは思われなかった。また、個別の

成果においても新設のブカシ県警察署においては多くの成果の発現度が先発したメトロ

ブカシ警察署に比べて遅れていることが観察され、重要な成果に未発現の部分が見られた。

これらの成果はプロジェクト目標の達成を強固にするためにも重要な項目である。本プロ

ジェクトは目標達成に向けて明確な前進をみせているが、分署レベルの意識改革の強化、

後発のブカシ県警察署における成果の発現等に引き続き努力し、プロジェクト目標の達成
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を強固にすることが望まれる。 

 

３－４ プロジェクト実施プロセスにおける特記事項 

 （１）プログラムの他のコンポーネントとの連携 

    本プロジェクトは、「インドネシア国家警察改革支援プログラム」の中核を成すプロジェ

クトとして、プログラムの他のコンポーネントとも以下のように緊密に連動して推進されて

いる。 

   １）無償資金協力①により供与された、現場鑑識・通信指令用機材は、警察の事件対応能

力を強化し、警察官のモラルの向上に有効であり、市民の要求に迅速・誠実に対応する

というプロジェクトの目標達成に貢献した。 

   ２）同じく無償資金協力②により、供与される予定の「交番セット」を使用しての活動は、

広く警察内外の関心を集め、警察官の意識改革と市民の警察に対する見方の変革に大い

に貢献すると思われる。 

   ３）2005年７月から取り組んでいる「バリ州警察（観光警察）市民警察活動促進プロジェ

クト」との関係では、メトロブカシ警察署で開催された会議にバリ州警察本部から担当

警察官を招き、情報･意見交換等を行うとともに、2006年７月、観光警察官17名に対して

ブカシでの現地研修（10日間）を実施した。また、2005年度末には観光警察部門の活動

支援のための無線機58台（バリの技術協力プロジェクトで対応）が供与されており、本

プロジェクトとも連携しながら教育訓練等を行っていくことが予定されている。 

   ４）薬物対策分野専門家の活動の一つとして、メトロブカシ警察署及びブカシ県警察署に

おいて、地元の行政・教育関係当局と連携した薬物セミナーを開催している（世論調査

結果によれば、ブカシでは薬物問題が大きな治安課題の一つとなっている）ほか、無償

資金協力①で配付している現場での薬物簡易鑑定キットの活用指導（証拠に基づく科学

捜査の観点）をはじめ、薬物捜査能力向上のための研修をインドネシア国家警察本部刑

事局薬物・組織犯罪課と協力して行っている。 

   ５）インドネシア国家警察の改革に必要な原動力は、何と言っても「人材」の育成である。

このことは、警察官の行動･態度を含めた警察「文化」の改革の面においても言えること

である。日本に招聘して行う「国別特設研修」（中長期的視点に立った人材育成の観点か

ら、全国からの候補者の中から日本・インドネシア合同の面接試験により選考した中堅

警察士官クラスに対する日本の警察の第一線である交番・警察署での現場活動を主体と

した約２か月間の研修で、2001年度から毎年実施しており、これまでに合計118名が参加）

や各専門家のカウンターパート研修（本プログラム全体で2002年度以降53名を派遣）に

参加して、日本の警察活動を肌で感じ、インドネシアでその経験を活かしていこうとい

う若手幹部警察官が徐々に増えてきており、ブカシ・プロジェクトにおいても大いに活

躍している。インドネシア国家警察本部等に対しても、プロジェクトの意味合いを踏ま

えたうえで、国別特設研修履修者のプロジェクトへの継続的な配置についての配慮方を

適宜働きかけてきた。また、彼等相互間でも情報交換や、経験や工夫の共有も盛んに行

われている。彼等が、今後、インドネシアにおける市民警察活動の「牽引車」になって

いくことが期待されている。 

このように、「インドネシア国家警察改革支援プログラム」の他の施策等と緊密に連関
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させながら、本プロジェクトは推進されている。 

 

 （２）市民の意識調査と市民に対する広報活動 

    本プロジェクトにおいては、ACNielsenに委託して実施する世論調査のほか（詳細につい

ては第４章参照）、一般市民等への広報活動にも注力している。英語及びインドネシア語に

よる本プロジェクトとしてのホームページを開設しているほか、住民が警察をどう見るかは

本プロジェクトのみならずプログラム全体にかかわる課題であることから、本プログラム事

務局（本プロジェクトの調整員が兼務）とも連携し、日本及び現地の新聞・テレビ等に情報

を発信し、毎月いくつかのメディアによって本プログラム関連のニュースが取り上げられる

に至っている。これまでに本プログラム関連のニュースを取り上げて掲載乃至放映したメデ

ィアには下記が含まれるが、いずれも好意的な内容となっている。 

 

   ＜日本語メディア＞ 

全国紙：毎日、読売、産経、朝日、共同通信、日経 

地方紙：岡山日日新聞、山陽新聞、大阪、神奈川、新潟新聞、中国新聞、山陰中央新報 

機関誌：「自警」（警視庁月刊誌）、京都府警機関誌「平安」、島根県警広報誌 

現地邦字紙：じゃかるた新聞（邦字日刊紙）、The Daily NNA（News Network Asia）誌（邦

字日刊紙）、現地日本法人向けミニコミ誌「さらさ」、「バリ日本人会婦人会ココナツ便り」、

時事速報、近畿日本ツーリスト系観光情報誌「ペソナバリ」 

テレビ：NHKニュース地方版、山陰中央テレビ、日本海テレビ 

 

   ＜現地メディア＞ 

全国紙：Suara Pembaruan（日刊紙）、Jakarta Post（日刊英字紙）、Surya Karya（現地新聞）、

Warta Kota（現地新聞）、JAGRATARS（インドネシア国家警察機関誌）、NOVA（現地女性

向けタブロイド紙）、現地隔週「Gatra」 

地方紙：Nusa（Bali地方紙）、「M2MEDIA」紙、「PELITA RAKYAT」紙、「SINAR HARAPAN」

紙、「POSKOTA」紙、「SANG SAKA」紙、「BEKASI RAYA」紙（以上ローカル日刊紙・

プロジェクト３周年記念式典）、BALI POST、DEN POST 
テレビ：Bali TVトーク番組 

 

以上に見るとおり、本プロジェクトを含む本プログラムにおいては、日本の協力としては

広報活動に対する配慮は高いものと見られるが、現地での影響力のある有識者等の活用面で

は、類似分野において協力を実施している国際移住機構（ International Organization of 
Migration：IOM）やアジア財団（The Asia Foundation）などに比べ不十分との指摘がある。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 評価５項目による評価 

評価５項目の観点からプロジェクト評価を行った結果は以下のとおりである。（付属資料５．評

価グリッド参照） 

 

 ４－１－１妥当性 

ジャカルタ郊外のブカシ警察署の組織と機能を市民警察としてふさわしいレベルまで強化し、

全国のモデル警察署として構築することを目標とする本プロジェクトは、国軍から分離し市民

警察となったインドネシア国家警察の警察改革を支援する複数のスキームを活用した協力「イ

ンドネシア国家警察改革支援プログラム」の中核的プロジェクトである。本プロジェクトが、

インドネシアの国策に合致し、我が国の対インドネシア援助政策にも合致していることは、2005

年６月２日付小泉総理（当時）とユドヨノ大統領の共同声明「新たな挑戦へのパートナー」に

も明確に示されている。そのことは、より詳細には、我が国の「対インドネシア国別援助計画」

（2004.11）にも明示され、更に2006年11月28日安倍総理とユドヨノ大統領の会談においても確

認されている。また、インドネシア国家警察長官通達「インドネシア国家警察の責務遂行にお

けるPOLMASの運用に関する政策及び戦略」（Skep 第737号、2005.10.13）の目指す方向がま

さに本プロジェクトの目指す方向と一致していることからも明らかである。 

インドネシアでは2002年の新警察法により市民警察を指向することが明示されたが、それが

具体的にはどのような活動であるかについて多くの警察官には理解されていなかった。上述の

インドネシア国家警察長官通達のなかで推進しようとする活動の具体例が示されているが、そ

のなかには本プロジェクトで導入している活動も多く含まれている。ジャカルタ郊外のブカシ

警察署を本プロジェクト対象地区として選定し、ブカシ警察署においてインドネシア全国の警

察改革のモデル署を構築しようとする戦略、組織運営・通信指令・現場鑑識の３分野を選定し、

現場におけるOJTを中心とした技術移転と並行して意識改革を目指すという手法は、単に機材

を使用しての技術の習得のみならず、インドネシア側が改革すべき要素の中で最も困難と位置

づけている「文化（意識）」の改革と、上位目標（プロジェクトのアウトカムの全国展開）を念

頭に置いたきわめて妥当なものである。 

本プロジェクトの妥当性はきわめて高い。 

 

 ４－１－２ 有効性 

第３章で見たように、ACNielsenによる世論調査でも、また本調査団によるBKPM試行地域で

のインタビューにおいても、市民は「警察は以前よりよくなった」とする意見が多く聴取され

ることから、ブカシ警察署において「市民警察としての活動」は確実に動き出しているといえ

る。また、それがプロジェクト活動の成果によるものであることから、プロジェクトの有効性

は確保されているといえる。なお、BKPM活動は当初計画にはなかったが、インドネシア側の

強い要請により実施したものである。結果として、BKPM活動は警察官の意識改革や市民の警

察観の変革に大きく寄与し、プロジェクト目標達成に貢献している。これは、本プロジェクト

実施の過程における柔軟な対応の成功例である。 

しかしながら、後発のブカシ県警察署における成果の達成度は先発のメトロブカシ警察署に
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比べ遅れが目立つこと、「市民警察としての活動」は、両ブカシ本署及び末端のBKPMにおいて

顕著であるが、中間の分署においては明確に観察されなかったことなど、成果の重要な一部が

まだ十分に達成されたとはいえないこともあり、市民警察としての活動は始まっているが十分

に定着したとはいえない状況である。その点で本プロジェクトの有効性もまだ十分であるとは

いえない状況にある。 

結論として、本プロジェクトの有効性は確保されているが、十分とはいえない面がある。 

 

 ４－１－３ 効率性 

本プロジェクト開始当初は、適切な機材・人材の整備が十分でなく、効率性は必ずしも高い

とはいえないものであった。また、本プロジェクト関係者の中に目標に対する理解の十分でな

い人もいた。しかしながら、インドネシア国家警察幹部や、派遣された専門家の主要な人たち

の間では「インドネシア国各地の警察署と警察職員により市民警察としての活動が展開され

る。」という上位目標に向けて、そのモデルをブカシにおいて構築するという明確な目標意識が

あったこと、それに向けて順次適切な機材・人材が投入されたことにより、効率は回復してい

る。また、通信指令と現場保存、現場鑑識を組み合わせた複合訓練を導入するなど、本プロジ

ェクトが実施の過程で行った工夫も、効率性の改善に貢献している。若干の問題点は指摘され

るが、全体として投入は本プロジェクト活動に適切かつ有効に活用され、投入に見合った成果

の発現に貢献しており、効率性は確保されている。 

 

 ４－１－４ インパクト 

  （１）上位目標達成の見込み 

    ＜上位目標＞ 

      インドネシア国各地の警察署と警察職員により市民警察としての活動が展開される。 

    ＜指標＞ 

      2007年時のブカシ警察署を手本とした業務改善を達成した警察署の数が、2012年にお

いて全警察署の35％以上となる。 

    ＜調査結果＞ 

      上位目標の達成には、全国各地の警察官、警察職員の意識改革が必要不可欠であり、

その実現には時間がかかるものである。予算上の制約もあり、上位目標の達成は容易で

はないが、インドネシア国家警察上層部には上位目標をできるだけ早く達成したいとの

強い意志が見られる。この意志がある限り上位目標は早晩達成するものと思われる。な

お、インドネシア側は本プロジェクト開始の初期にジャワ島東部、中部、西部各１か所

にコピー署を設定し、コピー署においてブカシの成果を展開するとともに、コピー署の

数を順次増加することを考えていた。しかしながら、ブカシに設置されたような高額設

備を全国の警察署すべてに設置することには無理がある。調査時点においては、上位目

標達成に至る詳細な計画は示されておらず、いつ、どのように達成されるかを判断する

のは時期尚早である。 

 

  （２）その他のインパクト 

プロジェクトは、各方面の注目を集め、インドネシア国家警察副長官ほか、警察上層
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部、ジャカルタ警視庁、インドネシアの他地域の地区警察本部警察官、国会議員、ブカシ

市役所、ブカシ市民と多方面からの本プロジェクト視察が相次いだ。これにより、市民の

理解と協力が高まり、本プロジェクト開始当初はBKPM建設用地の手配も困難であったが、

後半においては、地方行政当局や市民の側から「土地は提供するので更にBKPMを増やし

てほしい」との要望が寄せられている。 

その他、他のプラスのインパクトも出始めているが、その度合いを判断するのは時期

尚早である。マイナスのインパクトは見当たらない。 

以上、全体として本プロジェクトではポジティブなインパクトが予測される。 

 

 ４－１－５ 自立発展性 

  （１）政策的支援、組織・制度面 

インドネシア国家警察は2002年の警察法改正により、それまでの陸軍、海軍、空軍とと

もに国軍を構成する「警察軍」から大統領直属の「市民警察」へと転換したが、国軍の一

部として長い歴史に裏付けられた計画遂行能力をもつ組織である。警察改革はインドネシ

ア開発政策における優先分野の一つである。 

市民警察とは、Masyarakat（社会、コミュニティー）に対して安全及び秩序並びに人権

の保護を提供するものであり、その活動の基本方針は、コミュニティーポリーシング 

（Community Policing：CP）とされた。コミュニティーポリーシングとは、“Community 
Oriented Policing（コミュニティーを指向した警察活動）”“Community Based Policing（コ

ミュニティーに基礎をおく警察活動）”“Neighborhood Policing（近隣警察活動）”等様々

な名前で呼ばれたが、それがインドネシアにおいては具体的に、どのような形でインドネ

シア社会に適応されるかについては、明確には示されていなかった。 

このような背景のもとに、この数年間、インドネシア国家警察の改革プロセスを支援す

るドナー機関は、コミュニティーポリーシングの振興プロジェクトに対する支援を実施し

ている。最初に、西ヌサトゥンガラ警察本部は、“Partnership（パートナーシップ）”の支

援を受け、Mataram 国立大学と協力して「地域社会を指向した国家警察の振興」というプ

ロジェクトを実施した（2001年）。その後、州警察本部でいくつかの同様のプロジェクト

が行われている。例えば、西カリマンタン警察本部、東ジャワ警察本部及び西ジャワ警察

本部では、IOMの支援により、コミュニティーポリーシングを実施し、Polsek（分署）レ

ベルで「警察と住民のパートナーシップ」フォーラムの形成を進めた。ジャカルタ警視庁

／ブカシ警察署（PORLES Bekasi）は、日本（JICA）の支援により、日本の「交番」のパ

ターンを取り入れることにより、コミュニティーポリーシングのプログラムを展開してい

る。ジョクジャカルタ警察本部では、アジア財団の支援により、コミュニティーポリーシ

ングのプログラムを展開している（以上、下記インドネシア国家警察長官通達別添書類よ

り引用）。 

インドネシア国家警察では、こうしたいくつかのプロジェクトを通じたコミュニティー

ポリーシングモデルを観察することにより、その長所とインドネシアの伝統的な住民によ

る「自主保安制度／Siskamswara: Sistem Keamanan Swakarsa」を組み合わせたインドネ

シア版市民警察活動のモデルとして“POLMAS”モデルを作成し、2005年10月13日インド

ネシア国家警察長官通達SKEP/737/X/2005「インドネシア国家警察の任務遂行における
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POLMASモデルの運用に関する政策及び戦略」を打ち出した。 

この通達のなかでPOLMAS推進の具体的例として、本プロジェクトがブカシのBKPM活

動に導入した警察と市民のフォーラム、警察官の受け持ち地域制度、巡回訪問制度等も取

り上げられている。 

また、本プロジェクトの他のコンポーネントである、現場鑑識や通信指令については同

通達の中では直接触れられていないが、誠実、公正と並び真実、確実、有効の重視が謳わ

れており、その面から現場鑑識も通信指令もジャカルタ警視庁等から注目されている。本

プロジェクトの成果が認められれば、国家政策の中で取り入れられていく可能性が高い。 

さらに、インドネシア国家警察では国立インドネシア大学大学院の協力をえて、警察改

革20年計画（2005-2025）を策定しているが、このなかでは、 

１）市民からの信頼の獲得 

２）市民とのパートナーシップの構築 

３）プロとしての警察及び警察官の能力（捜査能力等）向上 

の３点を目標として掲げている。３）は現場鑑識、通信指令は警察の犯罪捜査・犯人逮捕

能力の向上と深く関係しており、またその成果を通じて市民からの信頼の獲得に貢献する

ものである。 

以上、全体として本プロジェクトの目指す方向はインドネシアにおける優先課題である

警察改革の方向と整合性があり、予算面、人員面を含めて政策的支援が得られるものと考

えられる。 

 

  （２）資金的側面 

インドネシア国家警察ではPOLMAS推進を最重要事項の一つと捉え、予算面、人員面で

も優先するとしている。事実、2007年のPOLMAS推進のための予算は2006年の20倍に増加

している。また、メトロブカシ警察署の予算も2006年の25億ルピアから2007年の55億ルピ

アへと大幅に増加している。 

今後も警察改革には必要とする予算が配分されるものと思われる。 

 

  （３）技術的側面 

本プロジェクトにより、各分野での教材が開発され、インストラクターが養成された。

これらの教材・人材の活用により、プロジェクトのアウトカムの維持・継続・発展は十分

に期待できるが、その効果的、効率的活用方法については更に検討されるべき課題である。 

なお、機材の維持・管理や消耗品の安定確保面には不安があり、強化が望まれる。 

以上、機材の維持管理面での不安はあるが、全体として本プロジェクトの自立発展性は

かなり高いと見られる。 

 

４－２ 結 論 

 （１）インドネシアの治安維持は、30年あまりにわたって、国軍の一部である警察が担ってき

た。しかしながら、1998年のハビビ政権以来の民主化の進展に伴い、2000年８月の国民協

議会決定を受けて、インドネシア国家警察は国軍から分離され、大統領直轄の市民警察と

して再編された。 
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警察改革の組織・制度面は2002年の新警察法により、詳しく定められ、コミュニティー警

察を指向する方向性も明示された。しかしながら、「コミュニティー警察」とは、具体的に

どのようなものであり、警察官の意識・行動はどう変わればよいかという警察改革の「カル

チャー面」については、個々の警察官にとってわかりにくいものであった。このような状況

下においてインドネシア側が本プロジェクトに期待したのは、その変革が個々の警察官や市

民にわかりやすく、目に見える形のモデルとして提示されることである。警察改革に対する

支援の重要性は、2005年６月２日付小泉総理（当時）とユドヨノ大統領の共同声明にも示さ

れ、2006年11月28日、安倍総理とユドヨノ大統領の会談においても確認されている。そのこ

とは、より詳細には、我が国の「対インドネシア国別援助計画」（2004.11）にも明示され、

また本プロジェクト開始後３年あまり経過して、ある程度成果が出始めた段階で発出された、

インドネシア国家警察長官通達「インドネシア国家警察の責務遂行におけるPOLMASの運用

に関する政策及び戦略」（Skep 第737号、2005.10.13）のなかに、活動の具体例として、本

プロジェクトで導入している活動が多く含まれている。インドネシア国家警察が目指す方向

が、まさに本プロジェクトの目指す方向と一致していることを示すものである。本プロジェ

クトの妥当性はきわめて高い。 

 

 （２）本プロジェクトによりブカシ警察署における警察官の意識改革は進展し、市民警察と

しての活動は確実に始まっている。すなわちプロジェクトは目標達成に向けて有効である

といえる。しかしながら、有効性の度合いは主に、以下の２点から不十分と見られる。 

   １）ブカシ警察署の本署幹部や、本プロジェクトで重点的活動の対象としたBKPMにおいて

市民と常時接触する前線警察官に高く、分署長をはじめとする中間職においては明瞭に見

られない。 

   ２）本プロジェクト実施途中において旧ブカシ警察署が都市部を所管するメトロブカシ警察署

と、それ以外のブカシ県警察署に分割された。成果のすべての項目において後発のブカシ

県警察署は先発のメトロブカシ警察署に比べ遅れが見える。 

 

 （３）本プロジェクトは、開始当初は試行錯誤的な側面も見られ、効率性は必ずしも高いとはい

えなかった。その後、適切な人材・機材が投入され、活動内容についてもBKPM活動を導入

するなどの柔軟かつ適切な対応が実施され、効率性は回復している。 

 

 （４）インドネシア国家警察上層部には、上位目標達成への高い意欲が見られ、いずれ上位目標

は達成されると思われるが、達成にいたる道筋（アプローチ、手段方法）が明確に示されて

おらず、いついかなる方法で達成されるかを判断することは時期尚早である。本プロジェク

トのインパクトはポジティブと予測される。 

 

 （５）インドネシア国家警察は国軍の一部としてではあるが、長い歴史に裏付けられた計画遂行

能力をもつ組織である。警察改革はインドネシア開発政策上の最優先課題の一つであり、そ

の具体化の方向を示すPOLMAS推進政策は、本プロジェクトの目指す方向と整合している。

インドネシア側はPOLMAS推進のための人材、予算は優先的に確保するとしており、自立発

展性はかなり高いとみられる。 
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全体として本プロジェクトは妥当性の高いプロジェクトであり、プロジェクト目標の達成

に向けて大きな前進が見られるが、調査時点においては不十分な点も見られた。不十分な点

については本プロジェクト残りの期間内にできるだけ充実するとともに、本プロジェクト終

了後の協力のあり方に対する検討を開始し、協力期間終了までにはその具体策を固めること

が望まれる。 

 

４－３ 阻害・貢献要因の総合的検証 

 ４－３－１ 効果発現に貢献した要因 

  （１）インドネシア国家開発政策との整合性 

     本プロジェクトが「第一線警察署における警察官の意識改革に関する国際協力」という、

日本、インドネシア双方にとって前例がほとんどない困難な課題において効果を発現し

つつある最大の要因は、本プロジェクトがインドネシアのニーズに合致していた点にあ

る。 

     インドネシア「国家開発計画（National Development Program：PROPENAS）」は５つの

優先分野を掲げているが、本プロジェクトはそのうち、①「民主的政治システムを構築

し、国民的団結及び社会的安定を確保する」及び②「グッドガバナンス及び法の支配を

確立する」に資するものである。「国家開発計画」は、警察改革の重要性を強調し、人材

育成を取り組むべき課題としている。グッドガバナンスに関する支援はインドネシア支

援国会合（Consultative Group for Indonesia：CGI）でも重要課題の一つとされている。さ

らに、本プロジェクトの成果がある程度出てきた2005年10月に発出されたインドネシア

における市民警察の実践方向を示すインドネシア国家警察長官の通達（いわゆる、

POLMAS通達）は、その中でブカシ警察署における活動を例示しており、本プロジェク

トはその実践例としてインドネシア国家警察幹部の注目を浴び、支援をえていることが

わかる。国家政策との整合性がプロジェクト成功の重要な要因である。 

     なお、本プロジェクトが目指す方向と整合性のあるインドネシア国家警察長官通達が発

出されたことは、すべての警察官にプロジェクトの目指す方向が理解されることにつな

がり、プロジェクトの効果発現を促進するものであった。 

 

  （２）「見られている」との意識 

     本プロジェクトでは開始直後、中間点、終了時評価前の３回にわたり、第三者調査機関

に委託して世論調査を実施したほか、広報活動を重視して、メディアに対する情報の発

出にも努力している。 

     また、プロジェクトが導入したBKPMの活動には地域住民代表とBKPM勤務員からなる

フォーラムを組織し、住民の意向を反映するべく努力している。 

     これらにより、本プロジェクトに対してはインドネシア国家警察幹部のみならず、国会

議員を含む多方面からの視察・見学者が多く、警察内外から注目を浴びているという意

識がブカシ警察署関係者にあり、これが本プロジェクトを成功させなければならないと

のモチベーションにつながっている。 
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  （３）プログラムとしての運営 

     無償資金協力や国別特設研修などと技術協力プロジェクトとの連携はこれまでも多く

の例が見られるが、本件においては、インドネシア国家警察本部に派遣された個別専門

家がプログラム・マネージャーとして全体を統括し、本プロジェクトの業務調整員がプ

ログラム事務局業務を担当している。毎週金曜日にプログラム定例会議を開催し、情報

の共有とプログラム内各コンポーネントの連携について協議している。 

     PDMの記述内容に不明確な部分があれば、プログラム目標（すなわち本プロジェクト

の上位目標）に照らして柔軟かつ適切に解釈し実施されている。 

     単に同時期に同一セクターで複数の異なった協力が見られ、その間に連携・相乗効果が

みられただけではプログラムとはいえないが、本件に見られるプログラム・マネージャ

ー、本プログラム事務局、プログラム定例会議は個々のコンポーネントをプログラム目

標という同一方向に向けるうえで効果があった。 

     なお、本プロジェクトのカウンターパートはブカシ警察署であるが、プログラム・マネ

ージャーのカウンターパートはインドネシア国家警察本部であり、プロジェクトの状況

がプログラム・マネージャーを通じてインドネシア国家警察本部の幹部に伝えられてい

たことも有効であった。 

 

  （４）インドネシアに適合した技術移転の重視 

     日本の技術をインドネシアに移植しても、それがインドネシアの土壌に適合しなければ

早晩枯死するであろう。本プロジェクトは、日本の方式をインドネシアに定着させるこ

とを目的としておらず、日本の経験を紹介し、インドネシア側とともに「インドネシア

流」の方式を考え実践していくことをモットーとしている。また、個々の具体的な施策

を実施するにあたっては、インドネシア国家警察本部やジャカルタ警視庁と協議をする

ことを怠っていない。 

     また、技術移転の方式についても、実際の個別現場におけるOJTを重視している。基本

的な技術の移転や日本の経験の紹介等は本署内等における講義や実習によるが、個々の

現場でどの技術をどう使うかをともに考えるという方式は、手間暇のかかるものである

が、これによりカウンターパートの力は着実にのび、また、将来インドネシア全土に普

及すべきモデルの確立にも有効であった。なお、指紋採取に関しては、多くの先進国で

採用されている性能のよい白色粉末（アルミパウダー）は、インドネシアでは入手困難

であるため、本プロジェクトでは白色粉末による採取技術とともに、インドネシアで入

手容易な黒色粉末（煤）による採取技術も指導している。 

 

  （５）適切な投入・活動 

     プロジェクト開始当初は試行錯誤的な側面もあり、あまり効果的ではない投入・活動も

散見されたが、後半における投入・活動は適切かつ有効であった。特に有効であった例

を以下に列記する。 

    １）日本・インドネシア双方による優秀な人材の投入 

インドネシア側は国別特設研修修了生をプロジェクト関連部署に配置するなど優れ

た人材投入を実施した。また、日本側が投入した長期専門家も優れた識見・技術をもち、
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インドネシア側とともに考えるという本プロジェクトの趣旨を理解し、成果の発現に貢

献している。 

なお、現場鑑識分野は指紋、写真、足こん跡、薬物分析等異なった多くの個別技術

の複合であり、それぞれその道の達人を短期専門家として投入している。また、通信指

令分野では、仕組みづくりと訓練という趣旨にそって長期専門家はソフト分野から派遣

されているが、機材のトラブルの解決等に対しては電波機器のハード面での短期専門家

を派遣している。これらの短期専門家もそれぞれの面で効果の発現に有効であった。 

    ２）適切な機材の投入とそれを使用しての活動 

日本側が投入した機材は一部に問題があったが、全体としては捜査能力の向上、そ

して市民の警察に対する信頼感向上に有効に貢献している。 

鑑識機材、通信機材の投入は、関連分野の警察官の自信につながり、市民からの通

報に対する迅速・誠実な対応に技術面から貢献するものである。 

交番セットの供与とそれを使ってのBKPM活動の導入は、当初プロジェクト計画に含

まれていなかったが、インドネシア側からの強い要望があったこと、そして、活動の二

本柱である「迅速」と「誠実」を実際の現場で試す場として建設した経緯がある。BKPM
活動により、市民と警察との距離がより身近になった。 

    ３）鑑識技能検定制度の導入 

本プロジェクトがインドネシア国家警察本部の承認をえて導入した鑑識技能検定制

度は、鑑識係員のモチベーションの向上に貢献するとともに、警察全体の鑑識技術に対

する関心を高める効果があった。 

    ４）複合訓練の実施 

諸般の事情から通信指令分野の訓練に遅れが生じていたが、通信指令と現場保存、

現場鑑識を組み合わせた複合訓練は、通信指令分野の訓練の促進になると同時に、イン

ドネシア側に連係プレーの重要性を大いに認識させた。これまで活動分野ごとの訓練・

教養を推進してきた各専門家が、上記の理由から全専門家に共通の問題点である「先着

警察官の現場活動」に焦点を当てた訓練を継続してきたところ、訓練開始前に比較し、

現場での警察官の活動に向上が見られるようになり、現場付近での犯人検挙等の好事例

が散見されるようになりつつある。これにより、指令体制の意義も認識され、現場から

の報告が以前より増加しつつあるという効果ももたらしている。 

    ５）各種マニュアルの作成 

本プロジェクトでは、専門家の指導・協力のもとにマニュアル類が作成され、また

作成されつつある。作成の過程で、紹介された日本の技術をインドネシアの現状にどう

適合させるかを一緒に考えることを通じ、カウンターパートの能力が向上したのみなら

ず、将来他の警察署に普及するためのインドネシアに適したマニュアルの作成にも有効

であった。 

なお、無償資金協力①で導入された鑑識機材のマニュアルはVCDで作成されたが、

この分野において動画マニュアルの効果は大きいものと思われる。 

    ６）児童に対する柔道指導 

術科指導の延長として、メトロブカシ警察署員が署員の子どもや市民の子ども達に

柔道を指導し、青少年の健全育成を図ったことは、多くの市民（父兄や一般の署に出入
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りする市民）と警察との距離を近くしたことで効果があった。 

    ７）「署長へのレター」 

インドネシアでは、末端の情報が署長に届くまでには分署によりスクリーンにかけ

られる。署長に対して現場の状況を伝えるという趣旨で始めたプロジェクトリーダーの

私信形式による「署長へのレター」は、現場からの報告がストレートに上がりにくい組

織のなかで、署長の危機感を煽るのに有効であった（当然ながら、専門家が「密告者」

と受け取られないよう、人間関係の醸成とレターの取扱いには十分な注意が払われてい

る）。 

 

 ４－３－２ 問題点及び問題を惹起した要因 

  （１）通信機材整備の遅延 

     通信指令分野では、他のスキームで整備される予定であった機材（無線通信網）を使用

して通信指令システムの構築と訓練を行う予定であったが、諸般の事情で機材の整備が

遅れ、通信司令分野での活動計画の見直しが必要となった。 

 

  （２）人事異動 

     インドネシア側の人事異動が早く、せっかく育った人材が、いまだ十分に活躍する前に

ブカシを去っていくということが後半には多くなった。警察組織における人事異動は避

けがたいものではあるが、本プロジェクトにとっては、マイナス要因であった。なお、

なかには、異動先でブカシ・プロジェクトでの経験を活かしている者も見られることは、

プロジェクト成果の全国展開の見地からはプラス要因である。 

 

  （３）ブカシ警察署の再編成 

     本プロジェクト実施の途上でパイロット・サイトとして選定されたブカシ警察署が市街

地を管轄するメトロブカシ警察署とそれ以外の地域を管轄するブカシ県警察署に分割さ

れたことは、本プロジェクト活動に困難な課題をもたらした。本プロジェクトとしては、

両警察署を対象とした改革支援を行っていくこととなったが、現実問題として、両署間

の移動等に要する物理的・時間的な「距離」も相当程度あること、指導すべきカウンタ

ーパートの数が倍増したことなどからも、双方へ効果的な支援を継続していくために専

門家の体制・運用等に更に工夫を凝らしていく必要が生じた。本プロジェクトでは、こ

の問題を克服し、成果をあげつつあるが、後発のブカシ県警察署における活動、成果の

達成度は先発したメトロブカシ警察署に比し、不十分な結果となっている。 
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第５章 提言及び調査団所感 
 

５－１ 提 言 

 ５－１－１ プロジェクト目標の達成を強固にするための活動 

本プロジェクトにより、両ブカシ警察署における市民警察としての活動は大きく前進した。

しかしながら、重要な成果の一部には達成度が十分でない項目もある。これらはプロジェクト

目標の達成を確かなものにするために重要な項目である。本プロジェクト関係者は、残された

プロジェクト期間において以下に例示した点を含め、これら達成度の不十分な活動を中心に、

プロジェクト目標のより確かな達成を推進する必要がある。 

 

  （１）BKPM活動については、無償資金協力による11か所のBKPMが新たに立ち上がる。既存

３か所のBKPMでの活動を通じて得られた経験や技術をもととして、新規に立ち上がる

BKPMでの訓練、特に初めてのBKPMとなるブカシ県警察署における教育訓練を進める必

要がある。 

 

  （２）全体として、両ブカシ警察署本署及び最先端のBKPMに比べ、中間に位置する分署での

意識改革に遅れが見える。分署長を中心として分署の組織能力強化を図る必要がある。 

 

  （３）各分野において、プロジェクト当初から活動が開始されたメトロブカシ警察署に比し、

新たに発足したブカシ県警察署では遅れが見られる。ブカシ県警察署の強化を進めてい

く必要がある。 

 

  （４）現場鑑識分野における両ブカシ警察署本署（特にメトロブカシ警察署）の技術の進歩は

大きなものがあるが、分署の刑事課における鑑識意識の向上が必要である。 

 

  （５）日本、インドネシア双方は、JICA事後状況調査団とインドネシア国家警察計画開発担

当次長との間に交わされた2006年９月29日付｢無償資金協力基本設計事後状況調査にか

かわるメモランダム｣に従い、通信網の技術的問題の解決に努力されたい。 

 

  （６）通信指令分野では、訓練は開始されてはいるが、訓練量の不足が懸念される。本プロジ

ェクト終了までには、ブカシ県警察署における通信司令室を立ち上げるとともに、両ブカ

シ警察署において、更に訓練を重ね、その訓練からえられた経験をもとに通信指令のルー

ルを構築していく必要がある。 

 

 ５－１－２ 将来の協力のあり方の検討 

ブカシにおける市民警察活動は本プロジェクトによって大きく前進したが、上位目標達成に

向けて今後、インドネシア側は何をなすべきか、日本側はどのような協力が可能かの検討を開

始し、本プロジェクト終了までに具体策を固めることが望まれる。本調査時点では以下の点が

指摘された。 



－39－  

  （１）インドネシアの多様な地域特性に適した市民警察活動を推進するうえで参考になりうる

活動のモデルづくりを、ブカシにおいて推進すべきである。 

 

  （２）全体として、より一層インドネシア警察に合致したものとするための研究を重ねていく（国

の財政状態等を考えると、簡潔・廉価で効果的なシステムの開発が重要）。 

 

  （３）ブカシ警察署における成果の全国波及のために、インドネシア国家警察の教育・訓練組

織での活用を検討すべきである。 

 

 ５－１－３ 適切な消耗品調達管理を含む機材維持管理強化 

今後、インドネシア側がプロジェクトのアウトカムを維持・継続し、上位目標に向けて発展

させていくうえで、適切な消耗品の調達を含め、機材の維持管理体制の強化が望まれる。 

 

 ５－１－４ 機材を採用した技術移転 

機材を使用しての技術移転において、機材整備がプロジェクトの枠内で行われるか枠外で実

施されるかにはかかわりなく、必要な時期に整備されていることは必須である。プロジェクト

の枠外で実施される機材整備の工程表を本プロジェクト関係者が適確に把握することに困難が

あるとはいえ、活動計画の策定にあたっては、機材整備が必要な時期に完成するうえでのリス

クを十分念頭におく必要がある。 

 

５－２ 調査団員所感 

 ５－２－１ 団長所感 

2007年１月23日より30日にかけ、本案件終了時評価に係る現地調査を実施した。25日には本

案件対象地域であるメトロブカシ警察署、ブカシ県警察署を訪問し、分署、BKPMといった現

場における活動を視察した。26日、29日にはインドネシア国家警察関係者と本件評価について

協議を行った。 

今回の調査を通じ、本プロジェクトの基本目標「警察が市民から基本的信頼を得る」ための

活動を通じて「地域市民パートナーシップセンター」であるBKPMが地域に定着し、住民との

関係構築が着実に形成されてきていることを確認した。 

本協力はメトロブカシ警察署、ブカシ県警察署をモデル署とし、技術協力事業「実験の場」

として活動を推進してきている。５年間の協力によりインドネシア国家警察が独自に他地域へ

の普及を始めており、こうしたことも本協力が成果をあげてきている現われといえる。 

本件協力の特徴としてあげられる内容は以下のとおり。 

・国別特設研修やカウンターパート研修といった本邦研修の重視（実践の現場を日本で体験） 

・日本型警察制度を示しインドネシアへの適応を「実験の場」で検証 

・継続的世論調査の実施（ACNielsen社に委託） 

・インドネシア国家警察改革支援プログラムとして展開（技術協力、無償資金協力、国別特設

研修の複合的実施） 

・女性警察官によるBKPM運営（インドネシア初の女性警察官のみによる交番の試行） 

・日本の警察の仕組みを参考にした鑑識技能検定実施による人材育成 
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今後の課題としては「インドネシア国家警察改革支援プログラム」「市民警察活動促進プロジ

ェクト」の目標、コンセプトをわかりやすくインドネシア・日本双方に発信する工夫が求めら

れる。本プロジェクト関係者以外の人々へ理解を得られる方法を考え、市民と警察の信頼関係

構築のあり方、インドネシア国家警察の意識改革のプロセスを国内外に示すための広報づくり

が必要であり、ひいては、それを行うことによってインドネシア警察関係者自身の一層の改革

意識向上にもつなげると思われる。 

また、今度「実験の場」である本プロジェクトの成果を全国に普及させていく課程では以下

の各組織機能における役割、活動内容についてPOLMAS理念に基づいてより明確にしていく必

要があろう。 

 （１）インドネシア国家警察（INP） 

 （２）ジャカルタ警視庁 

 （３）POLRES：ブカシ警察署 

   １）分署 

   ２）BKPM（ブカシ地域では技協で３か所、無償で11か所） 

   ３）既存のPOSPOL 
   ４）駐在員 

 

インドネシア国家警察は、成果の普及を全国に進めたい意向を強く示しており、日本・イン

ドネシア双方で議論を進めているプロジェクトフェーズ２の協力内容検討にとって、POLMAS
政策によるBKPMが日本の警察における｢交番｣制度をモデルにインドネシアの社会、文化等に

適合する仕組みづくりであったことをきちんと整理することが重要と思われる。 

市民警察支援協力の要はインドネシアの警察改革であり、警官、市民等人々の意識改革とい

う難しいテーマを担っていること認識し、協力を進める共通認識を共有し合うことで成立する

案件である。社会制度構築、キャパシティー・ディベロップメント（CD）相互の要素が組み合

わされて社会に根ざす改革が可能となる。 

今後、市民警察活動の全国展開という目標を念頭に置き、プロジェクトフェーズ２の立ち上

げをインドネシア側と協議をしていく必要がある。今回気付きの点として以下に検討事項を記

す。 

・インドネシアにおける警察改革支援の広報を強化 

・警察改革支援のフェーズ１成果の取りまとめ 

・無償資金協力との協働体制強化 

・機材投入に対する事前の調査体制強化 

・バリ警察支援の進め方 

・国別特設研修、国内研修、第三国研修の進め方の再検討 

・インドネシア側日本側双方の有識者による支援取り付け 

 

 ５－２－２ 技術協力政策担当団員所感 

  （１）はじめに 

     2006年８月より外務省国際協力局無償資金・技術協力課にて、インドネシアの担当とな

り、本プロジェクトについては、今回の終了時評価団参団を機に、本格的に携わること



－41－  

となった。 

終了時評価にあたり、担当することとなった「妥当性」の評価については、インドネ

シアの国策及び我が国の援助政策に合致し、「きわめて妥当性が高い」と判断された。 

また、「妥当性」評価以外で、気づきの点は以下のとおりである。 

 

  （２）プログラム・マネジメント 

    １）現状と課題 

本プロジェクトは、本プログラムの中心的な役割を担うものとされ、本プログラム

の投入スキームとして、技術協力プロジェクト・専門家・研修をはじめとする各種技

術協力と無償資金協力の計画・実施がされている。 

本プログラムは、我が国の国際協力分野における新たな試みであるプログラム型の

支援であり、その計画策定段階において、主として技術協力の視点からプログラム策

定にあたった結果、本プログラム実施面から無償資金協力が最も効果的なタイミング

に投入することはできずに、プログラムの成果が効果的に発揮できない分野が散見さ

れた。 

    ２）提 言 

 ・プログラム策定段階から外務省、JICA（地域部・課題部・無償部等）が連携し

て、投入するスキームの特性を踏まえ、最大限の成果を発揮できるようなプログラム

を策定ること。 
 ・個々のプログラム実施段階においては、ODA 予算・相手国政情の変化に柔軟に対応

し、プログラムとして最大限の効果を発揮できるように、PDCA サイクルの概念を導

入すること。 

 ・外務省においては、無償課と技術協力課が一つとなり、各スキームを実施する段階 

  においての調整・連携が可能な体制となった。今後は、プログラム策定段階におい 

  て、無償資金協力・技術協力・円借款が有機的に連携することができるよう、外務 

  省・JICA がこれまで以上に連携を強める必要がある。 

 

  （３）法執行機関の連携強化 

    １）司法制度改革（裁判所、検察） 

市民警察支援によって、鑑識技術の技術移転等を通じて、これまでの自白主義から証

拠主義に意識改革が進みつつある。しかし、裁判所や検察においては、いまだ意識改

革が遅れていることから、今後、ブカシの先進事例を全国へ普及させていくためには、

司法分野における意識改革も必要と考える。 

なお、司法制度改革にあたっては、日本・インドネシアの大学法学部の連携の手段も

有効と考える。 

    ２）海上警察、空港警察との連携強化 

空港や港湾施設付近においては、海上警察や空港警察との連携が必要と考える。 

 

  （４）無償資金協力・有償資金協力の活用 

    １）ガバナンス・情報通信分野における無償資金協力について 
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技術協力において試行錯誤しながら技術移転を実施している段階における資機材の

供与にあたっては、無償資金協力より技術協力プロジェクトにおいて、機材供与を実

施したほうが、技術協力のニーズにあったタイミングで細やかな投入が可能になると

考える。 

また、相手国の要請から着手までに２～３年を要する無償資金協力では、技術進歩が

著しい情報通信分野に関する支援はなじまないことも考えられることから、無償資金

協力を投入する場合は、技術的に確立された資機材や施設に限定的に支援することが

望ましい。 

    ２）テロ対策等治安無償及び有償資金協力の活用 

本プロジェクト（フェーズⅠ）において得られた成果をもとに全国に普及させる場合、

インドネシアのオーナーシップを確保するためにも、インドネシアの自助努力又は有

償資金協力等の無償資金協力以外のスキームを活用することが望ましい。 

また、ブカシで実施した支援項目以外の新たな分野に対する支援を実施する際には、

上記１）の留意点を踏まえつつ必要に応じて、2006年から導入された新スキーム：テ

ロ対策治安無償を活用し、本プログラム推進にあたり必要な施設等については、その

整備を推進することも考えられる。 

 

  （５）おわりに 

     終了時評価にあたり、インドネシア国家警察や専門家の皆さんはじめ関係各位に謝意を

申し上げます。なお、上記は個人的な見解であり、外務省としての見解ではないことを

申し添えます。 

 

 ５－２－３ 警察政策担当団員所感 

  （１）はじめに 

     本プロジェクトについては、2005年４月以降担当しており、この間、2005年６月に実施

された中間評価調査団にも参加するなど継続してかかわってきた。 

警察庁においては、国内で主に以下の業務を行いながら、本プロジェクトを支援している。 

・専門家のカウンターパートの研修受入れ 

・専門家の人選と活動支援 

・現地と協議しながらのプロジェクト運営の助言・指導 

     警察庁側の支援についても、中間評価におけるPDMの改訂により活動の方向性を明確

にしたため、このような国内からの支援もそれ以前に比べ容易になったと評価できる。

また、2006年４月前後に、本プロジェクトを中心にして、本プログラム全体の今後の方

向性を関係者で集中的に協議したことも、PDM改訂以降の状況の変化（POLMAS運動の

展開等）に対応するため有効であったと評価できる。 

 

  （２）成果の達成度と有効性 

     本プロジェクトは、概ねPDM上の成果を達成したと評価できる。本プロジェクト後半

において専門家の派遣及び研修受入れ等の投入が順調であったこともその要因の一つで

あると推測できる。 
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     ただし、成果の全国波及については、その萌芽は見られるものの、今後の活動に期待す

るところが大きい。 

     有効性についても本プロジェクト後半において、格段に向上したと評価できる。これは、

プロジェクト前半、手探りの中で支援の方法を見出す努力の結果、本プロジェクト後半

に成果が目に見える形で結実したものと考えられる（BKPM活動、鑑識インストラクター

の認定、通信指令を含めた現場警察活動のための組織改革等）。 

     なお、本プログラムの他のコンポーネントである国別特設研修、無償資金協力等と、本

プロジェクトは相互に干渉せざるを得ず、正と負の側面が本プロジェクト期間中見られ

たが、他のコンポーネントとの協調は概ね正の方向に作用したと評価できる。 

 

  （３）教訓とすべき事項 

    １）プロジェクトは生き物である 

本プロジェクトの成果は、各専門家の努力と相互の協力によることは論を待たない。

しかし、５年間の協力期間中、BKPM活動や、POLMAS運動等、当初の想定にない多く

の変化があった。これにうまく対応できたのは、中間評価時におけるPDMの改訂に代

表される時宜を得た活動の明確化と見直しによるところが大きいと考えられる。プロ

ジェクトを生き物ととらえ、活動の見直しを実施することは、長期間のプロジェクト

には必要である。 

    ２）広報そのものが活動である 

本プロジェクトは、警察・市民双方の意識改革を目的とするものである。そのため、

市民への働きかけという観点において広報が果たす役割は重要であり、改めて広報そ

のものを活動の一つと位置づける必要がある。具体的には、インドネシア国家警察部

内は当然であるが、他の行政機関、企業、市民等の対象に応じて、的確なアプローチ

方法、的確な訴求内容、的確な時期に広報を実施する戦略を構想すべきである(広告代

理店等を活用するのも一手法である)。本プロジェクト終了を迎える今は、まさしく的

確な広報時期であると考えられる。また、日本においても平行して同様の取り組みを

行うことは広報の相乗効果を生むものと期待できる。 

    ３）インドネシアの広大さ 

インドネシアは、日本の２倍の人口、５倍の面積を有する広大な国家である。本プロ

ジェクトサイトであるブカシ地域だけでも300万人以上の人口を有する。また、インド

ネシア国家警察も30万人以上の職員を有し、インドネシア国家警察本部→州警察本部

→警察署→警察分署→BKPM、POSPOL等から構成される大組織である。今後、プロジ

ェクトの成果を全国に波及するにあたっても、このようなインドネシアの広大さを改

めて認識し、有効なアプローチ方法を見出さなければならない。 

 

  （４）結 論 

     本プロジェクトは、PDM上もまた実際のインドネシア国家警察改革支援にも相当の成

果をあげていると評価できるが、その実質は「インドネシア国家警察改革支援プログラ

ム」の最重要部分であってプログラム全体の大きな枠組みの中で評価すべきものである。

インドネシア国家警察が、これまでのわれわれの支援と方向性を同じくするPOLMAS運
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動に取り組んでいるいま、プログラムとして支援を継続するのは当然であるが、インド

ネシア側に対しブカシをメッカ(市民警察活動のモデル)として提供し続けることが重要

であると考える。したがって、本プロジェクトのプロジェクトフェーズ２を実施し、ブ

カシを更に磨き上げ、その成果を全国に波及させる活動の拠点とすべきである。現在、

正式要請書は未接頭であるが、早急にプロジェクトフェーズ２の内容を検討すべきであ

る。 

     また、プロジェクトフェーズ２においては、成果の全国波及のため、バリ・プロジェク

ト、国別特設研修等の連携をより強化すべきと考える。 

 

５－３ 最終評価出張報告書 

＜河野 毅 政策研究大学院大学助教授＞ 

 

 （１）はじめに 

    2005年６月に実施された「中間評価」では、筆者は以下の５点を指摘した。 

   １）インドネシア国家警察に対する国民の信頼度は非常に低かった1999年から、少しずつ

であるが回復に向かっている。 

   ２）しかし、インドネシア国民は公共機関（モスクや教会をふくむ）のなかではインドネ

シア国家警察（特に交通警察）を一番信頼できないと思っている。 

   ３）日本政府によるインドネシア国家警察支援の意義は①インドネシアの民主化の推進を後

押しする。②法治国家の確立により社会信用と透明性を高める意味で市場経済を定着させ

る。 

   ４）日本政府の支援形態は現場主義であり、これは欧米の本国主義と異なり、現場主義は現

場で活動する警察という本来の姿に合致したもの。 

   ５）ガバナンス支援の一環として成功を収めているもの。 

 

以上の５点を受けて、今回の最終評価（2007年１月）では以下を指摘したい。 

    ａ）ブカシ市と国家レベルにおけるインドネシア国家警察に対する信頼度の向上。 

    ｂ）ガバナンス支援という枠組みでみると、警察に対する支援だけでは限界がある。ただ

し、司法セクター全体を含める検察、裁判所に対する支援を含むと裾野が広くなりすぎ、

また更に複雑な支援体制を求められる。 

    ｃ）よって、広報に力をいれることで検察と裁判所を取り込みつつ、他のドナーとの協調

を通じてインドネシア国家警察に対する支援を強化する。また、ブカシ地域から他の

ジャカルタ首都圏地域に対する支援を焦点にいれることも一考に価する。 

 

（２）ブカシ市と国家レベルにおけるインドネシア国家警察に対する信頼度 

    インドネシアの最大日刊紙「コンパス」が2005年に実施した世論調査 10 よると、国民の国

家警察に対する信頼度は少しであるけれども向上する傾向にある。 

 

                                                  
10 コンパス紙調査部資料。2005 年は２月 16～17 日に実施した世論調査。毎年同じ時期にジャカルタ、ジョクジャカルタ、ス

ラバヤ、メダン、パダン、バンジャルマシン、ポンティアナック、マナド、マカッサル、ジャヤプラ各市に在住する 17 歳

以上の 1,000 名程度（2005 年は 851 名）に対し電話でインタビュー。 
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＜警察に対する意識調査（コンパス紙による全国世論調査の結果、％）＞ 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

犯罪発生後警察は即急にやってき

たと思う 
54.9 50.2 59.6 59.2 54.1 70.5 64.2 62.4

警察とのやりとりはこれまで時間

がかかったと思う 
73.5 72.8 65.7 60.3 74.4 51.8 64.7 65.7

警察とのやりとりはこれまでお金

がかかったと思う 
79.2 74.5 62.7 64.0 73.3 52.3 65.8 63.7

警察とのやりとりでこれまで問題

は解決しなかった 
52.4 53.1 47.8 44.1 52.3 32.7 45.4 46.1

警察とのやりとりは問題を増やす

だけだ 
56.9 52.0 51.5 43.0 56.3 37.4 50.8 47.7

 

    この結果を見ると、全国的には2003年が一番評判がよかったことを示しているが、これは

2002年末から2003年はじめにかけてバリ島における連続爆破テロ事件の主犯数名を逮捕で

きたことが大きい。その後、2004～2005年の調査では警察に対する信頼度はほぼ横ばいで

あるが、1998～1999年という低いレベルまで落ちてはいない。 

    では、ブカシ市・県におけるインドネシア国家警察についての評判はどうだったか。在ジ

ャカルタの外部コンサルタント会社ACNielsenによる３回にわたる世論調査 11 でもブカシ住

民は国家警察を信頼しつつあることがわかる。 

 

＜ブカシ市・県住民の警察に対する意識（ACNielsen世論調査の結果、％）＞ 

 2003年 2004年 2006年 

この地域で法執行は機能しているので安心だ 69 77 78 

インドネシアでは正義は確立され犯罪者は処罰されると信じるよう

になった 
71 77 77 

法を遵守する地域を作るためには地域住民もそのための意識をもつ

ことが必要だ 
70 81 80 

お金で処罰を逃れられるこの国の法執行は不公平である 92 97 96 

法執行分野の向上は見られるがそれは国際社会が見ている分野だけ

である 
36 30 25 

住民は警察を信頼しないので法を私物化する傾向が増加している 41 33 33 

 

                                                  
11 2003 年２月 21 日～３月 18 日にブカシ市・県住民男女 15 歳以上 1,620 名かの有効回答が 2003 年の結果。同様に 2004 年

11 月 25 日～12 月 18 日に実施したインタビューは 1,619 名の有効回答。2006 年１月～２月（実施日は不明）は 1,604 名の

有効回答。AC Nielsen, Jakarta, INP and Measuring Response to Police Reform in Bekasi: Baseline Reading 2003, Midterm Reading 
2004, Endterm Reading 2006. 
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    上記コンパス紙との整合性がないために簡単な比較はできないが、ブカシにおいてもイン

ドネシア国家警察に対する評判は少しずつ向上していることがわかる。特に、地域を安心

と思う回答が３年で９ポイント（13％）増加し、また安全な地域づくりのためには住民の

意識改革が必要とする回答が10ポイント（14％）増加していることは重要である。 

    ただし、ブカシの住民はお金がものを言う法執行のあり方について強い不信感をあらわに

している。この傾向はコンパス紙による2005年の全国世論調査でも明らかになっており、

全国的にみても警察がいかに様々な犯罪にうまく対応できていないかがわかる。 

 

＜警察の個々のパフォーマンスに対する満足度「～について警察の仕事ぶりに満足か不満足か？」

（コンパス紙2005年調査 12、％）＞ 

 満足 不満 わからない 無回答

社会の安全の向上について 46.9 50.3  2.7 0.1 

交通安全について 50.9 46.5  2.1 0.5 

免許証発行などのサービスについて 49.9 40.5  8.7 0.8 

一般犯罪の摘発について 39.8 50.1  9.4 0.7 

テロの摘発について 31.4 57.2 10.6 0.8 

財界による犯罪の摘発について 21.3 71.6  6.3 0.8 

環境破壊などの犯罪の摘発について 23.4 64.7 10.7 1.2 

政治的な犯罪の摘発について 18.2 70.5 10.2 1.1 

人権侵害などの犯罪の摘発について 17.3 72.3  9.4 1.1 

政府高官による犯罪の摘発について 19.4 69.9  9.9 0.8 

外国企業による犯罪の摘発について 17.9 65.3 15.2 1.1 

警察による犯罪の摘発について 24.8 61.9 12.0 1.3 

国軍による犯罪の摘発について 27.6 58.6 12.0 1.8 

麻薬の撲滅について 50.8 46.1  2.9 0.2 

博打の撲滅について 37.6 57.2  4.8 0.5 

 

    傾向は明らかである。国民はインドネシア国家警察が財界、政府高官などの権力者に対し

て甘いことを感じ、この気持ちは事実に基づいた結果であろう。このような意味では、現

職インドネシア国家警察長官による麻薬と博打の取締りの努力は2005年の就任以降継続と

しているし、さらに、警察内部の汚職の摘発もあるために、もし2007年に同様の世論調査

を実施するとすればこれらの分野についての信頼回復が見られるだろう。 

    ただし、権力者に対して弱い警察に対する批判は、不公平な要素を含む。理由は、警察だ

けでなく、検察、裁判所を含む法執行機関がうまく機能することで初めて法執行が公平に

実施される分野であるからだ。表にもどれば、地域社会の安全や免許証などの証明書発行

サービスについては、ほかの分野と比べて警察に対する不満度は低い。警察だけが実施す

る分野では国民の意見は二分されている。ただし、検察、裁判所を含めた法執行が必要な

権力者の摘発については警察に対する不信は強く、これは警察だけの問題ではないことを

明確に示す結果となった。 

                                                  
12 出所は 10 と同じ。 
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 （３）ガバナンス支援のなかの警察支援 

    インドネシア国家警察支援がガバナンス支援という枠（グッドガバナンスの確立という目

標達成という指標）で理解されると、先述した警察支援だけの限界が見えてくる。ただし、

警察に加え、検察、裁判所を含む司法セクターを一つとみても、民主国家ではこの三者が

一緒の思想で活動してはならない。この三者は距離を保ちながら公正さを追及することが

民主主義の根本原理であり、公正さを至上のものとして司法セクターが活動していると国

民に見られることが社会信頼の回復をもたらす。 

    ただし、これまで見てきた日本政府によるインドネシア国家警察支援が５年を経て成果を

あげつつあり、しかもその支援オペレーションにはJICA、警察庁、外務省の三者が様々な

トゥールを駆使してきた複雑さをみると、検察、裁判所というまったく質の違う支援を追

加することは日本における支援人材確保だけをみても限界がある。よって、この警察支援

のプロジェクトフェーズ２を実施するならば、最低でもブカシ地域の検察と裁判所に警察

支援の情報を提供することや、他のドナーが実施する対司法セクター支援と情報交換しつ

つ広報に力をいれることを始めるように提案したい。 

 

 （４）幅が広がる支援体制へ 

    良いガバナンスの確立は、民主プロセスの確立という意味で民主国家にとっては永遠の課

題である。いかに一般国民が安心して生活し、透明性があり公平な社会をつくり、将来を

期待をもって考えられる社会づくりに寄与することができるか、というのがガバナンス支

援の基本姿勢だろう。それだからこそ、今般の支援の評価には、定期的な世論調査の傾向

が重要な指標となる。 

 

    世論を気にすることは、警察業務を一つのサービス業とみることを意味するだろう。しか

し、このサービス業の難しいところは、国家権力の執行を通じて行われるサービス業であ

り、これは第一に、国家の公平さを体現する機関であることと、第二に強制力を伴う点で、

一般サービス業とは根本的に質が違う。よって、商品を売る一般会社のように国民の人気

取りではその質の向上が計れないという難しさがある。 

 

    この難しさにもかかわらず、インドネシア国家警察は、インドネシアの国権執行機関の中

で唯一自らの改革と質の向上をトップダウンで実施している機関である。2002年の新法制

定から始まった組織的な改革を進め、現在は警察官の意識改革にも努力をしている。2005

年10月には インドネシア国家警察長官通達で市民警察（POLMAS、逐語的には「社会警察」）

モデルの確立をめざした戦略（2009年まで）が発表され、これはこれまでのドナーによる

インドネシア国家警察支援を統合した思想を具体的な形にしたものだった。インドネシア

の自立という意味では重要な動きである。 

 

    日本政府によるブカシ・プロジェクトは一定の成果をあげており、この成果はインドネ

シアの研究者に言わせると「粘り強い日本の支援の結果 13」である。ただし、将来、この 

                                                  
13 アドリアヌス・メリアラ・インドネシア大学教授、筆者インタビュー、2007 年１月 25 日、ジャカルタ。 
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市民警察戦略のなかで、ブカシ・プロジェクトはほんの一つの成果として埋もれる可能性

も否めない。そういう意味では、日本型の人材育成中心で一定地域を重点的に支援するユ

ニークなブカシ・プロジェクトは、ますます他のドナーとの協調関係を強化しつつ、先述

したように検察、裁判所を巻き込んだイベントの開催など、風通しのよいプロジェクトを

構築する必要があるだろう。また、ブカシ地域はジャカルタ首都圏地域の一部という意味

で、ジャカルタ首都圏に対する波及効果は好むと好まざるにかかわらず出てきており、こ

の流れは更に広がるだろう。波及効果が良いものか悪いものか、様々な面をもつ効果であ

ろうが、いずれにしろこの波及効果を日本側がどのように扱うかという課題にも取り組ま

なければならないだろう。 

 

    アジア財団在ジャカルタオフィスは検察と裁判所に対する支援を始めたが、警察支援は組

織として改革の方向へ向かうため支援もやりやすいが検察と裁判所は難しいという。その

ため、アジア財団の手法は市民団体とNGOを使ったボトムアップ方式で、時には検察と裁

判所に圧力をかけるというものになることもある。このような方法はきわめて米国的であ

るが、広報という面では一般市民に幅広く情報がいきわたるという効果がある。ニュース

レターの発行や、広報誌に漫画を入れた農村市民向けのやり方など、アジア財団が支援す

るNGOが積極的に発行している 14。 

 

    さらに、IOMは2004年からインドネシア国家警察支援をはじめており、筆者が中間報告書

で紹介したインドネシア各地域でも大規模なセミナーなどの開催のほか、最近では市民警

察コンセプトづくりの冊子を作成するなどインドネシア国家警察の理論武装を助ける役割

を築いている。 

 

 （５）おわりに 

    日本政府のインドネシア国家警察支援の今後は、インドネシア国家警察が進める市民警察

戦略を助ける形で進む可能性が高く、そうなるとジャカルタ首都圏近郊（例えば、タンゲ

ラン、デポック、チプタットなど）への拡大も急速に進むかもしれない。インドネシア国

家警察の予算の増加は特に人件費の部分で目覚しいものがあり、2002年の4.1兆ルピアから

2003年には5.3兆、2004年には6.2兆、2005年には6.4兆、2006年には9.4兆、2007年には11.7

兆ルピア（警察の総予算19兆ルピアで2005年軍事予算の22兆ルピアに近づく15）となってい 

                                                  
14 例えば、バリでは、漫画入りの市民警察の紹介小冊子（30 ページ前後）Menuju Kepolisian: Berorientasi Kemasyarakatan, Polisi 

Dari Rakyat untuk Rakyat が発行され、市民警察は市民の協力なしではありえないことが強調される。この冊子はバリの NGO
である Manikaya Kauci が作成。さらに、スラバヤでは国立アーランガ大学法学部が 2006年 11月までに 26冊の Sorot: Jembatan 
Komunikasi Polisi-Warga を発行しており、スラバヤ警察の紹介、婦人警察特別インタビュー、住民との会議の模様、人権教

育の紹介などを紹介している。同財団がバンドン市の私立インドネシア・イスラム大学法学部に支援して同学部が発行する

Posronda は、警察を批判する内容の記事と同時に褒める記事も掲載され、活発な市民社会の参加が見受けれらる。また同財

団は、警察学校（Akademi Kepolisian Republik Indonesia）と私立インドネシア・イスラム大学法学部が共同で作成した警察

官用の人権教育の教科書 Polisi dan Perbahan Sosial: Seri Modul Bahan Ajar Polmas & HAM を作成している。 
15 このような軍との拮抗が新しくでてきたために、2006 年末から 2007 年１月にかけて「国家治安法案（Undang-Undang 

Keamanan Nasional）」のなかで警察を内務大臣または国防大臣所管下におくべきであるという議論がでてきたのかもしれな

い。国防大臣は大臣所管を主張、インドネシア国家警察長官はこれに猛反対し警察の大統領直轄の継続を主張。コンパス紙

2007 年１月７日。 
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る。この予算増に押されて野心的な改革の拡大を進めるかもしれない。そうなると、ブカ

シ地域だけの支援が大きな改革のうちのほんの小さなものになる可能性もある。同時に、

もし日本政府支援の他地域への拡大があるとすると、その支援の質が広く薄くなる危険性

をもつ傾向がでてくる。 

 

    本来は、インドネシア国家警察の成長に合わせた形で支援は進められるべきであろうし、

特にインドネシア国家警察のように政治的な意思が強く働き、改革と民主化を進めるとい

う稀な機関では支援のしがいがあるだろう。コンテクストを広げると、インドネシアの地

政学的な重要性と中国の東南アジア進出（中国警察による支援もでてくるかもしれない）

は、日本とインドネシア間の政治的な関係強化を促す要素である。その意味では、このよ

うな支援は一国のガバナンス支援という枠を超えた地政的な正当性をもつ支援であるとも

いえる。 

 

                                                  
1 2004 年 10 月にブカシ警察署が市街地を所轄するメトロブカシ警察署と、その他の地域を所轄するブカシ県警察署に分割さ

れた。本プロジェクトでは、分割以後は両警察署を対象に実施することになった。本プロジェクトの PDM において「ブカシ警

察署」はプロジェクト対象である、分割以前の旧ブカシ警察署、分割後のメトロブカシ警察署、新ブカシ県警察署の両警察署

を指すことになっている。また和文によるプロジェクト関連の文書では新ブカシ県警察署を｢ブカシ県署｣と呼び旧ブカシ警察

署と区別している。本報告書においてもこれに従い分割以後の両警察署は｢メトロブカシ警察署｣｢ブカシ県警察署｣と呼び、両

警察署を総称して｢ブカシ警察署｣と呼ぶこととする。 
 
2市民警察としての活動：警察は「国民の生命、身体、財産を保護し、公共の安全と秩序の維持にあたる。」責務を負っている

が、任務遂行にあたり個々の警察活動が法の下の公正さを持って誠実・迅速に実施されなければならない。現場鑑識活動によ

る物的証拠により特定された被疑者の人権保護を含む刑事司法手続きが公正に進められる等が一例としてあげられる。具体的

には「犯罪の防止・検挙に取り組み市民に優しく、地域社会に密着した警察」の活動とし、市民の要望に対する迅速な対応か

つ誠実な対応をすること。 
3 交番の建物、パトロール用四輪者１台・二輪車２台、携帯無線機５台、パソコン１台。交番の市民警察活動を保管するた

めの無償資金協力であり、建屋の供与を目的とするものではない。 

4 P5 「1-2-3 プロジェクトの活動状況」参照 

5 3-2 プロジェクト目標の達成度（P28）参照。 

6 プカヨン POSPOL：メカル・サリ BKPM を模してメトロブカシ署が独自に設立運営している女性警察官 POSPOL 
7 「重要事件」とは殺人・強盗・強姦・傷害・侵入窃盗・二輪車盗・四輪車盗・恐喝・ひったくり・脅迫・賭博・火事・薬物事案

である。 

 
8火事・賭博・脅迫等指紋採取の意義の薄いものや、事件発生から何日も経過している等採取困難なものを除いた件数 
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１．調査日程 

 日付  岡崎部長以下官団員 評価企画団員（岩間） 評価分析担当団員（コンサルタント）  

１ １月11日 木 

 

 

11:20 成田発 

17:20 ジャカルタ着（JL725） 

20:00 JICA インドネシア事務所館山

所員打合せ 

ジャカルタ

２ １月12日 金   

08:00 専門家との打合せ 

09:00 メトロブカシ警察署関係者ヒ

アリング（署長、通信指令室

長、鑑識係長、POSPOL 
Pekeyan 勤務者） 

16:00 定例会議&意見交換会（舘山

所員同席） 

ジャカルタ

３ １月13日 土   資料整理 ジャカルタ

４ １月14日 日   資料整理 ジャカルタ

５ １月15日 月   

09:00 ブカシ県警察署関係 C/P への

ヒアリング 

教育訓練分野専門家活動拠点

視察 

15:00 メトロブカシ警察署①ポンド

ックウングBKPM勤務員及び

FKPM へのヒアリング 

ジャカルタ

６ １月16日 火   

08:00 メトロブカシ警察署②モール

BKPM ③メカル・サリ BKPM
勤務員及び FKPM へのヒアリ

ング 

14:00 行政関係者（ブカシ市役所総

務課長等）へのヒアリング 

ジャカルタ

７ １月17日 水   

09:00 BAPPENAS（国家開発計画庁）

へのヒアリング 

11:00 外部コンサルタント会社 AC 
Nielsen へのヒアリング 

14:00 インドネシア国家警察警視庁

人事部長へのヒアリング 

ジャカルタ

８ １月18日 木   

インドネシア国家警察本部関係者へ

のヒアリング（鑑識課長、市民指導

課長他） 

ジャカルタ

９ １月19日 金   

（現地調査予備時間） 

13:00 専門家との打合せ 

16:00 定例会議・意見交換会（聖成

書記官＆舘山所員同席） 

ジャカルタ

10 １月20日 土   資料整理 ジャカルタ

11 １月21日 日 

11:20 成田発 

17:20 ジャカルタ着

（JL725） 

資料整理 ジャカルタ

12 １月22日 月 

 

JICA インドネシア事務所打合せ 

専門家打合せ 
ジャカルタ

13 １月23日 火 

11:20 成田発 

17:20 ジャカルタ

着（JL725） 

資料作成 ジャカルタ

14 １月24日 水 

09:00 専門家と打合せ（プログラム事務所：INP HQ） 

10:30 インドネシア国家警察表敬 

14:00 JICA インドネシア事務所打合せ 

ジャカルタ

15 １月25日 木 

07:00 出発 

08:00 ブカシ県警察署協議 

09:00 ブカシ県警察署出発（途中 Cibitung 無償交番視察） 

11:00 メトロブカシ警察署協議（昼食） 

13:00 メカル・サリ交番 

14:15 Mal 交番 

ジャカルタ
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15:30 Pekayong POSPOL 

16 １月26日 金 
09:00 インドネシア国家警察ワーキンググループメンバーとの評価結果協議（１） 

19:00 専門家と打合せ 
ジャカルタ

17 １月27日 土 ミニッツ修正 ジャカルタ

18 １月28日 日 資料整理 ジャカルタ

19 １月29日 月 09:00 インドネシア国家警察ワーキンググループメンバーとの評価結果協議（２） ジャカルタ

20 １月30日 火 

09:00 ミニッツ署名 

10:00 インドネシア国家警察副長官表敬 

14:00 JICA インドネシア事務所報告 

15:30 在インドネシア日本大使館報告 

22:10 ジャカルタ発 

機中 

21 １月31日 水 07:25 成田着（JL726）  
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２．主要面談者 

名 前 部署・役職 
１．国家開発企画庁 (BAPPENAS) 

Drs. James Daniel Sitorus Minister’s Expert Staff Member for Laws and 

Bureaucracy Reform Affairs 

Rizky Ferianto Direktor Hankam (治安部長) 

  
２．インドネシア国家警察本部 (INP) 

Irjen. Pol. Drs. Tjuk Sugiarso Deputy of Planning and Development 

Brigjen. Pol. Drs. Edward Raymond Pakasi Chief of Programme and Budget Bureau 

Brigjen. Pol. Drs. Ramli Darwis Chief of Identification Center 

Brigjen. Pol. Drs. Sutarso Chief of Social Guidance Bureau 

  
３．ジャカルタ警視庁 

Kombes. Pol. Drs.Saber Chief of Human Resources 

  
４．メトロブカシ警察署 

Kombes. Pol. Chairul 署長 
IPDA. Wirdhanto 鑑識係長 
AKP Purbaya 通信指令室長 
AKP Heri 東ブカシ分署長 
メカルサリ POSPOL 勤務員 
BKPM３カ所勤務員及び交番運営委員  
  
５．ブカシ警察県署 

AKBP. Drs. Purwadi Arianto 署長 
AKP Samsu 刑事課長（鑑識も所管） 
KOMPOL Yossie 業務企画課長（通信指令も担当） 
  
６．ACNielsen 

Dindin Kusdinar Senior Manager 
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プロジェクト名： 市民警察活動の促進プロジェクト                         期間：2002 年８月 ～2007 年７月 

対象地域：ブカシ市                        ターゲットグループ：ブカシ警察署の警察官        作成日：2005 年６月 16 日 

プロジェクトの要約 指標 入手手段 外部条件 

上位目標 

インドネシア国各地の警察署と警察職員に

より市民警察としての活動が展開される。

（※１） 

 

１．2007 年時のブカシ警察署を手本とした業務改善を達

成した警察署の数が、2012 年において全警察署の

35％以上となる 

 

１．ブカシ警察署における成

果１．～３．の指標に準

じた各警察署での記録 

 

・インドネシア警察におけ

る市民警察化に即した制

度改善が進む 

プロジェクト目標 

「モデル警察署」であるブカシ警察署(※

２)において、市民警察としての活動が実

施される。 

 

１．ブカシ住民がブカシ警察署の警察活動の向上を認める

２．ブカシ警察署において、市民からの各種届出の情報が

整備される 

 

１．第三者機関による世論調

査結果 

２．ブカシ警察署の記録 

 

・ブカシ警察署において得

られた成果を他署で展

開、実施する活動が行わ

れる 

成果 

１．「モデル警察署」たるブカシ警察署

の市民警察としての組織運営能力が

向上する。 

 

 

 

 

 

1-1. 2007 年におけるブカシ警察署警官の75％以上が、

2002 年時に比べ、警官としての意識が高まる等、イ

ンセンティブが高まったことを認める 

1-2. ブカシ警察署の組織体制について、交番活動を含む

分署の機能が向上する 

1-3. 防犯指導、交通安全指導等の市民生活に関連した活

動がブカシ警察署で実施される 

 

1-1. インタビュー・アンケー

ト調査等の記録 

1-2. ブカシ警察署組織図、人

員配置 

1-3. ブカシ警察署活動記録 

 

 

・研修で得た能力の継承に

関し、インドネシア国家

警察によるフォローアッ

プが継続的に行われる 

２．同警察署の現場鑑識業務が改善され

る。 

 

 

 

 

 

2-1. 2007 年にブカシ警察署において現場鑑識臨場数が増

加する 

2-2. 2007 年に鑑識課員が現場臨場して指紋を採取した事

件について、指紋採取個数が増加する 

2-3. 制服警察官が一定レベルの現場保存を実施する 

2-4. 鑑識係員が高度な現場鑑識の技術を習得、警察活動

現場で実施する 

2-1. ブカシ警察署案件処理記

録 

2-2. ブカシ警察署臨場記録 

 

2-3. ブカシ警察署臨場記録 

2.4. ブカシ警察署鑑識技術認

定記録 

 

３．同警察署の通信指令体制が改善され

る。 

 

 

3-1. 2007 年にブカシ警察署において通報に対応し処理さ

れた件数の割合が 100％となる 

3-2. 緊急通報等に対する通信指令体制が整備される 

 

3-3. レスポンスタイムが適正に記録される 

 

3-1. ブカシ警察署案件処理記

録 

3-2. 通信指揮系統図、無線管

理簿 

緊急通報受理簿、通話記録

3-3. ブカシ警察署案件処理記録

 

４．「組織運営」「現場鑑識」「通信指

令」に関連した訓練プログラムが整

備改善される。 

4-1. 開発されたマニュアル等の完成 

4-2. ブカシ警察署において「組織運営」「現場鑑識」「通

信指令」の分野で、２名以上の指導員が養成される 

4-1. 各分野のマニュアル 

4.2. 訓 練 実 施 記 録

[国際協力機構1] 

 

 

（※１）市民警察としての活動：警察は「国民の生命、身体、財産を保護し、公共の安全と秩序の維持にあたる。」責務を負っているが、任務遂行にあたり個々の警察活動が法の下の公正
さをもって誠実・迅速に実施されなければならない。現場鑑識活動による物的証拠により特定された被疑者の人権保護を含む刑事司法手続きが公正に進められる等が一例としてあ
げられる。具体的には「犯罪の防止・検挙に取り組み、市民に優しく、地域社会に密着した警察」の活動とし、市民の要望に対する迅速な対応かつ誠実な対応をすること。 
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（※２）2004 年 10 月にブカシ警察署がメトロブカシ警察署、ブカシ県警察署に分割されたが、両警察署を対象に本プロジェクトを実施していく。本 PDM において「ブカシ警察署」はメト
ロブカシ警察署、ブカシ県警察署の両警察署を指す。 

活動 

1-1. 業務管理、人事管理の実態を把握し、組織の活性化に必要な課題

を特定する 

1-2. 分署の活動促進、交番活動等実施可能な改善策を試行し、モニタ

リングを行う 

1-3. 業務範囲、職務執行権限等の改善策を検討する 

1-4. 受傷事故防止のための訓練を実施する 

1-5. 市民に対する広報活動、情報収集・情報管理システムを改善する

1-6. ブカシ警察署改革モデルに関する情報の提供、発信を行う 

2-1. 現場鑑識業務の実態を把握し、技術、システム上の問題点を抽出

する 

2-2. 鑑識技術にかかるマニュアル、研修用教材を作成する 

2-3. 鑑識技術の向上に向けた必要な訓練を実施する 

2-4. 鑑識技術認定制度を導入する 

2-5. 現場鑑識業務にかかるモニタリングを行う[国際協力機構2] 

3-1. 通信指令体制の現状を把握し、問題点を抽出する 

3-2. 通信指令体制の改善モデルを確立する 

3-3. 通信指令技術にかかるマニュアル及び研修用教材を作成する 

3-4. 通信指令体制を試行し、必要な訓練を実施する 

3-5. 通信指令体制のモニタリングを行う 

3-6. 警察無線機器の維持・管理体制が整備される 

4-1. 「組織運営」「現場鑑識」「通信指令」における研修コースの現

状を把握し、改善点を抽出する[国際協力機構3] 

4.2. ブカシ警察署で得られた成果をもとに「組織運営」「現場鑑識」

「通信指令」の分野についてマニュアル等を作成する 

4.3. 「組織運営」「現場鑑識」「通信指令」の３分野において、ブカ

シ警察署で初任科レベルの警察官を指導できる指導者が養成され

る 

 

投入 

インドネシア 

 

１．カウンターパート、秘書 

２．運営管理費 

３．円滑なプロジェクト運営に

必要な資機材 

４．プロジェクト事務所 

 

 

 

 

 

 

日本 

 

１．長期専門家 

プロジェクト実施リ

ーダー 

（兼警察組織運営）

現場鑑識 

通信指令 

業務調整 

他 

 

２．短期専門家 

教育訓練開発 

資機材開発 

他 

 

３．機材 

各分野の専門家の技

術移転に必要な資機

材 

 

４．研修 

現地国内研修 

カウンターパート本

邦研修 

 

・指導を受けた署員が勤務

を続ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   前提条件 

・インドネシア国政府の警

察改革に対する支持が継

続する 
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（１）投入の実績 
評価設問：投入は計画どおり実施されたか（計画値との比較） 

情報源：プロジェクト資料、専門家及びカウンターパートインタビュー、現場目視 

 
投入項目 

 

当初投入計画（R/D、

PDM による） 

投入実績 

（2007 年１月現在実績。一部 2007 年７月末までに実施されることが決定している予定を含む） 

インドネシア側の投

入 

  

１．人員の配置  組織改革（旧ブカシ警察署の二分割）と警察組織の人事異動により、各分野とも途中交代があり、累計 27 名のカウンタ

ーパートが投入された。 

組織運営 旧ブカシ警察署・メトロブカシ警察署 

署長 ジョコ中佐 2002.8～2002.9、バクティアル中佐 2002.9～2004.5、エドワード大佐 2004.5～2006.2、ハイルル

大佐（2006.7 大佐昇任）2006.2～ 

ブカシ県警察署 

署長 ジョコ中佐 2004.10～2005.11、プルワディ中佐 2005.11～ 

現場鑑識 旧ブカシ警察署・メトロブカシ警察署 

  刑事課長 シャムスディン少佐 2006.6～ 

  鑑識係長 キスワン中尉 2002.8～2003、スナルト中尉 2003～2005.11、ウィルダント少尉 2005.11～2006.12（後任

者未定） 

ブカシ県警察署 

  刑事課長 サムスー大尉 2006.1～ 

  鑑識係長 ウイリアム軍曹 2004.10～2006.6、サミアン少尉 2006.6～ 

1a. カウンターパー

トの配置 

 

 

通信指令 旧ブカシ警察署・メトロブカシ警察署 

業務企画課長 スンタナ少佐 2002.8～2003、ラフマット少佐 2003～2004.3、スチプト少佐 2004.3～2006.3、 

スバンドリア少佐 2006.3～ 

通信指令室長 プルバヤ大尉2005.11～（新設ポスト←市民応接センター係長（指令室業務兼務）←情報通信管理係長） 

情報通信管理係長 イワヤン大尉 2003～2004.6、プルバヤ大尉 2004.6～2005.11、ヘルギー大尉 2005.11～2006.6、

マルティン大尉 2006.6～ 

ブカシ県警察署 

  業務企画課長 ヨッシー少佐 2006.1～ 

  情報通信管理係長 ブディ中尉 2004.10～2005.4、スダルト中尉 2006.2～ 

  情報通信管理主任 サヒルマン軍曹 2005.5～ 

  市民応接センター係長 スダルト中尉 2005.5～2006.2（情報通信管理係長を兼務） 
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投入項目 

 

当初投入計画（R/D、

PDM による） 

投入実績 

（2007 年１月現在実績。一部 2007 年７月末までに実施されることが決定している予定を含む） 

 その他 国別特設研修 OB の配置 

メトロブカシ警察署の現況 

業務企画課長 スバンドリア少佐 2006.3～ 第６期生（静岡県で研修） 

東ブカシ分署長 ヘリー大尉 2005.3 ～  第４期生（新潟県で研修）。2006.5 南ブカシ分署から異動 

ポンドック・グデ分署長 スハンダナ大尉 2006.1～第５期生（新潟県で研修）。ブカシ県警察署当時に研修、その後

メトロブカシ警察署へ異動 

ブカシ県警察署の現況 

署長 プルワディ中佐 2004.3～ 第１期生（愛知県で研修）。メトロブカシ警察署副署長から異動 

業務企画課長 ヨッシー少佐 2006.1～ 第３期生（富山県で研修）メトロブカシ警察署当時に研修、その後ジャカ

ルタ警視庁へ一旦異動し昇任、ブカシ県警察署へ異動 

刑事課長 サムスー大尉 2006.1～第５期生（大阪府で研修）。メトロブカシ警察署当時に研修、その後ブカシ県警察

署へ異動 

薬物対策課長 ムリヨノ大尉 2005.3～ 第５期生（神奈川県で研修） 

1b. 事務管理部門職

員の配置 

管理要員・秘書・その

他補助職員 

両ブカシ警察署職員が事務管理部門を担当した。 

プロジェクト事務所 両ブカシ警察署（傘下の分署及び BKPM を含む）がプロジェクト実施の場として提供されている。 

日本人専門家執務室 当初国家警察本部内に、後にブカシ警察署内にも事務所が提供されている。 

カウンターパート執務

室 

両ブカシ警察署内に提供されている。 

管理事務室 両ブカシ警察署内に提供されている。 

教育訓練施設 教養等の場所はその都度提供されている。 

２．土地・建物・施

設の供与 

その他双方が合意した

施設 

BKPM３か所建設のための土地が地元により提供された。 

３．プロジェクト運

営経費 

 Project Counterpart Fund としての予算配分は特になかった。光熱水道費等の共益費は両ブカシ警察署の一般経費の中で

負担されている。 

日本側の投入   
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投入項目 

 

当初投入計画（R/D、

PDM による） 

投入実績 

（2007 年１月現在実績。一部 2007 年７月末までに実施されることが決定している予定を含む） 

１．長期派遣専門家

 

1. Chief Advisor/Police 
Station Management

2. Criminal 
Identification 

3. Communication 
Control and 
Command 
Coordinator 

4. Others  
 

 

 

 

 

 下記のとおり、原則として各指導分野ごとに各１名、途中交代により累計 11 名、244MM の長期専門家を派遣した。

（年間 12.0MM を超えているのは交代による重複） 

指導分野 2002 2003 2004 2005 2006 2007（予定） 計 

リーダー・

組織運営 

0.5（12/15-） 12.0 12.0 12.7 12 7.0 2 名 56.2MM 

現場鑑識 5.0（8/1-）8.5（-8/15）9.5（3/14-） 12.0 12.5 7.0 3 名 54.5MM 

通信指令 5.0（8/1-）2.3（-3/10）10.3（2/21-） 12.0 12.7 7.0 3 名 49.3MM 

教育訓練    8.7（4/10-） 12.0 3.3（-4/9） 2 名 24.0MM 

業務調整 5.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.0 1 名 60.0MM 

合計 15.5 34.8 43.8 57.4 61.2 24.3 11 名 244.0MM 
 

２．短期派遣専門家

 
Equipment development, 
Education & Training 
2-3 experts per year 

2006 年 12 月までに、下記のとおり、各指導分野において累計 23 名、1,395MD（46.5MM）の短期専門家を派遣した。 

人数/Man-day 
分野 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 計 

組織運営 3/15MD   1/16MD  4/31MD 

現場鑑識 1/213MD 2/56MD 6/168MD 5/140MD  14/577MD
通信指令 2/338MD  1/85MD 1/89MD  4/512MD 

教育訓練  1/275MD    1/275MD 

合計 6/566MD 3/331MD 7/253MD 7/245MD  23/1,395MD
上記の他に以下が計画されている。 

2006 年度 現場鑑識 １名、約１か月 

2007 年度 現場鑑識 ２名、通信、組織運営、各１名、以上４名、各１か月、組織運営２名、各２週間 

３．研修 

 

カウンターパート本邦

研修 

調査時点までに下記のとおり合計 53 コース、185 名のカウンターパート本邦研修が実施された。 

コース数／参加者総数 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 計 

国別特設 2/22 1/24 1/24 1/24 1/24  6/118 

国別研修 3/3 3/5 3/6 7/15 5/12  21/41 

集団研修 1/1 10/10 6/6 4/4 5/5  26/26 

合計 6/26 14/39 10/36 12/43 11/41  53/185 

上記のほか、2006 年度通信指令、現場鑑識、交番活動各２名、それぞれ２週間程度が計画されている。 
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投入項目 

 

当初投入計画（R/D、

PDM による） 

投入実績 

（2007 年１月現在実績。一部 2007 年７月末までに実施されることが決定している予定を含む） 

第三国研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり合計７コース、14 名のカウンターパート第三国研修が実施された。 

コース数／参加者総数 

 2002 2003 2004 2005 2006 計 

交番・Neighborhood 
Police 

（日本・シンガポール）

1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 5/6 

薬物対策強化（タイ）   2/8   2/8 

合計 1/1 1/1 3/10 1/1 1/1 7/14 
 

 

インドネシア国内研修

 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり合計４コース、79 名の国内研修と、３回の国内セミナーが実施された。 

コース数／参加者総数 

 2002 2003 2004 2005 2006 計 

無線通信   1/16   1/16 

薬物対策強化     3/63 3/63 

組織運営セミナー 1/   1/    1/    3/ 

合計 1/  1/16 1/    4/    7/ 
 

４．機材供与 プロジェクトの効果的

実施に必要な機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のとおり合計 59,828 千円の機材・施設が供与された。（現地適応費による機材・施設整備を含む） 

年度 金額（円） 使用換算レート 主要品目 

2002 年度 20,192,323 US$1＝Y119.20 

Rp1000＝Y14.00317 

プロジェクト車両、 視聴覚教育機材、通信指令機材

（Fax）、 現場鑑識資機材  

2003 年度 30,526,401 US$1＝Y104.69 

Rp1000＝Y13.52223 

技協交番①（メガモール）②（住宅地）の建設、技協交

番に係る無線、パソコン、車両、オートバイ、家具等 

2004 年度 7,107,465 US$1＝Y106.39 

Rp.1000＝Y12.35835

技協交番③の建設、藤塚専門家の携行機材（現地調達）、

技協交番用の無線機アップグレード 

2005 年度 2,002,168 Rp.1000＝Y12.10584 ブカシ県警察署現場鑑識機材整備 

2006 年度   

2007 年度   

合計 59,828,358   
 

５．プロジェクト運

営経費 

 以下のとおり約 81,273 千円の現地運営経費が投入された。（2007 年７月末までの見込額を含む） 

年度 2002 実績 2003 実績 2004 実績 2005 実績 2006 見込 2007 見込 合計見込 

金額（千円） 10,265 17,713 13,574 16,211 13,512 約 10,000  約 81,273 
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投入全般 本件は、インドネシア側にとって、インドネシア国家警察が国軍から独立し、市民警察としてのスタートを切ったあとの 初の本格的国際協力

プロジェクトであり、また日本側にとっても第一線の現場警察署に対する初めての技術協力プロジェクトであることから、初年度においては双

方にとって試行錯誤的要素が多くなっている。このこともあり、初期における効率性は必ずしも高いものではなかったが、プロジェクトでは状

況に応じた柔軟な対応をすすめており、結果として、後半においては効率性は高まっている。日本・インドネシア双方による投入は全体として

適切であり、プロジェクト活動に有効に活用され、成果の発現に貢献している。 
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（２）成果の達成度 

評価設問（大項目）：成果（アウトプット）は計画どおり産出されたか。（目標値との比較） 
 

評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

成果１「「モ

デル警察署」

たるブカシ警

察署の市民警

察としての組

織運営能力が

向上する」 

 

1-1. 2007年におけるブ

カシ警察署警官の75％

以上が、2002年時に比

べ、警官としての意識が

高まる等、インセンティ

ブが高まったことを認

める。 

インタビュ

ー・アンケー

ト調査等の

記録 

 

プロジェクトでは2007年１月両ブカシ警察署全署員2,740人に対するアンケートを実施、回答のえられた2,101
人（76.7％）の警察官の意見によると本指標は達成されたと判断される。 

質問１．貴方自身は警察官に対する市民の意識の変化を感じていますか 

市民から身近な存在と認識されるようになった。93.5％ 

質問２．警察と市民の関係についてどう思うか（複数選択。回答者中当該項目を選択した人のパーセント） 

2002 年当時どうだったか 現状はどう思うか 将来はどうあるべきか 選択肢 

幹部 ビンタラ 全体 幹部 ビンタラ 全体 幹部 ビンタラ 全体 

①  73.5 54.9 56.2 25.2 29.4 29.1 39.5 38.5 38.6 

②  32.7 25.6 26.1 13.6 19.4 19.0 10.9 17.0 16.6 

③  35.4 43.1 42.6 59.9 59.5 59.5 58.5 58.4 58.4 

④  12.2 18.3 17.8 39.5 34.9 35.2 56.5 45.9 46.6 

選択肢： 

①警察は国や地域の安全を守っている。だから、そこに暮らす市民は、積極的に警察に協力する義務がある。 

②警察は弱い立場の市民を守っている。市民は、警察からのリクエストに応じて警察の活動を支える立場にあ

る。 

③警察と市民は協働関係にある。すなわち、警察は市民の中にあり、市民に協力を求めながら、市民の要望を

把握して、適切に対応していく立場にある。 

④社会は市民が主役である。警察は市民への奉仕者・サポーターとして、市民の安全な生活を支えていかなけ

ればならない。 
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

 1-2.ブカシ警察署の組

織体制について、交番活

動を含む分署の機能が

向上する。 

 

ブカシ警察

署組織図、人

員配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下表に見るとおりブカシにおける分署員の人数、全署員に占める分署員数の割合が年々増加していることか

ら、量的な面では、分署機能の強化が図られていると認められる。 

・しかし、質的な面から考察すると、2006 年５月から始めた分署単位での通信指令・現場保存・現場鑑識複

合訓練の結果等からみるとプロジェクトが実施した分署員対象の教養に参加した個人のレベルは向上して

いるが、それが必ずしも組織としての分署の機能向上にまでいたっているとは認められないところもある。

プロジェクトでは 2006 年後半から分署長を警察署機能強化のキー・パーソンととらえ、まずは、分署長に

対する教養を実施し、その能力向上を目指すこととして取り組みを開始したところである。 

【ブカシ警察署人員配置状況一覧】 

年月 全署員数 本署員数 分署員数 分署員比率

（％） 

2004.10 `2,388 1,080 1,308 54.8

メトロ 1,285 662 623 48.5

ブカシ県 1,129 385 744 65.9

2005.12 

計 2,414 1,074 1,367 56.6

メトロ 1,492 688 804 53.9

ブカシ県 1,248 454 794 63.6

2006.10 

計 2,740 1,142 1,598 58.3 
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

1-3.防犯指導、交通安全

指導等の市民生活に関

連した活動がブカシ警

察署で実施される。 

ブカシ警察

署活動記録 

・BKPM において警察・住民フォーラムが組織され、警察と住民との協議が実施されるようになった。 

・チラシ等を活用した防犯指導については、主として、BKPM を舞台として始まっている。その時々の問題に

ついて BKPM 勤務員が作成し、巡回連絡の際に市民に配布し注意喚起を行っているほか、BKPM のカウン

ターに置いて、BKPM を訪れる市民に呼びかけを行っている。 

    【チラシ等作成状況一覧】 

作成部署 内容等 作成枚数

（枚） 

本署 BKPM の電話番号入り巡回連絡ステッカー 約 20,000
モール BKPM 空き巣、失神強盗、薬物等の注意喚起チラ

シ５種類 

約 2,500

ポンドック・ウン

グ BKPM 

交通違反、自動車盗、子供の無免許運転防

止等の注意喚起チラシ６種類 

約 1,000

メカル・サリ

BKPM 

ATM 詐欺、火事、空き巣、失神強盗等の注

意喚起チラシ６種類 

約 5,000

プカヨン POSPOL 過剰な装飾品、SMS 詐欺、催眠術強盗、違

法駐車等の注意喚起チラシ８種類 

約 200

 

・交通安全指導については、本署交通課において実施している。地域の幼稚園児等を本署に招き、白バイやパ

トカーに搭乗させるなどして園児の興味を引きながら、女性警察官が道路の渡り方教育を行っている。 

2006 年５月～12 月の間 19 回実施（2005 年以前は記録が残っていないが、実施はしていた。） 

・なお、分署レベルでの活動については情報が得られなかったがほとんど行われていないのではないかと推察

される。 

 

成果１の総合的達成度 「ブカシ警察署の市民警察としての組織運営能力が向上」したかを上記指標から見れば向上したことが示され、成果１はお

おむね達成したということになる。また、インドネシア国家警察上層部をはじめ、各方面からの訪問や視察で「見せる」と

いうレベルにおいては、まずまずの状態にまで至っているものといえる。 

なお、両ブカシ警察署を比較すると、ブカシ県警察署については新設署であり、プロジェクト活動期間も短く（およそ半分）

さらに、管轄エリアもメトロブカシ警察署の６倍と広いため、達成の度合いはメトロブカシ警察署より低いものとなってい

る。また、両ブカシ警察署いずれにおいても、向上が目に見えているのは本署幹部と末端の BKPM における活動であり、中

間の分署（分署長は 100 人程度の部下をもつ）レベルにおいては、向上が目に見える状況とはいいがたい。これは、プロジ

ェクトの活動が、本署幹部及び直接市民と接触する BKPM 勤務員に重点がおかれた結果と思われる。警察署の規模が日本程

度であればこれで十分であったと思われるし、５年間というプロジェクト期間を考慮すると妥当な選択であったと思われる。

しかし、インドネシアにおける一つの警察署の組織はきわめて大きく、日本の小さな県警本部ほどの規模があり傘下に多く

の分署を抱えている。プロジェクトでは、組織の要となる中間幹部の意識改革の重要性に注目し、５年目に入る頃から中間

幹部を対象とする活動を開始したが、始まったばかりであり、組織の「芯」を鍛えていくのは、まさにこれからであると考

えている。他方、まずはプロジェクトの成果を部内で波及させるため、管内の POSPOL 勤務員やバビンカムティブマス（駐

在所のような機能）に対し、BKPM の活動方法を教養する取り組みも行っており、下部機構組織の機能は徐々に高まってい

るという面もある。また、インドネシア初の女性警察官交番（メカル・サリ BKPM）の機能をそっくりコピーした女性だけ

の POSPOL をインドネシア側独自の努力でつくり、既に運用が始まっている。 
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

成果 2 「同警

察署の現場鑑

識業務が改善

される。」 

 

2-1.2007 年にブカシ警

察署において現場鑑識

臨場数が増加する。 

ブカシ警察

署案件処理

記録 

・現場臨場件数は2005年７月から半期ごとのメトロブカシ警察署統計をみると、臨場件数は少しずつであるが

上がってきている。 

・刑事や分署、コマンドセンターからの臨場要請事件については全件臨場している。 

・ブカシ県警察署の受理件数（重要事件）は管内も広いことから件数はかなり多いことが予想される、しかし

鑑識が臨場する例は少ない。分署では、刑事課が必要に応じ本署鑑識係への出動を要請することになってい

るが、管内が広く臨場までに２～３時間（遠いところは４～５時間）は掛かることから、特別な事件以外は

本署鑑識係を要請せず、分署で処理しているという背景がある。 

今後、分署刑事課の鑑識意識強化も課題の一つであると考えられる。 

メトロブカシ警察署現場臨場件数 

 総受理件数 重要事件＊受理件数 鑑識係事件臨場件数 重要事件の臨場率

（％） 

2005 年７月 300 168 26 15.4 

2006 年１月 292 175 30 17.1 

2006 年７月 300 168 34 20.2 

2006 年 11 月 271 145 31 21.3 

＊「重要事件」とは、殺人・強盗・強姦・傷害・侵入窃盗・二輪車盗・四輪車盗・恐喝・ひったくり・脅

迫・賭博・火事・薬物事案である。 
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

2-2.2007 年に鑑識課員

が現場臨場して指紋を

採取した事件について、

指紋採取個数が増える 

ブカシ警察

署臨場記録 

メトロブカシ警察署において臨場件数は次第に増加しているが、指紋採取は下表のとおり個数においては必ず

しも増加しているとはいえない。問題は内容である、死体指紋についてはほぼ 100％採取している、これにつ

いて以前は死体指紋どころか写真撮影すら行わなかったことから考えると特段の進歩である。また、以前は単

に個数を増やせばよいとして何でもかんでも採取していたが、 近ではポイントを絞った鑑識活動を行ってい

るため、質的には高いものとなっているが、闇雲な指紋採取は減少しており、１件当たりの採取個数は増加し

ていないものと見られる。 

指紋採取可

能現場件数

＊ 

採取件数 

内死体指紋

採取件数

（人数） 

採取人数 

 鑑識係臨場

総数 

その他（火

災現場等） 

 

指紋採取率

（％） 

指紋採取個

数（個） 

1 件当たり

指紋採取個

数（個） 

13 10 76.9 109 10.9

11 10 90.9

2005 年７月 27

３ 

12 ５ 41.6 49 9.8

12 12 100.0

2006 年１月 30

６ 

15 ３ 20.0 28 9.3

10 10 100.0

2006 年７月 34

９ 

12 ５ 41.6 54 10.8

13 13 100.0

2006 年 11 月 31

６ 

＊火事・賭博・脅迫等や事件発生から何日も経過している等採取困難なものを除いた件数 

 

2-3.制服警察官が一定

レベルの現場保存を含

む現場鑑識の知識を習

得する 

ブカシ警察

署技術認定

記録 

現場保存の実施率は専門家の指導により、下表に示すように増大が見られる。制服警察官が現場保存の重要性

と実施要領を理解しつつあり、現場において幹部等から注意喚起されるだけで、きちんとした現場保存ができ

るようになるなど、プロジェクトで取り組んでいる教養・訓練の成果が発現しつつある。 

専門家臨場時現場保存要否の件数   

現場保存必要 現場保存不要 

「現場保存が必

要」な現場の現場

保存実施件数 

 

実施率 

（％） 

2005 年１－６月 ６ ０ ２ 33.3

2005 年７－12 月 ８ ９ １ 12.5

2006 年１－６月 14 11 12 85.7

2006 年７－12 月 ８ ７ ７ 87.5
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

2-4.鑑識係員が高度な

現場鑑識の技術を習得、

警察活動現場で実施す

る 

ブカシ警察

署技術認定

記録 

プロジェクトにより導入された鑑識技能検定試験において両ブカシ警察署鑑識係員は多くの合格者を輩出し

ている。なお、この検定制度はインドネシア国家警察本部の承認をえて実施しているものであるが、現時点で

はまた試行実施の段階であり、全国の警察に統一して実施されているものではない。 

指紋鑑識 写真鑑識  

メトロ ブカシ県 計 メトロ ブカシ県 計 

インストラ

クタ級（日

本の上級相

当） 

３ ０ ３ ３ ０ ３ 

A 級（日

本の初級相

当） 

４ ６ 10 ３ ５ ８ 

B 級（上

位者の指示

により基礎

的業務を実

施できるレ

ベル） 

５ ４ ９ ４ ４ ８ 

計 12 10 22 10 ９ 19 

鑑識技術の向上に伴い、鑑識係員の現場での活動も活発になってきている。また、特にインストラクター級取

得者は署内外における研修のインストラクターとしても活躍している。 

なお、鑑識係全員で実施した無償供与機材のマニュアル作成は彼らの知識の整理・向上にも有効であった。 

 

成果２の総合的達成度 現場鑑識分野では、上記指標値に、大きな成果が見られた。特に、指紋と写真分野では、それぞれ３名のインストラクター

級検定合格者を輩出することができた。彼らは、無償資金協力②により投入した資機材の取扱説明用 VCD 作成の中心的役割

を果たし、また、新入係員に対する指導教養を率先して行うなど、ますます指導者としての自信をつけたものと思われる。 

なお、インストラクターをはじめ鑑識係員の技能は向上したが、これは、個々の技術についての「腕前」である。更に高度

な課題ではあるが、現場に臨場した際、犯人の行動を想像しながら、何処から何を始めていくかという、いわゆる「目付け」

の技能については、上達してきているものの（自分達で考えて現場作業を行うようになってきた）、まだまだ不十分である。

彼らの技能を全国に広めていくためには、理論だけでなく、OJT についても彼ら自身で行うことができるまでに経験を積む

必要があり、今後、現場における指揮官を育てていく必要がある。さらに、専門家よりは採取した指紋の分類・照合、下士

官であるインストラクターのインドネシア国家警察本部警察官教育・訓練施設での活用方法、今後使用していく指紋採取用

パウダーの種類等より高度な課題の指摘があった。これらは、検討されるべき課題ではあるが、インドネシア国家警察レベ

ルの課題であり、ブカシ警察署を対象とする本プロジェクトの範囲を超えた問題である。 
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

3-1.2007 年にブカシ警

察署において通報に対

応し処理された件数の

割合が 100％となる。 

ブカシ警察

署案件処理

記録 

・メトロブカシ警察署での電話による事件受理に関してはすべて指令し、現場対応を行っている。一方分署へ

直接なされた通報に関しては、重大事件の報告はあるが、小さい事件・事案に関しては、対応振りにまで検

証はできていない。（取り扱いの記録はある） 

・下記の電話通報件数を見ると、事件に関する通報は、いまだきわめて少ない。ただ、全体数は急増しており、

これは市民からみた警察の垣根が低くなりつつあることを意味するといえる。インドネシアでは 110 番制度

は 2006 年に初めて導入され、電話通報を呼びかけるポスター等を作製し、広報を行っているが、ACNielsen
の調査報告書にも見るとおり、市民のほとんどは事件があった場合にまず RW（町内会）/RT（隣組）とい

った地域の長老に相談するという文化背景が市民側にある現状では、電話による通報は急激には増加しない

可能性がある。 

メトロブカシ警察署における住民からの電話等受付件数 

 ８月 ９月 10 月 11 月 

事件通報   13    19    12    20

情報の要求 118 118   324   196

署内への内線 2609 3176 3396 4247

いたずら  510   542   602   827

 合計 3250 3855 4334  5270

FAX  119  151   217   252

SMS（携帯メール）    3    1     4    16 

成果３「同警

察署管内の通

信指令体制が

改善される」

 

3-2. 緊急通報等に対す

る通信指令体制が整備

される。 

通信指揮系統

図、無線管理

簿、緊急通報

受理簿、通話

記録 

メトロブカシ警察署では、これまで組織表上存在しなかった「通信指令室」をオペレーション課長の管轄下に

配置し 2006 年４月から運用を開始している（室長１、24 時間３交替の勤務員７）。一方ブカシ県警察署では、

いまだ指令室の立ち上げがなされていない現状から、旧来の体制で無線運用を行っている。プロジェクト終了

までにはブカシ県警察署においても通信司令室を立ち上げるべく、施設の整備等が開始されている。プロジェ

クト終了までにはブカシ県警察署においても通信司令室が立ち上がる見込みである。 
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

 3-3.レスポンスタイム

が適正に記録される。 

ブカシ警察

署案件処理

記録 

日本では住民からの事件通報は電話によるものが圧倒的に多く、電話による通報に対してレスポンスタイムを

分秒単位で産出している。インドネシアでは市民はまだ電話による通報になじんでおらず、事故・事件等はま

ず地域の有力者である区長に報告・相談され、多くの場合区長はその場で結論を出さず、警察に通報するにし

ても翌日あるいは数日後になるケースもまれではない。事件報告書も分単位で記録することにはまだ慣れてお

らず、重要事件総数のうち報告書からレスポンスタイムを算出できる 383 件（約 20％）から算出すると下表

のとおりであり、本指標は目標を達成したとはいいがたいが、電話通報により加害者がまだ現場にいる間に警

察官がかけつけ迅速に加害者を拘束できた例が 2006 年に事故・事件各 1件あった。110 番制度ができ、通信

司令室が立ち上がったメトロブカシでは、その成果をうまく広報することにより、市民の電話通報も増加し、

警察官のレスポンスタイム意識も向上することが期待される。 

レスポンスタイム 2006 年（メトロブカシ警察署） 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 合計 

重要事件総

数 

175 178 178 170 179 154 168 204 162 118 145  ― 1831 件 

記録事件数 

（報告書） 

   40  24  36  32  42  30  29  27  38  27  34  24  383 件 

レスポンス

タイム 

   28  42  29  21  23  16  27  19  28  21  29  17   25 分 

＊重要事件分類（事件種別）はインドネシア国家警察による 

＊罪種が重要事件に該当しても、被害程度が小さい場合は、報告書を作成しないため、詳細記録の統計はない。 
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

 成果３の総合的達成度 本プロジェクトでは、プロジェクト外のスキーム（無償資金協力）により整備される予定のハード（無線通信網）を活用し

てソフト面（通信指令システムの仕組みづくりと訓練）での協力を行うことが計画されていた。したがい、活動計画はハー

ド整備のスケジュールに応じた見直しをせざるをえず、当初計画に比し遅れが見られた。その中で専門家は、ハードは既存

のものなど使える状態にあるもののみを使用しての訓練を提案したが、インドネシア側の同意がえられず、現場鑑識分野と

の連携をとった訓練メニューを開発したことにより、ようやく本各的訓練が開始され、スケジュールの遅れを取り戻しつつ

あることは特筆される。同訓練を通じて問題点を洗い出し、通信指令のルールづくりにも取り掛かることができるようにな

った。他方、通信指令室員の意識は、各種記録を取り始めるなど向上の兆しを見せている。メトロブカシ警察署では今まで

組織上存在しなかった通信司令室も試行的にではあるが立ち上げられ、実施規則についても専門家とカウンターパートの協

働作業により原案も作成されて現在幹部により検討されている段階である。以上からメトロブカシ警察署においては、「成果

３．同警察署管内の通信指令体制が改善される」方向で前進したことは間違いないが、実際的訓練を更に継続することで成

果３の達成度はより確かなものとなるであろう。 

ブカシ県警察署では、庁舎が新築されてほぼ１年が経過したものの、無償資金協力で投入された通信指令室用資機材は分割

前の１署が対象であったこともあり、メトロブカシ警察署よりも遅れているが近く通信指令室は立ち上がる見込みである。

（なお、ブカシ県警察署においても訓練は通信司令室の立ち上げ前に開始されている。） 

なお、プロジェクト終了時までには半年の時間があり、プロジェクトではブカシ県警察署における通信司令室の立ち上げを

急ぐとともに、分署を対象とした訓練を更に充実させ、以下の問題を克服しながら通信指令のルールを完成させることを予

定している。 

①当地警察では、軽微な事件については分署で処理されており、処理結果の詳細が本署へ報告されない。したがって、「迅速」

に対応できているかどうかを把握することが困難である。（分単位で事柄を記載する習慣がないだけでなく、必要性を感じ

ていない。） 
②現場からの報告が上がってこない。分署機能の強化策と歩調を合わせて教養を実施していく必要がある。 

成果４「「組織

運営」「現場鑑

識」「通信指令」

に関連した訓

練プログラム

が整備改善さ

れる。」 

4-1.開発されたマニュ

アル等の完成 

各分野のマ

ニュアル     
【開発されたマニュアル等一覧】 

関連分野 マニュアルのタイトル 内容 進捗状況 

現場鑑識

BKPM 

通信指令

現場保存の重要性 

―先着警察官の任務― 

１．現場の重要性 

２．先着の任務 

教材は完成 

教官用副読本作成中 

BKPM 

 

POSPOL マニュアル 

 

１． 一般的留意事項 

２． 個々の活動の実施要領 

・ドラフト完成署内で

検討中 

現場鑑識

 

・現場観察と死体見分 

・指紋、写真、足こん跡、

現場鑑識 

・無償②鑑識機材取り扱い

要領 

死体見分の見方 

それぞれの部門の取扱要領 

 

無償②配布機材取扱要領 

完成 

完成 

 

VCD 完成 

 

通信指令

・コマンドセンターのルー

ル 

・コマンドシステムの概要 

 

１．有事の際の指揮命令系統

２．報告要領 

ドラフト完成署内で

検討中 
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評価設問 

成果 判断基準（指標） 

情報源（指標

の入手手段）
調査結果（達成度） 

4-2.ブカシ警察署にお

いて「現場鑑識」「通信

指令」の分野で、２名以

上の指導員が養成され

る。 

訓練実施記

録 
・現場鑑識分野においては、日本、インドネシアの間で協議して項目を定めた検定に合格したインストラクタ

ーを指紋、写真それぞれ３名輩出することができた。 

・他の分野では、検定制度こそないものの、組織運営（交番指導）３名、通信指令２名、術科２名のカウンタ

ーパートが日常的に担当分野の業務を行っており、教材や資料を作成したり、他所属からの研修受入れに際

しては、講師を務めるなどの活躍をしている。 

分野 役職・氏名 備考 

組織運営（交番指

導） 

・総務課長（ジョコ・マルトノ） 

・東ブカシ分署長（ヘリー・デアン） 

・ポンドグディー分署長（スハンダナ） 

 

国特４期生 

国特５期生 

現場鑑識 ・鑑識係員 

・指紋インストラクター級検定合格３名 

・ブディアント、ウセップ、アミン 

・写真インストラクター級検定合格３名 

ブディアント、スヤント、アグス 

 

通信指令 ・通信指令室長（プルバヤ） メトロ 

・オペレーション課長（ヨシー）県 
C/P 研修 2004 年 

・国特３期生 

術科（柔道・逮捕

術） 

総務課スタッフ２名 オ・オ、ウィルマー

ル 

 

 

 

成果４の総合的達成度 本プロジェクトにより、多くのマニュアルが作成され、またインストラクターも養成された。ブカシ警察署における「組織

運営」「現場鑑識」「通信指令」に関連した訓練プログラムの整備改善はおおむね達成されたといえる。しかし、それがイン

ドネシア国家警察全体の教育訓練システムに正式に取り入れらたわけではまだない。 

特筆すべきは、 

①インドネシア国家警察の現状に合致したものとするため、常に、ブカシや警察学校を舞台とした、あるいは、プロジェク

トで鍛えた人材を活用した教材やマニュアルの開発に努めたこと 

②インドネシア国家警察に受け入れられるよう、また、インドネシア国家警察の独自の取り組みと方向性を同じくするため、

ブカシ警察署のみならず、インドネシア国家警察本部やジャカルタ警視庁との連携を保ったこと 

③プロジェクトで一丸となり、分野をまたぐ教材やマニュアルの開発に努めたこと 

であり、現場で通用する教材やマニュアルは、かくあるべきと思われる。 

なお、本プロジェクトで開発された各種教材や養成されたインストラクターは両ブカシ警察署における教養・訓練では活用

されているが、インドネシア国家警察の教育訓練施設における正式な教材・インストラクターとしての活用は今後の検討課

題である。 

成果の総合的

達成度 

 各成果ともメトロブカシ警察署においては、大きな進展が見られ目標値に近づいているが、進展がはっきりと目に見えるの

は本署及び BKPM であり、中間の分署レベルの強化は十分ではない。なお、遅れてスタートしたブカシ県警察署においては

全体としてメトロブカシ警察署に比して遅れが見られる。 
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（３）プロジェクト目標の達成度 

評価設問（大項目）：プロジェクト目標は期限までに達成されるか。（目標値との比較） 
 

評価設問 

目標 判断基準（指標） 

情報源（指標の入手手

段） 

調査結果 

１．ブカシ住民がブカシ

警察署の警察活動の向

上を認める 

第三者機関による世論

調査結果 
ACNielsen による世論調査が３回実施されている。その調査結果をみると、ブカシ住民は、ブカ

シ警察のパフォーマンスは改善してきていると感じ、また、将来更に改善されるであろうと見て

いることがわかる。ただし、パフォーマンスの改善について、一般的指標、特定の指標及び人的

指標から分析した結果によると、以下のコメントがあげられている。 

①一般的指標：ブカシ警察署は、進歩が現れ、より洗練されてきていると考えられている。 

②特定の指標：ブカシ警察署は、犯罪を予防する能力が高まってきていると考えられている。し

かし、他方で、対応の迅速さ、犯罪解決能力及び地域社会（コミュニティ）との関係は、若干

ではあるが、初回のベースライン調査時に比べ減少している。警察のパフォーマンスを向上す

るために、これら３つの分野に焦点を当てる必要がある。 

③人的指標：ブカシ住民は、警察官のキャラクターに関してポジティブな見方をしている。しか

し、「正直さ」のイメージについては、更に改善される必要がある。 

プロジェクト目

標（「モデル警察

署」であるブカ

シ警察署（※）

において、市民

警察としての活

動が実施され

る。）は全体とし

て期限までに達

成されると思わ

れるか。 

 ２．ブカシ警察署におい

て市民からの各種届け

出の情報が整備される。

ブカシ警察署の記録 ブカシ警察署における市民からの各種届出の情報は整備されている。 

①落し物については、毎年、さほどの増減があるとは思えないが、年々、届出件数が増加してい

ることから考えると、市民が警察に届出やすい環境が整いつつあるといえるのではないか。 

②ブカシ警察署には、市民から寄せられる情報として、遺失届、犯罪被害届、事件関係の注意報

告が保存されている。また、相談受理記録についても保存されているが、事件化したもの以外

は詳細の記録は残っていない（件数のみ）。一部の BKPM にも相談受理記録が残されているが、

詳細は残っておらず、事件となるもの以外は分署に報告されていない（事件となるものは、分

署で受理）。 

③事件化を念頭に置かない事象については、文書で分署や本署へ報告するなど、組織で情報を共

有するスタイルができあがっていない。これは、どこまで、どの程度の情報を報告すべきか、

という組織のニーズや警察官個々の資質と関係があり、また、市民が具体的にどの程度のサー

ビスを警察に求めるかということとも密接に関連するであろう。 

④現時点では、日本警察に備え付けている情報ファイルと同程度のものを作成するよう指導した

としても、まず定着しないと考えられる。しかし、今後、業務の質の向上を求めていくうえで、

例えば、相談業務について、一旦収まった案件が再燃した場合に過去の記録を参考として適切

なアドバイスができる可能性があり、また、こまめに情報を報告していれば、BKPM 勤務員は

気付かなくとも、専務係が案件の背後に潜む犯罪性を察知できるような場合もあるであろう。 

どのような情報をどこまで報告するようにするかということについて、具体的な事例を踏まえて

その重要性を理解し、継続的に一つ一つを検討していくことによりルール化する必要がある。 
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評価設問 

 プロジェクト目標の総

合的達成見込み 

プロジェクト目標（「モデル警察署」であるブカシ警察署において、市民警察としての活動が実施される。）にいう「市

民警察としての活動」とは「市民の要望に対する迅速かつ誠実な対応をすること」であり、 終的な評価は市民がどう思

っているかにより判断される。外部コンサルタント（ACNielsen）による世論調査でも、また本調査団による BKPM 試行

地域での市民インタビューにおいても、市民は「警察は以前よりよくなった」とする意見が増えていることからブカシ警

察署において「市民警察としての活動」は確実に動き出しているといえる。例えば、BKPM の勤務員が巡回連絡を実施し、

直接市民から要望を聞くという活動は、これまで警察官から直接話しかけられるのは尋問・叱責あるいはおねだりと考え

ていた市民にとって新鮮な驚きであり、警察は変わった、よくなったと感じられたであろう。しかしながら、世論調査に

よる評価が上昇したといってもその数値はわずかなものであり、項目によっては評価が下降している項目もあること、ま

た調査団が直接インタビューした市民もBKPM活動地域に限られていることからも370万のブカシ住民の大半が警察改革

を実感しているとはいいがたい。 

さらに、住民が「警察は以前よりよくなった」といってもそれは「今」は「以前より」であり、今後住民の意識の向上に

伴い要求水準も上昇することが予想される。住民のニーズの変化は、マスメディアの進歩等とも相まって、急速に訪れる

と予測されるが警察がその変化についていけるかは、警察官それぞれが柔軟な頭をもつことが必要である。今次調査にお

いても本署における幹部及び BKPM 勤務員については意識改革の進展がうかがわれたが、分署レベルでの意識改革はまだ

十分とは思われなかった。また、個別の成果においても新設のブカシ県警察署おいては多くの成果の発現度が先発したメ

トロブカシ警察署に比べて遅れていることが観察され、重要な成果に未発現の部分が見られた。これらの成果はプロジェ

クト目標の達成を強固にするためにも重要な項目である。プロジェクトは目標達成に向けて明確な前進をみせているが、

分署レベルの意識改革の強化、後発のブカシ県警察署における成果の発現等に引き続き努力し、プロジェクト目標の達成

を強固にすることが望まれる。 
（※）2004 年 10 月にブカシ警察署がメトロブカシ警察署、ブカシ県警察署に分割されたが、両警察署を対象に本プロジェクトを実施していく。本グリッドにおいて「ブカシ警察署」はメト

ロブカシ警察署、ブカシ県警察署の両警察署を指す。 
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（４）上位目標の達成見込み 

評価設問（大項目）：上位目標達成の見込みはあるか。（目標値との比較） 
 

評価設問 

目標 判断基準（指標） 

情報源（指標の入手

手段） 

調査結果（達成度） 

上位目標（インドネ

シア国各地の警察

署と警察職員によ

り市民警察（※）と

しての活動が展開

される。） 

2007 年時のブカシ警察

署を手本とした業務改

善を達成した警察署の

数が、2012 年において

全警察署の35％以上と

なる。 

ブカシ警察署におけ

る成果１～３の指標

に準じた各警察署で

の記録 

上位目標の達成には、全国各地の警察官、警察職員の意識改革が必要である。意識改革は時間がか

かるものである。予算上の制約もあり、上位目標の達成は容易ではないが、インドネシア国家警察

上層部には上位目標をできるだけ早く達成したいとの強い意志が見られる。この意志がある限り上

位目標は早晩達成するものと思われる。なお、インドネシア側は本プロジェクト開始の初期にジャ

ワ島東部、中部、西部各１か所にコピー署を設定し、コピー署においてブカシの成果を展開すると

ともに、コピー署の数を順次増加することを考えていた。しかしながら、ブカシに設置されたよう

な高額設備を全国の警察署すべてに設置することには無理がある。調査時点においては、上位目標

達成にいたる詳細な計画は示されておらず、いつ、どのように達成されるかを判断するのは時期尚

早である。 

（※）市民警察としての活動：警察は「国民の生命、身体、財産を保護し、公共の安全と秩序の維持にあたる。」責務を負っているが、任務遂行にあたり個々の警察活動が法の下の公正さをも
って誠実・迅速に実施されなければならない。現場鑑識活動による物的証拠により特定された被疑者の人権保護を含む刑事司法手続きが公正に進められる等が一例としてあげられる。
具体的には「犯罪の防止・検挙に取り組み、市民に優しく、地域社会に密着した警察」の活動とし、市民の要望に対する迅速な対応かつ誠実な対応をすること。 
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評価設問 
情報源（データ入

手方法） 
調査結果 

１．活動は計画通りに実施さ

れているか 

プロジェクト記

録、実施機関コメ

ント、専門家コメ

ント、カウンター

パートコメント 

プロジェクト初期においては、本プロジェクトが我が国にとって第一線の現場警察署を相手とする初の技術協力プロ

ジェクトであることにもより、関係者の間に活動内容に対する理解の相違が見られたことも手伝い、進捗に遅れが見

られた。後半においては、プロジェクト全体としては、おおむね順調に進捗し、立ち上がり時の遅れを挽回している。

ただし、通信指令分野では、無償資金協力によりハード（通信網）を整備したうえでプロジェクトではソフト面（通

信指令の仕組みづくりと訓練）を実施する予定であったがハード面での整備が遅れ、プロジェクト活動に遅れを来し

ている。メトロブカシにおいては通信指令センターが立ち上がり、訓練が開始されたところであり、ブカシ警察署に

おいても既に訓練は開始されており、プロジェクト終了までには通信指令センターの仕組みづくりもできあがる見込

みではあるが、訓練量が不十分に終わる懸念がある。 

２．技術移転の方法に問題は

なかったか 

 署内における教養と現場 OJT を組み合わせた技術移転の方法は適切であった。また、移転対象も市民と直接接触す

る機会の多い部門が中心であり、適切である。 

３．プロジェクトのマネジメ

ント体制に問題はなかった

か 

  

(1)モニタリングの仕組み  インドネシア国家警察レベルでは、定期的にワーキング・グループを開催しモニタリングしている。現場の署レベル

では、随時共同して行っている。署長にはリーダーから、プロジェクトの問題等をレターにより報告。 

日本人専門家の間では、毎朝、プロジェクトリーダーを中心に、進捗状況等を検討。また、毎週金曜午後に、プログ

ラムでの会議実施。 

(2)意思決定過程 

プロジェクト内の意思決定

過程（誰がどのように係わり

合ったか） 

 毎週金曜日の午後にプログラム事務所において開催している定例会議席上（JICA インドネシア事務所担当も出席）

プロジェクトの進捗状況を説明し、問題点と活動内容の方向性を随時協議実施。プログラム・マネージャーや署の上

部機関であるジャカルタ警視庁の意向を確認しつつ、現場のリーダーとの協議をへて最終的に署長との直接協議によ

り骨組みを決定、これをそれぞれが担当に降ろして具体的業務を進めた。 

(3)JICA 本部・在外事務所の

機能 

 毎週金曜日のプログラム定例会議には JICA インドネシア事務所からも出席しており、その他日常のコミュニケーシ

ョンもよく保たれていた。問題発生時の支援やその他必要に応じての助言等もおおむね適切に実施されていた。 

(4)プロジェクト内のコミュ

ニケーションの仕組み：専門

家とカウンターパートとの

関係（十分なコミュニケーシ

ョンがあるか等） 

  

－定例会議の状況  専門家・カウンターパート全員での定例会議は特にない。専門家は通常メトロブカシ署にいるのでメトロブカシ署カ

ウンターパートとは随時コミュニケーションをとっている。ブカシ県警察署の場合最低でも、週１回は打ち合わせを

実施している。 

（専門家同士）毎日朝会。毎週金曜日プログラム定例会を実施 

（インドネシア国家警察レベル）毎月ワーキンググループ開催 

－日常のコミュニケーショ

ン 

 （専門家コメント） 

当方は相手側を理解するように努め、相手側も当方を理解しようと努めた。言葉の問題はあるが、誠意は通じていた

と思う。 

署の幹部は日常業務が多忙な際には、なかなかコンタクトが取れないという問題があった。指令室係員は、無線を利

用しての通話は、リアルタイムの言葉の理解が不可欠であり、言葉の壁が障害となった。したがって、活動は指令室
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評価設問 
情報源（データ入

手方法） 
調査結果 

長等の中心人物への教養が重点となり、係員への教養や指導は、その中心人物から間接的に実施されるケースが多か

った。これは、インドネシア警察の既存のシステムに日本の方式を紹介し、最終的にはインドネシアに即したものに

するという点では有効であると思われる反面、係員への直接指導という点では不十分であるといえる。 

－問題認識の共有－共同作

業による課題設定の状況 

 （専門家コメント） 

問題認識を共有するため、細めにコミュニケーションをとった。また、誤解が生じる可能性のある場合については、

メモを作成し認識のズレを生じさせないよう努めた。こうして認識を共有し、新たな課題を設定し、協力して課題達

成に努めた（こうしたプロセスの連続であった）。 

署内各種教養、他からの研修受入れ等の機会には、カウンターパートが資料を作成し、教養を実施。指令システムの

ルールと組織改正の試行により、「通信指令室ブカシ方式」をほかに紹介するという意欲が見られ、問題点等の認識

も十分ある。 

カウンターパートは、全般にプロジェクトの内容をよく理解し、専門的な分野もあるが、協力し努力してくれている。 

－信頼関係の確立  信頼関係は十分に醸成できている。お互いの立場や問題の背景を理解しようとする姿勢を貫いてきた。 

－カウンターパートの主体

性・参加意識は高いか 

 カウンターパートの意識は高く、本邦研修を通じて得た経験をもとに、主体的に独自の取り組みを企画していた（実

施前に専門家と協議）。ただし、特に金銭的な問題は JICA の支援を当て込む傾向が見られ、上部機関への予算要求

の重要性等をいつも説明している状況である。また、組織的に改善すべき事項に関しては、カウンターパートの意欲

だけでは改善されないものがあるため、困難な面もある。 

４．実施機関やカウンターパ

ートのプロジェクトに対す

る認識は高いか 

 インドネシア国家警察幹部に対してはワーキンググループにおいてプロジェクトの進捗状況を随時報告している。ま

た、プログラム・マネージャーから随時プロジェクトの状況をインプットしている。各種警察のイベントにおいてカ

ウンターパートが実演を行ったり、また、副長官他幹部のブカシ視察が行われたりすることによりインドネシア国家

警察幹部のプロジェクトに対する認識は高い。 

両ブカシ警察署長以下カウンターパートも、常にインドネシア国家警察本部をはじめ国中の関係者からみられている

ということを十分に認識しており、取り組み意欲は高い。 

５．適切なカウンターパート

が配置されたか 

 インドネシア側は国特修了生を配置する等の配慮を示し、プロジェクトの円滑な実施に貢献した。しかしながら、警

察組織においては定期的な人事異動はさけがたく、せっかく技術移転が進んだカウンターパートが移動し後任に対し

て一からやりなおしという場面も見られた。 

６．その他、プロジェクトの

実施過程で生じている問題

や効果発現に影響を与えた

要因は何か 

  

６－１ 効果の発現に有効

に貢献した要因 

 （１）インドネシア国家開発政策との整合性 

本プロジェクトが「第一線警察署における警察官の意識改革に関する国際協力」という日本、インドネシア双方にと

って前例がほとんどない困難な課題において効果を発現しつつある最大の要因は、本プロジェクトがインドネシアの

ニーズに合致していた点にある。 

警察改革はインドネシアの優先課題である。警察改革には２つの側面がある。一つは組織・制度であり、いわば形で

ある。もう一つは警察のカルチャーいわば心である。形は法律を変えることによりすぐできる。2002 年の警察法改

正で市民警察と明記し、コミュニティー警察を警察の基本体制とした。しかし、軍から分かれた警察の心を変えるこ

とは容易ではない。2002 年の法改正により市民警察とかコミュニティー警察とかいった言葉ができたが、それが具
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評価設問 
情報源（データ入

手方法） 
調査結果 

体的にどういうものかは法律には書かれておらず、暗中模索の状況であった（BAPPENASSitorus 大臣審議役談）。

その答えがこのプロジェクトにより見いだされるのではないかとして警察幹部の注目をあび、優秀な人材の投入等の

支援を得られたことが成功の最大の要因と目される。2005年10月に発出されたインドネシア国家警察長官の通達（い

わゆる、POLMAS 通達）は、本プロジェクトの進行を参考として、市民警察としての活動方向を具体的な形であら

わしたものであるが、プロジェクトが目指す方向と整合性のあるインドネシア国家警察長官通達が発出されたこと

は、振り返ってすべての警察官にプロジェクトの目指す方向が理解されることにつながり、プロジェクトの効果発現

を促進するものであった。 

  （２）「見られている」との意識 

「警察は変わったか」を最終的に判定するのは市民である。このためプロジェクトでは開始直後、中間点、終了時評

価前の３回にわたり、第三者調査機関に委託して世論調査を実施している。また、広報活動を重視し、メディアに対

する情報の発出にも努力している。 

プロジェクトが導入した BKPM の活動には地域住民代表と BKPM 勤務員代表からなる運営委員会を組織し、住民の

意向を反映するべく努力している。 

これらにより、本プロジェクトに対してはインドネシア国家警察幹部のみならず、国会議員を含む多方面からの視

察・見学者が多いが、警察内外から注目を浴びているという意識がブカシ警察署関係者にあり、これがプロジェクト

を成功させなければならないとのモチべーションにつながっている。 

  （３）プログラムとしての運営 

本プロジェクトは、市民警察としての組織能力強化を目指した複数のスキームを活用した協力「インドネシア国家警

察改革支援プログラム」の中核プロジェクトである。（プログラムの他のコンポーネントとの相乗効果等については

本グリッド妥当性の中の他のプロジェクト等との整合性の項を参照） 

無償資金協力や国別特設研修などと技術協力プロジェクトとの連携はこれまでも多くの例が見られるが本件におい

ては、インドネシア国家警察本部に派遣された個別専門家がプログラムマネージャーとして全体を統括し、本プロジ

ェクトの業務調整員がプログラム事務局業務を担当している。毎週金曜日にプログラム定例会議を開催し、情報の共

有とプログラム内各コンポーネントの連携を協議している。 

PDM の記述内容に不明確な部分があれば、プログラム目標（すなわち本プロジェクトの上位目標）に照らして柔軟

かつ適切に解釈し実施されている。 

単にたまたま同時期に同一セクターで複数の異なった協力が見られ、その間に連携・相乗効果がみられただけではプ

ログラムとはいえないが、本件に見られるプログラムマネージャー、プログラム事務局、プログラム定例会議は個々

のコンポーネントをプログラム目標という同一の方向に向けるうえで効果があった。 

なお、プロジェクトのカウンターパートはブカシ警察署であるが、プログラムマネージャーのカウンターパートはイ

ンドネシア国家警察本部であり、プロジェクトの状況がプログラムマネージャーを通じてインドネシア国家警察本部

の幹部に伝えられていたことも有効であった。 

  （４）インドネシアにあった技術移転の重視 

日本の技術をインドネシアに移植してもそれがインドネシアの土壌にあわなければ早晩枯死するであろう。本プロジ

ェクトは、日本の方式をインドネシアに定着することを目的としておらず、日本の経験を紹介し、インドネシア側と

ともにインドネシア「流」の方式を考え実践していくことをモットーとしている。また、個々具体的な施策を実施す

るにあたっては、インドネシア国家警察本部やジャカルタ警視庁と協議をすることを怠っていない。 
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評価設問 
情報源（データ入

手方法） 
調査結果 

また、技術移転の方式についても、実際の個別現場における OJT を重視している。基本的な技術の移転や日本の経

験の紹介等は本署内等における講義や実習によるが、個々の現場でどの技術をどう使うかをともに考えるという方式

は、手間暇のかかるものであるが、これによりカウンターパートの力は着実にのび、また、将来インドネシア全土に

普及すべきモデルの確立にも有効であった。 

  （５）適切な投入・活動 

プロジェクト開始当初は試行錯誤的な面もあり、あまり効果的ではない投入・活動も散見されたが、後半における投

入・活動は適切かつ有効であった。特に有効であった例を以下に列記する。 

  ①日本・インドネシア双方による優秀かつ適切な人材の投入 

インドネシア側は国別特設研修修了生をプロジェクト関連部署に配置する等優れた人材投入を実施した。また日本側

が投入した長期専門家も優れた識見・技術をもつとともにインドネシア側とともに考えるというプロジェクトの趣旨

を理解し、成果の発現に貢献している。 

なお、現場鑑識分野は指紋、写真、足跡、薬物分析等異なった多くの個別技術の複合であり、それぞれその道の達人

を短期専門家として投入している。また、通信指令分野では、仕組みづくりと訓練という趣旨にそって長期専門家は

ソフト分野から派遣されているが、機材のトラブルの解決等に対しては電波機器のハード面での短期専門家を派遣し

ている。これらの短期専門家もそれぞれの面で効果の発現に有効であった。 

  ②適切な機材の投入とそれを使用しての活動 

日本側が投入した機材は一部に問題があったが、全体としては捜査能力の向上、そして市民の警察に対する信頼感向

上に有効に貢献している。 

鑑識機材、通信機材の投入は、関連分野の警察官の自信につながり、市民からの通報に対する迅速・誠実な対応に技

術面から貢献するものである。 

BKPM（交番）の建設と BKPM 活動の導入は、当初プロジェクト計画に含まれていなかったが、インドネシア側か

らの強い要望があったこと、そして、活動の二本柱である「迅速」と「誠実」を実際の現場で試す場として建設した

経緯がある。BKPM 活動により、市民と警察との距離がより身近かになった。 

  ③鑑識技能検定制度の導入 

プロジェクトがインドネシア国家警察本部の承認をえて導入した鑑識技能検定制度は鑑識係員モチベーションの向

上に貢献するとともに、警察全体の鑑識技術に対する関心を高める効果があった。 

  ④複合訓練の実施 

諸般の事情から通信指令分野の訓練に遅れが生じていたが、通信指令と現場保存、現場鑑識を組み合わせた複合訓練

は、通信分野の訓練の促進になると同時にインドネシア側に連係プレーの重要性を大いに認識させた。これまで、各

専門家の活動分野ごとの訓練・教養を推進してきたところ、上記理由から、全専門家に共通の問題点である「先着警

察官の現場活動」に焦点を当てた訓練を継続してきたところ、訓練開始前に比較し、現場での警察官の活動の向上が

見られるようになり、現場付近での犯人検挙等の好事例が散見されるようになりつつある。これにより、指令体制の

意義も認識され、現場からの報告が以前より増加しつつあるという効果ももたらしている。 

  ⑤各種マニュアルの作成 

プロジェクトでは、専門家の協力のもとに多くのマニュアル類が作成されたが、この作業はカウンターパートの知識

の整理のために極めて有効であった。また、作成の過程で、紹介された日本の技術をインドネシアの現状にどう適合

させるかを一緒に考えることを通じ、カウンターパートの能力が向上したのみならず、将来他の警察署に普及するた
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評価設問 
情報源（データ入

手方法） 
調査結果 

めのインドネシアに適したマニュアルの作成にも有効であった。 

なお、無償資金協力で導入された鑑識機材のマニュアルは VCD で作成されたが、動画マニュアルは文書によるマニ

ュアルよりも効果が大きいと思われる。 

  ⑥児童に対する柔道指導 

署員に対する術科指導の延長として行った、署員の子供や市民の子供達にメトロブカシ警察署員が柔道を指導するこ

とにより、多くの人達（父兄や一般の署に出入りする市民）に対してのプロジェクトの PR と市民と警察との距離を

近くしたことで効果があった。 

  ⑦「署長へのレター」 

インドネシアでは末端の情報が署長に届くまでには分署によるスクリーンにかけられる。他の署員には言わないが、

署長だけには「こっそり」と現場の状況を伝えるという趣旨で始めたチーフアドバイザーの私信形式による「署長へ

のレター」は、現場からの報告がストレートに上がりにくい組織の中で、署長の危機感を煽るのに有効であった（当

然ながら、専門家が「密告者」と受け取られないよう、人間関係の醸成とレターの取扱いには十分な注意が払われて

いる）。 

問題点及び問題を惹起した

要因 

 （１）通信機材整備の遅延 

通信指令分野ではでは、他のスキームで整備された機材を使用して訓練を行う予定であったが、諸般の事情で機材の

整備が遅れ、通信司令分野での活動計画の見直しが必要となった。 

  （２）人事異動 

インドネシア側の人事異動が早く、せっかく育った人材が、いまだ十分に活躍する前にブカシを去っていくというこ

とが何度もあった。警察組織における人事異動は避けがたいものではあるが、プロジェクトにとっては、マイナス要

因であった。なお、中には、異動先でブカシ・プロジェクトでの経験を活かしている者もいることは、プロジェクト

成果の全国展開の見地からはプラス要因である。 

  （３）ブカシ警察署の再編成 

プロジェクト実施の途上でパイロット・サイトとして選定されたブカシ警察署が市街地を管轄するメトロブカシ警察

署とそれ以外の地域を管轄するブカシ県警察署に分割されたことは、プロジェクト活動に困難な課題をもたらした。

プロジェクトとしては、両警察署を対象とした改革支援を行っていくこととなったが、現実問題として、両署間の移

動等に要する物理的･時間的な「距離」も相当程度あること、指導すべきカウンターパートの数が倍増したことなど

からも、双方へ効果的な支援を継続していくために専門家の態勢・運用等に更に工夫を凝らしていく必要が生じたが、

プロジェクトでは、この問題を克服し、成果をあげつつあるが、後発のブカシ県警察署における活動、成果の達成度

は先発したメトロブカシ警察署に比し、不十分な結果となっている。 
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（１）妥当性 

評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 
調査結果 

・対象地域・社会のニーズに

合致していたか 

実施機関コメン

ト 

公共の安全と秩序の維持は、国民の生活・活動すべての基礎をなし、繁栄を支えるものである。本プロ

ジェクトの目指すところは、対象地域の住民・社会のニーズに合致している。 

必要性 

 

・ターゲット・グループのニ

ーズに合致しているか 

同上 プロジェクトの計画は PCM 手法により、問題分析ワークショップを含む参加型計画立案プロセスを経て

策定された。そこで関係者の意見は 大限斟酌されている。 

・相手国の開発政策との整合

性はあるか 

相手国開発政策 「プロジェクト目標」及び「上位目標」は、インドネシアのニーズに合致している。本プロジェクトは

「国家開発計画（PROPENAS）」が掲げる５つの優先分野のうち、①「民主的政治システムを構築し、

国民的団結及び社会的安定を確保する」及び②「グッドガバナンス及び法の支配を確立する」に資する

ものである。「国家開発計画」は、警察改革の重要性を強調し、人材育成を取り組むべき課題としてい

る。グッドガバナンスに関する支援は CGI 会合でも重要課題の一つとされている。 

本プロジェクトは、日本の方式をインドネシアに定着することを目的としておらず、日本の経験を紹介

し、インドネシア側とともにインドネシア「流」の方式を考え実践していくことをモットーとしている。

また、個々具体的な施策を実施するにあたっては、インドネシア国家警察本部やジャカルタ警視庁と協

議をすることを怠っていない。さらに、2005 年 10 月に発出されたインドネシア国家警察長官の通達（い

わゆる、POLMAS 通達）の示す方向性とも合致している。したがって、インドネシア政策との整合性は

担保されている。 

優先度 

・日本の援助政策との整合性

はあるか 

外務省ホームペ

ージ 

 

・本プロジェクト開始（2002.9）後に、日本の ODA 政策の基本理念・原則を定めた「ODA 大綱」（1992）

は、11 年ぶりに見直しが実施され（2003.8）、これを受けて 1999 年に策定された「ODA 中期政策」も

抜本的に見直された（2005.2）。以上二文書の見直しの 大の特徴は「人間の安全保障」の重視である。 

「対インドネシア国別援助計画」（2004.11）では、上記基本文書に基づき、対インドネシア支援重点

分野として 

１.「民間主導の持続的な成長」実現のための支援 

２.「民主的で公正な社会造り」のための支援 

３.「平和と安定」のための支援 

の３分野を掲げているが、１に含まれる投資環境の改善のためにも、２の民主的で公正な社会造りを

実現するためにも、ガバナンス改革はきわめて重要であり、我が国は①司法改革・警察改革、②地方

分権を重点分野とし、特に前者については、他の援助国・国際機関とも連携しつつ、我が国としてよ

り積極的な支援を行う。また、３についてはテロ対策、海賊対策等治安確保面で適切な支援を行うと

している。本プロジェクトはまさに上記３分野すべてにそったものである。 

以上本プロジェクトはプロジェクト開始以後に策定された援助政策基本３文書の内容を先取りした先

見性の高いプロジェクトといえる。 
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評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 
調査結果 

 （両国首脳の共同声明） 

 

外務省ホームペ

ージ 

 

2005 年６月２日、東京において小泉総理とユドヨノ大統領は、詳細に討議を行ったあと、「新たな挑戦

へのパートナー」と題した共同声明を発表した。この中で両首脳は「より緊密で強固な二国間関係を促

進し、また、急速に変化する国際環境のなかで、共通のビジョンを共有する両国が新たな挑戦へのパー

トナーとして緊密に協力できるよう、二国間関係を新たな高みに引き上げるとの両首脳のコミットメン

トを再確認」した。小泉総理は、ユドヨノ大統領のリーダーシップのもとで開始されている政治、経済

及び社会面での諸改革に対する強固な支持を表明した。また小泉総理は、日本が、「インフラ整備、貧困

削減及び良い統治」のための支援を継続し、「投資環境改善」のためのインドネシアの努力についても支

持することを述べた。 

両首脳は、テロ、海賊、武器の密輸、不法薬物取引等の「国境を越える犯罪」と闘うことに関する協力

を強化することの重要性を強調した。小泉総理は、テロとの闘いにおけるユドヨノ大統領のリーダーシ

ップを高く評価し、この点での対処能力向上のために引き続き支援していくことを表明した。この、共

同声明は 2006 年 11 月 11 月 28 日阿部総理とユドヨノ大統領の会談においても確認されている。 

本プロジェクトは上記共同声明の趣旨にそったものである。 

・プロジェクトは被援助国の

対象分野･セクターの開発

課題に対する効果を上げる

戦略として適切だったか 

専門家・実施機

関コメント 

市民警察として、警察が治安維持の責務を全うするためには、市民からの理解と協力、信頼が不可欠で

あることは、どこの国でも同じである。プログラムは、市民への誠実・迅速な対応により市民からの理

解と協力、信頼を克ちうるという目標に向かって国別研修による幹部の意識改革や特定テーマ（薬物対

策、観光警察等）の協力とともに現場第一線警察署における市民対応の実践モデルを構築しようという

のが本プロジェクトであり、プログラム全体の構成、その中核としての本プロジェクトの目標設定は大

変適切である。 

手段とし

ての適切

性 

 

 

 

 

 
（プロジェクトのアプローチ

は適切な選択だったか） 

同上 まず、「モデル警察署」において、組織運営、通信指令、現場鑑識の三本柱により現場モデルを構築し、

その結果をインドネシア各地の警察署に展開しようというプロジェクトのアプローチは、適切である。 
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（モデルサイトとしてブカシ

を選定したことは、現時点で

みて適切だったか否か。） 

同上 ブカシ地区は、以下の点から、複数の候補地のなかから日本・インドネシア間で協議し選定したもので

あり、大変適切な選択であった。 

１．伝統的な村落、商業地、農村、港町、住宅地、工業団地等の様々な要素を包含している。今後全国

展開のベースとなるモデル地域となる要素をもった地域である。 

２．首都ジャカルタ特別市に隣接し、プロジェクト関係者がインドネシア国家警察本部やジャカルタ警

視庁等の関係者とも平素の緊密な連絡協議が容易である。 

ただし、プロジェクト開始後 2004 年 10 月にプロジェクト対象であった旧ブカシ警察署が市街地を管轄

するメトロブカシ警察署とその他の地域を管轄するブカシ県警察署に分割され、両ブカシ警察署を対象

とする結果となった。両警察署間は距離もあり、交通も不便で両署間の移動に時間もかかることから、

効果的、効率的支援を継続するためには、専門家の態勢、運用等に工夫をこらしていく必要が生じてい

る。 

なお、インドネシアにおける一つの警察の規模は日本に比べ非常に大きく、ほぼ日本の県警クラスであ

り、傘下に多くの分署（分署員 100 人程度）を抱えている。ちなみにブカシ警察署の管轄区域は面積 1

万 5,000 ㎡（香川県より若干狭い程度）、人口約 370 万人（静岡県とほぼ同程度）、両警察署の署員数合

計 2,800 人、警察官一人当たりの人口約 1,300 人（日本は平均 516 人）である。プロジェクトの当初計

画では、ブカシ本署の幹部及び実践の場として市民と直接接触する機会の多い BKPM 勤務員を対象とす

る活動に重点がおかれていた。しかし、プロジェクトの実施により、効果ある改革の浸透のためには分

署長を始めとする中堅幹部の意識改革が重要であることが判明し、プロジェクトでは第５年目のはじめ

ころより、中堅幹部の意識改革を重点対象に追加している。 

他のプロ

ジェクト

等との整

合性 

 

JICA は「インドネシア国家警

察改革支援プログラム」とし

て本プロジェクト以外にも他

の技術協力プロジェクトや個

別専門家派遣、無償資金協力、

本邦研修等を実施していま

す。これら他の協力と本プロ

ジェクトの間には整合性があ

りますか。 

同上 整合性があり、相互補完ないし相互波及効果が見られ、有効である。なお、他のコンポーネントとの間

には以下のような連携がとられ、援助効果を高めている。 

１．「バリ市民警察活動促進プロジェクト（観光警察）」との意見交換、研修・訓練の受入れ。バリにお

いてはブカシを一つの「モデル」あるいは「手本」として活用。 

２．薬物対策専門家によるブカシでの薬物セミナーの実施。ブカシ警察署員に対する薬物捜査能力向上

研修の実施。（薬物事犯に関するインドネシア側のニーズは非常に高い。） 

３．若手幹部（士官）に対する国別特設研修の実施（2001 年以降毎年実施。修了者合計 118 名）。カウ

ンターパート本邦研修参加者累計 53 名。研修修了者のなかからプロジェクト関連部署への配属。 

４．二度にわたり無償資金協力（市民警察化支援計画、インドネシア国家警察組織能力強化支援計画）

により供与された機材を使用した技術移転が本プロジェクトにより実施されている。 

５．プロジェクト枠外ではあるがインドネシア独自の努力によるコピー３警察署の鑑識係員を招いての

研修訓練の実施。 
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 インドネシア自身あるいは、

他のドナーによる他のプロジ

ェクトとの整合性はあるか。

重複ないし競合関係はない

か。 

同上 POLMAS（インドネシア版市民警察活動）推進支援事業としては、本件の他に IOM（国際移住機構）に

よるボゴール地区での支援及びAF（Asia Foundation）によるヨグヤカルタ地区での支援がある。本件（JICA
によるブカシ地区での支援）は POL（警察）側の意識改革に重点がおかれた５年間の長期継続支援であ

るが、IOM 及び AF による支援は POLSEK（分署）レベルにおける住民委員会の組織化をねらい POL（警

察）と同時に MAS（コミュニティー）側の意識改革を推進する目的で短期間のワークショップ、セミナ

ーを実施するものであり、重複ないし競合関係はない。POLMAS 推進に関するインドネシア国家警察本

部長通達のなかでも本プロジェクトの活動が例示されていることからも、本プロジェクトとインドネシ

ア自身による POLMAS 推進政策の整合性はあきらかである。 

インドネシア側は、プロジェクトの初期に Sidoarjo（East Java）、 Kendal（Central Java） and Cimahi（West 
Java）の３POLRES をブカシ・プロジェクトの波及を図るコピー署に選定したが、2005 年 10 月の通達に

より、本プロジェクトの成果の一部はインドネシアの全警察署において推進されることになったといえ

る。 

・ターゲット・グループ以外

への波及性はあったか 

・効果の受益や費用の負担が

公平に分配されたか 

同上 公共の安全と秩序の維持は、国民の生活・活動すべての基礎をなし、繁栄を支えるものである。本プロ

ジェクトは 終的にはインドネシアの全国民及び観光やビジネスでインドネシアに渡航する日本人ほか

の外国人にも裨益するものである。本プロジェクトの対象地域には多くの日系企業が進出するブカシ工

業団地が所在し、進出企業からも警察は変わりつつあると評価を受けている。 

・日本の技術の優位性はあっ

たか？（日本に対象技術の

ノウハウが蓄積されている

か、日本の経験を活かせる

かなど） 

同上 技術的優位性は明白である。ただし、日本の警察のシステムをそっくり活かそうとしているのではなく、

日本警察の経験を紹介しながら、インドネシア国家警察に合致した方向を探しているからこそ、一朝一

夕には事は進まないのであり、気長に根気強く技術指導し、努力していく必要がある。 

その他 

 

 

・中間評価以降のプロジェク

トをとりまく環境（政策、

経済、社会等）の変化はあ

ったか？ 

同上 現在に至るインドネシア国家警察改革の発端は、1997年、国家改革に向けた流れの中で行われた国軍改

革であり、その中で警察は３つの改革目標（組織機構、権限及び文化の改革）を掲げた。それらは現在

も継続して取り組まれているが、中でも、「文化」の改革は も重要かつ困難が伴うものである。 

2005年10月13日付の長官通達（Skep 第737号「インドネシア国家警察の責務遂行におけるポルマスの運

用に関する政策及び戦略」）は、正に「文化」「パラダイム」の変革のための警察の有り様、活動方針

をまとめたものである。（以上2006年４月20日ブカシ警察署を視察したアダンインドネシア国家警察副

長官の講演より引用） 

本通達の目指す方向は、まさに本プロジェクトの目指す方向である。 
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評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 
調査結果 

妥当性の

総合的評

価 

  ジャカルタ郊外のブカシ警察署を市民警察としてふさわしいレベルまで組織と機能を強化し、全国のモ

デル警察署として構築することを目標とする本プロジェクトは、国軍から分離し市民警察となったイン

ドネシア国家警察の警察改革を支援する複数のスキームを活用した協力「インドネシア国家警察改革支

援プログラム」の中核的プロジェクトである。本プロジェクトが、インドネシアの国策に合致し、我が

国の対インドネシア援助政策にも合致していることは、2005 年６月２日付小泉総理（当時）とユドヨノ

大統領の共同声明「新たな挑戦へのパートナー」にも明確に示されている。そのことは、より詳細には、

我が国の「対インドネシア国別援助計画」（2004.11）にも明示され、されに、2006 年 11 月 28 日安倍総

理とユドヨノ大統領の会談においても確認されている。またインドネシア国家警察長官通達「インドネ

シア国家警察の責務遂行における POLMAS（インドネシア版市民警察活動）の運用に関する政策及び戦

略」（Skep 第 737 号、2005.10.13）の目指す方向がまさに本プロジェクトの目指す方向と一致している

ことからも明らかである。 

インドネシアでは 2002 年の新警察法により市民警察を指向することが明示されたが、それが具体的には

どのような活動であるかは多くの警察官には理解されていなかった。2005 年 10 月上述のインドネシア

国家警察長官通達のなかで推進しようとする活動の具体例が示されているが、その中には本プロジェク

トで導入している活動も多く含まれている。ジャカルタ郊外のブカシ警察署をプロジェクト対象地区と

して選定し、ブカシ警察署においてインドネシア全国の警察改革のモデル署を構築しようとする戦略、

組織運営・通信指令・現場鑑識の３分野を選定し、現場における OJT を中心として技術移転と並行して

意識改革を目指すという手法は、単に機材を使用しての技術の習得のみならずインドネシア側が改革す

べき要素の中で も困難と位置づけている「文化（意識）」の改革と、上位目標（プロジェクトのアウト

カムの全国展開）を念頭に置いたきわめて妥当なものである。 

本プロジェクトの妥当性はきわめて高い。 
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（２）有効性 
評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 

調査結果 

 

プロジェク

ト目標の達

成見込み 

・プロジェクト目標は

達成されるか？  

実績グリッドの

検証結果より 

プロジェクト目標（「モデル警察署」であるブカシ警察署において、市民警察としての活動が実施される。）

にいう「市民警察としての活動」とは「市民の要望に対する迅速かつ誠実な対応をすること」であり、 終

的な評価は市民がどう思っているかにより判断される。外部コンサルタント（ACNielsen）による世論調査で

も、また本調査団による交番試行地域での市民インタビューにおいても、市民は「警察は以前よりよくなっ

た」とする意見が増えていることからブカシ警察署において「市民警察としての活動」は確実に動き出して

いるといえる。例えば、BKPM の勤務員が巡回連絡を実施し、直接市民から要望を聞くという活動は、これ

まで警察官から直接話しかけられるのは尋問・叱責あるいはおねだりと考えていた市民にとって新鮮な驚き

であり、警察は変わった、よくなったと感じられたであろう。しかしながら、世論調査による評価が上昇し

たといってもその数値はわずかなものであり、項目によっては評価が下降している項目もあること、また調

査団が直接インタビューした市民も BKPM 活動地域に限られていることからも 370 万のブカシ住民の大半が

警察改革を実感しているとはいいがたい。 

さらに、住民が「警察は以前よりよくなった」といってもそれは「今」は「以前」よりであり、今後住民の

意識の向上に伴い要求水準も上昇することが予想される。住民のニーズの変化は、マスメディアの進歩等と

も相まって、急速に訪れると予測されるが警察がその変化についていけるかは、警察官それぞれが柔軟な頭

をもつことが必要である。今次調査においても本署における幹部及び BKPM 勤務員については意識改革の進

展が伺われたが、分署レベルでの意識改革はまだ十分とは思われなかった。また、個別の成果においても新

設のブカシ県警察署おいては多くの成果の発現度が先発したメトロブカシ警察署に比べて遅れていることが

観察され、重要な成果に未発現の部分が見られた。これらの成果はプロジェクト目標の達成を強固にするた

めにも重要な項目である。プロジェクトは目標達成に向けて明確な前進をみせているが、分署レベルの意識

改革の強化、後発のブカシ県警察署における成果の発現等に引き続き努力し、プロジェクト目標の達成を強

固にすることが望まれる。 

・成果は、プロジェク

ト目標を達成するた

めに十分であった

か？ 

プロジェクト記

録。実施機関コ

メント 

成果はプロジェクト目標達成のために適切に設定されている。 

 

 

因果関係 

・アウトプットからプ

ロジェクト目標に至

るまでの外部条件

「研修で得た能力の

継承に関し、インド

ネシア国家警察によ

るフォローアップが

継続的に行われる」

は現時点においても

正しいか。 外部条件

の影響はあったか 

同上 現時点で、インドネシア国家警察本部及びジャカルタ警視庁のプロジェクトへの関心と評価は、向上してき

ており、今後フォローアップが継続的に行われる可能性は大きいと思われる（今次調査においてもインドネ

シア国家警察幹部よりフォローアップを重視する旨の発言があった）。しかし、プロジェクトの成果及びプロ

ジェクト目標に達成度が十分でない部分があり、それらの達成を強固にすることのほうが先決であろう。 



 

 

－
1
3
6
－

評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 

調査結果 

 

有効性の総

合的評価 

  外部コンサルタント（ACNielsen）による世論調査でも、また本調査団による BKPM 試行地域でのインタビュ

ーにおいても、市民は「警察は以前よりよくなった」とする意見が多く聴取されることから、ブカシ警察署

において「市民警察としての活動」は確実に動き出しているといえる。また、それがプロジェクト活動の成

果によるものであることからはプロジェクトの有効性は確保されているといえる。なお、BKPM 活動は、当

初計画にはなかったがインドネシア側の強い要請により実施したものである。結果として BKPM 活動は警察

官の意識改革や市民の警察観の変革に大きく寄与し、プロジェクト目標達成に貢献している。これは、本プ

ロジェクト実施の過程における柔軟な対応の成功例である。 

しかしながら、後発のブカシ県警察署における成果の達成度は先発のメトロブカシ警察署に比べ遅れが目立

つこと、「市民警察としての活動」は、両ブカシ本署及び末端の BKPM において顕著であるが、中間の分署

においては明確に観察されなかったこと等、成果の重要な一部がまだ十分に達成されたとはいえないことも

あり、市民警察としての活動は始まっているが十分に定着したとはいえない状況である。その点でプロジェ

クトの有効性もまだ十分であるとはいえない状況にある。 

結論として本プロジェクトの有効性は確保されているが、十分とはいえない面がある。 
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（３）効率性 

評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 
調査結果 

成果の産

出 

・成果の産出状況は適切

か？  

（実績の検証結

果） 

無償資金協力による機材整備の遅れから、一部の成果が未達成であるが、その他の成果はおおむね計画通り発現し

つつある。 

・成果を産出するために

十分な活動であった

か？ 

プロジェクト記

録 

専門家・C/P コメ

ント 

活動は成果を産出するために適切に設定されている。これをさらに効果的にするため、個々の活動を合わせて複合

訓練を実施、効果を上げている 

因果関係

・活動から成果に至るま

での外部条件「指導を

受けた署員が勤務を続

ける」は、現時点にお

いても正しいか。外部

条件の影響はあったか 

同上 後半にプロジェクト活動の効率性を妨げる人事異動がふえた。警察組織において、C/P の将来のキャリアを考える

と、人事異動はやむを得ない面があり、また、警察は階級社会である以上、C/P の昇任は望ましいが、昇任した場

合、その後任の人選が難しいという問題もある。 

さらに、将来的には階級的に下位の者が上位者にものを教えることの難しさが懸念される。 

投入の適

切さ 

・活動を行うために過不

足ない量・質の投入が

タイミング良く実施さ

れたか 

同上 本件は、インドネシア側にとって、インドネシア国家警察が国軍から独立し、市民警察としてのスタートを切った

あとの 初の本格的国際協力プロジェクトであり、また日本側にとっても第一線の現場警察署に対する初めての技

術協力プロジェクトであることから、初年度においては双方にとって試行錯誤的要素が多くなっている。このこと

もあり、初期における効率性は必ずしも高いものではなかったが、プロジェクトでは状況に応じた柔軟な対応をす

すめており、結果として、後半においては効率性は高まっている。日本・インドネシア双方による投入は全体とし

て適切であり、プロジェクト活動に有効に活用され、成果の発現に貢献している。 

タイミン

グ 

・活動はタイミング良く

実施されたか 

同上 アクションをおこすタイミングはよかったが、種々の理由で実施がおくれたものがある。特に通信指令分野の活動

はプロジェクト外の要因により機材整備が不完全な状態であるため大きく遅れている。 

コスト ・類似プロジェクトと比

較してアウトプットは

投入コストに見合った

ものか。（より低いコ

ストで達成する代替手

段はなかったか？ 同

じコストでより高い達

成度を実現することは

できなかったか 

同上 比較すべき類似プロジェクトが見あたらないが、日本・インドネシア双方による投入はプロジェクト活動に適切に

活用され成果の達成に大きく貢献している。また、プロジェクトでは、同じコストでより大きな効果がある方法、

あるいは同じ効果でよりコストの低い方法をとるべく努力しており以下はその例である。 

①無償資金協力②の鑑識機材取扱説明会を実施するため、当初説明要員の短期派遣及び各州警察本部員の説明会招

集に伴う費用（交通費、宿泊費、食事代）を予定していたが、取扱 VCD を作成することに代えたこれにより相

当金額のコストダウンを実現した。さらに作成にあたっては、今回インストラクター検定合格者を説明員にし、

鑑識係員に教養しているような形式で作成した、このことでインストラクター検定合格者に教養の方法（基本動

作、言い回し、ポイント）について大変勉強になり、自信をつけさせることができた。 
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評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 
調査結果 

効率性の

総合的評

価 

  ②通信指令と現場保存、現場鑑識を組み合わせた複合訓練 

プロジェクト開始当初は、適切な機材・人材も十分整備されてなく、効率性は、必ずしも高いとはいえないもの

であった。また、プロジェクト関係者の中に目標に対する理解の十分でない人もいた。しかしながら、インドネ

シア国家警察幹部や、派遣された専門家の主要な人たちの間では「インドネシア各地の警察署と警察職員により

市民警察としての活動が展開される」という上位目標に向けてそのモデルをブカシにおいて構築するという明確

な目標意識があったこと、それに向けて順次適切な機材・人材が投入されたことにより、効率は回復している。

また、通信指令と現場保存、現場鑑識を組み合わせた複合訓練を導入する等、プロジェクトが実施の過程で行っ

た工夫も効率性の改善に貢献している。若干の問題点は指摘されるが、全体としては投入はプロジェクト活動に

適切かつ有効に活用され、投入に見合った成果の発現に貢献しており、効率性は確保されている。 
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（４）インパクト（予測） 

評価設問 

大項目 小項目 

情報源・デー

タ収集方法

調査結果 

 

・投入・アウトプット

の実績、活動の状況

に照らし合わせて、

上位目標はプロジェ

クトの効果として発

現が見込まれるか

（事後の評価におい

て効果の検証ができ

るか） 

プロジェクト

記録 

実施機関コメ

ント 

上位目標の達成には、全国各地の警察官、警察職員の意識改革が必要である。意識改革は時間がかかるものである。予算

上の制約もあり、上位目標の達成は容易ではないが、インドネシア国家警察上層部には上位目標をできるだけ早く達成し

たいとの強い意志が見られる。この意志がある限り上位目標は早晩達成するものと思われる。なお、インドネシア側は本

プロジェクト開始の初期にジャワ島東部、中部、西部各１か所にコピー署を設定し、コピー署においてブカシの成果を展

開するとともに、コピー署の数を順次増加することを考えていた。しかしながら、ブカシに設置されたような高額設備を

全国の警察署すべてに設置することには無理がある。調査時点においては、上位目標達成にいたる詳細な計画は示されて

おらず、いつ、どのように達成されるかを判断するのは時期尚早である。 

・上位目標の達成によ

り相手国開発計画へ

のインパクトは見込

めるか 

プロジェクト

記録 

実施機関コメ

ント 

国が安全であるということは、国の開発の基礎である。インドネシア国家警察が市民から信頼と協力を得て治安維持にあ

たれば、現状よりは治安は安定する筈であり、開発計画に大きなインパクトが見込める。 

上位目標

達成の見

込み 

・上位目標の達成を阻

害する要因はあるか 

プロジェクト

記録 

実施機関コメ

ント 

上位目標を達成するためには、警察官一人一人の自覚と意識付け必要である。警察官に限らず公務員のモチベーションの

高揚のためにはステータス面あるいは給与面でのインセンティブが必要であろう。そのためには警察予算の増額が課題と

なろう。また、ブカシ並みの設備を全国の警察に整備するためには大きな資金が必要となる。上位目標の達成のためには

ブカシモデルをさらに磨き上げること、特にあまりお金のかからないインドネシアに適したシンプルなモデルを確立する

ことが望まれる。 

種々困難はあるがインドネシア国家警察幹部には上位目標をできるだけ早く達成したいという強い意志が感じられる。こ

の意志があるかぎりいずれは達成されるであろう。 

・上位目標とプロジェ

クト目標は乖離して

いないか？ 

プロジェクト

記録 

実施機関コメ

ント 

上位目標は「インドネシア国各地の警察署と警察職員により市民警察としての活動が展開される。」ことであり、プロジ

ェクト目標はそのためのモデルをブカシにおいて確立することである。両者の間に整合性はある。プロジェクトの実施面

において PDM 上の活動や目標の解釈が分かれた場合もプロジェクト関係者は上位目標を念頭においてそれにそって柔軟

かつ適切に解釈し、活動をすすめている。 

因果関係

・プロジェクト目標か

ら上位目標に至るま

での外部条件は現時

点においても正しい

か？ 外部条件が満

たされる可能性は高

いか？ 

「ブカシ警察

署において得

られた成果を

他署で展開、

実施する活動

が行われる」

か。 

インドネシア側は本プロジェクト開始の初期にジャワ島東部、中部、西部各１か所にコピー署を設定し、コピー署におい

てブカシの成果を展開するとともに、コピー署の数を順次増加することを考えていた。しかしながら、ブカシに設置され

たような高額設備を全国の警察署すべてに設置することには無理がある。したがい、どのような形で全国展開を図るかを

改めて検討する必要があろう。その詳細な検討は終了時評価調査団の権限・能力を超えたものであるが以下は調査の過程

で聴取した専門家の意見である。関係者により検討されることが望まれる。 

・発現しはじめたブカシの成果をまず上部機関のジャカルタに波及させる。首都で「常識」となれば、地方への波及は加

速するのではないか。 

・モデルとしてブカシを選定した理由は、ブカシがもつ多面性がその一要素であったことを想起し、全国共通モデルとす

べき部分（鑑識技術、BKPM 活動等）と大都市、工業地域、商業地域、住宅地域、中小都市、農村、漁村等地域の特性

に応じた部分とにわけて複数のモデルを開発する。 

・全体として、より一層インドネシア国家警察に合致したものとするための研究を重ねていく（国の財政状態を考えると、

廉価で効果的なシステムの開発が重要）。 
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評価設問 

大項目 小項目 

情報源・デー

タ収集方法

調査結果 

 

波及効果 （上位目標以外のイン

パクト） 

  

（政策の策定及び法

律・制度・基準等の整備

への影響） 

プロジェクト

記録 

実施機関コメ

ント 

インドネシア国家警察自身による警察改革の動きとして、過去には考えられなかった汚職犯罪の取締りを挙げることがで

きるだろう。プロジェクトが直接影響を与えたわけではないが、他のドナーの存在も相まって、他国から注視されている

という環境が、警察改革の動きを支えているものと考える。また、プロジェクトから異動していった人材が、インドネシ

ア国家警察本部やジャカルタ警視庁等警察の中枢機関で活躍していることも、少なからず影響を与えているものと考え

る。 

実施機関の人事・組織・

予算等への影響 

 警察予算の詳細は不明であるが、2005 年 10 月 13 日付の長官通達（Skep 第 737 号「インドネシア国家警察の責務遂行に

おける POLMAS の運用に関する政策及び戦略」）による POLMAS（インドネシア版市民警察活動）推進により、本プロ

ジェクト関連の予算は増額されることが期待されるし、人事や組織運営に関しても変化が見られるものと思われる。 

（ジェンダー、人権、貧

富など社会・文化的側面

への影響） 

同上 怖い警察から善良な市民に優しい警察への転換によりジェンダー、人権、貧富など影響を与えると思う。人権擁護は市民

警察の一つのテーマでもありうる。 

（環境保護への影響） 同上 環境保護への影響は、正負とも特に見あたらない。 

上位目標

以外のイ

ンパクト

は生じた

かいるか

（技術面での変革によ

る影響） 

同上 通信指令システムの試行により、無線機の重要性は「上から下への命令伝達ツール」としての性格から、「下から上への

報告ツール」としての性格に変化しつつあり、結果、「組織として一市民に対応する」「係員であっても責任をもった警

察活動を行う」という意識改革につながる。 

鑑識技術の向上はこれまでの自白重視の捜査から証拠重視の捜査に変わる可能性が高い。 

人種・民族・性別・宗教・

社会的階層などの違い

により、異なったインパ

クトが生じているか？ 

同上 ・文化や宗教を背景として、治安維持のシステムに違いがあることは、インドネシア国家警察自身の認識していることで

ある（特に、宗教・民族対立のある地域、宗教色の強い地域）。プロジェクトの成果が、そのまま全地域に合致すると

は思えず、その意味では、ある種の混乱が生じるかもしれない。インドネシア側の努力で工夫をしていくことが望まれ

る。 

負のイン

パクトは

生じてい

るか。その

対応策は

とられた

か。 

・その他の負の影響はあ

るか？ 

同上 特に見当たらない。 
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評価設問 

大項目 小項目 

情報源・デー

タ収集方法

調査結果 

 

インパク

トの総合

評価 

  【上位目標達成の見込み】 

上位目標の達成には、全国各地の警察官、警察職員の意識改革が必要である。意識改革は時間がかかるものである。予算

上の制約もあり、上位目標の達成は容易ではないが、インドネシア国家警察上層部には上位目標をできるだけ早く達成し

たいとの強い意志が見られる。この意志がある限り上位目標は早晩達成するものと思われる。なお、インドネシア側は本

プロジェクト開始の初期にジャワ島東部、中部、西部各１か所にコピー署を設定し、コピー署においてブカシの成果を展

開するとともに、コピー署の数を順次増加することを考えていた。しかしながら、ブカシに設置されたような高額設備を

全国の警察署すべてに設置することには無理がある。調査時点においては、上位目標達成にいたる詳細な計画は示されて

おらず、いつ、どのように達成されるかを判断するのは時期尚早である。 

【その他のインパクト】 

プロジェクトは、各方面の注目を集め、インドネシア国家警察副長官他警察上層部、ジャカルタ警視庁他インドネシアの

他の地域の地区警察本部の警察官、国会議員、ブカシ市役所、ブカシ市民と多方面からプロジェクト視察が相次いだ。こ

れらにより、市民の理解と協力が高まり、プロジェクト開始当初は BKPM 建設用地の手配も困難であったが、後半におい

ては、地方行政当局や市民の側から土地は提供するのでさらに BKPM を増やしてほしいとの要望がよせられている。 

その他、他のプラスのインパクトも出始めているがその度合いを判断するのは時期尚早である。マイナスのインパクトは

見あたらない。 

以上、全体として本プロジェクトではポジティブなインパクトが予測される。 
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（５）自立発展性 

評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 

調査結果 

 

・政策支援は協力

終了後も継続す

るか 

専門家、C/P、
実施機関アン

ケート及びイ

ンタビュー 

国家レベルでは、警察改革は重要政策である。次項に見るいわゆる POLMAS 通達により、今後市民警察活動に対

する予算・人員面での配慮も増大することが期待できる。 

 

政策・制度

面 

・関連規制・法制

度は整備されて

いるか。整備さ

れる予定か 

同上 インドネシア国家警察は 2002 年の警察法改正によってそれまでの、陸軍、海軍、空軍とともに国軍を構成する警

察軍から大統領直属の「市民警察」へと転換したが、国軍の一部として長い歴史に裏付けられた計画遂行能力をも

つ組織である。警察改革はインドネシア開発政策における優先分野の一つである。市民警察とは、Masyarakat（コ

ミュニティー）に対して安全及び秩序並びに人権の保護を提供するものであり、その活動の基本方針は、 

「Community Policing（CP）（コミュニティポリーシング）」とされた。Community Policing（CP）とは、「Community 
Oriented Policing（コミュニティを指向した警察活動）」「Community Based Policing（コミュニティに基礎をおく警

察活動）」、「Neighborhood Policing（近隣警察活動）」等様々な呼び名で呼ばれたがそれがインドネシアにおいては

具体的に、どのような形でインドネシア社会に適応されるかは、明確には示されていなかった。 

このような背景のもとに、この数年間、インドネシア国家警察の改革プロセスを支援するドナー機関は、コミュニ

ティポリーシング（CP）の振興プロジェクトに対する支援を実施している。 初に（2001 年）、西ヌサトゥンガラ

警察本部は、「Partnership（パートナーシップ）」の支援を受け、Mataram 国立大学と協力して「地域社会を指向し

たインドネシア国家警察の振興」というプロジェクトを実施した。その後、いくつかの州警察本部で同様のプロジ

ェクトが行われている。例えば、西カリマンタン警察本部、東ジャワ警察本部及び西ジャワ警察本部では、国際移

住機構（IOM）の支援により、コミュニテーポリーシング（CP）を実施し、Polsek（分署）レベルに「警察と住民

のパートナーシップ」フォーラムの形成をすすめた。ジャカルタ警視庁/ブカシ警察署（Polres Bekasi）は、日本（JICA）

の支援により、日本の「交番」のパターンを採り入れることにより、コミュニテイポリーシング（CP）のプログ

ラムを展開している。ジョクジャカルタ警察本部では、アジア財団の支援により、コミュニテイポリーシング（CP）
のプログラムを展開している。 

インドネシア国家警察では、こうしたいくつかのプロジェクトを通じたコミュニティポリーシング（CP）モデル

を観察し、その長所とインドネシアの伝統的な住民による「自主保安制度、Siskamswara: Sistem Keamanan Swakarsa」
を組み合わせたインドネシア流コミュニティーポリーシングのモデルとして「POLMAS」モデルを作成し、2005

年 10 月 13 日本・インドネシア国家警察長官通達 SKEP/737/X/2005「インドネシア国家警察の任務遂行における

POLMAS モデルの運用に関する政策及び戦略」を打ち出した。（以上同通達別添書類より引用）。 

この通達のなかで POLMAS 推進の具体的な例として、本プロジェクトがブカシの BKPM 活動に導入した警察と市

民のフォーラム、警察官の受け持ち地域制度、巡回訪問制度等も取り入れられている。 

また、本プロジェクトの他のコンポーネントである、現場鑑識や通信指令については直接同通達の中では触れられ

ていないが、誠実、公正と並び真実、確実、有効の重視がうたわれており、その面から現場鑑識も通信指令もジャ

カルタ警視庁等から注目されている。良しとなれば国家政策のなかで取り入れられていく可能性が高い。 
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評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 

調査結果 

 

・協力終了後も効

果を上げていく

ための活動を実

施するに足る組

織能力はあるか

（人材配置、意

思決定プロセス

など）） 

同上 インドネシア国家警察は長い歴史をもつ強固な組織能力をもつ組織である。しかし警察改革は、まさに種まきを

して芽が出かかっている状態である。いま少し、手を入れ続ける必要があると思われる。 

なお、移転技術の普及のための講師はインストラクター級の者が行うことが望ましいが、階級社会の中で下の者

が上の者に教養することは難しい点がある。 

 

組織・財政

面 

 

・経常経費を含む

予算の確保は行

われているか。

当該国側の予算

措置は十分に講

じられているか 

同上 インドネシア国家警察では POLMAS 推進を 重要事項の一つと捉え、予算面、人員面でも優先するとしている。

事実 2007 年の POLMAS 推進のための予算は 2006 年の 20 倍に増加している。 

また、メトロブカシ警察署の予算も 2006 年の 25 億ルピアから 2007 年の 55 億ルピアへと大幅に増加している。 

今後も警察改革には必要とする予算が配分されるものと思われる。 

普及のメカ

ニズムはで

きているか 

ブカシで得られた

成果を全国に展開

する体制はできて

いるか 

 インドネシア側はブカシの成果を他に普及するためにコピー署の制度をつくる等の努力をしているが、それだけ

では全国普及は困難であろう。ブカシで育った人材が警察官教育・訓練施設で教官をつとめるとか次の拠点署で

現場の中心となる等、有効な部署に配置するシステムをつくりあげることが望まれる。また、普及に適した簡便

なモデルを創出することも必要であろう。 

・プロジェクトで

用いられる技術

移転の手法は受

容されつつある

か。（技術レベ

ル、社会的・慣

習的要因など） 

同上 技術移転の手法は容認されつつあるが、機材の補充が自助努力でできるかは問題である。 

 

技術面 

・資機材の維持管

理は適切に行わ

れているか 

同上 必要な消耗品の適切な補充を含め、機材の維持管理に関し、現状では不安が残る。今後この面での強化が必要と

思われる。なお、資機材の投入にあたっては、維持管理面にも留意する必要がある。 

社会・文

化・環境面 

・女性、貧困層、

社会的弱者への

配慮不足、環境

への配慮不測に

より持続的効果

を妨げる可能性

はないか 

同上 特段には見当たらない。 
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評価設問 

大項目 小項目 

情報源・データ

収集方法 

調査結果 

 

総合的自立

発展性 

 

上記のような側面

を総合的に勘案し

て自立発展性は高

いのか低いのか。 

 インドネシアでは、良いものに対しては素直に受け入れるし、早い順応性があり、自立心も旺盛である。 

警察改革はインドネシアにとって重要な課題との認識が幹部にはあるが、自立発展性はインドネシア国家警察幹

部がプロジェクトの成果をどう評価するかにかかっている。よいとなれば一気に広がる可能性はあるが、現時点

では予測困難な部分もある。 

インドネシア国家警察は 2002 年の警察法改正によってそれまでの、陸軍、海軍、空軍とともに国軍を構成する警

察軍から大統領直属の「市民警察」へと転換した。市民警察とは、Masyarakat（コミュニティー）に対して安全及

び秩序並びに人権の保護を提供するものであり、その活動の基本方針は、「Community Policing（CP）（コミュニテ

ィーポリーシング）」とされた。Community Policing（CP）とは、「Community Oriented Policing（コミュニティー

を指向した警察活動）」「Community Based Policing（コミュニティーに基礎をおく警察活動）」「Neighbourhood Policing
（近隣警察活動）」等様々な呼び名でよばれたがそれがインドネシアにおいては具体的に、どのような形でインド

ネシア社会に適応されるかは、明確には示されていなかった。 

このような背景のもとに、この数年間、インドネシア国家警察の改革プロセスを支援するドナー機関は、コミュ

ニティーポリーシング（CP）の振興プロジェクトに対する支援を実施している。 初に（2001 年）、西ヌサトゥン

ガラ警察本部は、「Partnership（パートナーシップ）」の支援を受け、Mataram 国立大学と協力して「地域社会を指

向したインドネシア国家警察の振興」というプロジェクトを実施した。その後、いくつかの州警察本部で同様の

プロジェクトが行われている。例えば、西カリマンタン警察本部、東ジャワ警察本部及び西ジャワ警察本部では、

国際移住機構（IOM）の支援により、コミュニティーポリーシング（CP）を実施し、Polsek（分署）レベルに「警

察と住民のパートナーシップ」フォーラムの形成をすすめた。ジャカルタ警視庁／ブカシ警察署（Polres Bekasi）
は、日本（JICA）の支援により、日本の「交番」のパターンを採り入れることにより、コミュニティーポリーシ

ング（CP）のプログラムを展開している。ジョクジャカルタ警察本部では、アジア財団の支援により、コミュニ

ティーポリーシング（CP）のプログラムを展開している。 

インドネシア国家警察では、こうしたいくつかのプロジェクトを通じたコミュニティーポリーシング（CP）モデ

ルを観察し、その長所とインドネシアの伝統的な住民による「自主保安制度、Siskamswara: Sistem Keamanan 
Swakarsa」を組み合わせたインドネシア流コミュニティーポリーシングのモデルとして「POLMAS」モデルを作成

し、2005 年 10 月 13 日本・インドネシア国家警察長官通達 SKEP/737/X/2005「インドネシア国家警察の任務遂行

における POLMAS モデルの運用に関する政策及び戦略」を打ち出した（以上同通達別添書類より引用）。インド

ネシア国家警察では POLMAS 推進を 重要事項の一つと捉え、予算面、人員面でも優先するとしている。 

この通達の具体的内容には、本プロジェクトがブカシの BKPM 活動に導入した受け持ち地域制度、巡回訪問制度

等も取り入れられている。 

また、本プロジェクトの他のコンポーネントである、現場鑑識や通信指令については直接同通達のなかではふれ

られていないが、誠実、公正と並び真実、確実、有効の重視がうたわれており、その面から現場鑑識も通信指令

もジャカルタ警視庁等から注目されている。良しとなれば国家政策のなかで取り入れられていく可能性が高い。

本プロジェクトのもたらした成果はそれがシステムであれ、個別技術であれインドネシア国家警察によって維持

発展されていくか否かはインドネシア国家警察幹部に良しと認められか否かにかかっており、認められる可能性

は高い。自立発展性はかなり高いといえる。 
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Ver.24November 2006 
PDM 上の活動 実際の取り組み 取り組みへの評価 

現場保存やコマンド･センター機能強化に向けた訓練を署をあげて実施 

中間幹部の機能強化の必要性を認識、特に、分署長を対象とした訓練計画策定

に賛同 

BKPM勤務員の本音を聴取するため署長が勤務員を集めてミーティングを開催 

署長へのレターを活

用した各種の提言活

動（すべての分野を

カバー） 

※ 署長対象 

個々の問題への意識付けと、専門家か

ら冷静に観察されているとの意識付

けに有効（見られることで変化をはじ

める） 
幹部会議において、署長からの諸注意事項に織り交ぜて活用 

分署長を対象とした

トレーニングの実施

※ 分署長対象 

分署長は組織の中におけるキーパー

ソンであることの意識付けに有効 

現場のコマンダーとしての機能のほか、人材育成や組織の神経として機能すべ

きことを認識しはじめている。 

３回の試験配置を実施（１か月程度）、それぞれ終了後に成果発表とレポート

提出、今後、その成果を取りまとめる予定 
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業務管理、

人事管理の

実態を把握

し、組織の

活性化に必

要な課題を

特定する。 KA-BKPM （ BKPM
長）の試験配置 

※ 交番所長対象 

KA-BKPM の任務と役割を模索、実際

に BKPM で勤務しながら考える場と

して有効 
BKPM 勤務員からもアンケートを聴取、KA-BKPM のあるべき姿を取りまとめ

る予定 

分署長を対象とした

トレーニングの実施
分署長自身の技能向上に有効 分署員に対する教養の効果が出現 

分署単位での通信指

令・現場保存・現場

鑑識活動訓練の実施

分署員の技能向上に有効 コンテストや実際の現場において、報告連絡が活性化、現場保存技能が向上 

KA-BKPM （ BKPM
長）の試験配置 

KA-BKPM候補者の実践的訓練の場と

して有効 

特に、ブカシ県警察署に無償資金協力で建設が予定されている KA-BKPM 候補

者を配置 

BKPM 勤務員から意

見聴取（短期専門家

の活動） 

BKPM 活動の見直しに有効 BKPM 勤務員の実体験を通じて得た知見を把握 

BKPM 勤務員に対す

る各種教養（現場保

存要領、無線使用要

領、柔道） 

BKPM 勤務員が平素の活動を遂行す

るうえで有効 
知識と技術の裏打ちがあって初めて毅然とした態度が可能 

1-2 

分署の活動

促進、交番

活動等実施

可能な改善

策 を 試 行

し、モニタ

リングを行

う。 

「POSPOL マニュア

ル」（ドラフト段階）

の作成 

プロジェクトの成果を全国波及させ

ていくうえで有効 
初の POSPOL 活動に関する具体的マニュアルとなり得るもの 

BKPM 活動の促進 
市民との協働活動の促進に有効

（FKPM の機能） 
地域の問題解決活動が円滑に推進 

行政機関との連携 
予算面をはじめ、市や県を巻き込むこ

とは、プロジェクト推進に重要 
BKPM や POSPOL の土地等が提供 

1-3 

業務範囲、

職務執行権

限等の改善

策を検討す

る。 
BKPM 勤務員、サマ

プタ勤務員に対する

柔道・護身術の教養

第一線の職務執行力を向上させるう

えで有効 

 

 

不必要な実力行使をせず、受傷事故を防止するためには、技の基礎が必要 
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PDM 上の活動 実際の取り組み 取り組みへの評価 

BKPM 勤務員に対する柔道訓練を通じ、各自警察官としての自覚と自信が現れ

はじめ、その効果として心にゆとりが生まれ、市民に優しく接することができ

るようになってきた。特に、女性警察官の職務執行力の向上が見られる。 

訓練の際、SAMAPTA 勤務員から、犯人逮捕時における実力行使を 小限度に

とどめた執行務に心掛けているというエピソードを聞いた。 
1-4 

受傷事故防

止の為の訓

練を実施す

る。 

署長の提言で道場を

作り、BKPM 勤務員

と SAMAPTA 勤務員

及び MAGANG を対

象に逮捕術訓練指導

訓練により、各勤務員は市民の安全と

生命、財産を守る事を自覚してきた。

警察官自身も自分の身を守るととも

に警察官としての自覚が現れてきた。 MAGANG においては、警察官としての責務と強い警察官としての自覚を持た

せるための教育を行っており、アンケートを実施した結果、警察官としての自

覚が見えてきた。 

BKPM で防犯チラシ

を作成・市民に配布
視覚に訴える情報として有効 管内の犯罪・事故発生状況、迷子等の情報を提供 

BKPM で「交番新聞」

作成を試行 

BKPM を身近な存在とする手段とし

て有効 

管内の犯罪・事故発生状況に加え、署管内あるいは全国的な携行をデータを用

いて説明 

コマンド・センター

のポスター・チラシ

作成 

コマンド・センターの存在をアピー

ル、市民からの早い通報を期待 
コマンド・センターのイメージ写真と電話番号を記載 

BKPM において収集

した情報の文書化 

情報が下から上へスムーズに流れる

ことは、組織機能強化に重要 
関係幹部を経て署長まで報告、署として情報を共有可能 

1-5 

市民に対す

る 広 報 活

動、情報収

集・情報管

理システム

を 改 善 す

る。 

巡回連絡実施結果の

管理方法の検討中 

個人情報の保護、停電対策として手動

管理とすることを提案 
ロッカー等の文書収納施設が脆弱、電気事情が不安定 

バリ州警察本部観光

警察官に対するトレ

ーニング 

ジャカルタ警視庁各

警察署幹部（分署長）

に対するトレーニン

グ 

ジャカルタ西警察署

幹部警察官のトレー

ニング 

きわめて有効であるとの評価 具体的活動を通じて得たノウハウを教授 

国家警察本部レベル

での WG における活

動報告 

セミナーでのプロジ

ェクト活動紹介 

警察部内での周知を図るだけでなく、全国の市民代表を招いたセミナーでは、

プロジェクトの取り組みを具体的に紹介 

1-6 

ブカシ警察

署改革モデ

ルに関する

情 報 の 提

供、発信を

行う。 

ホーム･ページでプ

ロジェクトの活動を

紹介 

 

広く広報ができ、きわめて有効 

多くの国民・市民、関係者に対し広範囲に大量の情報を提供でき、きわめて有

効（日本、韓国での TV 放送、新聞報道も含む） 
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PDM 上の活動 実際の取り組み 取り組みへの評価 

  各種視察・訪問・取

材に対する対応 

  

現場鑑識活動の中で

足こん跡鑑識技術の

教養の重要性を考え

る。 

足こん跡鑑識の重要性と活用及び足

こん跡の分類方法の教養 
足こん跡鑑識の重要性と活用及び足こん跡の分類方法の教養 

交番勤務員（44 名）に対し「現場保存」と「指紋採取の実習」 

メトロブカシ警察署分署員（70 名）に対し「現場保存の実習と講義」実施  

メトロブカシ警察署分署員（70 名）に対し「現場保存の実習と講義」実施  

「現場保存要領および通信訓練」実施（ブカシ県警察署） 

「幹部に対する現場保存要領および通信訓練」実施（ブカシ県警察署） 

BKPM 勤務員に対する、指紋検出訓練の実施（メトロブカシ警察署） 

BKPM 勤務員に対する、指紋押なつ訓練の実施（メトロブカシ警察署） 

鑑識係員だけの鑑識

技術の向上だけで

は、現場鑑識活動を

スムーズに行うこと

はできない。 

現場保存訓練を行うことで、鑑識係員

以外の警察官に現場の重要性を教養

する。 

ブカシ県警察署「15 分署代表員に対する現場保存要領」教養実施 

ブカシ県警察署 15 分署刑事係員を主体にした「現場保存および現場鑑識活動

コンテスト」 

メトロブカシ警察署七分署、各分署長に対する現場保存活動訓練を実施 

メトロブカシ警察署七分署の「現場保存・現場鑑識活動・通信コンテスト」実

施 

現場保存訓練を行う

ことで、鑑識係員以

外の警察官に現場の

重要性を認識させ

る。 

現場保存訓練を行うことで、鑑識係員

以外の警察官に現場の重要性を教養

する。 

メトロブカシ警察署各係の下級幹部対象による鑑識教養の実施 

現場鑑識活動の内容

を説明し、現場の重

要性について認識さ

せる。 

メトロブカシ警察署 POSPOL 勤務員に対する鑑識教養の実施 

2-1 

現場鑑識業

務の実態を

把握し、技

術、システ

ム上の問題

点を抽出す

る。 

現場保存訓練を行う

ことで、鑑識係員以

外の警察官に現場の

重要性を教養する。

現場保存訓練を行うことで、鑑識係員

以外の警察官に現場の重要性を教養

する。 
ブカシ県警察署15分署刑事係員を主体にした第２回「現場保存および現場鑑識 

活動コンテスト」実施 

現場指紋採取マニュアル No.３「混合粉末・刷毛法」 

「ニンヒドリン・アセトン溶液（浸漬法）」マニュアル 
2-2 

鑑識技術に

かかるマニ

ュアル、研

修用教材を

作成する。 

現場指紋採取マニュ

アルの作成 

文書に残すことで事後の教養に有効

である。 
「エマルゲン・ブラック（浸漬法）」マニュアル 

現場資料の採取と立

証措置 

現場の観察方法や現場資料の収集方

法に効果がある。 
正しい現場の観察方法や現場資料の収集方法の教養 2-3 

鑑識技術の

向上に向け

た必要な訓

練を実施す

る。 

無償①機材配布のコ

ピー３署（チマヒ署、

クンダル署、シドア

無償①で配布した機材の取扱要領の

説明を実施 

チマヒ警察署にて刑事課長等（５名）及び鑑識係員（８名）に対し、鑑識セミ

ナー実施 
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PDM 上の活動 実際の取り組み 取り組みへの評価 

ルジョ署）等の鑑識

係員に対し、鑑識セ

ミナー実施 

 

クンダル警察署鑑識係員（５名）に対する鑑識セミナー実施 

鑑識係員に対する写

真鑑識技術の教養 

鑑識係員に対し現場写真技術移転を

行うことにより、自信をもって現場鑑

識活動を行うことができる。 

鑑識係員に対し現場写真（屋内・屋外・パノラマ）・証拠品・指紋・足こん跡

の写真撮影要領及び暗室技術（白黒フィルム・印画紙の現像焼付け）等の技術

移転 

鑑識係員に対する足

痕跡鑑識技術の教養

鑑識係員に対し足こん痕跡鑑識技術

移転を行うことにより、自信をもって

現場鑑識活動を行うことができる。 

鑑識係員に対し足こん跡検索要領、足こん跡採取要領（石こう法、アセテート

紙転写法、静電気法）、遺留足こん跡の透過撮影、履物底撮影要領、足こん跡

対照要領等 

鑑識係員に対する指

紋照合教養 

実際の事件現場から採取した現場指

紋を使っての生の教養の実施 
「ブカシ県警察署管内」発生の事務所荒らし関係者指紋の選別対照訓練の実施 

  

鑑識係員に対する教

養 

特にブカシ県警察署鑑識係員に対す

る教養を実施 
ブカシ県警察署ニンヒドリン法、シリコンオイルの使用方法を教養実施 

指紋鑑識技能検定（A
級、B 級）実施 

メトロブカシ警察署９名ブカシ県６名検定合格 

写真鑑識技能検定（A
級、B 級）実施 

メトロブカシ警察署９名ブカシ県６名検定合格 

足痕跡鑑識「斜光線

を活用した検索、粘

着シート転写法（タ

イル上）、対照結果、

静電気法、石こう法」

の各項目について検

証実施 

鑑識係員として現場活動に対する自

信の植え付けに効果がある。 

足こん跡鑑識項目について検証実施 

指紋鑑識技能検定試

験実施（インストラ

クター、A、B 検定）

実施 

インストラクター級３名、Ａ級 10 名、Ｂ級９名検定合格 

2-4 

鑑識技術認

定制度を導

入する。 

写真鑑識技能検定試

験実施（インストラ

クター、A、B 検定）

実施 

インストラクター級を育成すること

で、他方への指紋鑑識技術の普及に効

果がある。 

インストラクター級３名、Ａ級８名、Ｂ級８名検定合格 

2-5 

現場鑑識業

務にかかる

モニタリン

グを行う。 

女性警察官の起用 

女性警察官、鑑識係員の起用により事

件によってはより効果的な場合があ

る（強姦事件、被害者遺族が女性の場

合） 

 

 

女性鑑識係員３名採用 
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「現場鑑識」等他の

専門家から、警察官

の現場活動の状況を

聞き取り 

当初、現場活動が全く不十分であった

ことから、現場保存と現場からの報告

要領を組み合わせて訓練実施。現場活

動能力は向上しつつある。 

現場における活動能力は向上したとの現場鑑識専門家からの言あり。 

C/P、指令室係員から

の聞き取り（OJT） 

分署から報告がない理由が判明。（イ

ンドネシア警察の文化的背景等が理

由） 

「間違った報告をすれば、怒られるから報告したくない」。指令官が分署と直

接連絡することで改善中 

3-1 

通信指令の

現状を把握

し、問題点

を 抽 出 す

る。 
教養・訓練時におけ

る分署員との意見交

換 

署長へのレター（組織運営）に問題点

を盛り込むことで、幹部への意識付け

が可能。 

分署における格差は依然存在するので、分署長への教養を実施中 

コマンドセンターを

オペレーション課に

配置。 

従来、副署長直轄の組織であったもの

を、インドネシア警察の実情に即した

ものに位置づけ 

他の警察署からの視察あり。警視庁でもオペレーション課傘下に組織 

専任指令官（３交替

24 時間）を配置（メ

トロ） 

以前、事件指揮官（kspk）が指令官を

兼務していたが、常駐の指令官を配置

し 24 時間体制を確立（ブカシ県では

係員のみ） 

06，11 ジャカルタ警視庁にも、通信指令官が配属（常駐）され、運用開始。

ブカシがモデルに。 

指令室へ情報を集約

する体制確立 

これまで分署に対して報告していた

流れを、指令室に直接報告すること

が、定着しつつある。 

事件発生時に、指令室が分署の管轄を超えて、他の分署などのパトカーにも指

令する事例あり。 

指令のルール試行 

インドネシア版ルールのドラフトに、

今後の訓練の結果から得られた改善

点を加除していく。 

「市民のために迅速に」対応するため、試行。おおむね定着。インドネシア警

察のスタンダードにすることが課題 

3-2 

通信指令体

制の改善モ

デルを確立

する。 

指令室を組織図上の

正式組織として認知

させる 

現在はブカシでの試行組織であるた

め、正式な組織としての認知にいたっ

ていない。 

手当て、昇任等の人事面の保障がされるよう、警視庁等へ働きかけを実施。（ワ

ーキンググループ）係員の意欲を維持するために今後の課題 

「指令室の役割と重

要事件発生時の措

置」（指令ルール）

実務・訓練による試行を元に作成した

ドラフトであるので、全国展開に向け

有効 

細部についての検討を要する。インドネシアの組織に即したものとなることが

重要である。 

通信指令の流れ（パ

ワーポイント） 

上記ルールと指令室員の活動内容を

紹介。部内教養資料となりうる。 
指令室長がインドネシア語で作成 

通信指令室（パワー

ポイント） 
部内教養資料として有効 指令室長がインドネシア語で作成 

「現場保存」（パワ

ーポイント） 

鑑識・教育訓練専門家との合同訓練に

際し有効 
教育訓練専門家が、インドネシア警察スタンダード化に向け、関係部署と協議 

3-3 

通信指令技

術 に か か

る、マニュ

アル及び研

修用教材を

作成する。 

分署における「現場

からの報告要領」訓

練関係資料 

訓練要領、事件想定、評価等の一連の

資料で、他の警察署などへの訓練方法

紹介に有効 

バリ警察のブカシにおける研修の際、資料を交付 
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PDM 上の活動 実際の取り組み 取り組みへの評価 

  

通信指令マニュアル

指令室組織・運用・指令ルール・訓練・

エピソードを網羅したマニュアルを

作成中。全国展開に有効 

指令室長が作成中。C/P との協議により、インドネシア側が作成することを模

索（未完成） 

現場先着警察官に対

する訓練（サマプタ

（パトロール）、交

番員） 

無線機を使用することの意識付けの

点で有効 
現場から無線通話を行うことは日常になってきた。 

分署オペレーターに

対する訓練（副分署

長、当直長対象）（分

署オペレーター対

象） 

分署が認知した事件が指令室に上が

らない経緯あり。報告すべき事件を明

記することで改善 

電話による通報数が少ない現状から、分署への直接通報をいかに報告させるか

が課題。要訓練 

指令室係員に対する

訓練：想定事件の通

話（図上）訓練 

係員は、階級の壁を越え指令できるよ

うになった。 
11 月、指令官３名が交替したことから、更なる訓練が必要 

分署長に対する訓練

（キーパーソントレ

ーニング）：「現場

保存」「現場からの

報告要領」 

分署長に対する訓練

（キーパーソントレ

ーニング）：現場保

存コンテスト 

現場に先着する全警察官に、現場から

の報告要領を教養するため、各分署に

模範チーム育成。分署長から訓練させ

ることで、分署長の能力向上を目指

す。現場初動措置が向上しつつある。

コンテストという目に見える目標があるため、各分署係員に意欲が見られる。 
3-4 

通信指令体

制 を 試 行

し、必要な

訓練を実施

する。 

私服警察官への教養

刑事課長等との協議は実施したが、私

服警察官への訓練は不十分。（コンテ

スト参加者のみへの教養にとどまる）

トーキンググループが異なることから、専務内部のみでの使用が大半。交通課

は、頻繁に使用。これらを巻き込んだ訓練は今後の課題 

現場初動活動指令チ

ェックリスト 

指令に関する好事例、悪事例を抽出。

署長へのレターなどに反映 
指令室員、幹部への現状把握・意識付け可能。事例検討材料として活用 

指令室月報（メトロ）
毎月、受理状況等を署長へ報告（指令

室長実施） 
幹部への意識付け可能 

事件受理簿の作成 

重要事件に関する指令内容等を記録。

当初未記載が見られたことから、改善

中 

事件の事後検討に活用可。分署での記録が不十分。要再教養 

3-5 

通信指令体

制のモニタ

リングを行

う。 

ジャカルタ警視庁と

の意見交換 

上部機関への働きかけ、全国展開に有

効 
警視庁で、コマンドセンター運用を開始。（施設は整備中） 

3-6 
警察無線機

器の維持・

無線機等の管理デー

タ 
配布先一覧等をパソコンで記録 分署単位での保管簿は未整備 
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PDM 上の活動 実際の取り組み 取り組みへの評価 

引継ぎ簿（BKPM 交

番等） 

無償で導入した BKPM では実施。 

POSPOL 等への波及を実施中 
交替勤務以外の制服員は、個別貸与のため、常時携帯 

故障・修理記録の保

存 
テレマティカで保管 予算不足から、消耗品の交換は、不十分な現状 

消耗品の予算要求 本部、警視庁へ働きかけ 国家警察本部での 2007 年度予算への盛り込み決定 

 管理体制が

整 備 さ れ

る。 

無線使用教養 

POSPOL（交番）勤務員への教養実施。

全署員への教養不十分。（不感問題の

影響も大。） 

「無線網整備」短期専門家からも指導 

上級幹部に鑑識の重要性に認識させ

ることに効果がある。 
国家警察本部ラムリー警察准将（鑑識課長） 

警察幹部に対する

C/P 研修の実施 
ジャカルタ警視庁鑑識課係長に日本

の鑑識の技術を勉強させ、重要性につ

いて認識させることに効果がある。 

ジャカルタ警視庁鑑識課ダルマ大尉 

時期幹部に対する鑑

識教養の実施 

時期幹部に対する鑑識の重要性につ

いての教養の実施 
SECAPA（士官候補学校）にて入校生（700 名）に対し、鑑識セミナー実施 

警察署鑑識係員に対

する C/P 研修の実施

日本の鑑識の技術を勉強させ、重要性

について認識させることで現場活動

で効果がある。 

メトロブカシ警察署鑑識係員ブリアント、ウッセップ係員 

時期上級幹部に対す

る鑑識教養の実施 

時期上級幹部に対する鑑識の重要性

についての教養の実施 
AKPOL（警察士官学校） にて入校生（300 名）に対し、鑑識セミナー実施 

警察官候補生に対す

る教養の実施 

研修中に勉強することで正規の警察

官になったときに効果がある。 
マガン 65 名に対し「現場保存要領」を鑑識係員と共に演技式教養を実施 

薬物捜査員に対し教

養を実施 

薬物捜査員に対し教養を実施するこ

とで、薬物捜査に役立たせることがで

きる。 

BNN において第２回薬物捜査技術向上トレーニングが行われたが、そこで指紋

検出の実演と指紋捜査について講義を実施 

4-1 

「 組 織 運

営」「現場

鑑識」「通

信指令」に

おける研修

コースの現

状 を 把 握

し、改善点

を 抽 出 す

る。 

警察幹部に対する

C/P 研修の実施 

幹部に鑑識の重要性に認識させるこ

とに効果がある。 
両署鑑識係長ウイルダント、サミアン係長 

無償資金協力②の鑑

識機材梱包内容説明

資料 

鑑識器材取扱要領 VCD 作成作成する

ことで広く教養ができる。 

無償資金協力②の鑑識器材取扱要領 VCD 作成：「梱包機材内容パワーポイン

ト」 

現場保存の重要性に

ついて教養 

「現場保存教養パワーポイント」を作

成し、各所属での教養を実施 
「現場保存教養パワーポイント」を作成し、各所属での教養を実施 

無償資金協力②の鑑

識機材の取扱要領の

教養 

取扱要領 VCD（指紋検出、写真撮影

等）を作成することで広く教養ができ

る。 

無償資金協力②の鑑識器材取扱要領 VCD（指紋検出、写真撮影等）を作成する

ことで広く教養ができる。 

4-2 

ブカシ警察

署で得られ

た成果をも

とに「組織

運営」「現

場鑑識」「通

信指令」の

分野につい

てマニュア

ル等を作成

する。 

「POSPOL マニュア

ル」（ドラフト段階）

作成 

プロジェクトの成果を全国へ波及さ

せていくうえで有効 
初の POSPOL 活動に関する具体的マニュアルとなり得るもの 



 

－
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PDM 上の活動 実際の取り組み 取り組みへの評価 

「現場保存実施要

領」に関する教材（学

生説明用、教官副読

本、共にドラフト段

階）を作成 

警察学校の学生に対し、現場保存の重

要性を認識させるうえで有効 

ドラフト段階ではあるが、国家警察本部、ジャカルタ警視庁の鑑識課、サマプ

タ及び警察学校担当教官等各担当者から好評を得ている 

「通信指令室の役割

と重要事件発生時の

措置」に関するルー

ル（ドラフト段階）

を作成 

組織内で情報を共有するうえで有効 現場の情報がコマンド・センターに集約されることとなる。 

鑑識資機材使用方法

に係る VCD を作成

（無償資金協力②で

投入した資機材） 

鑑識資機材を有効に活用できるだけ

でなく、鑑識活動の原理原則も理解で

きる教材である。 

現場鑑識活動を行ううえで有効な資機材に関する取扱説明書であり、視覚に訴

える教材である。 

  

逮捕術教本（ドラフ

ト段階）を作成 

現場警察官の職務執行能力を向上し、

受傷事故防止を図る上で有効 

柔道の技を織り込むなど、インドネシア警察におけるブラデリ・ポリシ（逮捕

術）にない技を紹介している。 

指令室長（プルバヤ

大尉：メトロブカシ）
指令に関する教養能力あり。 

部内教養、視察者等に対する説明、部下への OJT を単独で実施できる。資料作

成可能 

オペレーション課長

（ヨッシー少佐：ブ

カシ県） 

指令システムに関し、十分理解 単独で、部内教養能力あり 

指紋鑑識インストラ

クター級検定の合格
指紋鑑識技術の普及に効果的 指紋鑑識インストラクター級検定３名合格 

写真鑑識インストラ

クター級検定の合格
写真鑑識技術の普及に効果的 写真鑑識インストラクター級検定３名合格 

4-3 

「 通 信 指

令」の分野

において、

ブカシ警察

署で初任科

レベルの警

察官を指導

できる指導

官が養成さ

れる。 

C/P として、常時、意

見交換を実施、C/P
研修や国特研修への

参加機会を付与、機

会を捉えての実習活

動を継続 

各分野において、指導者が育成され

た。 

交番活動や通信指令の分野では、署員への教養資料を作成したり、バリ州警察

本部やジャカルタ警視庁から研修に訪れた警察官に対する教養を実施できる

まで能力が向上、また、現場鑑識分野では、現場鑑識技能検定インストラクタ

ー級合格者が、指紋分野で３名、写真分野で３名輩出できた（署員を指導でき

るＡ級については、指紋分野で 10 名、写真分野で８名輩出） 
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インドネシア国家警察支援プログラムの構成インドネシア国家警察支援プログラムの構成

国家警察長官政策アドバイザー

プログラム調整員

プログラムマネージャー

ブカシ・プロジェクト
2002年8月1日～

•プロジェクトリーダー兼組織運営分野
長期専門家（交番/BKPM等)

•通信指令分野長期専門家
•現場鑑識活動分野長期専門家
•教育訓練分野長期専門家
•各分野ごとの短期専門家

技術協力
無償資金協力

交番セットの供与
鑑識資器材の供与
警察無線網の整備

等

カウンターパート研修
長期専門家のカウンターパート
の日本で研修（2-3週間）

53名が参加

国別特設研修
•30歳代の若手幹部を対象
•日本の交番/駐在所・警察署で
約2ヶ月間研修
•履修者は計118名(毎年実施)

１期生 2002   (10 )
２期生 2002  (12 )
３規制 2003  (24 )
４期生 2004  (24)
５期生 2005  (24)
６期生 2006  (24)

薬物対策分野長期専門家

（国家警察本部薬物対策組織繁課）

バリ・プロジェクト
2005年7月1日～

バリ州警察における市民警察活動
(観光警察）促進プロジェクト

長期専門家兼バリ州警察本部長アド
バイザー１名常駐＋短期専門家

市民警察活動促進
「モデル・プロジェクト」
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《支援プログラムのスローガン》 

｢あわてず、あせらず、あてにせず。しかして、あきずに、あきらめず｣ 

《市民警察活動促進プロジェクトの柱》 

「警察が市民からの基本的信頼を得る」 

「市民からの通報に『誠実』に応える」 

「市民からの通報に『迅速』に応える」 

（原則･信条：「歯を喰いしばって物・金を極力やらない」 

「プロジェクトの活動を通じてブカシの警察署員と 

ブカシの市民の心を変える」 

「交番輸出プロジェクトに非ず。交番は『道場』だ」）  

 

１．プログラム全体 

 

●1999年４月、国家警察の国軍からの分離、政府決定。 

●2000年２月、川上大使とルスディハルジョ国家警察長官の会談。ルスディハルジョ長官より改

革支援に関する要請。なお、ルスディハルジョ長官は、支援を英、米などにも要請。 

●2000年３月、英国、長官アドバイザーとしてケント州警察副本部長Mike Bowron氏を派遣。 

●2000年５月、ルスディハルジョ長官訪日。日本政府に対し支援の再要請。 

●2000年６月～７月、調査団【警察庁山﨑警視長、折戸警部、佐藤技官】派遣。同年８月31日、｢イ｣

政府から、日本政府に対し、長官政策アドバイザーの派遣を含む｢イ｣国家警察改革支援の依頼

文書。調査団報告書及び同依頼文書に基づき、｢イ｣国家警察長官政策アドバイザー派遣を決定。 

●2000年８月18日、国軍から警察の分離に関する国民協議会（MPR）決定（決定第６号）。 

●2000年11月、スシロ･バンバン･ユドヨノ社会政治治安担当調整大臣の訪日。日本政府に対する

改革支援の要請。 

●2000年11月、英国アドバイザーMike Bowron氏帰国。彼の作成に係る「イ」警察の組織運営に

関する根本的問題点を列記した極秘メモが流出し、その内容に衝撃を受けたエルナ・ウィトラ

ー女史（ハビビ政権当時環境大臣）が代表を務める非営利法人Partnership for Governance Reform
に警察改革ワーキング・グループを設置。政治評論家アンディ・マラランゲン氏がWG委員長

に就任。 

●2001年２月、国家警察長官政策アドバイザーとして警察庁から山崎警視長（JICA長期専門家）

を派遣。アドバイザー使用のための車両供与。「イ」側との協働による日本政府の国家警察改革

支援プログラム策定作業に着手。 

●2001年４月、着任した竹内大使とビマントロ長官の会談。支援継続の確認。 

●2001年５月、在ジャカルタ邦人記者会との懇談会開催。以後、毎月開催中。 

●2001年６月、新警察法案を審議中のDPR（国会）第１・第２合同委員会各会派に対して、警察

有力OBロニー・リハワ氏の仲介により、日本の警察制度とりわけ公安委員会制度及び警察・自

衛隊との関係（治安出動）につき、山﨑国家警察長官政策アドバイザーが説明。 

●2001年７月、日英定期協議（インドネシア警察改革支援が主要議題となる）。 

●2001年７月、グス・ドゥル大統領の長官人事権限濫用とビマントロ長官の抵抗。グス・ドゥル

失脚。メガワティ大統領就任。 

●2001年８月、国家警察長官通達（Surat Perintah No.Pol.: Sprin/1665/Ⅷ/2001）に基づき、日
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本の改革支援事業に関するワーキング･グループ設置。９月５日第１回。定期的に開催中（現在

までに、45回開催。）。 

●2001年９月11日、アメリカ同時多発テロ事件発生。 

●2001年９月、メガワティ大統領訪日（公式実務訪問）の際、小泉総理主催夕食会に山﨑国家警

察長官政策アドバイザー招待。 

●2001年11月、ダイ・バクティアル国家薬物対策委員会（BNN）事務総長が、DPRの適性テスト

を経て、国家警察長官に就任。 

●2002年１月８日、新警察法が2002年法律第2号として発効。 

●2002年１月、「プロ技」第１次調査団（樋口警察庁国際１課長、野田外務相技術協力課長代理、

地域警察、装備資器材などの専門家、朝日監査法人）に対して、ダイ長官より、薬物対策分野

における支援の要請あり（短期専門家の派遣及び引き続き長期専門家派遣中）。 

●2002年１月、国家警察本部とPartnership for Governance ReformとのMOU締結（ダイ長官とエル

ナ女史）。 

●2002年１月、小泉総理訪「イ」に際し、警察改革支援が首脳会談のアジェンダとして取り上げ

られる。 

●2002年１月、国家警察本部人材開発担当次長カダリアント警察中将が、｢イ｣国家警察の予算で

訪日。日本警察の警察官採用、教養などについて視察。  

●2002年２月４日～３月28日、第１回国別特設研修（中堅警察士官の約２か月間にわたる交番、

警察署等での研修）。以後毎年度実施中。 

●2002年４月26日、プログラム定例会議を発足させる（プログラム内各コンポーネントの整合性

を計り、各コンポーネントの発展を促す目的。全専門家、JICA事務所担当及び大使館担当書記

官出席。）。以後毎週開催中。 

●2002年５月、ダイ国家警察長官一行が日本訪問（C/P研修）。村井国家公安委員長、田中警察庁

長官、竹内外務事務次官などと会談し、双方が、「イ」国家警察改革支援の強化を確認。日本警

察制度についてのブリーフィング、警視庁通信指令室、交通管制センター、数寄屋橋交番など

警察施設を視察。 

●2002年６月、ダイ国家警察長官の命により、ワールドカップ警備視察のため、大佐及び少佐２

名が訪日。 

●2002年７月14日～16日、田中警察庁長官が現職警察庁長官として初めて訪「イ」。ダイ国家警察

長官、スシロ･バンバン･ユドヨノ政治治安担当調整大臣、メガワティ大統領と会談。ブカシ警

察署における技術協力プロジェクト「市民警察活動促進プロジェクト」実施協議書署名式に出

席。メガワティ大統領からバヤンカラ勲章ウタマ賞の叙勲。 

●2002年７月、ダイ国家警察長官の命により、ジャカルタ、西ジャワ、東ジャワの各州警察本部

長らと国会第一委員会及び第二委員会の議員が、警視庁の通信指令システム視察のため訪日。 

●2002年８月１日ブカシ署における「市民警察活動促進プロジェクト」開始。安斎調整員着任。

プロジェクト車両２台供与。 

●2002年８月28日～30日、公明党副代表草川昭三氏来「イ」。ダイ・バクティアル国家警察長官、

スシロ・バンバン・ユドヨノ調整大臣表敬。ブカシ署視察。国別特設研修壮行会出席。 

●2002年10月12日、バリ爆弾テロ事件発生。警察庁緊急展開チーム派遣。バリ州警察、空港など

に対して警察犬、金属探知機、投光機、日本語教育、DNA鑑定技術移転など緊急支援。 
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●2002年11月12日、JJCと国家警察本部及びジャカルタ警視庁との第１回協議会開催（バリ事件の

発生を受けた「イ」政府の投資環境整備措置の一つ。）。以後、情勢の変化などを捉えて適宜開

催中。 

●2002年12月15日、組織管理運営専門家（プロジェクト・リーダー）井口専門家（警視庁警視）、

薬物対策長期専門家出宮専門家（兵庫県警察）着任。 

●2003年２月、後藤書記官（警察庁警視正）着任。３月、櫻澤書記官離任。 

●2003年４月、JICA、警察庁に対して派遣専門家の処遇改善問題提言。JICA派遣支援部により、

現行スキームにおける改善の手立てはおおむね終了したが、継続して検討中。 

●2003年６月23日～25日、メガワティ大統領公式訪問に、ダイ長官が随行。各国の警察機関のト

ップとして初めて宮中晩餐会へ招待。佐藤警察庁長官、田中前長官、竹内事務次官、川上JICA
総裁と会談。ダイ長官より、バリ州警察本部長アドバイザーの派遣要請。 

●2003年６月30日～７月３日、小田村警察庁国際部長来「イ」。「第57回警察創立記念日式典」出

席。ダイ長官との会談。ブカシ署視察。 

●2003年７月５日、ASEAN年・日「イ」月間の祭りに警察音楽隊出演。 

●2003年７月20日～23日、田中前警察庁長官来「イ」。セミナーでの基調講演及び「イ」警察幹部

に対する講演。ブカシ署視察。 

●2003年７月23日、セミナー「投資環境としての治安」開催。ダイ長官の開会スピーチ及び田中

前警察庁長官の基調講演。 

●2003年８月５日、JWマリオットホテル爆弾テロ事件。 

●2003年８月、バンコクにおける米国司法省のILEAセミナー（コミュニティ・ポリシング）に山

﨑プログラムマネージャー及び井口専門家招待。 

●2003年10月１日、独立行政法人「国際協力機構」が発足。技術協力プロジェクト実施に関する

ほとんどの権限が新JICAの裁量に委ねられたが、警察案件はすべて外務省技術協力課と合議す

ることとされた。 

●立花書房「警察学論集」10月号にて、プログラムの特集。 

●2003年10月10日、山﨑アドバイザー、警視監に昇任。 

●2003年10月1６日、バリ州警察本部長アドバイザー川原専門家（前警視庁警視長）着任 

（～2004.7.15）。 

●2003年10月30日、ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）理事会にてプログラム紹介。 

●2004年１月９日、警察大学院大学（PTIK）にて、日本のコミュニティポリーシングをテーマと

するワークショップ開催。プログラム関係者出席。 

●2004年２月、漆間警察庁次長がバリで開催されたテロ対策閣僚級会議に出席。日本警察の「イ」

警察及びバリ州警察支援などについてダイ長官、マデ・マンク・パスティカバリ州警察本部長

と会談。テロ対策、JECLECへの支援などについて、キーティ豪州連邦警察長官と会談。 

●2004年３月２日、飯村大使以下大使館員に対するプログラムの紹介。 

●2004年４月５日、国会（DPR）議員選挙。おおむね平穏に終始。 

●2004年５月、マカッサルにおける制服警察部隊によるデモ警備の混乱を受けて、国家警察本部

征服警察課長イトー准将（前バリ州警察本部監察官）、C/P研修。 

●2004年７月、警察庁において、インドネシアのプログラムを始め各国における国際協力プロジ

ェクト及び派遣専門家一人一人との指導調整連絡システム構築。 
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●2004年７月、茂田警察庁政策評価審議官来「イ」。「58回警察創立記念日式典」及び「JECLEC
発足式」出席。ダイ長官に表敬し、日本警察の支援継続意思表明。プログラム定例会議出席。

バリ訪問。 

●2004年７月～８月、国家警察長官アドバイザー、ロニー・リハワ氏（元監察総監）、C/P研修（府

県研修：山形）。 

●2004年８月、三谷警察庁外事情報部長来「イ」。ダイ長官、フィルマン・ガニジャカルタ警視庁

総監表敬。ブカシ署視察。 

●2004年８月25日、ODA民間モニター10名、プログラム・オフィス、薬物対策専門家オフィス、

ブカシ署訪問。プログラムについて質疑応答。 

●2004年９月１日、選挙支援北田多喜専門家、プログラム・オフィス来訪。選挙管理委員会に対

する支援（違反取締り）について意見交換。 

●2004年９月９日、オーストラリア大使館前爆弾事件。 

●2004年９月10日、茨城大学杉下教授（元読売新聞記者）プログラム・オフィス来訪。プログラ

ムについて説明。 

●2004年９月14日～17日、JICA担当森本補佐、大竹係員、警察庁国際課河野理事官来訪。 

●2004年９月17日、無償資金協力①（無線網整備・携帯無線機503台・車載無線機&GPS86台、現

場鑑識用資器材、薬物簡易鑑定キット（本部&10重点州警察本部）の供与等（５億1,800万円（470

万米ドル；434億ルピア相当））の交換公文署名（飯村大使・イ外務次官）。 

●2004年９月17日、黒木公使、フィルマン・ガニ警視総監に着任表敬。 

●2004年10月、ブカシ署がメトロブカシ署及びブカシ県署に分割（ブカシ県署は仮庁舎；ジョコ

署長）。 

●2004年10月７日、帰国中の山﨑プログラム・マネージャーが国家公安委員会にてプログラムの

概要説明。 

●2004年10月14日、黒木公使、アダン・ドラジャドン副長官に着任表敬。その後、国別特設研修

第4期生報告会に出席。 

●2004年10月、スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領就任。 

●2005年１月30日、組織管理運営専門家兼プロジェクト・リーダー、薬物対策専門家、それぞれ

の後任間野洋児警視（岡山県警察）、瀬戸眞吉郎警視（大阪府警察）着任。２月18日第39回ワー

キング・グループ後、国家警察本部幹部（刑事局長出席）、ジャカルタ警視庁幹部（副総監出席）、

BNN幹部（マンダギ顧問、アリフィン事務次長出席）、歴代ブカシ署幹部、国別特設研修製OB、

PLODメンバーらを招待して、NCB/Interpolロビーにて歓送迎ランチ開催。２月19日、井口・出

宮両長期専門家離任。 

●2005年３月27日～30日、吉村警察庁次長、竹内国際課長来｢イ｣。ダイ・バクティアル長官、ジ

ョコ・スマリオノ政治法務治安担当調整大臣府事務次官表敬、セミナー｢インドネシア警察のプ

ロフェッショナル化を向上させるための日『イ』協力｣（29日）における基調講演、ブカシ警察

署など視察。同行プレス（読売、共同、テレビ朝日）あり。 

●2005年３月29日、セミナー｢インドネシア警察のプロフェッショナル化を向上させるための日

『イ』協力｣、ホテル・ニッコー・ジャカルタにて開催。 

●2005年７月６日、大使館主催のODA有識者懇談会において、山崎プログラムマネージャーから

「インドネシアにおける警察支援」に関し講演。 
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●2005年７月８日、「イ」国家警察長官の交代。ダイ・バクティアル長官からスタント新長官（前

国家麻薬委員会事務局長）に。 

●2005年７月９日、二代目プログラムマネージャー兼国家警察長官アドバイザー植松警視監（警

察庁）及びバリ州市民警察活動促進プロジェクト（観光警察）折戸長期専門家（島根県警察）

着任。 

●2005年７月12日、緒方JICA理事長、ブカシプロジェクト視察。 

●2005年７月18～26日、バリ市民警察活動支援プロジェクト（観光警察）の事前調査団（団長:

川原前バリ州警察本部長アドバイザー）来「イ」。 

●2005年７月31日～８月５日、廣畑警察庁政策評価審議官来「イ」。加藤JICA所長、チュ計画開

発担当次長（長官名代）、人事担当次長、警視総監、薬物対策課、国家麻薬委員会、バリ州警察

本部長等幹部との意見交換、ブカシプロジェクト視察、バリカン工警察部門視察。 

●2005年８月２日、ブカシ･プロジェクト３周年記念式典。廣畑警察庁政策評価審議官出席。 

●2005年８月８日、山崎初代プログラムマネージャー兼国家警察長官アドバイザー離任。 

●2005年９月６日、山本忠通外務省国際テロ対策担当大使ブカシ・プロジェクト視察。 

●2005年９月15日、無償資金協力②（鑑識機材、交番セットの供与等4.49億円（405万米ドル；408

億ルピア相当））の交換公文署名（飯村大使・イ外務次官）。 

●2005年10月13日、（参考）「インドネシア国家警察の責務遂行におけるPOLAMS（コミュニティ

ポリーシング）モデルの運用に関する政策及び戦略」（長官通達第737号）が発出される。 

●2005年12月７日、遠山外務政務官ブカシプロジェクト視察（黒木公使同行）及び大使館主催の

ODA有識者懇談会メンバー（５名）及び「イ」プレス（約25名）によるブカシプロジェクト視

察及び懇談。 

 地元行政当局幹部、モールBKPM協議会代表、JICA花里次長等参加。 

●2005年12月21日、第２フェーズに関する検討を開始（JICA本部・警察庁を交え）。 

●2005年12月22日（「母の日」）、技協スキームによる第３目の交番（BKPM）（メカルサリ地区）

ガ;インドネシアで最初の女性警察官BKPMとして、３ヶ月にわたる15名の女性警察官に対する

事前の研修訓練及び１か月のソフトオープン期間を経て、公式に運用開始。開所式には、ムテ

ィア・ファリダ・ハッタ・スワスノ女性エンパワーメント大臣、フィルマンガニ警視総監、メ

トロブカシ市副市長等が来賓として参列・挨拶し、JICA・日本警察による支援に対する謝辞が

述べられた。メトロブカシ署エドワード署長他のイニシアティヴによるもので、インドネシア

側の自主的実行力の顕現ともいえる。フィルマンガニ警視総監は、BKPMは住民とのパートナ

ーシップ･協働の象徴であり、日本の交番の活動に学んだものであり、警視庁管内のPospolも
BKPMを範とするようにしている旨挨拶。 

●2006年１月17日、（参考）2005年10月13日付け長官通達に基づき、警察大学院大学（PTIK）に

「コミュニティポリーシング研究振興センター（PSP Polmas）」の設置に関連して、１月20日

付け文書にて、PTIK学長よりJICA所長に対して同研究振興センターの評議員/専門家の指名依

頼があり、２月3日、プログラムマネージャー（植松）を指名する旨文書通知（なお、2006年６

月５日付けで、同センターの任務等を明記した同センターの設置に関する長官決定通達発出）。 

●2006年１月23日、バリ州警察本部において、バリ州警察市民警察活動（観光警察）促進プロジ

ェクトに係るR/D署名式。 

●2006年１月28日～２月３日、警察大学院大学（PTIK）ファルーク学長訪日研修。警察大学校で
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の講演（「インドネシア国家警察の警察改革と警察学の振興」）。 

●2006年２月、今後の無償資金協力②（交番セット11、現場鑑識機材、テロ対策捜査能力向上の

ための無線指揮車等）に係る「イ」側との協議。 

●2006年３月、国別特設研修第５期生のうち７人が日本での研修中の体験・知見等を広くインド

ネシアの現場の警察官や市民に知ってもらうことを主眼として編集された著書『さくらの国の

微笑に学ぶ：～インドネシアの警察官の日本での体験～』（編集者：社会問題研究者ヘルマワン・

スリィスティオ氏）が発刊される（ちなみに、本署のタイトルは、チュ国家警察本部企画開発

担当次長の考案との由）。内容の一部（大阪府警察天王寺警察署で研修した本部鑑識課ヘンリ

ー・ブディマン大尉「“像”交番の規律」の要旨）が総理官邸のメールマガジン（４月13日付け

第230号）に掲載。 

●2006年３月８日、無償資金協力①（無線機等整備、鑑識、薬物簡易鑑定機材等）の完了に伴う

記念式典が、インドネシア国家警察本部講堂において、インドネシア国家警察本部の幹部・各

州警察本部長等列席の中、スタント長官及び飯村大使により執り行われた。 

●2006年３月29日、阿部財務省主計局主計官補佐（外務･経済協力一･二係）・西村同係長、山内外

務省経済協力局技術協力課課長補佐ブカシプロジェクトの現況視察等（予算執行調査）。 

●2006年４月12日、現場での活動から判明した無線の不感地帯に関する原因調査と早期解消に向

けた措置の検討方を関係向きに要請。日本側の取組状況については適時メトロブカシ署長等に

説明していくこととした。 

●2006年４月４～６日、竹内警察庁国際課長・池田補佐訪「イ」。専門家等とのプログラム・プロ

ジェクトに関する協議検討及びアダン副長官等幹部との意見交換、ブカシプロジェクト視察（４

月５日）。 

●2006年４月7日、道井外務省総合外交政策局国際テロ対策協力室長、相政務班長ブカシプロジェ

クト視察。 

●2006年４月12日、現場での活動から判明した無線の不感地帯に関する原因調査と早期解消に向

けた措置の検討方を関係向きに要請。日本側の取組状況については適時メトロブカシ署長等に

説明していくこととした。 

●2006年４月13日、三浦警察庁刑事局国際捜査管理官他、ブカシプロジェクト視察（ICPOアジア

地域会議出席）。 

●2006年４月17日、海老原大使着任。 

●2006年４月20日、アダン警察副長官のブカシプロジェクト視察（メトロブカシ署、鑑識ラボ、

コマンドセンター、メカールサリBKPM、モールBKPM）。直接現場の勤務員から活動状況につ

いて話を聞くとともに、MKPM協議会のメンバーと懇談。BKPM等の取組みを活動を警察改革

の柱石たる「文化」・「パラダイム」の変革のため推進している「ポルマス（POLMAS）」（イン

ドネシア流コミュニティポリーシング）の実践事例として評価。ファルーク警察大学院大学

（PTIK）学長、チュ企画開発担当次長を始め、関係上級幹部一行が随伴、併せてフィルマンガ

ニ警視総監始めジャカルタ警視庁関係幹部陪席。 

●2006年６月５日、（参考）Polmas研究振興センター（PSP Polmas）」の設置に関する長官決定通

達（No.Pol:Kep10/Ⅵ/2006）が発出される。【同センターは、警察大学院大学（PTIK）内に置

かれる（IOMとのMOU）；国内外の部外からのPolmas研究及び振興に関する支援･協力プロジェ

クトの実施に対する調査、指導等を行う独立的な機能を果たす；Polmas指導の任務を有するオ
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ペレーション担当次長及び関係幹部は、インドネシア警察の責務遂行におけるPolmasモデルの

効果的運用を図るため、同センターとの調整及び協力を行うこと；警察大学院大学学長は、同

センターの任務の遂行に係る政策立案及び管理責任者を務める。） 

●2006年６月７日、無線の不感地帯に関する原因調査と改善策の検討に向けたJICA調査団の早期

派遣方を関係向きに要請（⇒７月中旬に警察庁情報通信局技官等を含むJICA調査チーム派遣）。 

●2006年６月９～12日、警察庁長官官房国際課世取山国際支援官（バリでのASEAN＋３会議出席）、

バリプロジェクト及びブカシプロジェクト等視察。 

●2006年７月１日、《参考》POLMASの人材育成・運用・活動上の留意事項に関する指針/手引き

（長官通達）が発出される。 

●2006年７月16日～８月１日、無償①野整備に係る無線の不感問題調査団来「イ」、原因調査及び

「イ」側への調査結果中間報告を実施。 

●2006年７月24～26日、沓掛大臣（国家公安員会員長兼防災担当大臣来「イ」（随行竹内国際課長

他）、スタント警察長官及びウイドド政治法務治安担当調整大臣（24日）、ユスフ・カッラ副大

統領（26日）との会談、ブカシプロジェクト視察（26日）。《ブカシプロジェクトの第２フェー

ズの継続の必要性につき前向きに検討していきたい旨伝達》 

●2006年７月30日～８月３日、松尾警察庁政策評価審議官、池田国際課補佐来「イ」。アダン副長

官、チュ計画開発担当次長、バシール人事担当次長、アダン・フィルマン警視総監、スナルコ

バリ州警察本部長への表敬/意見交換。ブカシプロジェクト視察（４周年記念行事出席：８月１

日）、バリ観光警察プロジェクト視察（８月３日）。 

●2006年９月13～14日、セミナー「POLMAS担当官の文化と行動」を開催（31州からの市民代表

33名が参加・ブカシプロジェクト視察、２日目は各地域ごとにグループ分けしてワークショッ

プを実施）。海老原大使の挨拶・警察庁国際課長の挨拶（含：漆間警察庁長官のメッセージ）。 

●2006年９月12～15日、竹内警察庁国際課長、林警察大学校国際警察センター助教授訪「イ」（セ

ミナー出席、計画開発担当次長・バリ州警察本部長との意見交換、バリプロジェクト視察）。 

●2006年９月21日、須田外務省テロ担当大使へのプログラム・プロジェクト説明及び副長官との

意見交換に陪席。 

●2006年９月６～30日、無償①野整備に係る無線の不感問題調査団来「イ」、最終調査結果報告書

の内容、今後双方がとるべき措置等について関係者に説明、検討。 

●2006年10月10日、（参考）POLMASの総合調整等に関する副長官主催会合【オペレーション担

当次長が統括すること及び1005.10.13付けの「POLMAS長官通達（737通達）」を基本とするこ

との確認。関係ドナー（IOM、パートナーシップ、アジア財団、JICA）出席】。 

●2006年11月８日、国民協議会（DPR）第Ⅲ委員会のブカシプロジェクト視察（概要説明・質疑

応答対応・鑑識デモンストレーション、モールBKPM、プカヨン女性警察官POSPOL視察）。 

●2006年11月９日、《参考》国家警察本部におけるPOLMAS周知会議（対国家警察本部幹部及び

州警察本部長）。 

 

２．「市民警察活動促進プロジェクト」（ブカシ・プロジェクト）関連 

 

●2001年10月１日、初代通信指令専門家（パイプライン専門家）着任。 

●2002年１月、｢プロ技｣第１次調査団来｢イ｣。国家警察本部、ジャカルタ警視庁、ブカシ警察署
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など調査。｢ミニッツ｣署名（野田団長とユユン事務次官）。 

●2002年３月13日、初代現場鑑識専門家（パイプライン専門家）着任。 

●2002年４月、｢プロ技｣第2次調査団来｢イ｣。国家警察本部、ジャカルタ警視庁、ブカシ警察署な

どを調査。中川団長とシトルス事務次官補及びWGの間で協議。｢ミニッツ｣署名（中川団長と

アフウｲル･ルータン監察総監）。  

●2002年７月（14日～16日）田中警察庁長官が現職警察庁長官として初めて訪「イ」。ブカシ警察

署における技術協力プロジェクト「市民警察活動促進プロジェクト」実施協議書署名式に出席。 

●2002年８月１日ブカシ署における「市民警察活動促進プロジェクト」開始。安斎調整員着任。

プロジェクト車両２台供与。 

●2002年８月、公明党草川副代表、ブカシ署視察。 

●2002年９月27日、無償資金協力について説明する際、ダイ長官より、ジャワ島内各州警察本部

におけるブカシ署の「コピー警察署」構想提示。 

●2002年10月、プロジェクト・サイトであるブカシ署が中佐署長署から大佐署長署に格上げ。 

●2002年10月、ブカシ署バクティアル署長、C/P研修（香川県警察）。 

●2002年12月15日、プロジェクト・リーダー井口専門家着任。 

●2003年１月31日、JICA泉理事（プログラム担当）、ブカシ署視察。 

●2003年２月～３月、ACニールセンにより、ブカシ警察署管内における基礎データ収集のため第

１回世論調査実施（プロジェクトの進捗状況を計るための指標となるもの）。５月、調査分析結

果提出。カダリアント副長官へ報告。 

●2003年３月９日、初代通信指令分野専門家帰任。 

●2003年３月、技術協力スキーム（現地適用化事業費）によるブカシ署鑑識ラボ完成（引渡しは、

８月１日プロジェクト1周年式典。）。 

●2003年６月24日、通信指令分野大葉専門家着任（任期2004年３月4日まで）。 

●2003年６月25日、JICA業務監査。 

●2003年７月、警察庁小田村国際部長、川上JICA総裁、末森JICA社会開発協力部長、田中前警察

庁長官ブカシ署視察。 

●2003年７月25日、無線通信分野廣瀬専門家着任（任期９月24日まで。延長して10月15日まで。）。 

●2003年８月１日、「ブカシ署祭り」（プロジェクトの過去１年間の活動に訴えるに足る成果が見

られなかったため、開始１周年記念式典に代わるものとして実施。白石京都大学教授、本名立

命館大学助教授出席）。 

●2003年８月、鑑識キット供与（ブカシ署、警視庁、刑事警察学校）。 

●2003年８月14日、初代現場鑑識分野専門家帰任。 

●2003年８月19日、小池百合子衆議院議員ブカシ署視察。 

●2003年９月４日、教育訓練総局フタジュルー大佐より、マルチメディア化との関連で、教育訓

練分野専門家の派遣要請。 

●2003年９月22日、現場鑑識分野青木専門家着任（当初任期2004年３月21日まで。延長して４月

21日まで。）。 

●2003年12月10日～13日、JICAプロジェクト運営指導。社協部一課小野課長及び青木担当職員が

現場視察、専門家との協議。 

●2004年１月26日、ODA有識者東京新聞論説委員今里氏ブカシ署視察。 
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●2004年１月、技術協力スキーム（現地適用化事業費）による第１号交番（住宅地交番）着工。

５月完成。 

●2004年２月21日、通信指令分野竹葉専門家着任（任期2006年２月20日まで）。 

●2004年３月６日、プログラム・マネージャーの依頼に基づき、国別特設研修第１期生プルワデ

ィ氏が副署長に再就任（参考;ブカシ署は大佐級署長署に格上げ）。 

●2004年３月14日、現場鑑識分野藤塚専門家（任期2006年３月13日まで）、教育訓練分野安藤専門

家（任期2004年12月13日まで。）着任。 

●2004年３月19日、慶応大学草野厚教授、ブカシ警察署視察。 

●2004年５月26日、組織管理運営専門家（プロジェクトー・リーダー）の後任として間野警視、

公募・面接で内定。 

●2004年６月30日、第１BKPM（於ポンドック・ウングー）引渡し。 

●2004年７月～８月、茂田警察庁政策評価審議官、三谷外事情報部長ブカシ署視察。 

●2004年７月30日、プロジェクト開始２周年記念式典。 

●2004年８月25日、第２BKPM（於モール）引渡し。 

●2004年８月25日、ODA民間モニター、ブカシ署、モール交番視察。 

●2004年９月２日、女性のエンパワーメント於勢泰子専門家、ブカシ警察署訪問。意見交換。 

●2004年９月３日、第34回イ･日ワーキンググループにおいて、供与された「交番」の名称を

「BKPM」（Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat; 警察市民パートナーシップセンター）の名

称とすることを正式決定。 

●2004年９月10日、茨城大学杉下教授（元読売新聞記者）プログラム・オフィス来訪。プログラ

ムについて説明。 

●2004年９月14日～17日、JICA担当森本補佐、大竹係員、警察庁国際課河野理事官来訪。 

●2004年９月17日、無償資金協力①（無線網整備・携帯無線機503台・車載無線機&GPS86台、現

場鑑識用資器材、薬物簡易鑑定キット（本部&10重点州警察本部）の供与等（５億1,800万円（470

万米ドル；434億ルピア相当））の交換公文署名（飯村大使・イ外務次官）。 

●2004年10月、ブカシ署がメトロブカシ署及びブカシ県署に分割（ブカシ県署は仮庁舎；ジョコ

署長）。 

●2004年11月１日、技協スキームによる交番2箇所（住宅地及びモール）、公式に運用開始。 

●2004年11月23日、飯村大使、ブカシ・プロジェクト視察。 

●2004年12月、スラバヤ・ポリテクニックにてブカシ署員ほかに対する無線通信研修実施。 

●2004年12月13日、教育訓練専門家帰任。 

●2004年12月、無償資金協力①、住友商事落札。 

●2004年12月17日、山﨑プログラム・マネージャー及び竹葉専門家、コピー署の一つである東ジ

ャワ州シドアルジョ警察署を視察。国別特設研修2期生マシュディ少佐が副署長。日本における

研修の成果を生かして、すべての警察分署に交番または駐在所を設置する構想を具体化中。 

●2004年12月17日、民主党岡田克也党首、大島議員、ブカシ・プロジェクト視察。この結果、2005

年２月25日衆議院予算委員会分科会において大島議員が外務大臣に対してプロジェクトに関す

る質疑。 

●2004年11月～12月、ACニールセンによる第２回目世論調査実施。2005年３月24日、ダイ・バク

ティアル長官、アダン副長官に対して調査結果報告。 
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●2005年１月、無償資金協力②の基本設計（B/D）調査団来訪。 

●2005年１月30日、組織運営管理専門家兼プロジェクト・リーダー後任、間野洋児警視（岡山県

警察）着任。 

●2005年２月19日、組織運営管理専門家兼プロジェクト・リーダー井口重夫警視（警視庁）離任。 

●2005年２月20日～、現場鑑識分野における各短期専門家投入計画実施（指紋・写真・足こん跡・

現場鑑識；警視庁鑑識課員） 

●名称板（「Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat」を住民に周知せしめるためのもの。）をモー

ル前及び住宅地内のBKPMに設置。 

●2005年３月18日、BKPMマーク応募者に対する表彰式挙行。指紋短期関根専門家による居合い

の演武。 

●2005年３月28日、吉村警察庁次長、ブカシ警察署視察。 

●2005年３月29日、セミナー｢インドネシア警察のプロフェッショナル化を向上させるための日

『イ』協力｣、ホテル・ニッコー・ジャカルタにて開催。 

●2005年４月６日、無償資金協力②B/D調査団結果説明（於；WG） 

●2005年４月10日、仙石教育訓練分野長期専門家（元警視庁警部・柔道8段）着任。 

●2005年６月20日、中間評価ミッションのWGでのミニッツ協議。 

●2005年７月7日、第３BKPM（於メカル・サリ）引渡し 

●2005年７月12日、緒方貞子JICA理事長、ブカシプロジェクト視察。 

●2005年８月２日、ブカシ･プロジェクト３周年記念式典。廣畑警察庁政策評価審議官出席。 

●2005年９月６日、山本忠通外務省国際テロ対策担当大使ブカシ・プロジェクト視察。 

●2005年８月、鑑識技能検定要綱作成（インストラクター級./A級/B級に分類）。メトロブカシ署

及びブカシ県署鑑識係員を対象に鑑識技能検定（指紋）実施。A級８人・B級６人合格。 

●2005年９月13日、立命館大学国際機構長補佐藤山一郎講師ほか同大学「海外スタディプログラ

ム」学生16名、ブカシ・プロジェクト視察。 

●2005年９月15日、無償資金協力②（交番セット11（メトロブカシ署管内４&ブカシ県署管内7）、

現場鑑識用資器材（本部&全州警察本部）、テロ対策捜査能力向上のための無線指揮車等;4億

4,900万円） 

の交換公文署名（飯村大使・イ外務次官）。 

●2005年10月、メトロブカシ署及びブカシ県署鑑識係員を対象に鑑識技能検定（写真）実施。A
級7人・B級6人合格。 

●2005年10月13日、（参考）「インドネシア国家警察の責務遂行におけるPOLAMS（コミュニティ

ポリーシング）モデルの運用に関する政策及び戦略」（長官通達）が発出される。 

●2005年11月22日、メトロブカシ署及びブカシ県署において、鑑識技能検定（指紋・写真）合格

者に対する合格証書（プログラムマネージャー及び国家警察本部鑑識課長の合同署名）の授与

式実施。 

●2005年11月25日、プルワディ・メトロブカシ署副署長（国特研修1期生）がブカシ県署署長に異

動。後任；アラムシャ・ポンティアナック署長（南スラウェシ） 

●2005年11月28日、田中警察庁薬物銃器対策課理事官他ブカシプロジェクト視察。 

●2005年12月５日、ブカシプロジェクト第３回世論調査実施準備依頼（ACニールセン）。 

●2005年12月７日、遠山清彦外務大臣政務官（参議院議員）（黒木公使同行）並びに大使館主催の
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ODA有識者懇談会メンバー（５名）及び「イ」プレス（約25名）によるブカシプロジェクト視

察及び懇談。地元行政当局幹部、モールBKPM協議会代表、JICA花里次長等参加。 

●2005年12月19日、バリ州警察本部ブディアルタ観光部長ブカシ訪問・意見交換の実施。 

●2005年12月20日、第44回WGにおいて、ブカシプロジェクトの2005年の取組み等につき説明す

るとともに、鑑識技能検定（指紋・写真）成績優秀者でカウンターパート研修に参加したメト

ロブカシ署鑑識係員（２名）による研修結果報告実施。 

●2005年12月22日（「母の日」）、技協スキームによる第３目の交番（BKPM）（メカル・サリ:文教

地区等）が、インドネシアで最初の女性警察官BKPMとして、3か月にわたる15名の女性警察官

に対する事前の研修訓練及び１か月のソフトオープン期間を経て、公式に運用開始。開所式に

は、ムティア・ファリダ・ハッタ・スワスノ女性エンパワーメント大臣、フィルマンガニ警視

総監、メトロブカシ市副市長等が来賓として参列・挨拶し、JICA・日本警察による支援に対す

る謝辞が述べられた。メトロブカシ署エドワード署長他のイニシアテヴィによるもので、イン

ドネシア側の自主的実行力の顕現といえる。フィルマンガニ警視総監は、BKPMは住民とのパ

ートナーシップ･協働の象徴であり、日本の交番の活動に学んだものであり、警視庁管内の

PospolもBKPMを範とするようにしている旨挨拶。 

●2006年１月12日、ブカシ県署の新庁舎落成式。 

●2006年１月～２月、アラムシャ・メトロブカシ署新副署長日本でのCP研修実施（岡山県警察）。 

●2006年２月１日、通信指令分野の長期専門家として谷口栄三郎警部（石川県警察）が着任。 

●2006年２月15日、エドワード・メトロブカシ署長がジャカルタ警視庁西ジャカルタ署長に異動。

後任；ハイルル・西ジャワ州チレボン方面本部次長。 

●2006年２月19日、通信指令分野の竹葉長期専門家（愛媛県警察）離任。 

●2006年２～３月、BKPM勤務員（ビンタラ）６名を選考、日本での交番活動についてのCP研修

を実施。 

●2006年２～３月、ACニールセンによる第３回世論調査実施。 

●2006年３月１日、現場鑑識分野の長期専門家として関根警部補（警視庁）着任。 

●2006年３月12日、現場鑑識分野の藤塚長期専門家（京都府警察）離任。 

●2006年３月14日、日本経済新聞社小牧編集委員（編集局アジア部）ブカシプロジェクト視察/

取材。 

●2006年３月24日、検討協議の結果、における通信指令に係る今後の運用・訓練等についての挙

署一体的な取組みに資する態勢に係るメトロブカシ署及びブカシ県署の方針が決定される。 

●2006年３月29日、阿部財務省主計局主計官補佐（外務･経済協力一･二係）・西村同係長、山内外

務省経済協力局技術協力課課長補佐ブカシプロジェクトの現況視察等（予算執行調査）。 

●2006年４月12日、現場での活動から判明した無線の不感地帯に関する原因調査と早期解消に向

けた措置の検討方を関係向きに要請。日本側の検討・取組状況については適時メトロブカシ署

長等に説明していくこととした。 

●2006年４月４～６日、竹内警察庁国際課長・池田補佐訪「イ」。専門家等とのプログラム・プロ

ジェクトに関する協議検討及びアダン副長官等幹部との意見交換、ブカシプロジェクト視察（４

月5日）。 

●2006年４月７日、道井外務省総合外交政策局国際テロ対策協力室長、相政務班長ブカシプロジ

ェクト視察。 
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●2006年４月10日、無償②、関東物産落札。 

●2006年４月13日、三浦警察庁刑事局国際捜査管理官他、ブカシプロジェクト視察（ICPOアジア

地域会議出席）。 

●2006年４月20日、アダン警察副長官のブカシプロジェクト視察（メトロブカシ署、鑑識ラボ、

コマンドセンター、メカル・サリBKPM、モールBKPM）。直接現場の勤務員から活動状況につ

いて話を聞くとともに、MKPM協議会のメンバーと懇談。BKPM等の取組みを活動を警察改革

の柱石たる「文化」・「パラダイム」の変革のため推進している「ポルマス（POLMAS）」（イン

ドネシア流コミュニティポリーシング）の実践事例として評価。ファルーク警察大学院大学

（PTIK）学長、チュ企画開発担当次長を始め、関係上級幹部一行が随伴、併せてフィルマンガ

ニ警視総監始めジャカルタ警視庁関係幹部陪席。 

●2006年６月７日、無線の不感地帯に関する原因調査と改善策の検討に向けたJICA調査団の早期

派遣方を関係向きに要請。 

●2006年６月12日、警察庁長官官房国際課世取山国際支援官（バリでのASEAN＋３会議出席）、

バブカシプロジェクト視察。 

●2006年６月14日、JICA本部米田アジア一部次長、ブカシプロジェクト視察。 

●2006年７月17～26日、観光警察部門音警察官17名に対するブカシでの研修実施（ジャカルタ警

視庁管内の各分署の分署長等12名との合同研修）。 

●2006年６月26日、アダン･フィルマン（新）警視総監への説明（両署長共々）。 

●2006年７月16日～８月１日、無線の不感問題調査団来「イ」、原因調査及び「イ」側への調査結

果中間報告を実施。 

●2006年７月26日、沓掛大臣（国家公安員会員長兼防災担当大臣来「イ」（随行竹内国際課長他）、

ブカシプロジェクト視察。スタント警察長官及びウイドド政治法務治安担当調整大臣（24日）、

ユスフ・カッラ副大統領（26日）との会談。《ブカシプロジェクトの第2フェーズの継続の必要

性につき前向きに検討している旨伝達》 

●2006年７月30日～８月３日、松尾警察庁政策評価審議官、池田国際課補佐来「イ」。アダン副長

官、チュ計画開発担当次長、バシール人事担当次長、アダン・フィルマン警視総監表敬/意見交

換、ブカシプロジェクト視察（４周年記念行事出席：８月１日）。 

●2006年８月７～９日、鑑識技能検定実施。結果：インストラクター級３人、A級10人（うち新

５人）、B級9人（うち新４人）（計22人）（関根長期専門家＋岩柳短期専門家（警視庁））。 

●2006年９月６～30日、無線の不感問題調査団来「イ」、最終調査結果報告書の内容、今後双方が

とるべき措置等について関係者に説明。 

●2006年９月13～14日、セミナー「POLMAS担当官の文化と行動」を開催（海老原大使挨拶、竹

内警察庁国際課長挨拶（含：漆間警察庁長官のメッセージ披露）。ブカシ署長からプロジェクト

の活動内容説明、世論調査結果の説明（ACニールセン）、BKPM勤務員（男女２名）がパネラ

ーとして出席具体的体験談を披露、ブカシのMKPM等のFKPMメンバーも参加。セミナー参加

の31州からの市民代表33名がブカシプロジェクト視察（９月12日）。 

●2006年９月14日、林警察大学校国際警察センター助教授、ブカシプロジェクト視察。 

●2006年９～10月、現場写真技能検定実施。結果：インストラクター級３人、A級８人（うち新

５人）、B級８人（うち新４人）（計19名）（関根長期専家＋菊山短期専門家（警視庁）） 

●2006年10月、現場警察官の現場保存要領に関する教材案について、警視庁警察学校、国家警察
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本部鑑識課、警視庁鑑識課、教育訓練総局への説明・コメント依頼。 

●2006年11月８日、国民協議会（DPR）第Ⅲ委員会のブカシプロジェクト視察（概要説明・質疑

応答・鑑識デモンストレーション、モールBKPM、プカヨン女性警察官POSPOL視察）。 

 

３．バリ州警察支援/「市民警察活動促進プロジェクト（観光警察）」 

 

（●2002年10月12日、バリ爆弾テロ事件発生。警察庁緊急展開チーム派遣。バリ州警察、空港な

どに対して警察犬、金属探知機、投光機、日本語教育、DNA鑑定技術移転など緊急支援。） 

●2003年５月、マデ・マンク・パスティカ本部長から、野村デンパサール駐在官事務所長に、ア

ドバイザー派遣の要請。 

●2003年６月24日、訪日中のダイ国家警察長官から、竹内外務事務次官、川上JICA総裁に、バリ

州警察本部長アドバイザー派遣の要請。 

●2003年７月４日、川上JICA総裁よりダイ長官に、アドバイザー派遣の回答。 

●2003年10月16日、バリ州警察本部長アドバイザー川原専門家（前警視庁警視長）着任（任期2004

年７月15日まで）。 

●2003年12月29日、第１回提言をマデ本部長に提出。この提言に基づき、2004年１月早々、マデ

本部長は、街頭警ら活動の強化を指示するとともに、観光警察官を分署長の管轄下に置く措置

を採る。 

●2004年２月、漆間警察庁次長がバリで開催されたテロ対策閣僚級会議に出席。日本警察の「イ」

警察及びバリ州警察支援などについてダイ長官、マデバリ州警察本部長と会談。テロ対策、

JECLECへの支援などについて、キーティ豪州連邦警察長官と会談。川原アドバイザーの執務

室視察。 

●2004年３月16日、第２回提言と観光警察によるアクション・プログラムを提出。 

●2004年５月、「幹部の責任３原則」「警ら活動３原則」を提言。これに基づき、バリ州警察観光

警察部門における①基本的活動としてのパトロールの実施②観光警察官による地域責任の確立

③担当幹部による観光警察官の活動に対する指導・責任体制の確立、を柱とする今後のバリ州

警察支援策を策定。 

●2004年５月、警察庁及び警視庁に川原専門家後任の選定を打診。 

●2004年６月、バリ州警察支援（「バリ州警察における市民警察活動促進（観光警察部門）」につ

き、「技術プロジェクト」化申請。 

●バリ州警察、我が国の支援策を遂行するため、観光警察部門の活動を警察署から警察分署の管

轄に移行させ、本件につき国家警察本部の了承を申請。 

●2004年６月、観光警察の活動の拠点として「ツーリスト・サポート・センター」建設の構想。

これに対するコンピュータの供与要請。 

●2004年７月、茂田警察庁政策評価審議官、バリ訪問。 

●2004年７月９日、「最終プロポーザル」をマデ本部長に提言。マデ本部長も日本の継続支援を要

請。 

●2004年７月14日、川原専門家離任。 

●2004年９月30日、川原専門家の後任候補を決定。364日の短期専門家として派遣することとする

が、2005年１月、候補者が健康上の理由により派遣不能となる。 
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●2005年２月13日～21日、川原洋氏、運営指導として実質「再登板」。バリ州警察においては、川

原専門家の以前の提言に基づき、Tourist Assistance Center、観光警察独自の待機所などを設置

して、技術指導に当たる専門家不在の中、極めて真摯に自助努力を重ねていることを確認。 

●2005年７月９日、長期専門家として折戸誠警部（島根県警察）着任。 

●2005年７月20日～23日、川原前バリ州警察本部長アドバイザーを団長とする事前調査団（プロ

グラム･マネージャー、折戸専門家同行）。マデ本部長、ブディアルタ観光部長等との意見交換・

協議、現場実査。 

●2005年８月４日、廣畑警察庁政策評価審議官来バリ。マデ･マンクスバリ州警察本部長との意見

交換及び観光警察部門の現場視察。 

●2005年８月25日、JICA本部、警察庁国際課との今後の活動の内容等についての協議（JICA-net）。
組織機構、活動形態等の実情調査を踏まえ、観光警察部門における活動促進及び関係部署との

連携向上のため携帯無線機の供与につき検討。その後、ブカシプロジェクトに派遣中の大倉情

報通信短期専門家による無線関係の実情調査等実施。 

●2005年10月１日、バリ同時爆弾テロ事件発生。 

●2005年12月９日、マデ・バリ州警察本部長が国家麻薬委員会（BNN）事務局長に異動、後任に

スナルコ・ダヌ・アルダント国家警察本部広報部次長。 

●2005年12月20日、第44回ワーキンググループにおいて、ブディアルタ・バリ州警察本部観光部

長から、バリプロジェクトに係る折戸専門家との協働状況及び調査検討情状況につき説明。RD
案についての検討。 

●2006年１月23日、バリ州警察本部において、バリ州警察市民警察活動（観光警察）促進プロジ

ェクトに係るR/D署名式。JICA事務所代理花里次長（署名）及びプログラムマネージャー（立

会人署名）。スナルコ本部長との意見交換等（スナルコ本部長からクタ地区における観光客及び

関係者に対する市民警察活動推進のために、ブカシで実施中のBKPM（交番）の設置について

強い関心が示される。）。 

●2006年１月～２月、ブディアルタ観光局長日本でのCP研修実施（島根県警察）。 

（●2006年３月22日、社団法人日本旅行業協会（JATA）からバリ州警察本部に対して、「バリ州

観光警察パトロール車両」１台の寄贈あり。） 

●2006年３～４月、第１回ベースライン世論調査（ACニールセン）の実施。 

●2006年４月、市民警察活動促進（観光警察）プロジェクト支援用の携帯無線機（58台）を供与。 

●2006年６月10日、警察庁長官官房国際課世取山国際支援官（バリでのASEAN＋３会議出席）、

バリプロジェクト視察。 

●2006年６月20日、市民警察活動促進（観光警察）プロジェクト支援用の携帯無線機（58台）を

供与に係る引渡し式典。 

2006年７月17～26日、観光警察部門警察官17名に対するブカシでの研修実施（ジャカルタ警視

庁管内の各分署の分署長等12名との合同研修）  

●2006年８月３日、松尾警察庁政策評価審議官、池田国際課補佐来「イ」。スナルコ・バリ州警察

本部長への表敬/意見交換、バリ観光警察プロジェクト視察。 

●2006年８月２～３日、松尾警察庁政策評価審議官来バリ。スナルコ本部長との意見交換及び観

光警察の活動現場視察。 

●2006年８月26日～９月25日、第１回短期専門家（地域警察、島根県警森警部補）来バリ。ブカ
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シ研修参加者を中心としたワークショップ３回等を開催し、巡回連絡等の試行について検討。 

●2006年８月29日、供与機材としてプロジェクター、スクリーンを購入（ワークショップ等で活

用）。 

●2006年９月１日、車載用アンテナ、アダプター等９セットの納入。 

●2006年９月５日、「イ」国家警察本部人材育成担当幹部が来バリ。本部長との意見交換、国特

OBインタビュー、デンパサール署・ギアニャール署訪問。 

●2006年９月14～15日、竹内警察庁国際課課長バリ訪問。スナルコ本部長等との意見交換、観光

警察活動現場視察。 

●2006年９月15日、第１回世論調査結果をACニールセンがバリ州警察本部に説明。 

●2006年10月26日、スナルコ本部長が西ジャワ州警察本部長に異動、後任にパウルス・プルウォ

コ国家警察本部広報局長。 

●2006年11月４～18日、観光警察中堅幹部等3名がCP研修実施（警察庁、警視庁、島根県警） 

 

４．薬物対策 

 

●2002年１月、「プロ技」第1次調査団に対して、ダイ国家警察長官より、薬物対策分野における

支援の要請。 

●2002年４月４日、薬物対策（簡易鑑定）出宮専門家着任（任期10月3日まで）。その後、2002年

12月15日、薬物対策専門家として再び出宮着任（任期2004年12月14日まで）。 

●2004年５月26日、薬物対策専門家後任瀬戸警視、面接で内定。 

●2004年６月６日～17日、タイにおける「薬物微量不純物分析プロジェクト」主催セミナーに、

「イ」警察官４名参加。 

●2004年６月、薬物対策の「技術プロジェクト」化申請。 

●2004年８月25日、ODA民間モニター、薬物対策専門家オフィス視察。 

●2004年９月、「ドラッグ・マニュアル」（４分冊・CD版）原稿作成完了。JICA－NETコンテンツ

にも採用され、11月完成。 

●2004年11月１日～５日、「薬物微量不純物分析」のフォローアップ研修をタイで実施。 

●2005年１月30日、瀬戸眞吉郎警視（大阪府警）着任。 

●2005年２月19日、出宮良平警部補離任（警察庁国際課へ）。 

●2005年８月１日、廣畑警察庁政策評価審議官による薬物対策課、国家麻薬委員会（BNN）幹部

との意見交換。 

●2005年８月25日、ブカシ県及びブカシ県警察署共催の住民及び行政担当者を対象とした薬物対

策セミナーでのプレゼンテーションの実施 

●2005年８月、無償①の簡易鑑定試薬等の配布･教養。 

●2005年９月13日、立命館大学国際機構長補佐藤山一郎講師ほか同大学「海外スタディプログラ

ム」学生16名訪問。 

●2005年10月12日、薬物対策支援の方向性について協議・検討（本部薬物対策課と連携して、無

償で配布した簡易鑑定試薬等を活用した薬物取締重点地域でのセミナーの実施；薬物鑑定官の

鑑定能力向上のための、タイでの研修を履修した当国鑑定官又は二本の鑑定専門家によるGC
又はGCMSのトレーニング；ブカシプロジェクトとの連携も視野に入れた署の薬物係員の捜査
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能力向上のための教養等（実態･要望調査の結果を踏まえて）；バリ観光警察プロジェクトとの

連携の可能性についての検討）。 

●2005年11月、警察庁薬物対策課田中理事官及び小野田補佐来イ。加藤JICA所長等、本部薬物対

策課、国家薬物委員会（BNN）等との意見交換。ブカシ・プロジェクト視察。 

●2005年12月28日、マデ･マンク・パスティカ前バリ州警察本部長がBNN事務局長に就任。 

●2006年２月20日～３月１日、刑事局法科学センター（Puslabfor）と共催で薬物鑑定技能向上研

修を実施。インストラクターの一部として、タイにおける「薬物微量不純物分析プロジェクト」

主催セミナー履修者を充てる。最終日には修得状況に関する試験の実施及び要望等のアンケー

ト調査を実施し、同法科学センター長及びプログラムマネージャー連名の研修履修証明証を交

付。 

●2006年５月８～12日、本部薬物対策課と協働して、メトロブカシ署及びブカシ県署の薬物対策

課員等を対象とした薬物捜査能力向上研修を実施。 

●2006年11月20～24日、薬物鑑定能力向上セミナー実施（予定）。（小野短期専門家（大阪府警）。 

 

５．国別特設研修 

 

●2002年２月４日～３月28日、第１回国別特設研修開始（10名；愛知県警察・埼玉県警察におい

て府県研修受け入れ）。2001年12月12日、25名の面接実施。１月15日～17日、事前ブリーフ（手

作り資料によるプログラム・マネージャー、大使館書記官による教養）。４月１日、ダイ国家警

察長官への研修報告。 

●2002年９月9日～11月２日、第２回国別特設研修（12名；埼玉県警察・千葉県警察において府県

研修受入れ）。８月７日～８日、30名の面接実施。８月26日～30日、事前ブリーフ（JICAネッ

トの導入）。公明党草川副代表壮行会出席。11月26日、カダリアント副長官への研修報告。 

●2003年８月31日～10月19日、第３回国別特設研修（24名；千葉県警察・富山県警察・兵庫県警

察において府県研修受け入れ）。７月15日～17日、60名面接実施。８月20日～28日、事前ブリー

フ（JICAネットの活用）。白石京都大学教授及び本名立命館大学助教授出席。10月28日、カダ

リアント副長官への研修報告。 

●2003年11月、プログラム・マネージャーより、ダイ国家警察長官及び全州警察本部長に、ブカ

シ警察署及び各地の第一線警察署への優先的配置、日本での経験を警察学校で講義させるなど、

国別特設研修生OBの活用を文書で依頼。 

●2004年８月17日～10月10日、第４回国別特設研修（24名；兵庫県警察・神奈川県警察・新潟県

警察において府県研修受け入れ）。７月６日～８日、90名（受験者84名）面接。８月９日～16

日事前ブリーフ（JICAネットの活用。ブカシ警察署からの発表。日本語研修の導入。）。10月6

日、研修報告会に皇太子殿下御臨場。10月14日、アダン・ダラジャドン副長官への報告（黒木

公使同席）。 

●2005年２月、警察庁において、国別特設研修の「技プロ」化につき、平成17年度実施が目前に

迫っているため同年度は見送り、平成18年度に実現を目指すこととする。 

●2005年６月９日～７月29日、第５回国別特設研修（24名；神奈川県警察・新潟県警察・大阪府

警察において府県研修受け入れ）。８月３日研修報告会実施。報告書案の提言部分についての補

充等を指導。 
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●2005年10月31日、｢Partnership for Governance｣定例会合において、第5回国別特設研修生代表に

よる定例会合でのプレゼンテーションの実施。 

●2005年11月29日、依頼により、「Partnership for Governance」・「イ」警察間のワーキング・グル

ープにおける第５回国別特設研修生代表によるプレゼンテーションの実施。 

●2006年３月、国別特設研修第5期生のうち７人が日本での研修中の体験・知見等を広くインドネ

シアの現場の警察官や市民に知ってもらうことを主眼として編集された著書『さくらの国の微

笑に学ぶ：～インドネシアの警察官の日本での体験～』（編集者：社会問題研究者ヘルマワン・

スリィスティオ氏）が発刊される（ちなみに、本署のタイトルは、チュ国家警察本部企画開発

担当次長の考案との由） （内容の一部が総理官邸のメールマガジンに掲載）。 

●2006年４月17日～19日、第６回国別特設研修候補者（81名）の面接を「イ」側担当官（人事・

教育訓練総局・国際部）と共に実施。 

●2006年５月31日～６月７日、事前ブリーフィング（JICA-NET）の実施。 

●2006年６月８日～７月29日、日本での研修実施（神奈川県警察・大阪府警察・静岡県警察にお

いて研修受け入れ）。８月６日に報告会実施（アダン副長官他幹部）。 

●2006年７月26日、沓掛大臣（国家公安員会員長）ブカシプロジェクト視察。 

 

６．集団研修コース及び第３国研修 

 

●2001年より、JICA主催に係る警察関連集団研修コースにつき、「イ」警察から最低１名の参加

者確保。参加者については、プログラムにおいて面接試験を実施し、国家警察人事担当部局へ

推薦（「犯罪捜査セミナー」、「犯罪防止（犯罪者の処遇）：UNAFEI」、「犯罪防止（刑事司法管

理）：UNAFEI」、「国際テロ捜査Ⅱ」、「薬物対策セミナー」、「刑事司法における汚職コントロー

ル：UNAFEI」、「交通管理セミナー」、「警察情報通信セミナー」、「犯罪鑑識セミナー」、「生物

化学テロセミナー：外務省」、「犯罪防止（交換セミナー）：UNAFEI」、「第３国交番セミナー：

シンガポール」、「ADEC：警察庁単独ODA」、「組織犯罪セミナー：警察庁単独ODA」。詳細は省

略。） 

●2001年より、シンガポールにおける交番研修（第３国研修）に毎年、研修生を派遣。研修生は、

国別特設研修生OBからプログラムが選定・推薦（研修参加者；2002年度：プルワディ。2003

年度：クリスナンダ。2004年度：マシュディ、アグス。2005年度：アルタワン）。 

 

７．無償資金協力Ⅰ（市民警察化支援:無線網構築、現場鑑識器材、薬物鑑定キット） 

●2002年９月27日、ダイ国家警察長官が、交番セット、無線網整備、鑑識及び薬物鑑定キット供

与を柱とする無償資金協力スキーム活用に同意。 

●2003年２月28日、飯村大使への説明。 

●2003年３月12日、外務省古田経済協力局長に手続促進の依頼。 

●2003年10月20日～28日、無償予備調査団来「イ」。 

●2004年４月11日～23日、基本設計調査団来「イ」。 

●2004年６月16日～18日、基本設計調査結果伝達ミッション来「イ」。「交番セット」につき、「イ」

側が交番の建設候補場所のうち９か所の土地確保手続が未了であること、「イ」側に必要な勤務

員の捻出に不安が感じられること、技協スキームによる「交番セット」運用の状況をみるべき
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だとの意見があることなどの事情を勘案し、無償資金協力①の他の項目から外すこととして、

別途B／D調査団を派遣することとなる。 

●2004年７月30日、閣議決定。 

●2004年９月17日、無償資金協力①（携帯無線機503台・車載無線機&GPS86台、現場鑑識用資器

材、薬物簡易鑑定キット（本部&10重点州警察本部）等；５億1,800万円）の交換公文署名（飯

村大使・イ外務次官）。 

●2004年12月、無償資金協力①、住友商事落札。 

●2005年８～12月、無償資金協力①（無線･GPS関係等）の施行状況の確認･協議。 

●2006年１月、無償資金協力①の完工。 

●2006年３月８日、無償資金協力①（無線機等整備、鑑識、薬物簡易鑑定機材等）の完了に伴う

記念式典が、インドネシア国家警察本部講堂において、インドネシア国家警察本部の幹部・各

州警察本部長等列席の中、スタント国家警察長官及び飯村大使により執り行われた。 

●2006年４月12日、現場での活動から判明した無線の不感地帯に関する原因調査と早期解消に向

けた措置の検討方を関係向きに要請。日本側の取組状況については適時メトロブカシ署長等に

説明していくこととした。 

●2006年６月７日、無線の不感地帯に関する原因調査と改善策の検討に向けたJICA調査団の早期

派遣方を関係向きに要請。 

●2006年７月16日～８月１日、無線の不感問題調査団来「イ」、原因調査及び「イ」側への調査結

果中間報告を実施。 

●2006年９月６～30日、無線の不感問題調査団来「イ」、最終調査結果報告書の内容、今後双方が

とるべき措置等について関係者に説明。 

 

８．無償資金協力Ⅱ（組織能力強化:交番セット、現場鑑識器材、無線指揮車、小型無線システ

ム等） 

 

●2004年１月14日、CT無償資金協力の内容協議開始（後藤書記官と）。 

●2004年６月９日～18日、捜査能力強化無償資金協力来予備調査団「イ」。ハード・ディスク・デ

ュプリケーターなどのコンピュータ関連機器の供与は技協スキームで行うこととなった。 

●2004年９月、外務省経済協力局無償課との協議により、無償資金協力①から外れた「交番セッ

ト」のについては、無償資金協力②において対応する方針を決定。 

●2005年１月、無償資金協力②のB/D調査団来訪。 

●2005年３月、当初無償資金協力②のコンポーネントとなっていた「IT捜査支援機材」について

は技術協力スキームによって対応することとなり、この技術協力のため警察庁情報通信局技官

２名が来「イ」。 

●2005年４月５日～８日、B/D調査結果説明ミッション。無線指揮車の当初２台供与予定が１台

に減少。 

●2005年９月15日、無償資金協力②の交換公文（交番セット11（メトロブカシ署管内４&ブカシ

県署管内７）、現場鑑識用資器材（本部&全州警察本部）、テロ対策捜査能力向上のための無線

指揮車等;４億4,900万円）の署名（飯村大使・イ外務次官）。 

●2006年２月、今後の無償資金協力②（交番セット11、現場鑑識機材、テロ対策捜査能力向上の
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ための無線指揮車等）に係る「イ」側との協議。 

●2006年３月、入札公示手続開始。 

●2006年４月８～15日、無償②の入札・契約手続のため、インドネシア国家警察本部のチュ企画

開発担当次長、プルワント人事担当部長付分析戦略部長、スタルソ・オペレーション担当次長

付市民指導部長が訪日。この機会に警察庁長官等表敬・意見交換、警視庁視察。 

●2006年４月10日、無償②㈱関東物産落札。 

●2006年10月19日、BKPM建屋5か所の引渡し（ブカシ県書）。 

 

９．インドネシア警察の改革支援に関する「日」「イ」ワーキング・グループ 

 

2001年８月15日付け長官宛文書発出。2002年８月20日付け長官命令書（ワーキンググループの設

置）発出（Sprin/665/Ⅶ/2001）。 

【国別特設研修生の活用についての協議、無償資金協力①及び②の進展状況報告、C/P研修報告、

ブカシプロジェクト進捗状況の報告、ジャカルタ警視庁における全警察署交番設置構想の発表、

「コピー警察署」構想具現化策（=コピー署と新ブカシ２署の定期意見交換会の設置）の協議、バ

リ州警察支援計画、薬物マニュアルの作成と活用計画、集団研修・CP研修参加者からの成果発表

等】 

第１回01.9.5。第２回01.９.11。第３回01.10.10。第４回01.11.28。 

第5回02. 1.11。第6回02.1.17。第７回02.1.22。第８回02.２.20。第9回02.3.21。第10回02.4.1。

第11回02.4.8。第12回02.4.11。第13回02.4.15。第14回02.5.17。第15回02.6.24。第16回02.8.20。

第17回02.9.30。第18回02.11.26（国別特設研修報告会&BUKA PUASA BRESAMA）。 

第19回03.1.15。第20回03.2.27。第21回03.5.2。番外：プロジェクト推進状況及びACニールセン

調査結果の副長官報告03.5.28。第22回03.8.13。第23回03.9.19。第24回03.10.27:【無償資金協

力ミッションとの協議】。 

第25回04.1.29。第26回04.3.26．第27回04.4.13:【無償B/D調査団との第1回協議】。第28回04.4.22:

【無償B/D調査団との第2回協議】。第29回04.4.23:【無償B/D調査団とのミニッツ署名。】。第30

回04.5.31:【CT予備調査団対応準備。イトー課長、アグス研修結果発表。】。第31回04.6.10:【CT
無償予備調査団とのキックオフ・ミーテイング。】。第32回04.6.17:【CT無償予備調査団ミニッツ

協議】。第33回04.7.13:【バリ州警察アドバイザー川原氏「独演会。」+出宮専門家タイ薬物研修結

果発表「独演会」。ブカシ・プロジェクト進捗状況】。第34回04.9.3:【交番名称決定。「BKPM （Balai 
Kemitraan Polisi dan Masyarakat:警察市民パートナーシップセンター）」。第35回04.9.22:【無償

資金協力①のためのコンサル来「イ」時便宜。プロジェクトにおける無線関係業務計画の説明】。

第36回04.12.9:【プロジェクト推進状況、教育訓練専門家帰朝報告、薬物対策状況報告、無償関

係ミッション来「イ」予定】。 

第37回05.1.17::【無償②ミッションとの協議】。第38回05.1.25:【:無償2B/Dミッションとのミ

ニッツ協議】。第39回05.2.18:【川原アドバイザーからのバリ・プロジェクト推進状況報告。井口

リーダー、出宮薬物専門家最終報告。間野リーダー、瀬戸専門家着任挨拶】。第40回05.4.6:【:

無償資金協力②B/D調査団結果説明ミッション】。第41回05.6.17:【中間評価ミッションとのキッ

クオフ・ミーティング。第42回05.6.20:中間評価ミッション・ミニッツ協議】。第43回05.7.25:

【山崎アドバイザー離任御挨拶。植松着任挨拶。川原前バリ本部長アドバイザー御挨拶。折戸専
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門家着任挨拶等】。（05.12.19付け長官命令書（メンバー構成改訂）（Sprin/3704/ⅩⅡ/2005）発出）。

第44回05.12.20：【ブカシプロジェクトの1年間の取組み概要等；ブカシ鑑識課員の技能検定・日

本研修の成果報告；薬物対策分野の活動及び予定；バリ観光警察部門プロジェクト化の状況報告；

今後の予定等】。⇒番外05.12.26:【アダン副長官に対する活動概要説明及び要望（国特OBの配置

活用等）並びに意見交換･協議（人事担当次長、人材開発課長、計画開発担当次長局政策評価課長、

オペレーション担当次長局Bimmas課長、国際部長、メトロブカシ署長、ブカシ県署長陪席）】。 

第45回06.2.17【竹葉専門家離任・谷口専門家着任。無償① 完了（引渡し式関係、無償②の概要・

予定、セミナー・ワークショップ関係（住民代表等も交えた対話形式。実行委員会の編成等）、バ

リプロジェクトの近況（携帯無線機供与予定、世論調査実施予定）、薬物鑑定技能向上研修予定等】。

06.3.0：番外；藤塚現場鑑識分野長期専門家による活動報告を本部鑑識課において実施。（以上） 
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インドネシア国家警察 
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プロジェクトマネージャー 
（開発戦略部長） 
プロジェクトマネージャー（開

発戦略部長） 

本部 
・オペーレーション総局 
・人事総局 
・ロジスティック総局 
・刑事局 
・教育訓練本部 
・専門スタッフ 
・国際部 

ジャカルタ警視庁 
・通信司令室／制服警察部／地域警察部／刑事部／人事部 
・ブカシ警察署 

在「イ」日本大

使館 

インドネシア事務所 

・教育訓練／他 

短期専門家 

・組織管理 
・通信指令 
・現場鑑識 

プロジェク

ト調整員 

チーフアドバイザー 

長期専門家 

警察庁 

日本側 
JICAインドネシア側 
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10．面談メモ

 

面談メモ１：メトロブカシ警察署長 

日 時：１月 12 日 ９時 30 分～10 時 30 分 

場 所：署長室 

相手先：メトロブカシ警察署長 Chairul 
面談者：監物団員 

同席者：間野リーダー他専門家、通訳 

 

（１）１年４か月前に Kelawan から転勤になってきたが、その前にはブカシにいた。直前のクラ

ワンと比べても、それ以前のブカシと比べても今のメトロブカシは大きく違う。違いは主に

以下の２点。 

  １）通信及び鑑識における機材及び技術の向上 

  ２）BKPM 及びそれに習っての POSPOL のシステムの改善。これは POLMAS の例としてイ

ンドネシア国家警察長官の通達でも触れられている。 

 

（２）以上、本プロジェクトにおいてブカシにおける POLMAS（インドネシア版市民警察活動）

は大いに進展したが、これで十分ではなく、本プロジェクト終了後も引き続き協力をお願い

したい。仮にそれをフェーズ２と呼ぶならば、フェーズ２でやるべき内容についてはインド

ネシア国家警察及ぶブカシ警察署と協議して決めてほしいが、私個人としては以下を希望す

る。 

  １）麻薬犯罪対策（証明技術） 

  ２）人材養成（プロの警察官として必要な技術の向上） 

 

個人的には通信、鑑識においても日本の警察と同じレベルを狙いたい。通信については無

線、GPS も入ったが、これらの運用技術を指導してほしい。また、他の通信機にも分野を広

げたい。鑑識においてメトロブカシ本署に人材は育ったが、分署レベルでの人材養成が必要

である。 

 

（３）（分署にも鑑識はあるのかと質問したところ、署長がいう分署レベルの鑑識能力とは現場保

存能力のことと判明）また、BKPM は更に数を増やす必要がある。最低限すべての分署に１

か所以上の BKPM が必要。 

 

（４）（インドネシア国家警察が進めている POLMAS と本プロジェクトの関係はどうかとの質問

に対し）インドネシア国家警察長官は POLMAS の具体例として、１）市民が警察に親しみ

をもつこと、２）警察と市民が出会う FORUM、３）その見本がブカシの POSPOL であると

いっている。すなわち、このプロジェクトはインドネシア国家警察の大方針である POLMAS
推進のモデルである。 

 

（５）（警察官の意識は変わったかとの質問に対して） 

警察トップの方針である。当然変わってきている。 
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（６）（本署及び BKPM はわかるが、本プロジェクトではその中間の分署をターゲットとした活

動はあまりしてないのではないか、分署も変わったかとの質問に対し） 

インドネシア国家警察本部の方針であり、当然分署も変わってきている。プロジェクトで

は分署長に対する研修を開始した。しかし、分署の通信・鑑識はあまり向上していない。 

 

（７）（監物の仕事は現在のプロジェクトで達成できたものは何か、未達成で課題として残るもの

は何かを本調査団がインドネシアに入る前に整理することであり、フェーズ２をどうするか、

やるとしても何をやるかは監物の業務範囲外であり、コメントできないが、BKPM の増設に

しても、通信・鑑識の向上にしても、更なる拡大ということになるとインドネシア側でも警

察予算の増額が必要になる。特に国軍から分れたあとは予算は取りにくくなったのではない

かとの質問に対し） 

国軍から別れて、かえって予算は取りやすくなった。今まで数千億ルピアであったものが

兆単位になっている。ブカシ警察署だけでみると 2006 年の 25 億ルピアから 2007 年には 55

億ルピアと大幅増額になっている。 

 

面談メモ２：通信指令センター長 

日 時：１月 12 日 10 時 45 分～11 時 45 分 

場 所：専門家室 

相手先：通信指令センター長 プルバヨ 

面談者：監物団員 

同席者：谷口専門家、通訳ペンタ氏 

 

（１）全体としてはインドネシアに大変役に立った。 

機材が入ったのが 2005 年 11 月であり、これを使って訓練スケジュールを立てた。目標は

「迅速・誠実な対応」である。日本のシステムのままでは使いにくいので、インドネシアに

適合した基準を谷口専門家と協力してつくった。コマンドセンター立ち上げ後市民からの電

話通報は増えている。電話あるいは携帯メールは漸次増えている。つまり警察と市民は近づ

いてきているといえる。 

 

（２）課題 

  １）人材 

今までの考え方を変える。なぜ誠実・迅速な対応が必要かを警察官全員に徹底せねばな

らない。 

警察官が足りない。警官１名あたり市民は千数百人であり、増やす必要がある。 

  ２）資機材 

全警察官が無線を整備するのは時期尚早。現場とコマンドセンターの通信の充実が先決。 

 

（３）苦労した点 

  １）研修会の対象：全警察官を目標とするが当面各分署約 10 名のコアー育成に注力し研修実

施。（現場先着警察官からの現場状況無線連絡、現場保全指示）（現場に）行けばよいとい
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うものではなく、そこでプロの警察官としての仕事をすることの訓練。 

以前は通報を受けたコマンドセンターから所轄に事件の事実のみ連絡した。指示をしよ

うにも何を指示して良いかわからない。早く行けばよいだけでは分署は動かない。 

以前は時間の短縮のみ強調されたが、谷口専門家の指示で行って何をせよという「指示」

がでるようになった。例えば、ショッピングセンターの交通事故においてセンターが通報

を受け、所轄分署に指示を出し、所轄分署からお巡りが現場保存をやり、加害者を拘束し

て報告してきた例があがってきた。 

時間よりも、コマンドセンターの役割、誰が何をなぜやるかを重視した谷口専門家のお

かげである。このためコマンドセンターの記録方式も変え、単に情報だけではなく指令が

できる人材を長にした。 

以上の経験から内部規則の原案をつくり幹部にあげている。（以前もらった日本の制度

の直訳はインドネシアの現状にそのまま活用できず、使えるように谷口さんの指導のもと

に私がつくった。） 

  ２）通信技術の研修：通報受けた警察官の報告方式等の研修をやっている。 

対象：BKPM、POSPOL の警察官（10 回の研修） 

留意点：110 番は日本研修から帰った人の提案で、2006 年夏に初めてできたが、まだ啓

蒙が不十分でないせいかあまり活用されていない。 

 

（４）今後努力すべき事項 

・レスポンスタイムの短縮 

去年は大事件の通報はあったが、些細な事件の通報はまだ普及していない。 

分署はわからない。おそらく正式な記録はない。 

 

（５）谷口専門家補足 

機材が入ることもあり、「通信指令専門家」は通信機械の専門家と受け取られた。谷口専門

家も無償機材のトラブル解決が本業ととられたが、プルバヨの理解を得て通信機材は何のた

めに使うのか、そのためには制度組織をどうすればよいかを一緒に考えることにした。 

現在メトロブカシ警察署ではコマンドセンターが組織としても役職としても試行段階であ

り、正式ではないため、そこに配属されても手当がつかず、なり手がない。 

 

面談メモ３：メトロブカシ警察署鑑識係長 

日 時：１月 12 日 13 時～13 時 30 分 

場 所： 

相手先：メトロブカシ警察署鑑識係長 ウィルダント 

面談者：監物団員 

同席者：関根専門家、通訳 

 

（１）JICA の支援は現場鑑識分野においては成果があった。鑑識を使って捜査をする面はまだ

である。現場鑑識分野は長短専門家の指導で我々の能力は上がったと思う。しかし技術は

継続訓練によってのみ維持・向上できる。専門家の指導は引き続き必要である。 
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専門家による教室での訓練のみならず、実際の事件現場に臨場しての訓練もあった。 

更に努力し日本並みの技術を取得したいが、そのためには引き続き支援が必要である。消

耗品の問題もある。設備も含め継続して支援いただきたい。特に、ブカシデータベースがあ

るにはあるが、生データがそのまま蓄積されてあるだけで使えない。オペレーターが指導を

受けていない。AK23 紙でマニュアル保存しているだけである。電子データでの保存が望ま

れる。今は旧式のコンピューターで容量も小さく使いものにならない。 

 

（２）人材育成面では警察官全員の能力向上がテーマになっている。訓練を通じた習慣化が必要

である。死体を見て怖がるような警察官がいる。特に、メトロブカシでは女性鑑識官の育成

を目指している（事件によって女性の鑑識官のほうがよい場合がある。市民警察の趣旨から

市民に見せる警察がテーマ、女性はソフトなイメージづくりに有効、性犯罪や遺族事情聴取

にも有効）。現在３人いる。 

 

（３）各分署では鑑識係がおらず、刑事が鑑識を行っている。刑事に対する現場保存訓練は実施

した。訓練を受けた人はよいが 1,800 人中 200～300 人程度であり、最終的には全警察官に訓

練をしたい。メトロブカシ警察署の鑑識係はこのインストラクターとなる技術力を持ってき

たが、階級が低いため上位階級の分署員には指導ができない。 

 

（４）関根専門家補足 

現状保存は平巡査だけではなく、現場指揮官（最低巡査部長）、更には分署指揮官（分署長）

が理解しておく必要がある。 

 

（５）技術の維持には現場経験の積み重ね 

昨年分署対抗での現状保存コンクールを開催した。研修を受けた人の成績は良かったが、

その先の広がりがない。 

 

（６）地元入手資機材 

指紋、液体、気体は現地調達できるようになった。固体（アルミ粉末は木炭と混ぜると爆

発する。需要がないためインドネシアでは調達できない。すすを使う方法を開発）検出力は

アルミであり、アルミの技術ができればブラックカーボンもできる。 

 

（７）指紋照合技術の習得には、１日 100 枚見て半年を要する。 

指紋採取はできるようになった。その見方はフェーズ２で？ 

今は採取のみ。分類、整理、データベースなどは、インドネシアでは中央にあればよい（日

本は県警にあってもオンラインでとれる）。 
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面談メモ４：メトロブカシ警察署 POSPOL 勤務女性警察官 

日 時：１月 12 日 14 時 15 分～14 時 45 分 

場 所：メトロブカシ警察署 PEKAYON POSPOL 
相手先：POSPOL 勤務女性警察官２名（３名の予定であったが近くで喧嘩があり、負傷者がで

ているとの通報が市民からあった。１名が我々の到着と入れ違いに飛び出していっ

た。夕刻プログラムの定例会議に遅刻した関根専門家の話では死者が出て鑑識に臨場

要請が入り、カウンターパートの臨場に同行、指紋がきれいに採取できたので容疑者

があがったら鑑識で指紋照合するよう刑事課に指示した。このため会議に遅れたとの

こと） 

面談者：監物団員 

同席者：谷口専門家、通訳ペンタ氏 

 

（プロジェクトで建設した女性のみの BKPM を模して、インドネシア側が独自に建設した女性

のみの POSPOL。建物の外観までそっくり BKPM を模している。BKPM との違いは BKPM が５

人一組の三交代制であるのに対し、人手が足りないということで４人一組の三交代制である。

BKPM は、初めは皆で考えろという趣旨から長を置いていなかったが、ここは正式の POSPOL と

いうことで POSPOL 長をおいていること、女性 BKPM は当初女性のみの夜勤は危険とみて、夜間

は男性警官のパトカーが見守っていたが、ここは初めから男性警官の見守りパトカーはなし。そ

の他は BKPM に見習っている。） 

 

（１）（ここにくる前はどこにいたか。ここにきて何が変わったかとの質問に対し） 

ここにくる前は本署勤務であった。自分の受け持ち区域（RW）は 25RT あり、そのうちす

でに８RT（１RT は約 50 世帯）は巡回指導した。これにより、市民との距離が近くなり、各

世帯の背景もわかるようになったし、親しみもわくようになった。これはよいことである。 

 

（２）（夜勤もあるし、勤務は以前よりきつくなったのではないかとの質問に対し） 

以前は３時に帰れた。確かにきつくはなったが市民に対する奉仕であり、それが仕事であ

るからしかたがない。 

 

（３）（女性だけであることの利点、欠点は何か） 

市民から見て女性であるがゆえに接触しやすい面があると思う。特に、ここは女性だけと

いうことがわかっているから、女性が相談に来やすい面があると思う（間野リーダーコメン

ト：メトロブカシ本署でも女性だけの相談室がある。性犯罪や近親を亡くした女性への事情

聴取には女性が有効）。逆に女性しかいないとわかれば悪い人から攻撃されやすいかもしれな

い。自分たちは警察官として術課の訓練も受けてはいるが、やはり男性がいないことからリ

スクは高いかもしれない。 
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面談メモ５：ブカシ県警察署長 

日 時：１月15日９時30分～11時15分 

場 所：ブカシ県警察署 

相手先：ブカシ県警察署 署長プルワディ中佐 

面談者：監物団員 

同席者：専門家全員、通訳 

 

（１）警察官の仕事ぶりが変わった。 

以前は、警察は市民を監視すべき対象であった。現在では市民はパートナーであり、市民

に近い存在でなければならないとなった。すなわち上から見下ろすのではなく、共同して治

安管理を行う。警察は市民の協力なしにはうまく仕事ができないとの認識はもつようになっ

た。反面法的取り締まりは権限をもってやる必要がある。犯罪には厳しく対応せねばならな

い。社会貢献活動にも警察は協力する。以前は犯罪だけを考えていたが、今は災害や事故も

活動対象になる。犯罪のみならず他の社会問題も対象となった。市民のニーズに応える活動

とはいえ、優先順位は当然存在する。 

 

（２）警察官の能力の変化 

市民の通報に誠実に対応するが迅速も重要。市民からの希望は２つある。まず警察に良い

対応をしてもらいたい。そこで問題をややこしくしてほしくない。能力改善にはまず人材改

善がある。また、設備等の強化も必要。方法（効率的、効果的）の改善も必要。人材・組織

管理能力が重要。現場・地方の特性に合ったものにする必要がある。 

 

（３）（インドネシア適応はうまくいっているか） 

更なる活動が必要だが成功していると思う。特に、重要なのは幹部の役割である。 

・鑑識分野 

事件に対する対応が向上している。科学的捜査が始まった。人権尊重の観点からも重要。

暴力による自白の強要は減らさなければならない。鑑識技術は向上したがまだ不十分。 

・通信指令分野 

通信が警察業務の神経系統になる。ブカシ県は面積も広く通信が重要。分署との連携等。 

通信指令センターの計画はあるが、プロジェクト計画時にはブカシ県は考えていなかった。

メトロブカシと同様な支援がほしい。設備は協力していただいたが、能力強化、システム

づくりが必要。メトロブカシと比較して面積は６倍である。通信の能力についてはリピー

ターによりカバーできる。可能であれば、コマンドセンター立ち上げ支援をプロジェクト

期間内に実施していただきたい。 

 

（４）専門家コメント 

施設面では間に合うだろう。人材訓練も間に合わせたい。 

 

（５）BKPM業務 

７つのBKPMの建設は終わった。既に２つが運営に入っている。他は人が不足で人材につ
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いてはジャカルタ警視庁にお願いしている。POLRESができて２年で不足点が多いが、特に

人材が不足しておりWG会議でもお願いしている。県署の予算はPOLMAS関連で大きく増え

ている。したがって、予算面からは人材増加が可能だが、人が見つかっていない。 

 

（６）警察官に意識改革 

幹部では進んでいる。市民代表などとの話し合いでは警察が市民に近くなったという意見

が多い。大半の警察官は、自分は変わった、変わらねばならないと考えている。市民からの

通報は今まで少なかった。通報があり、一時間後には警察官は既に到着しているという携帯

メール、電話が再度あったりする。 

 

（７）警察の能力強化 

鑑識技術を捜査に使えるようにはなってきたが、メトロブカシのインストラクター程には

まだできていない。メトロブカシ並みにはなってほしい。捜査に立ち会った刑事が、被害者

や容疑者の話だけではなく、鑑識の意見を聞くようになってきている。 

 

（８）JICAへの要望 

JICAの支援はインドネシア国家警察内でも有名になり、見学者も多くなっている。自分に

とっても非常に有益である。支援を継続し、他の地域にも広げてほしい。 

 

（９）他の類似プロジェクト 

POLMAS支援としては、JICAの他IOM（International Organization of Migration）及びAsia 
Foundationがある。 

 

＜両者の比較＞ 

活動地域：JICA ブカシ、IOM ボゴール、AF ヨグヤカルタ 

活動対象：JICAはPOL（警察）ほぼ100％、他の二者はPOLMAS（コミュニティー）ほぼ50/50 

活動期間：JICA５年間の長期間継続、他の二者は短期的 

市民警察の実現のためには警察の意識改革が重要だが、コミュニティーの側の意識改革も重要

であるという意味では、他の二者のコミュニティーをターゲットとする活動も意義がある。ただ

し、警察の側から言えば警察の意識改革よりもコミュニティー側の意識が前にいくと警察は何を

やっているのかと批判される懸念があり、常にコミュニティーよりも前に進む努力が必要になる。

土地の提供等は市民または自治体である。警察改革の利害関係者である自治体や市民の意識改革

への支援、例えば市役所、地方議会や住民組織の代表に日本を見学させるのも一案と思う。 
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面談メモ６：ブカシ県警察署刑事課長 

日 時：１月15日 11時15分～12時15分 

場 所：ブカシ県警察署鑑識係室 

相手先：ブカシ県警察署 刑事課長サムスー大尉 

面談者：監物団員 

同席者：専門家、通訳 

ブカシの鑑識が有名になり、所轄外からの要請にも対応している。 近東ジャカルタで殺人事

件があり、応援要請を受けたが、現場保全はこちらがだいぶ進んでいると感じた。鑑識以外も進

んだ。MM2100工場団地内のもめごとにまずBKPMが出動し、うまくまとめられた。法律を適用

せずに解決できた例である。 

 

（１）現在不十分な分野は何か 

実地訓練がまだ不足している。現場から学ぶ経験が重要。また少人数のため一人が指紋、

写真、証拠品回収につき皆ができなければならない。 

 

（２）鑑識が捜査に役立った例 

日本では科学的証拠が必要。日本では鑑識が裁判で証言することもあるが、インドネシア

はそのようになってはいない。裁判の証拠は様々な人の証言集だけともいえる。強盗が入り

怪我したとの通報があった際に、鑑識が出動したら狂言であることが判明したという例はあ

る。証言には嘘が多いが嘘を見破るために鑑識は役立っている。（指紋で犯人を捕まえたとい

う事例はまだない。） 

 

（３）JICAへの希望 

引き続き支援していただきたい。これまでの研修は本署のみだが、これを分署にも拡大し

ていただきたいし、研修・演習の時間も増やしてほしい。指紋採取技術はA級まで進んでい

る。まずまずの成果を得ている。写真はまだ大半B級止まりである。その他の分野であれば、

例えば足跡はまだインドネシアでは行っていない。この分野の指導もほしい。取る場所が決

まればそこから指紋を採取する技術は進歩したと思うが、どこで採るべきかの現場観察力、

目を養う必要がある。また、採取した指紋とデータにある指紋の照合技術についてもこれか

らである。 

 

（４）補足 

県署は面積が広く、遠い分署では本署から来るまで３～４時間かかる。本署のみならず、

分署でも一定の能力をもつ必要がある。現在は真に必要な場合は本署に要請するが、大部分

本署に要請せず、鑑識活動はなしで、分署限りで処理している。メトロブカシ警察署は分署

が７つで狭い地域に集中しているが、県署は広い地域に15分署あり、道路も悪く一カ所から

次の場所へ簡単に移動できない。本署に近いところはまだ要請するが、多くは鑑識活動なし

に被害届受理だけで終わる。新設署として人員増強しているが、まだ若い経験の浅い人が多

く、また専門家もメトロブカシ警察署に常駐ということで、メトロブカシ警察署に比べると

遅れている。 
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（５）専門家コメント 

若い人は柔軟で、指示がなくても自分で考えてやるケースが多い。 

 

面談メモ７：ブカシ県警察署業務企画課長 

日 時：１月15日12時15分～13時 

場 所：ブカシ県警察署 

相手先：ブカシ県警察署業務企画課長ヨッシー少佐 

面談者：監物団員 

同席者：谷口専門家、通訳 

 

（１）レスポンスタイムを計算している。通信指令の運用を開始するにあたり、対応時間を調べ、

現状を把握して対応を考える。 

（記録を見せてもらったが、大きな事件１年間164件についての記録はしっかりされている。

しかし、ちょっとした喧嘩などは、一応記録はあるが盗難事件など通報までに数日かかって

いる場合などあり、それでも対応までの時間は記録している。電話通報の数は少ないが100％

対応している） 

 

（２）通信指令の部屋はもう用意されている。 

人材について、下級警察官は集まったが上級警察官が未定。指令のためには上級警察官が

必要。固定無線機やコンピューターもまだない。SPK（警察サービスセンター）は隣の部屋

で通信指令室との機材、人材共有が考えられている。無線の発信能力は問題ない。所々不感

地帯があるが致命的ではない。 

 

（３）日本と違い分署がある。分署を含めた運用システムは十分にできていない。 

司令室試行開始については、人材はジャカルタ警視庁が検討してくれており、資機材次第

である。できれば日本人専門家が県に常駐し支援してほしい。訓練は始まっており、あとは

機材と司令官が揃うこと。遅くもプロジェクト期間内には立ち上げたい。 

 

（４）以前は、警察は座って待っていた。今は３P（PROAKTIF、Problem Shooting、Partnership） 
 

（５）本来は、巡回は市民課だけでなく、他もやるべし。 

かつて市民は警察を敬遠し、情報提供はほとんどなかったが、 近は変化があり、通報が

増えてきた。以前は通報があったら所轄分署だけに連絡して終わりだった。 近は誘拐事件

等大きな事件については所轄分署のみならず、周辺分署にも同時に指令を出して解決した例

もある。 

 

（６）谷口専門家コメント 

メトロブカシ警察に比べ始まりは遅かったし、地理的な問題もあるが、署長はじめ意識が

高いので始まれば早いと思う。 
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面談メモ８：北ブカシ分署長・BKPM 勤務員・交番運営副委員長・市民代表 

日 時：１月 15 日 15 時 30 分～17 時 

場 所：Pondok Ngu BKPM 

相手先：北ブカシ分署長、Pondok Ngu BKPM 勤務員、交番運営副委員長、市民代表（近

く開設予定の新しい POSPOL 委員長予定） 

面談者：監物団員 

同席者：間野リーダー 通訳 

 

対象 16,000 世帯 

今まで一人当たり 600 世帯を巡回。共稼ぎが多く１日２世帯しか回れない。 

拳銃５、無線５、ファクス１を使用。 

 

（１）BKPM は成功か否か 

（分署長） 

BKPM 建設以前周辺は酔っぱらいや若者のたまり場で、治安はあまりよくなかった。分署

から遠く、カバーしにくかった。BKPM ができて夜間外出も可能になった。警備、パトロー

ル、巡回連絡を実施している。 

BKPM 運営委員会（FKPM） 

会長、副会長、隣組の長、BKPM 勤務員 

月１回定例委員会。防犯対策、若者のいたずら、麻薬犯罪対策等を協議。 

BKPM は地域住民が苦情や悩みをはき出す場になっている。猫や犬がいなくなった相談もく

る。ここでは警察と市民の間の壁はなく、どのように解決するかを一緒に議論している。 

 

（新設 BKPM 運営委員長候補） 

非常に大きなメリットを感じている。特に犯罪発生率の低下を感じる。ここは分署から約

４km で分署からはすぐに駆けつけられる。 

 

（運営委員会副委員長） 

JICA とインドネシア国家警察に感謝する。BKPM により警察のサービスがよくなり、治安

もよくなった。BKPM がないとき、分署は遠く交通事情も悪くパトロールはなかった。巡回

や啓発活動も BKPM ができてからである。犯罪事件に関しては警察にお任せだが社会問題は

一緒に相談する。北ブカシには旧来の POSPOL はなくこの BKPM が唯一である。 

 

（新設 FKPM 運営委員長候補） 

POLSEC と BKPM の中間地点にもう一つ BKPM をつくってほしい。土地はある。 

 

（２）警察官は変わったか、それとも別に警察官は変わっていないが警察官のいないところにで

きたからよくなったというのか 

警察が恐いから通報ができないということはなくなった。気軽に通報ができるようになっ

た。 
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（３）改革前に警察と係わった経験があればそれと今を比較してください。 

市民から見れば、改革前は警察は恐い存在であり、警察がくるときは悪いときであった。

現在は、警察は恐くなく喜んで話ができる。昔は巡回がなく、被疑者捜ししかなかった。 

巡回も始めはこわかった。今は怖くない。 

 

（４）BKPM は塀に囲まれていない。POSPOL は塀に囲まれている。どちらがよいか 

塀はないほうがよい 

（警察官の意見を聞きたい） 

ないほうがよい。 

 

（５）分署長 

家庭内争いの仲裁もしている。義弟とけんかしてそれを追い出してくださいという訴えが

あったが、警察にはその権限はなく、和解をすすめた。 

 

（６）警察官から見て市民の警察官に対する態度に変化が感じられるか 

初の訪問はやはり歓迎はされてなかった。隣組を通じて前もって説明すると２回目は怖

くはなくなった。 

 

（７）警察官に対し：BKPM に勤務してどう思うか 

巡回連絡は当初驚いた。前のポストはデモ隊警備の 先端であり、 初はなぜ自分がこん

なことをするのかと思ったが慣れてきた。 

 

（８）BKPM 勤務の経験は今後転属になっても役に立つか 

（BKPM 勤務員） 

非常に役に立つ。市民の真ん中に位置し、市民と対応した経験は本署の刑事課にいっても

情報管理課にいっても役に立つと信じる。 

（分署長） 

BKPM 勤務員の選定に際しては、まず心理学テストにより 50 人から 30 人に絞り、面接と

なる。面接には JICA 専門家にも参加してもらう。その後 BKPM 勤務の研修、鑑識・現場保

存研修等、様々な研修を受ける。汚職等に汚染されていない若い人を選定している。BKPM
勤務を経て本署刑事になれば取り調べも改善すると思われ、警察学校卒業生はまず、BKPM
勤務を経てからがよいと思う。 

 

（９）JICA への要望 

（住民代表） 

あるものを更に良くしていただきたい。それにより市民の要求に更に応えられる。BKPM
を増やしてほしい。 

（FKPM 副委員長） 

日本の交番のビデオを見たが、市民がどのように関与しているのか日本に見に行きたい。 

（BKPM 勤務員） 
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もっと BKPM をつくってほしい 

（分署長） 

もう一つの区にもつくってほしい。 

 

面談メモ９：南ブカシ分署長・モール BKPM 勤務員・交番連絡評議会委員他 

日 時：１月 16 日 ８時～９時 30 分 

場 所：モール BKPM 

相手先：南ブカシ分署長、モール BKPM 勤務員、交番連絡評議会委員（DKPM）委員長、広

報担当 

面談者：監物団員 

同席者：間野リーダー 通訳 

 

１．分署長 

（１）この近辺で迷った人が道を聞きたい時に、“BKPM”は通じるか、“POSPOL”といったほう

がわかるか 

この地区の人なら BKPM で通じる。地区外の人には POSPOL であろう。 

 

（２）町の人々は BKPM と POSPOL の違いを認識しているか 

地区の人には「警察は変わっていく」との広報をしており、市民も理解している。BKPM
とは POL と MAS の交流の場という意味である。POLMAS 政策の推進により POSPOL でも交

流は始まっており、やがて名前が BKPM になるか POSPOL になるかは別として統一されるで

あろう。ジャカルタ警視庁でも POSPOL の業務内容見直し検討が始まっており、そこにも

BKPM の要素が強くでれば名前の統一も図られるであろう。 

BKPM 業務システムは非常によくできている。市民もそう思っているとおもう。勤務員は

モールの中だけでなく受け持ち地域があり、その地域の人もよく思っている。 

 

２．勤務員 

自分の経験を話したい。 

・市民が何かイベントを計画するときに、是非警察も参加してほしいと要請がくるようになった。

これは市民が警察を受け入れていることの証と思う。ただ BKPM 勤務員と他の警察官にギャッ

プを感じる（市民もそう思っているのではないか。交通課などの業務態度に対しなぜかという

質問を受けたりする。） 

・私は住宅街が受け持ちだがそこでも同じ。不良が集まり、麻薬を使ったりする事例が定期巡回

で減っている。問題は資機材の維持管理がうまくいかないことである。無線が故障したらどう

したらよいかわからない。 

（間野リーダーコメント） 

それはすぐ分署長に連絡すること。分署長は本署通信課に連絡するだろう。 

・基本的には協力はうまくいっている。様々な研修も受けさせてもらった。鑑識や受傷防止等ま

だ基礎だが受けさせてもらっている。大変ありがたいが、勤務時間とぶつかったりするのは困

る。調整してほしい。 
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３．評議委員長 

こういった協力は今後も継続してほしい。今まで警察のパートナーとして協力してきた。他方、

警察では屋台等の道路占有を規制しようとしたら市政府のほうが許可したりして警察が悪者にな

った例もある。渋滞も市政府がむやみにミニバスを増やすことにより問題があがっている。警察

と市政府との連携も重要であろう。7 月頃に協力は終わると聞くが、延長についてはブカシ市政

府とも連帯して行うのがよいと思う。市民と警察の連帯には市からの予算もほしいし、交通問題

は市が権限もあり、警察が悪者にされやすい。評議委員になる以前、軍の一部で警察は怖い存在

であった。今、警察イコール BKPM といった感じで親近感がもてる。 

 

４．勤務員 

・自分の経験を話したい。ここの前は分署勤務であった。BKPM 勤務をいわれたときは、どうい

うものかとの興味があった。ブカシ市は多様な地区である。分署では市民と接触する機会は少

ない（市民が来るのを待っている）。BKPM では自分から巡回等で市民に近づく。この経験は

貴重である。 

・自分はジャカルタ警視庁からきた。以前は市民を一段下に見る立場であった。今では市民はパ

ートナーと感じられるようになった。 

・若い警察官にとっていろいろな経験が重要である。自分はもう長いし人事異動があるならあっ

てよい。 

 

（全体として成功と判定してよいか） 

（分署長） 

全員が成功と感じている。更に協力を継続してほしい。 

（勤務員） 

・成功かどうかは市民に確認してほしい。 

・可能であれば、設備だけでなく運営費用も支援してほしい。ガソリン代やインク代がなかなか

でない。 

（分署長） 

これまでの協力に感謝。自分は分署長になってまだ６か月だが、警察改革の中でここはうまく

いっていると思う。ただし、監視官をもうけるほうがよいと思う。プロジェクトは是非とも継続

してほしい。 
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面談メモ 10：東ブカシ分署長、メカル・サリ BKPM（女性警察官交番）他 

日 時：１月 16 日 10 時 

場 所：メカル・サリ BKPM 

相手先：東ブカシ分署長、メカル・サリ BKPM 勤務員、交番連絡評議会委員  

面談者：監物団員 

同席者：間野リーダー 通訳 

 

（１）メカル・サリ１年の経験の評価をお願いしたい。 

（勤務員） 

まだ十分成功といえる段階に至っていない。 

（評議委員） 

成功の指標として治安の面では犯罪発生の数、通報の状況等がある。犯罪は減っているよ

うだが、通報は増えている。市民との関係は近づいていると思われる。問題は運営費用等の

予算が不十分で、コンピューターのインクでさえもどこかに頼る状況。FKPM はボランティ

アであり、自分の仕事もあり時間のやりくりに問題がある。 

 

（２）警察に対する印象 

初は、警察は軍のイメージで怖かった。容赦なくやっつけるイメージ。自分の鶏が盗ま

れて警察に通報したらもっと高くつくというイメージであった。今では警察は市民の保護者

というイメージ。これは巡回訪問やパトロールによる。 

 

（３）BKPM という言葉は評議委員になる前は知らなかった。しかし、日本語の交番という単語

は聞いたことがあり、交番は場所に合わせた建物と感じていた。 

 

（勤務員） 

以前は警察とは市民が必要があって初めて行くところだと思っていた。BKPM に来て警察

のほうから市民にアプローチすることを学んだ。コミュニケーションがうまくなったと思う。

市民に近づくためには勇気がわいてくる。配属以前 BKPM という言葉について聞いたことが

あっても意味はよく知らなかった。交番という単語のほうがイメージが浮かびやすかった。 

 

（４）勤務時間の関係から家族との時間がなくなるのがつらい。女性には 24 時間勤務体制はつら

いと思う。市民から見ると女性だけは親近感があると思うが、24 時間勤務体制はつらい。 

（評議委員） 

女性だけの交番は、家庭訪問等の対応にはよい。特に、昼間家にいるのは女性ばかりであ

り、男性警官の訪問はとけ込みにくいところがある。しかし、警官であっても女性である以

上、男性とは違う面があることは考慮しなければならない。 

（分署長） 

女性交番は場所を考える必要がある。ジャカルタ警視庁の例では、スナヤン（スポーツ施

設等）、タマンミニ（遊園地）、メガクニナン（ビジネス街）にあった。いずれも住宅街では

ない（住民がいない）。ここは住宅街であり、事情が違う。１年程度で女性だけではなくなっ
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た。ここを開所するとき、女性だけの交番を試行してみたいということがあった。ブカシで

どうするかは試行結果、本庁の意向をみて考える。 

（勤務員） 

市民と友達になれた。パトロール中に「ご苦労さん、ありがとう」と声をかけられるとき

は本当に嬉しい。また、受け持ち区域の市民から誕生日や結婚式に呼ばれたりするのも嬉し

い。 

 

（５）希望 

・日本に行ってみたい。 

・建物、車両も支援してもらったが、協力期間終了後数年間の維持費修理費も支援してほし

い。建物にもヒビや雨漏りなどの問題が出てきている。 

 

面談メモ11：BAPPENAS 

日 時：１月17日11時～12時50分 

場 所：BAPPENAS 会議室 

相手先：Drs. James Daniel Sitorus、MScMinister’s Expert Staff Member for Laws and Bureaucracy
Reform Affais.大臣審議役 

Rizky Ferianto, Direktor Hankam 治安部長 

Martin N. Kasubedit heauranan 治安課長 

面談者：監物団員 

同席者：プログラムマネージャ、調整員、通訳 

 

（審議官挨拶） 

警察改革に関しては、私と防衛治安担当部長の二人で行っている。 

 

（植松プロマネ挨拶） 

終了時評価の説明 

 

（審議官） 

（１）国家開発政策における警察改革の位置づけ 

警察が軍から分離独立したが、これだけでも警察改革の重要性がわかる。2002年の第二法

律で「市民警察」と明記された。コミュニティ警察が警察の基本単位とされている。20年計

画にもそのように計画されている。題目が先行し、実際面ではコミュニティポリスについて

具体的に何もわからなかった。日本の協力（国特等）で方向が見えてきたが、それをインド

ネシア流に適合させている。警察改革は国の基本方針である。 

 

（２）警察改革におけるブカシの位置づけ 

インドネシアは非常に広く、多様である。33州に警察があり、分署は3,000～4,000ある。 

BAPPENASがブカシを選定したわけではないが、選定結果には満足している。ブカシはパ

イロットとして機能しており、まずこれを確立し、後に横に展開という方法論にも賛成であ
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る。ブカシは多様なインドネシアの様々な要素、都市と田舎があり、ジャカルタに近いため

中央から成果が見えやすい。結果として、「なぜブカシか」という議論がその後起こっていな

いことを見ても適切な選定であった。他にスラバヤ近郊シドアルジョでも実施したいし、ま

た更に遠方のマカッサル等も実施したいところ。 

 

（３）他のドナーとの比較 

警察協力について 

日本からは市民警察という組織のみならず、鑑識、通信、BKPMといった具体的技術での

協力がなされている。他のドナーに比べて総合的支援であり、かつ現場での実施を含む点が

優れている。また、日本人専門家がインドネシア・カウンターパートと一緒になって現場で

実践するという姿勢が大変効果的であった。インフラ（交番建物や車両）整備も有効であっ

た。５年間協同で実施したというところが大きい。市民も感じている 

 

（他のドナーによる支援） 

アメリカは以下の２つ。 

・ICTEPによるATA（教育訓練プログラム） 

教育分野に限定。教育・研修機関への支援であり、現場ではない。ただウジュンパンダンで警

察購買方のセミナーをやったがインドネシアでは中央購買であり、役に立たない。 

・IDEAによるATAP（テロ対策強化支援プログラム） 

 

他に多国間による政府機関改革支援プログラムがある。（日本も参加） 

IOMのボゴール、AFのヨグヤカルタについての詳細は不明。 

 

（４）治安部長 

警察改革には２つの側面がある。組織改革は法律改正により形は早期にできた。あとは文

化改革であり、これは法律を改定してもすぐには成し遂げられない。30年間軍であったため、

意識改革には長期にわたる努力と、警察上層部から末端までの意識改革が必要。ブカシ・プ

ロジェクトは成功していると思うが、インドネシアではブカシの成果を拡大・展開しなけれ

ばならない。この面でも是非日本の協力をお願いしたい。またこのプロジェクトの現場重視

は既存の警察官の意識改革だが、これから警察官になる警察学校への意識付けも重要で、こ

の面での支援もお願いしたい。 

 

（５）安齋 

ブカシでは幹部とBKPMは進んだが、中間幹部が遅れている。分署やPOSPOLのヘッドが重

要と考えている。 

 

（６）審議官 

JICAのプログラムは予算面でも大きな貢献となっている。インドネシアの開発のためには

国家予算並びにドナー支援が極めて重要である。今回のプロジェクトでは国家予算負担を軽

くしている。さらに、警察が軍から独立してはじめて支援が受けられるようになった。2006
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～2009年の開発計画は 終検討段階にある。計画はBAPPENAS所管であるが、予算は大蔵省

である。実施は各省実施機関。評価はBAPPENAS。借款及びその返済の資金計画等は

BAPPENASが担当。 

 

（７）治安課長 

警察改革支援については既にフェーズ２（約８億円）がブルーブックに入っている。国特

研修も含まれる。書類は３月に完成し、大蔵に提出予定。短期間で大蔵省に承認されると思

う。 

 

（８）（審議官） 

交通安全分野を入れてほしい。海、空は運輸省だが車は警察。陸上交通の支援は運輸省に

入るために交通安全・事故対策等にはまわらない。 

 

（９）（治安部長） 

交通課は一番市民に見られる警察官である。まずブカシで交通警察のモデルを作ってほし

い。 

（植松） 

ブカシでは渋滞対策は始まっている。 

（審議役） 

プルワディ署長は非常に詳しい。 

（安齋） 

メトロブカシでは交通管理センターをつくっている。コマンドセンターと並んで活動できる。 

（審議役） 

POLMAS改革のなかで交通課の増強には予算がつくであろう。しかし、福祉面、きれいな警

察という面でも交通課は重要。 

（安齋） 

手当を上げる必要もあろう。 

（審議役） 

同意。しかし、各方面で努力するが、我々がそのために予算を増やすのは難しい。大蔵省で

も給与の見直し作業が始まったが、実現は2008年になる。 
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面談メモ12：ACNielsen 

日 時：１月17日 11時～13時５分～13時40分 

場 所：BAPPENAS会議室 

相手先：Dindin Kusdinar, Senior Manager 他２名 

面談者：監物団員 

同席者：プログラムマネージャ、調整員、通訳 

 

プロジェクトの前と後で著しい傾向がみられる項目がある。 

1600人の2.5％ marginal error 
 

（１）自分達はむしろ警察からの依頼ということで躊躇した。へんな結果が出たらしかられるか

と思った。実際に調査にあたってみると、市民は率直に警察や、警察の汚職を批判した。し

たがって調査内容は正直な答えと思ってよいと思う。少しは良くなった。しかし、まだまだ

というのが正直であろう。 

 

（２）（安齋） 

一度調査に同行したことがある。100人ほどのチームであった。ランダムサムだがデータが

とれないときに次に回る。県別、群別、地区別の詳細データがある。 

シドアルジョとの比較 

 

面談メモ13：ジャカルタ警視庁 

日 時：１月17日 14時～15時30分 

場 所：ジャカルタ警視庁 

相手先：Dr,Saber大佐、人事部長 他6名 

面談者：監物団員 

同席者：プログラムマネージャ、調整員、通訳 

 

＊ジャカルタ警視庁はジャカルタ市のみならずブカシを含む首都圏13POLRES（103分署、

317POSPOR）を統括。 

 

（１）JICAの支援は評価する。ブカシに大きな変化が見られた。JICA専門家の協力により我々警

察官の文化が変わった。事件捜査等において市民と協力する、市民と警察官が話し合うフォ

ーラムができた。その他、鑑識等捜査に有益な技術や護身術も教えてもらっている。成果が

ある一方で問題もあると思う。問題の基本は、軍から独立して数年で文化が変わりきってい

ないところにあるが、これには時間がかかる。これはBKPMとPOSPOLの違いにも関係する。

軍ではBKPMは出てこない。 

 

（２）ジャカルタ警視庁としてもブカシには 善の人材を投入すべく努力した。彼らがブカシで

得たものを他の地域に広めてくれることを期待している。今後プロジェクトが続くのであれ

ば、引き続き良い人材の投入に努力したい。もちろん日本研修の人選についても、帰国後に
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その成果を波及できる人材を考慮する。 

 

（３）BKPMにおけるPOLMASプログラムは市民に好評である。もちろんすべて100点ではない。

人事部として能力向上、弱点に対する研修を計画している。メトロのブカシ警察人材不足に

ついては一度に57人増員した（BKPM増強を見据えての人事）。これでも足りないかと思うが、

徐々に増員していきたい。人事異動について、JICAが育てた人材を簡単に異動しないよう検

討はする。しかし、異動によって昇格するという背景もあり、異動をなくすわけにはいかな

い。カウンターパートを異動させた場合、国特OBを配属する等の配慮をするつもりである。

交通警察の給与が低いという問題がある。 

 

（４）市民との接触は交通に限らない。市民指導課（ビナミトラ）も刑事も通信も市民と接触し

ている。 

 

（５）今後のJICA支援に対する要望 

警察予算でJICAプログラム維持のためのカウンターパート予算はまだつくられていない。

今後人材増員等経費は予算申請に含めるようにしてほしい。維持管理予算も必要。通信網の

維持管理費も必要。JICAプログラムはできれば対象地域の拡大を望む。 

 

（６）（警察予算） 

小さいものでも適切に計画を立てて申請すれば、検討される可能性がある。 

（７）女性POSPOLについて、 

あくまで試験的な一つの試みである。南ジャカルタ、メガクニアンでも試行している。 

 

（８）BKPMの人員増強は優先的に人材配置を考える。 

人材交流によるブカシの成果の普及。ブカシから西ジャカルタに幹部が４人異動した。彼

らが核となって、ブカシの成果が西ジャカルタに波及することを期待する。 

 

（９）階級の低い人が上位に教える際の工夫 

警察官の制服から背広に着替え、｢講師｣になることを進めている。階級ではなく技能をみ

る。成績のよい技能手当。 
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面談メモ 14：インドネシア国家警察本部 

１．鑑識 

日 時：１月 18 日 ９時～10 時 50 分 

場 所：インドネシア国家警察本部鑑識係長室 

先方出席者：鑑識係長 Drs. H. Ramli Darwis、鑑識係員、刑事課７名 
Drs. Susanto, Drs. Moch Yusrin, Drs. IG. Soembodo, Drs. Tedjo Soelarso, Drs. Herry 
Prastwood, Pagimin, Sebastiana, Tri Mulyani 

面談者：監物団員 

同席者：植松プロマネ、安齋調整員、通訳 ペンタ氏 

 

（１）鑑識係長 

自分は関係者ではあるが、特に現場には関係していない。しかし、インドネシア国家警察

からみてブカシでは非常に成功している。是非支援を延長していただきたい。現場鑑識につ

いては、教室での講義のみならず、現場実習が多い。クニガンで起きた爆発事件では、ブカ

シから専門家に来てもらい、ジャカルタ警視庁からは国特を受けた者も参加した。 

 

（２）刑事課長 

今まで JICA との協力で鑑識専門家が養成され、INSTRUKTOR ができた。藤塚専門家とと

もに警察大学や下士官学校での啓発活動も実施した。ブカシでの成果を更にジャカルタ警視

庁全体に広げてゆきたい。その他コピー署３署を新設したが、同３署への支援は JICA から

受けていない。ジャカルタがブカシの成果を吸収することで、さらにジャカルタ周辺にも波

及させたい。希望としてはコピー３署にも専門家を派遣してほしい。更に各州警察でも JICA
研修を実施していただきたい。 

 

（３）鑑識係長 

ブカシの鑑識面での成果は非常に高い。ブカシ署警察官の付加価値を高めた。各署を回り、

コーチング・クリニックというものを実施している（2006 年）。これは自分たちが持つ資料

にブカシの成果を追加として取り込んだ。2007 年に既にブカシ署で技能検定を実施した。技

能資格取得者を各地に派遣して指導してもらいたいし、逆に各署から人を集めてブカシでの

研修も実施してもらいたい。そのためにはフェーズ１が終わっても、切れ目なしに支援を継

続してほしい。今まで他の国との協力（ヨーロッパ、オーストラリア）があるが、日本との

協力が一番インドネシアに合うと思う。専門家との間に壁を感じない。 

 

（４）刑事課長 

現場観察について、日本での捜査のやり方とは若干異なる。インドネシアでは鑑識以外の

様々な担当者が現場に入る。照合技術について、被疑者との照合だけでなく他の犯罪者デー

タからも探すよう指示している。 

 

（５）刑事課副長 

下の階級の者が上の階級の者を教育することは、インドネシアの社会通念上、やはり大変
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難しい。検討課題であると認識している。今まで鑑識は指紋採取だけのイメージが強い。現

場保全、証拠収集は鑑識ではなく、科捜研の仕事と考えられている。マリオット・ホテルの

爆破事件では議員などの要人が野次馬となり、現場保全の邪魔をした。これら社会文化に根

ざす問題は時間をかけて改善する必要がある。 

 

（６）指紋係員 

現場での鑑識活動は、ブカシではよくできていると思う。以前日本での研修に参加した中

尉 2 名の帰国発表は非常に良かったが、それの文書の提出をお願いしたが、もらえなかった。

他の参加者の報告書もほしい。 

 

（７）写真係員 

直接ブカシには関係していないが、防衛展示会（？）で距離自動表示（例えば死体と壁の

距離を表示するなどの機能）カメラがほしい。防犯監視カメラからの画像分析技術の指導も

ほしい。 

 

（８）現場鑑識係員 

大変助かった。タングランでの射殺事件において、銃やポンプからの指紋採取は大変役に

立った。アルミパウダーの指導も役に立った。 

 

（９）鑑識係長 

無償の機材が役に立ったが、消耗品の入手方法を教えてほしい。結論として、ブカシは成

功した。今後、他の州警察への普及・展開も支援してほしい。 

 

 

２．市民指導課 

日 時：11 月 17 日 11 時～12 時 40 分 

場 所：インドネシア国家警察市民指導課長室 

先方出席者：市民指導課長 Drs. SUTARSO 課員３名 Drs. Hendrawan Razirf, Dra. Harining 
Tyas, Dra. Muji Diah Sepam 

面談者：監物団員 

同席者：植松プロマネ、安齋調整員、通訳 ペンタ氏 

 

コミュニティーポリスはブカシで先行して実施され、2005 年 12 月の長官通達で全国的に実施

することになった。市民が自立して自分の地域の治安維持に参画するというものである。ブカシ

では市民のみならず、警察の能力強化に力を入れた。単にコンセプトの宣伝ではなく、具体的に

能力強化を図ったことにより目に見える効果があった。 

 

その他、BKPM を実施している。日本の交番を模しているが、インドネシア現地適応化を図っ

ている。インドネシアでは FKPM をやっている。対象地域が広すぎると思う。コミュニティーと

いうには、都市ではこれでよいが田舎では RT、RW レベルを考える必要がある。しかし、すべて
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を RT、RW とするには人も足りない、さらに詰める必要がある。BKPM を 11 か所追加し、計 14

か所となったが、更に増やしたい。場所は区に合わせたが、担当地域･･･第 3737 では各村、ある

いは RT（隣組）、RW を設置する。各村に駐在所を設置する。警察官から市民にアプローチする

のが本来であるが、それには人手がいる。市民の方から警察に来やすくするのが今は現実的。村

ではすべてに BKPM の駐在所をつくる。Forum の提供の意味もある。都市ではある程度広い地域

でよい。ブカシの BKPM ほど大きくなくてよい。もう少し小さくてもよいが、もう少し数が多い

ほうがよい。都市では勤務員が交代勤務でよいが、ブカシ県には都市化していない村がある。各

村に１か所駐在所がほしい。2005 年通達では、2010 年にはすべての村に駐在所を設置することに

なっている。2007 年には EU の POLMAS 支援が予定されているが、アチェに限定されている。

日本はブカシ支援を継続しているが、村に対する駐在所を検討してほしい。ブカシモデルとして

都市圏は BKPM でよいが、村落部分については駐在所を考えてほしい。 

 

（１）POLMAS という言葉はいつできたか 

概念は以前からあった。もともとの由来は Community Policing であったが、2005 年の通達

でインドネシア語に訳して POLMAS となった。それ以前は Community Policing をそのまま

インドネシア風に記述していた。言葉をインドネシア語にしたことで、概念もよりインドネ

シア風になった。以前は、例えば西ジャワ州に POLINNGA 市民周辺の警察といった言い方が

あったが、これもなくなった。POLMAS の場合、村では駐在所、町では BKPM または POSPOL
になる。 

 

（２）POLMAS の三要素 

  １）警察官がいる。 

  ２）市民と警察官のパートナーシップのためのフォーラムがある。 

  ３）集まる場所がある。（BKPM あるいは POSPOL の会議室でも市役所でもよいがとにかく

場所がある。） 

 

（３）ブカシの BKPM の特徴 

FKPM がある。定期的に会議を開いている。ブカシは POLMAS である。しかし担当地域が

広すぎて、市民との交流はまだ不十分である。RT、RW レベルのフォーラムがほしい。残念

ながら今の BKPM の役割は警察官が三直で勤務しているが、市民フォーラムの活動が不十分

である。例えば家庭内の暴力などはフォーラムで解決する。BKPM の場は巡回から帰ってき

た警察官の溜まり場になっている。 

 

（４）鑑識向上は捜査に貢献した。 

しかし BKPM が犯罪抑止に役立つかはもう少しみていく必要がある。警察が市民に近づく

という面ではよいが、まだ芽生えである。市民の親近感から通報が増えるという面はあろう。

より重要なのは安心感である。 

 

（５）既存 POSPOL の POLMAS 化 

住民委員会の設置、勤務員の受け持ち区域を決めて巡回するといった活動は、IOM がブカ
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シ以外では８州で開始。2007 年には各州警察で 低 25％、2010 年に 100％の予定となってい

る。このため、村に駐在所を新設することと、都市での POSPOL の POLMAS 化が並行して

進められる。生きたものにすることは難しい。警察官の増員が必要。７万人の配置とその活

動費は相当な額になるであろう。POLMAS 政策推進のために十分な予算の配分が必要であり、

努力している。2007 年度の人材については十分な予算がとれた。施設増強費は大蔵省と折衝

中である。 

 

（６）形式的に委員会を設置するのは早期に可能だが、その活動を活性化することが問題。 

ブカシは POLMAS 促進の参考になった。非常に効果があった。 

 

面接メモ 15：インドネシア国家警察庁副長官表敬 

日時：平成 19 年１月 30 日（火） 10：00～11：00 

場所：ジャカルタ 

出席者：インドネシア国家警察副長官（Makubul Padmanagara）他 

    神田上級審議役、岡崎、佐藤、池田 

    植松アドバイザー、スリ JICA 事務所アドバイザー、通訳 

 

（１）インドネシア国家警察副長官 

・ブカシでモデル的に市民警察が実施されていることはすばらしく、POLMAS 政策の具体事

例となっている。ブカシを訪問する視察者が増えている。 

・自分がジャカルタ警視庁長官のとき本件が開始。以来市民警察協力を見てきており、2002

年にはインドネシア国家警察長官とともに訪日した。 

・迅速、信頼、誠実を市民警察の目標とする専門家活動等により、著しい改善がみられ日本

の協力に感謝する。 

 

（２）神田上級審議役 

本件協力開始当時 JICA インドネシア事務所所長として R/D に署名。その際バクチュアル

インドネシア国家警察長官と警察庁田中長官にも立ち会っていただいた。 

中間評価時にも参加し、来る７月に５年間の協力を終了する。 

５年間の協力を通じ市民警察活動が軌道に乗ってきていると評価。 

残された協力期間でブカシのモデルを更に強化していくことを期待する。 

 

（３）池田団員 

国別特設研修に参加した研修 OB 人材のブカシ等、本件事業への優先的参加を希望する。 
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